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(57)【要約】
【課題】遊技機に配置された標章の機能を、遊技中の遊
技者に対しても十分に発揮させることが可能な遊技機を
提供する。
【解決手段】表示手段を備え、遊技者が視認可能な位置
に警告表示が配置された遊技機において、前記警告表示
は表示手段より上方および／または下方に配置されると
ともに、前記表示手段に前記警告表示と略同一内容の表
示が異なるフォントで行われるように構成した。
【選択図】図４１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段を備え、遊技者が視認可能な位置に警告表示が配置された遊技機において、
　前記警告表示は表示手段より上方および／または下方に配置されるとともに、前記表示
手段に前記警告表示と略同一内容の表示が異なるフォントで行われる、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　表示手段を備え、遊技者が視認可能な位置に第１警告表示と第２警告表示とが配置され
た遊技機において、
　少なくとも前記第１警告表示と共通する警告内容を、前記第１警告表示とは異なるフォ
ントで前記表示手段に表示する、
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機には、機種名称、機能名称、警告表示等の各種標章が前側から視
認可能な位置に表示されている。従来は、これらの標章は遊技機の中央付近、たとえば遊
技盤の遊技領域等に固定的に表示される場合が多かったが、近年の遊技機本体の大型化、
特に前側や上側への突出量、突出範囲の拡大に伴い、標章の配置位置は遊技機の中央付近
から外側に拡大する傾向にある。たとえば特許文献１には、枠（前枠）の上部に機種名称
を表示した遊技機が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－１７５９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、遊技者は遊技機のすぐ前に着席した状態で遊技を行い、しかも遊技中の多く
の時間を、遊技領域の略中央に配置された画像表示手段を注目した状態で過ごすため、標
章の配置位置が遊技機の中央から離れるほど、その標章は遊技中の遊技者に対してはその
機能を十分に発揮することができない可能性があった。たとえば、機種名称等よりなる標
章については、枠（前枠）の上部等に配置すれば、遊技機から少し離れた位置からの視認
性が高まるために自他商品識別機能等についてはより発揮しやすくなる反面、遊技中の遊
技者の視界には殆ど入らないために演出手段としての機能は大きく制限される。また、警
告表示等よりなる標章についても、遊技中の遊技者の視界から外れている場合はもちろん
、視界に入っていたとしてもそれに意識が向けられていなければ、遊技中の遊技者に対し
ては注意喚起機能を十分に発揮することはできない。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技機に配置された標章の機能を、遊
技中の遊技者に対しても十分に発揮させることが可能な遊技機を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。
　（１）表示手段を備え、遊技者が視認可能な位置に「警告（注意喚起）表示」が配置さ
れた遊技機において、前記警告表示は表示手段より上方および／または下方に配置される
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とともに、前記表示手段に前記警告表示と略同一内容の表示が異なるフォントで行われる
、ことを特徴とする遊技機。
　（２）表示手段を備え、遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示
」とが配置された遊技機において、少なくとも前記第１警告表示と共通する警告内容を、
前記警告表示とは異なるフォントで前記表示手段に表示する、ことを特徴とする遊技機。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技機に配置された標章の機能を、遊技中の遊技者に対しても十分に
発揮させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の外観を示す正面図である。
【図２】遊技盤と演出ボタンの構成とを示す図である。
【図３】制御装置を示すブロック図である。
【図４】当り種別、遊技状態遷移の説明に供する図である。
【図５】液晶表示装置の画面表示の説明に供する説明図である。
【図６】遊技内容（通常、時短、ＳＴモード）の説明に供する遊技フローである。
【図７】遊技内容（前兆、天井、天国モード）の説明に供する遊技フローである。
【図８】主制御側メイン処理を示すフローチャートである。
【図９】主制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図１０】図９中の特別図柄管理処理を示すフローチャートである。
【図１１】図１０中の特図１始動口チェック処理を示すフローチャートである。
【図１２】図１０中の特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
【図１３】図１２中の天井機能管理処理を示すフローチャートである。
【図１４】図１２中の天井発動管理処理を示すフローチャートである。
【図１５】図１２中の遊技状態移行準備処理を示すフローチャートである。
【図１６Ａ】図１０中の特別図柄確認時間中処理前部を示すフローチャートである。
【図１６Ｂ】図１０中の特別図柄確認時間中処理後部を示すフローチャートである。
【図１７】図９中の特別電動役物管理処理を示すフローチャートである。
【図１８】図１７中の大当り終了処理を示すフローチャートである。
【図１９】演出制御側メイン処理を示すフローチャートである。
【図２０】演出制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図２１】大当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルを示す図である。
【図２２】遊技状態移行テーブルを示す図である。
【図２３】天井用遊技状態移行テーブルを示す図である。
【図２４】当り変動パターン振分テーブル（一般、前兆、天井、天国時短用）を示す図で
ある。
【図２５】ＳＴ用当り変動パターン振分テーブル（ＳＴ序盤、ＳＴ中盤、ＳＴ終盤用）を
示す図である。
【図２６】ハズレ変動パターン振分テーブル（一般、前兆、天井、天国時短用）を示す図
である。
【図２７】ＳＴ用ハズレ変動パターン振分テーブル（ＳＴ序盤、ＳＴ中盤、ＳＴ終盤用）
を示す図である。
【図２８】遊技モード種別、内部遊技状態種別、変動パターン振分指定番号、および遊技
状態判定番号の関係を示す図である。
【図２９】本実施形態に係るＳＴモード中の演出例を示す図である。
【図３０】同実施形態の第１変形例に係るＳＴモード中の演出例を示す図である。
【図３１】同実施形態の第２変形例に係るＳＴモード中の演出例を示す図である。
【図３２】本実施形態に係る先読み予告の説明に供する説明図である。
【図３３】特典付与形態の変形例の説明に供する説明図である。
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【図３４】特典付与形態の変形例の説明に供する説明図である。
【図３５】本発明の別実施形態に用いる遊技機の外観を示す正面図である。
【図３６Ａ】本発明の別実施形態（盤面に機種名称）に係る遊技機の外観を示す正面図で
ある。
【図３６Ｂ】本発明の別実施形態に（枠に機種名称）係る遊技機の外観を示す正面図であ
る。
【図３７】図３６Ｂにおける遊技機の正面図と側面図を示したもので、（Ａ）は遊技者の
目線が立ち位置にある場合、（Ｂ）は遊技者の目線が着席位置にある場合を表した図であ
る。
【図３８】標章からなる識別情報の種別として、「機種名称」を遊技機に表示する例を示
した図である。
【図３９】標章からなる識別情報の種別として、「機能名称」を遊技機に表示する例を示
した図である。
【図４０】標章からなる識別情報の種別として、「性能表示」を遊技機に表示する例を示
した図である。
【図４１】標章からなる識別情報の種別として、「警告表示」を遊技機に表示する例を示
した図である。
【図４２】標章からなる識別情報の種別として、「知的財産権許諾証」を遊技機に表示す
る例を示した図である。
【図４３Ａ】標章からなる識別情報の種別として、「その他表示」を遊技機に表示する例
を示した図である。
【図４３Ｂ】「その他表示」を表示手段に表示する場合を例示した図である。
【図４４】可動役物が可動する演出例を示した図である。
【図４５Ａ】遊技の進行に応じて「機種名ロゴの発光態様」が変化する例（図柄停止中～
図柄変動中～図柄停止時）を示した図である。
【図４５Ｂ】遊技の進行に応じて「機種名ロゴの発光態様」が変化する例（大当り中）を
示した図である。
【図４６】遊技の進行に応じて「機種名ロゴの発光態様」が変化する例（客待ち中）を示
した図である。
【図４７】遊技の進行に応じて各種標章が表示手段に表示される例を示した図である。
【図４８】遊技の進行に応じて表示手段に表示される各種標章のフォントが異なる例を示
した図である。
【図４９】大当り期待度に応じて各種標章を表示手段に表示する例を示した図である。
【図５０】遊技者の有利度合いの大きさに応じて各種標章を表示手段に表示する例を示し
た図である。
【図５１】表示タイミングに応じて表示手段に表示される各種標章の情報量が異なる例を
示した図である。
【図５２】液晶表示画面以外で識別情報の構成要素の「配置」を工夫する実施形態（別実
施形態５）の一例について示した図である。
【図５３】液晶表示画面以外で識別情報の構成要素の「配置」を工夫する実施形態（別実
施形態５）の他の例について示した図である。
【図５４】液晶表示画面以外に配置された識別情報の「光らせ方」を工夫する実施形態（
別実施形態６）について例示した図である。
【図５５】上記実施形態５、６についての実施例の一部（イ）～（ハ）を一覧形式で示し
たものである。
【図５６】上記実施形態５、６についての実施例の残りの一部（ニ）～（ト）を一覧形式
で示したものである。液晶表示画面以外で識別情報の構成要素の「光らせ方」を工夫する
実施形態（別実施形態６）の他の例について示した図である。
【図５７】実施例（イ）を拡大して示した図である。
【図５８】実施例（ロ）を拡大して示した図である。
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【図５９】実施例（ハ）を拡大して示した図である。
【図６０】実施例（ニ）を拡大して示した図である。
【図６１】実施例（ホ）を拡大して示した図である。
【図６２】実施例（ヘ）を拡大して示した図である。
【図６３】実施例（ト）を拡大して示した図である。
【図６４】液晶表示画面以外に配置された特定識別情報を目立たせる実施形態（別実施形
態７）の一例について示した図である。
【図６５】液晶表示画面以外に配置された特定識別情報を目立たせる実施形態（別実施形
態７）の他の例について示した図である。
【図６６】非特定識別情報を目立たせない実施形態（別実施形態８）について例示した図
である。
【図６７】別実施形態７、８の実施例として、第１識別情報が「前枠」に配置されている
場合（実施例１）について、第２識別情報の配置場所との関係を一覧表示した図である。
【図６８】図６７に示す実施例１おいて、第２識別情報が「前枠」に配置されている場合
（イ）を拡大して示した図である。
【図６９】図６７に示す実施例１おいて、第２識別情報が「遊技盤面」に配置されている
場合（ロ）を拡大して示した図である。
【図７０】図６７に示す実施例１おいて、第２識別情報が「液晶表示装置」に配置されて
いる場合（ハ）を拡大して示した図である。
【図７１】別実施形態７、８の実施例として、第１識別情報が「遊技盤面」に配置されて
いる場合（実施例２）について、第２識別情報の配置場所との関係を一覧表示した図であ
る。
【図７２】図７１に示す実施例２おいて、第２識別情報が「前枠」に配置されている場合
（イ）を拡大して示した図である。
【図７３】図７１に示す実施例２おいて、第２識別情報が「遊技盤面」に配置されている
場合（ロ）を拡大して示した図である。
【図７４】図７１に示す実施例２おいて、第２識別情報が「液晶表示装置」に配置されて
いる場合（ハ）を拡大して示した図である。
【図７５】別実施形態７、８の実施例として、第１識別情報が「液晶表示装置」に配置さ
れている場合（実施例３）について、第２識別情報の配置場所との関係を一覧表示した図
である。
【図７６】図７５に示す実施例３おいて、第２識別情報が「前枠」に配置されている場合
（イ）を拡大して示した図である。
【図７７】図７５に示す実施例３おいて、第２識別情報が「遊技盤面」に配置されている
場合（ロ）を拡大して示した図である。
【図７８】図７５に示す実施例３おいて、第２識別情報が「液晶表示装置」に配置されて
いる場合（ハ）を拡大して示した図である。
【図７９】識別情報に用い得るフォントを例示した図である。
【図８０】遊技機に設定機情報を付与した実施形態を例示した図である
【図８１】設定機マークを例示した図である。
【図８２】設定示唆演出の演出例（図柄変動中～デモ画面表示）を示す図である。
【図８３】設定示唆演出の演出例（リーチ中の演出例）を示す図である。
【図８４】設定示唆演出の演出例（大当り中～図柄変動開始）を示す図である。
【図８５】別実施形態に係る遊技盤を示す図である。
【図８６】ＬＥＤによる設定示唆演出の演出例（役物）を示す図である。
【図８７】ＬＥＤによる設定示唆演出の演出例（周囲ＬＥＤ）を示す図である。
【図８８】合体型役物による設定示唆演出の演出例を示す図である。
【図８９】分離型役物による設定示唆演出の演出例を示す図である。
【図９０】操作手段を用いた設定示唆演出の演出例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る遊技機の好ましい実施形態について詳細に説
明する。なお、以下に述べる実施形態では、本発明に係る遊技機として、パチンコ遊技機
を例にとって説明する。
【００１０】
　＜１．構成の概要：図１および図２＞
　図１および図２を参照して、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の構成の概要を
説明する。図１は本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す正面側の斜視図
を、図２は遊技盤の正面側を示した図である。
【００１１】
　図１に示すパチンコ遊技機１（以下、「遊技機１」と略す）は、木製の外枠４の前面に
額縁状の前枠２を開閉可能に取り付け、前枠２の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム（
図示せず）内に遊技盤３（図２参照）を装着し、この遊技盤３の表面に形成した遊技領域
３ａを前枠２の開口部に臨ませた構成を有する。この遊技領域３ａの前側には、透明ガラ
スを支持したガラス扉６が設けられている。また遊技盤３の背面側には、遊技動作を制御
するための各種制御基板（図３参照）が配設されている。
【００１２】
　ガラス扉６の前側には扉ロック解除用のキーシリンダ（図示せず）が設けられており、
このキーシリンダにキーを差し込んで一方側に操作すれば前枠２に対するガラス扉６のロ
ック状態を、他方側に操作すれば外枠４に対する前枠２のロック状態をそれぞれ解除して
前側に開放できるようになっている。
【００１３】
　ガラス扉６の下側には、ヒンジ（図示せず）により前枠２に開閉自在に枢支された前面
操作パネル７が配置されている。前面操作パネル７には、上受け皿ユニット８が設けられ
、この上受け皿ユニット８には、排出された遊技球を貯留する上受け皿９が形成されてい
る。
【００１４】
　また上受け皿ユニット８には、上受け皿９に貯留された遊技球を遊技機１の下方に抜く
ための球抜きボタン１４と、島設備側の遊技球貸出装置（図示せず）に対して遊技球の払
い出しを要求するための球貸しボタン１１と、遊技球貸出装置に挿入した有価価値媒体の
返却を要求するためのカード返却ボタン１２とが設けられている。
【００１５】
　また上受け皿ユニット８には、押しボタン式の演出ボタン１３（第１の操作手段）の他
、上方向を指し示すボタン７５ａ、右ボタン７５ｂ、下ボタン７５ｃ、および左ボタン７
５ｄから構成され、上下左右方向に入力操作可能な十字形の方向キー７５（第２の操作手
段）とが設けられている。演出ボタン１３や方向キー７５は、遊技者が操作可能な操作手
段として機能し、特定の予告演出（たとえば、後述の「遊技者参加型演出」など）におけ
る所定の操作有効受付期間（ボタン有効期間）中に操作入力の受付が有効化され、この有
効期間中に所定の操作（たとえば、１回押し、長押し、連打など）がなされると、その操
作の前後で演出に変化をもたらすことが可能となっている。また、これらの操作手段は、
客待ち待機中（後述の「デモ開始待ち演出」または「客待ち演出（デモ表示）」中）に係
る「遊技設定画面」において、遊技者が好みの遊技設定を行う際にも利用される。この遊
技設定画面とは、たとえば、遊技者が好みの音量や光量などの遊技設定が可能なメニュー
画面である。なお、演出ボタン１３には、その内部に内蔵ランプ（ボタンＬＥＤ１３ｂ）
が設けられており、ボタンＬＥＤ１３ｂの発光態様の違いにより、操作受付有効期間（た
とえば、所定色で点灯または点滅中）と、操作受付無効期間（たとえば、消灯中）とが報
知可能となっている。
【００１６】
　また前面操作パネル７の右端部側には、発射装置３２（図３参照）を作動させるための
発射操作ハンドル１５が設けられている。この発射装置３２は、毎分１００発程度の発射
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性能を有するものを採用している。
【００１７】
　また前枠２の上部の両側と発射操作ハンドル１５の上側とには、音響により音演出効果
（効果音）を発揮するスピーカ４６が設けられている。また、遊技機の適所、たとえば、
ガラス扉６の前枠周縁の装飾部材やセンター飾り体４８（図２参照）の内部には、光の装
飾により光演出効果を発揮する装飾ランプ４５（演出用ＬＥＤ）が複数設けられている。
【００１８】
　（遊技盤：図２）
　次に図２を参照して、遊技盤３の構成について説明する。遊技盤３には、図示のように
、発射された遊技球を案内する球誘導レール５が盤面区画部材として環状に装着されてお
り、この球誘導レール５に取り囲まれた略円形状の領域が遊技領域３ａ、四隅は非遊技領
域となっている。
【００１９】
　この遊技領域３ａの略中央部には、液晶表示装置（ＬＣＤ）３６が設けられている。こ
の液晶表示装置３６は、後述する演出制御部２４の制御の下、所定の表示領域（図柄変動
表示領域）において、独立して数字やキャラクタや記号などによる複数種類の装飾図柄（
たとえば、左図柄、中図柄、右図柄の３つの装飾図柄（図５参照））の変動表示動作（変
動表示および停止表示）を含む、種々の演出を画像により表示する。
【００２０】
　また遊技領域３ａ内には、液晶表示装置３６の表示面の周りを遠巻きに囲繞する形でセ
ンター飾り体４８が設けられている。センター飾り体４８は、遊技盤３の前面側に沿って
設けられ、遊技盤３に固定される前面装着板４８ａと、センター飾り体４８の外周囲を形
成し液晶表示装置３６の表示画面を取り囲む鎧枠部４８ｂとを一体に備えており、周囲の
遊技球から液晶表示装置３６の表示面を保護するとともに、遊技球の打ち出しの強さまた
はストローク長により、遊技球の流路を左右に振り分けることを可能とする流路振分手段
として働く。本実施形態では、センター飾り体４８の上面と球誘導レール５との間に遊技
球が通過可能な遊動領域が形成されており、発射装置３２により遊技領域３ａの上部側に
打ち込まれた遊技球は、鎧枠部４８ｂの上部側で左右に振り分けられ、センター飾り体４
８の左側の左流下経路３ｂと右側の右流下経路３ｃとのいずれかを流下する。
【００２１】
　また遊技盤３の右上縁付近（右上隅）の非遊技領域は各種機能表示部となっており、７
セグメント表示器（ドット付）を上始動口３４（第１の特別図柄用）と、下始動口３５（
第２の特別図柄用）に対応させて横に並べて構成される特別図柄表示装置３８ａ（第１の
特別図柄表示装置：第１の特別図柄表示手段）と特別図柄表示装置３８ｂ（第２の特別図
柄表示装置：第２の特別図柄表示手段）とが設けられている。特別図柄表示装置３８ａ、
３８ｂでは、７セグにより表現される「特別図柄」の変動表示動作（変動表示および停止
表示）による‘特別図柄変動表示ゲーム’が実行されるようになっている。そして上記の
液晶表示装置３６では、この特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂによる特別図柄の変動表示
と時間的に同調して、画像による装飾図柄を変動表示するもので、種々の予告演出（演出
画像）とともに‘装飾図柄変動表示ゲーム’が実行されるようになっている。なお、特別
図柄変動表示ゲーム、装飾図柄変動表示ゲームについての詳細は追って説明する。
【００２２】
　また各種機能表示部には、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂの隣りに、７セグメント表
示器（ドット付）からなる複合表示装置（保留複合表示用ＬＥＤ表示器）３８ｃが配設さ
れている。複合と称したのは、特別図柄１の作動保留球数の表示、特別図柄２の作動保留
球数の表示、普通図柄の作動保留球数の表示、変動時間短縮機能作動中（時短中）および
高確率状態中（高確中）の状態報知という、５つの表示機能を有する保留・時短・高確複
合表示装置（以下単に「複合表示装置」と称する）であるからである。
【００２３】
　また各種機能表示部には、複合表示装置３８ｃの隣りに、複数個（この実施形態では２
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個）のＬＥＤを配置してなる普通図柄表示装置３９ａ（普通図柄表示手段）が設けられて
いる。本実施形態に係る普通図柄表示装置３９ａでは、２個のＬＥＤにより表現される普
通図柄の変動表示動作により普通図柄変動表示ゲームが実行される。たとえば、変動表示
動作として、ＬＥＤによる普通図柄がシーソー的に交互に点灯と消灯を繰り返し、いずれ
かの側が点灯した状態で停止することで、普通図柄変動表示ゲームの当否が判明するよう
になっている。
【００２４】
　また普通図柄表示装置３９ａに隣接して、右打ち表示装置３９ｂが設けられている。こ
の右打ち表示装置３９ｂは、ＬＥＤの点灯・消灯状態の組合せにより、遊技球が右流下経
路３ｃを通過（流下）するように狙いを定める「右打ち」が有利であるのか、遊技球が左
流下経路３ｂを通過（流下）するように狙いを定める「左打ち」が有利であるのかを報知
する。たとえば、ＬＥＤの発光状態が、点灯した状態であれば右打ち有利、消灯状態であ
れば左打ち有利であることが報知される。
【００２５】
　また、右打ち表示装置３９ｂに隣接して２個のＬＥＤ（ラウンド表示ＬＥＤ）を配置し
てなるラウンド数表示装置３９ｃが設けられている。このラウンド数表示装置３９ｃは、
複数個のＬＥＤの点灯・消灯状態の組合せにより、大当りに係る規定ラウンド数（最大ラ
ウンド数）を報知する。
【００２６】
　センター飾り体４８の下方には、上始動口３４（第１の特別図柄始動口：第１の始動手
段）と、下始動口３５（第２の特別図柄始動口：第２の始動手段）を備える普通変動入賞
装置４１とが上下に設けられ、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する検出センサ
３４ａ、３５ａ（上始動口センサ３４ａ、下始動口センサ３５ａ：図３参照）が形成され
ている。
【００２７】
　第１の特別図柄始動口である上始動口３４は、特別図柄表示装置３８ａ（第１の特別図
柄表示装置）における第１の特別図柄（以下、第１の特別図柄を「特別図柄１」と称し、
場合により「特図１」と略す）の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、始動口を
開放または拡大可能にする‘始動口開閉手段’を有しない「入賞率固定型の入賞装置」と
して構成されている。本実施形態では、遊技領域３ａ内の遊技球落下方向変換部材（たと
えば、遊技くぎ（図示せず）、風車４４、センター飾り体４８など）の作用により、上始
動口３４へは、左流下経路３ｂを流下してきた遊技球については入球（入賞）容易な構成
であるのに対し、右流下経路３ｃを流下してきた遊技球については入球困難または入球不
可能な構成となっている。
【００２８】
　普通変動入賞装置４１は、始動口開閉手段により始動口の遊技球の入賞率を変動可能な
「入賞率変動型の入賞装置」として構成されている。本実施形態では、始動口開閉手段と
して左右一対の可動翼片（可動部材）４７を備え、この可動翼片４７が開閉動作を行うこ
とで、第２の特別図柄始動口である下始動口３５を開放または拡大可能となっている。
【００２９】
　また、普通変動入賞装置４１の下始動口３５は、特別図柄表示装置３８ｂ（第２の特別
図柄表示装置）における第２の特別図柄（以下、第２の特別図柄を「特別図柄２」と称し
、場合により「特図２」と略す）の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、この下
始動口３５の入賞領域は、可動翼片４７の作動状態（作動または非作動）に応じて、入賞
を容易とする開状態（入賞容易状態）と、その開状態よりも入賞を困難にし、または入賞
を不可能にする閉状態（入賞困難状態）とに変換される。本実施形態では、可動翼片４７
が非作動の場合、下始動口３５への入賞が不可能とする閉状態（入賞不可能状態）を保持
している。
【００３０】
　また普通変動入賞装置４１の両側には、一般入賞口４３が左側に４つ（４３ａ～４３ｄ
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）、右側に１つ（４３ｅ）、計５つ配設されており、それぞれの内部には、遊技球の通過
を検出する一般入賞口センサ４３ｈ（各一般入賞口４３ａ～４３ｅの個々に対応）が形成
されている。
【００３１】
　また、普通変動入賞装置４１の右斜め上方、つまり右流下経路３ｃの中間部より上部側
には、遊技球が通過可能な通過ゲートからなる普通図柄始動口３７（第３の始動手段）が
設けられている。この普通図柄始動口３７は、普通図柄表示装置３９ａにおける普通図柄
の変動表示動作に係る入賞口であり、その内部には、通過する遊技球を検出する普通図柄
始動口センサ３７ａ（図３参照）が形成されている。なお本実施形態では、普通図柄始動
口３７は右流下経路３ｃ側にのみに形成され、左流下経路３ｂ側には形成されていないが
、これに限らず、両流下経路に形成してもよい。
【００３２】
　右流下経路３ｃ内の普通図柄始動口３７から普通変動入賞装置４１へかけての経路途中
には、突没式の開放扉５２ｂにより大入賞口５０を開放または拡大可能に構成された特別
変動入賞装置５２（特別電動役物）が設けられており、その内部には大入賞口５０に入球
した遊技球を検出する大入賞口センサ５２ａ（図３参照）が形成されている。
【００３３】
　大入賞口５０の周囲は、遊技盤３の表面から膨出した膨出部（装飾部材）５５となって
おり、この膨出部５５の上辺５５ａが右流下経路３ｃの下流案内部を形作っている。そし
て開放扉５２ｂにより大入賞口５０が閉鎖状態（大入賞口閉状態）であれば、この膨出部
５５の上辺５５ａと連続する面を形成することによって、右流下経路３ｃの下流案内部（
上辺５５ａ）の一部を形作るようになっている。また右流下経路３ｃの下流域には、膨出
部５５の上辺５５ａの上方の領域、正確には大入賞口５０の上方の遊技領域において、遊
技球の流下方向にほぼ平行に流路修正板５１ｄが突設されており、流下する遊技球を大入
賞口５０の方向に寄せる働きをするようになっている。
【００３４】
　大入賞口５０への遊技球の入球過程は次のようになる。センター飾り体４８の上面と球
誘導レール５との間の遊動領域を通過した遊技球は、遊技盤３より突出していて遊技球の
ガイドとして機能する膨出部５５の頂面（上辺）５５ａ上に沿って流下して来る。そして
、その遊技球が遊技盤３面から突出している流路修正板５１ｄの右端に接触し、これによ
り、遊技球の流下方向は大入賞口５０の方向（下方向）に修正される。このとき、突没式
の開放扉５２ｂにより大入賞口５０が蓋をされている状態（大入賞口閉状態）であれば、
この上を遊技球が転動して、さらに不図示のゲージ構成（遊技くぎの配列）により、チュ
ーリップ式の普通変動入賞装置４１（下始動口３５）の方向に導かれる。このとき、下始
動口３５が入賞可能状態（始動口開状態）であれば、下始動口３５に遊技球が入賞しうる
が、開放扉５２ｂが遊技盤面内に後退していて大入賞口５０が開いている状態（大入賞口
開状態）であれば、遊技球が大入賞口５０内に導かれるようになっている。なお、本実施
形態の遊技機１では、遊技者が特別変動入賞装置５２側に発射位置を狙い定めた場合（遊
技球が右流下経路３ｃを通過するように狙いを定めた場合）、上始動口３４側には遊技球
が誘導され難い、または誘導されない構成となっている。したがって「大入賞口閉状態」
であれば、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７が作動しない限り、各始動口３４、３５
への入賞が困難または不可能とされるようになっている。
【００３５】
　上記した入賞手段が左右の流下経路のいずれに属するか、つまり左流下経路３ｂまたは
右流下経路３ｃのいずれを流下する遊技球が入賞可能であるかについて分類すると、左流
下経路３ｂに属する入賞手段には、上始動口３４、下始動口３５、および左側の一般入賞
口４３ａ～４３ｄがあり、右流下経路３ｃに属する入賞手段には、上始動口３４、下始動
口３５、普通図柄始動口３７、大入賞口５０、および右側の一般入賞口４３ｅがある。な
お、下始動口３５は、可動翼片４７が開いた状態（始動口開状態）であれば、左流下経路
３ｂおよび右流下経路３ｃの双方に属し、左右のいずれの流下経路からも入賞が可能とな
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っている。しかし、下始動口３５の可動翼片４７は、遊技領域３ａの右側に位置する普通
図柄始動口３７に遊技球の通過（入賞）がその作動条件となっているので、実質的には右
流下経路３ｃにのみに属するといえる。また大入賞口５０については右流下経路３ｃのみ
に属し、右流下経路３ｃからの遊技球だけが入賞可能となっている。
【００３６】
　（特定条件下における右打ち有利の構成）
　本実施形態の遊技機１では、遊技球が右流下経路３ｃを通過するように狙いを定めた「
右打ち」をした場合、普通図柄始動口３７に遊技球は入賞し易いが、上始動口３４側には
遊技球が誘導され難い、または誘導されない構成となっている。したがって「大入賞口閉
状態」であれば、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７が作動しない限り、各始動口３４
、３５への入賞が困難または不可能とされる。しかし、この可動翼片４７は、後述の「電
サポ有り状態（電サポ状態）」が生起すると、少なくとも通常状態（通常遊技状態）より
も有利な開閉パターンで動作するようになっている。したがって、非電サポ中（後述の電
サポ無し状態）下であれば遊技球が右流下経路３ｃを通過するように狙いを定める「右打
ち」ではなく、遊技球が左流下経路３ｂを通過するように狙いを定める「左打ち」が有利
となり、一方、電サポ状態下であれば、逆に「左打ち」ではなく「右打ち」が有利とされ
る。すなわち、遊技状態に応じて、左流下経路３ｂおよび右流下経路３ｃのいずれの流下
経路に遊技球を流下させるかにより遊技進行が遊技者にとって有利または不利に作用し、
「左打ち」か「右打ち」のいずれの打ち方をすれば遊技者にとり有利な状況（遊技進行が
遊技者にとり有利）になるかについては、遊技状態に応じて変化し、非電サポ状態下を伴
う遊技状態（たとえば、通常状態または潜確状態）では「左打ち」が、電サポ状態下を伴
う遊技状態（たとえば、時短状態または確変状態）では「右打ち」が有利とされる。
【００３７】
　上記の上始動口３４、下始動口３５、普通図柄始動口３７、大入賞口５０、または一般
入賞口４３ａ～４３ｅなどの各入賞口は、遊技領域３ａ内に配置された入賞手段として機
能し、また、上始動口センサ３４ａ、下始動口センサ３５ａ、普通図柄始動口センサ３７
ａ、大入賞口センサ５２ａ、または一般入賞口センサ４３ｈ（各一般入賞口４３ａ～４３
ｅの個々に対応）などの検出スイッチ（入賞検出スイッチ）は、入賞手段に入球した遊技
球を検出する入賞検出手段として機能する。なお上記した各入賞手段については、遊技性
に応じて、その個数、形状、形成位置などを適宜変更することができる。また、各入賞手
段について、左流下経路３ｂおよび／または右流下経路３ｃのいずれを流下する遊技球を
、入賞困難または入賞不可能、あるいは入賞可能とするかについても遊技性に応じて適宜
変更することができる。
【００３８】
　各入賞口に遊技球が入賞した場合、各入賞口別に約束づけられた入賞球１個当りの賞球
数が、遊技球払出装置１９（図５参照）から払い出されるようになっている。たとえば、
上始動口３４は３個、下始動口３５は１個、普通図柄始動口３７は０個（賞球なし））、
大入賞口５０は１５個、一般入賞口４３ａ～ｅは３個が払い出される。上記の各入賞口に
入賞しなかった遊技球は、アウト口４９を介して遊技領域３ａから排出される。ここで「
入賞」とは、入賞口がその内部に遊技球を取り込んだり、または入賞口が遊技球を内部に
取り込む構造ではなく、通過型のゲートからなる入賞口（たとえば、普通図柄始動口３７
）である場合は、そのゲートを遊技球が通過したりすることをいい、実際には入賞口ごと
に形成された各入賞検出スイッチにより遊技球が検出された場合、その入賞口に「入賞」
が発生したものとして扱われる。この入賞に係る遊技球を「入賞球」とも称する。
【００３９】
　＜可動体役物＞
　また遊技領域３ａ内には、遊技球の流下を妨害しない位置に複数の可動体役物が配設さ
れている。本実施形態では、センター飾り体４８内の右上側に第１の可動体役物８０が配
設され、その右斜め下側に第２の可動体役物９０が配設されている。第１の可動体役物８
０は、ローマ文字「Ｉ」から「ＸＩＩ」の数字が付されて１２の数字セクターに区画され
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た数字表示部からなる時計盤部８１と、この時計盤部８１上を回動可能に形成された短針
および長針からなる時計針８２とを有し、全体として「掛時計部」を形作る。この意味で
、第１の可動体役物８０を「時計型役物」とも称する。時計盤部８１は、短針が示すセク
ター区画場所毎に裏側又は内部にフルカラーＬＥＤを有し、または数字セクター自体がフ
ルカラーＬＥＤで構成されていて、各数字セクターが個々に独立して異なった色で発光可
能な構成となっている。
【００４０】
　また、第２の可動体役物９０は、花心の周りに複数枚の花弁からなる花冠を配し、更に
その外側周囲に萼を配して花被を二重にし、以て花の形とした花型部９１（第１可動体９
１）を、スイング動作が可能なアーム９２（第２可動体９２）の先端に取り付け、全体と
して花型役物９０として構成されている。なお、花型部９１は、花心を中心軸として複数
枚の花弁が回動可能となっている。この花型役物９０は、通常は液晶画面内の縁または液
晶画面外の脇に定めた原位置（図２に実線で示す）で静止しており、所定の動作条件が成
立すると、アーム９２が傾倒動作して、当該アーム９２と共に花型部９１が液晶画面を覆
う位置（図２に破線で示す）まで移動する。そして、図２に破線で示す演出位置まで移動
すると、花型部９１がアーム先端部において回転すると共に、半透明の花心および花弁部
分が後方からランプやフルカラーＬＥＤにより照らされて美しく光色しうる。花型役物９
０は、その動作を終了すると、破線の演出位置から実線の原点位置に戻る。花型部９１は
、花弁の回動動作として、高速回転、低速回転、逆回転などの複数種類の動作パターンが
可能であり、アーム９２は、破線部まで傾倒する全開傾動動作の他、所定の傾動角度まで
傾動する準傾動動作やアームがガタガタと振動する振動動作、寸動動作など複数種類の動
作パターンが可能である。上記の時計型役物８０（時計針８２）や花型役物９０（第１可
動体９１、第２可動体９２）は、その動作態様により、予告演出に利用される他、後述の
設定示唆演出を実行（現出）する際にも利用される。
【００４１】
　＜２．制御装置：図３＞
　次に図３を参照して、本実施形態に係る遊技機１の遊技動作制御を司る制御装置につい
て説明する。図３は、その制御装置の概要を示す制御ブロック図である。
【００４２】
　本実施形態に係る遊技機１の制御装置は、遊技動作全般に係る制御（遊技動作制御）を
統括的に司る主制御基板（主制御手段）２０（以下、「主制御部２０」と称する）と、主
制御部２０から演出制御コマンドを受けて、演出手段による演出の実行（現出）制御を統
括的に司る演出制御基板（演出制御手段）２４（以下、「演出制御部２４」と称する）と
、遊技球払出装置１９による賞球の払い出し制御を行う払出制御基板（払出制御手段）２
９と、外部電源から遊技機の各基板に対して必要な電源（バックアップ電源を含む）を生
成し供給する電源基板（電源制御手段（図示せず））と、を中心に構成される。また演出
制御部２４には、画像表示装置としての液晶表示装置３６が接続されている。なお、図３
において電源供給ルートは省略してある。
【００４３】
　（２－１．主制御部２０）
　主制御部２０は、ＣＰＵ２０１（主制御ＣＰＵ）を内蔵したマイクロプロセッサを搭載
するとともに、遊技動作制御手順を記述した制御プログラムの他、遊技動作制御に必要な
種々のデータを格納するＲＯＭ２０２（主制御ＲＯＭ）と、ワークエリアやバッファメモ
リとして機能するＲＡＭ２０３（主制御ＲＡＭ）とを搭載し、全体としてマイクロコンピ
ュータ（Ｚ８０システム相当品）を構成している。
【００４４】
　また図示はしていないが、主制御部２０は、Ｚ８０システムに周期的割込みや一定周期
のパルス出力作成機能（ビットレートジェネレータ）や時間計測の機能を付与するＣＴＣ
、ＣＰＵに割込み信号を付与するタイマ割込みなどの割込許可／割込禁止機能を発揮する
割込みコントローラ回路、電源投入時や遮断時や電源異常などを検知し、システムリセッ
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ト信号を出力してＣＰＵをリセット可能なリセット回路、制御プログラムの動作異常を監
視するウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）回路、あらかじめ設定したアドレス範囲内でプロ
グラムが正しく実行されているか否かを監視する指定エリア外走行禁止（ＩＡＴ）回路、
ハードウェア的に一定範囲の乱数（ハード乱数）を生成するためのカウンタ回路なども備
えている。なお、少なくとも主制御部（主制御基板）２０と払出制御基板２９は、不図示
の電源基板から電圧降下信号（電源異常信号）を受けることによって、電源遮断に先立ち
、バックアップ処理を開始して、電源遮断前の遊技動作を電源復帰後に再開できるように
なっている（バックアップ機能）。この遊技機１では少なくとも数日は、ＲＡＭの各記憶
内容を保持することが可能となっている。
【００４５】
　上記カウンタ回路は、乱数を生成する乱数生成回路と、その乱数生成回路から所定のタ
イミングで乱数値をサンプリングするサンプリング回路とを含んで構成され、全体として
１６ビットカウンタとして働く。ＣＰＵ２０１は、処理状態に応じて上記サンプリング回
路に指示を送ることで、上記乱数生成回路が示している数値を内部抽選用乱数値（大当り
判定用乱数（乱数の大きさ：６５５３６））として取得し、その乱数値を大当り抽選に利
用する。なお、内部抽選用乱数は、当り狙い打ちなどのゴト行為を防ぐために、適宜なソ
フトウェア処理で生成しているソフト乱数値と、ハード乱数値とを加算したものを取得し
ている。
【００４６】
　また主制御部２０には、上始動口３４への入賞を検出する上始動口センサ３４ａ、下始
動口３５への入賞を検出する下始動口センサ３５ａと、普通図柄始動口３７への遊技球の
通過を検出する普通図柄始動口センサ３７ａと、大入賞口５０への入賞を検出する大入賞
口センサ５２ａと、一般入賞口４３への入賞を検出する一般入賞口センサ４３ａとが接続
され、主制御部２０はこれらからの検出信号を受信可能となっている。主制御部２０は、
これらセンサからの検出信号に基づき、いずれの入賞口に遊技球が入賞（入球）したのか
を把握する。
【００４７】
　また主制御部２０には、アウト口４９および各入賞口を通じて遊技機から排出される遊
技球（いわゆる、アウト球）を検出するＯＵＴ監視スイッチ４９ａが接続され、主制御部
２０は、ＯＵＴ監視スイッチ４９ａからの検出信号を受信可能となっている。主制御部２
０は、ＯＵＴ監視スイッチ４９ａからの検出信号に基づき、アウト球数を計数する計数手
段を備えている。このアウト球数は、遊技者が発射装置３２から遊技球を発射し続ければ
、始動口３４、３５に入賞したか否かによらず、つまり、図柄変動表示ゲームが実行され
るか否かによらず、増加していく。本実施形態に係る発射装置３２の発射性能は、毎分１
００発であるから、たとえば「本日の累計アウト球数が３００００発」であれば、遊技機
１が本日３００分稼働していたという稼動情報（累計アウト球数（個）／発射性能（毎分
１００発）を得ることができる。したがって、アウト球数（累計アウト球数）は、特定値
で規定される遊技実績情報の一つであるといえる。なお、このアウト球数に関する情報（
計数手段によるアウト球の計数結果）は、後述のベース値（遊技実績情報の一つ）の算出
に利用される。
【００４８】
　また主制御部２０には、遊技機１に対する不正行為を検出するための不正検出センサ（
たとえば、振動センサ、電波センサ、磁気センサ：不図示）が接続され、主制御部２０は
不正検出センサからの検出信号に基づき、遊技機に対する不正行為を監視可能となってい
る。
【００４９】
　また主制御部２０には、下始動口３５の可動翼片４７を開閉制御するための普通電動役
物ソレノイド４１ｃと、大入賞口５０の開放扉５２ｂを開閉制御するための大入賞口ソレ
ノイド５２ｃとが接続され、主制御部２０はこれらを駆動制御するための制御信号を送信
可能となっている。
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【００５０】
　また主制御部２０には、特別図柄表示装置３８ａと、特別図柄表示装置３８ｂとが接続
され、主制御部２０は、特別図柄１、２を表示制御するための制御信号を送信可能となっ
ている。また主制御部２０には、普通図柄表示装置３９ａが接続され、普通図柄を表示制
御するための制御信号を送信可能となっている。
【００５１】
　また主制御部２０には、複合表示装置３８ｃと、右打ち表示装置３９ｂと、ラウンド数
表示装置３９ｃとが接続され、主制御部２０は、これらに表示される各種情報を表示制御
するための制御信号を送信可能となっている。
【００５２】
　また主制御部２０には、枠用外部端子基板２１が接続され、主制御部２０は、枠用外部
端子基板２１を介して、所定の遊技情報（外端信号）を遊技機の外部に設けられた、「デ
ータカウンタＤＴ」や「ホールコンピュータＨＣ」などの外部装置に送信可能となってい
る。所定の遊技情報としては、たとえば、当り遊技開始／終了情報、入賞情報、特別図柄
の変動開始／変動停止情報、賞球数情報、各種セキュリティ情報（不正行為検出情報や、
ＲＡＭクリア、扉開放、設定変更などの発生情報）などがある。上記「データカウンタＤ
Ｔ」とは、上記の外端信号に含まれる遊技情報に基づき、たとえば、大当り回数、ゲーム
実行回数（図柄変動回数）、大当り間のゲーム実行回数などの遊技機に関する特定情報を
報知可能な遊技情報報知装置であり、通常、遊技機の上部に設置される。また、ホールコ
ンピュータＨＣとは、上記の外端信号に含まれる遊技情報に基づき、遊技機の遊技情報を
監視・収集し、パチンコホールに設置された遊技機の稼働状況を統括的に管理する遊技店
専用の管理コンピュータである。
【００５３】
　また主制御部２０には、ＲＡＭ２０３の所定領域（領域内メモリ）を初期化するための
ＲＡＭクリアスイッチ９８と、後述する設定値の変更操作が可能な設定変更許容状態に切
り替えるための設定キースイッチ９４と、その設定変更許容状態において、設定値を変更
するための設定変更スイッチ９５と、設定変更スイッチ９５により選択された設定値を確
定させるための設定変更完了スイッチ９６とが接続され、主制御部２０は、これらスイッ
チからの検出信号を受信可能となっている。
【００５４】
　この実施形態の場合、ＲＡＭクリアスイッチ９８、設定変更スイッチ９５、および設定
変更完了スイッチ９６は、いずれも操作者が操作可能な押しボタン式スイッチとなってい
る。また、設定キースイッチ９４は、設定鍵を挿入してＯＮ／ＯＦＦ操作することにより
、設定変更許容状態（ＯＮ）と設定変更禁止状態（ＯＦＦ）とに切り替え可能なキースイ
ッチとなっている。なお、これらスイッチ９５、９６、９８は、設定値に対する不正変更
操作などのゴト行為（不正行為）防止の観点から、遊技機内部の適所に形成されており、
前枠２を開放しない限り、遊技機外部からのＯＮ／ＯＦＦ操作が不可能となっている。
【００５５】
　また主制御部２０には、設定値に関する情報を表示する設定表示器９７（設定表示手段
）が接続され、主制御部２０は、これを表示制御するための制御信号を送信可能となって
いる。本実施形態に係る設定表示器９７は、１個の７セグメント表示器から構成されてお
り、主制御部（主制御基板）２０上に装着されている。なお、設定表示器９７は、主制御
基板２０に限らず、払出制御基板２８、発射制御基板２９、中継基板（各種表示装置やス
イッチ類などと制御基板との接続を中継する中継用基板：図示せず）、または演出制御部
（演出制御基板（液晶制御基板を含む））２４など、遊技機内部の適所に設けることがで
きる。
【００５６】
　（設定値について）
　主制御部２０は、出玉率（所謂、機械割、ＰＡＹＯＵＴ率）などの遊技者に付与する利
益の期待値（利益）を段階別に変更可能な「設定変更機能」が設けられている。上記「設
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定値」とは、この段階を示す値である。この設定値は、設定表示器９７により確認可能と
なっており、専ら、パチンコホール（遊技店）の営業戦略に基づき、ホール店員により適
宜設定される。
【００５７】
　「設定値」は、たとえば、大当り（後述の条件装置が作動することとなる当り種別）の
抽選確率（当選確率）を段階別に規定するもので、設定値が高くなるほど、大当りの抽選
確率（大当り当選確率）が高く設定され、遊技者に有利に作用するようになっている。こ
のような設定値は、少なくとも２段階（少なくとも第１設定値と第２設定値）を設けるこ
とができる。本実施形態では、設定１～６の６段階の設定値が設けられており、たとえば
、低確率時において、設定１で１／２４０、設定２で１／２３１、設定３で１／２２２、
設定４で１／２１０、設定５で１／１９８、設定６で１／１８９などである。すなわち、
設定値が高くなるほど、大当りに当選し易くなり（機械割が高くなる）、遊技者に有利に
作用することになる。このように「設定値」とは、機械割に影響する事象を段階別に規定
する値であり、大当りなどの特別な事象の発生し易さに関連する等級についての値を意味
する。つまり、低確率時の大当りの抽選確率および／または低確率時の大当りの抽選確率
を設定値に応じて異なるように構成することができる。なお、大当り抽選確率が高確率状
態の場合（後述の特別図柄確変機能が作動する場合）、その確率が、１０倍を超えない値
まで上昇しうる。ただし、その上昇率は、設定値ごとに同一であってもよいし、異なって
いてもよい。本実施形態の場合、上昇率は各設定値で同一としてある。上記の例で言えば
、低確率時の大当り抽選確率が設定１～６＝１／２４０～１／１８９、上昇率が３倍とし
た場合、高確率時の大当り抽選確率は、設定１～６＝１／８０～１／６３となる。
【００５８】
　また、大当りを複数種類設けている場合には、設定値に応じて、１または複数種類の大
当りの当選確率を変化させることができる。たとえば、大当り１～４という４種類の大当
りがある場合、設定値が相対的に高くなるほど、大当り１～４のすべての当選確率を高く
なるように構成してもよいし、一部の大当りである大当り１～３の当選確率だけを高くな
るように構成してもよいし（この場合、大当り４については全設定値で共通の当選確率と
なる）、特定の大当りのみ（たとえば、大当り１のみ）の当選確率だけを高くなるように
構成してもよい（この場合、大当り２～４については全設定値で共通の当選確率となる）
。また、設定値が相対的に高くなるほど、大当り１～４の合算当選確率を高くなるように
構成してもよい。また、条件装置の作動契機とならない小当り種別の当選確率を、前述の
大当りのケースと同様に、設定値に応じて変化させてもよい。
【００５９】
　（設定値の変更操作について）
　本実施形態では、電源投入時に、少なくとも設定キースイッチ９４とＲＡＭクリアスイ
ッチ９８とがＯＮ状態の場合に設定変更許容状態に制御され、それ以外のスイッチ操作に
て、電源を投入した場合には、設定変更禁止状態に制御されるようになっている。この設
定変更許容状態中において、設定変更スイッチ９５をＯＮ操作すると、設定表示器９７の
現在の表示値が「１→２→３→４→５→６→１→２→３→・・・」のように設定１～６の
使用範囲で循環式に切り替え表示される。そして希望する設定値が表示された際に、設定
変更完了スイッチ９６をＯＮ操作すると（設定確定操作）、現在の表示値が今回の設定値
として確定され、その設定値データがＲＡＭ２０３の所定領域（設定値格納領域）に記憶
される。そして、設定キースイッチ９４を現在のＯＮ状態からＯＦＦ状態に操作すると、
設定変更許容状態が終了され、以後、確定された設定値の下で遊技が開始されることにな
る。本実施形態の主制御部２０は、遊技者に対する有利度が異なる複数の設定値のうちか
ら、いずれかの設定値を選択可能な設定値選択手段と、設定値選択手段により選択された
設定値を設定する設定値設定手段とを備えている。なお、上記のような設定機能を有しな
い「設定無し遊技機」であってもよい。
【００６０】
　また主制御部２０は、処理状態に応じて、特別図柄変動表示ゲームに関する情報や、エ
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ラー情報などの各種遊技処理情報を、演出制御コマンドにより、演出制御部２４に対して
送信可能となっている。ただし、外部からのゴト行為を防止するために、主制御部２０は
演出制御部２４に対して信号を送信するのみで、演出制御部２４からの信号を受信不可能
な片方向通信の構成となっている。
【００６１】
　（性能表示器９９について）
　また主制御部２０には、所定期間（特定遊技期間）の遊技結果に係る情報（以下、「性
能情報」と称する）を報知する性能表示器９９（情報表示手段）が接続され、主制御部２
０は、これを表示制御するための制御信号を送信可能となっている。本実施形態の性能表
示器９９は、複数個の７セグメントＬＥＤからなり、具体的には、表示部と回路部がユニ
ット化された７セグメントＬＥＤ（７セグ表示器９９ａ～９９ｄ）を４個横に並べ、これ
をたとえば、主制御基板２０上に搭載して、４桁の数字を表示可能な表示器を構成する。
また各７セグメントＬＥＤには、７セグメント数字の下にデシマルポイントＤＰ（ドット
）を有している。上記「性能情報」は、主に、パチンコホール店や関係各庁が確認・調査
等のために利用する情報であり、たとえば、遊技くぎの不正調整やゴト行為などにより出
玉性能に異常が生じていないか、遊技機本来の出玉性能（設計上の出玉性能）が正当に発
揮されているかなどを調査するための情報、換言すれば「遊技実績に関する情報（遊技実
績情報）」である。したがって、性能情報自体については、後述の予告演出や設定示唆演
出などとは異なり、遊技者が遊技に興じる際の遊技進行それ自体には直接的に関係の無い
情報である。このため性能表示器９９は、遊技者に視認可能な箇所に設置するのではなく
、遊技機内部の視認し易い箇所、たとえば、制御基板上またはこれを保護する基板ケース
上などに搭載される。
【００６２】
　本実施形態では、通常状態（大当り抽選確率が低確率（通常確率）、かつ後述の電サポ
無し状態）中の総払出個数（通常時払出個数）と、通常状態中の累計アウト球数（通常時
アウト個数）とをリアルタイムで計測し、通常時払出個数を通常時アウト個数で除した値
に百を乗じた値（通常時払出個数÷通常時アウト個数×１００で算出されるベース値）を
、上記「性能情報」として採用し、これを性能表示器９９により所定態様にて表示する。
なお、ベース値は、小数点第１位を四捨五入した値が性能表示器９９に表示されるように
なっている。ただし、単に永続的に計測してベース値（性能情報）を表示するのではなく
、計測中のアウト球数が所定の規定個数（たとえば、６００００個）に達した場合、一旦
、計測を終了し、その計測終了時点のベース値を、履歴情報として、ＲＡＭ２０３に格納
し（今回のベース値を記憶する）、再度、新たなベース値の計測を開始する。なお、計測
終了契機となる上述の「規定個数（６００００個）」とは、本実施形態の場合、通常時ア
ウト個数ではなく、全遊技状態中（当り遊技中を含む）で計測される累計アウト球数（全
状態アウト個数）を採用しており、この「全状態アウト個数」もリアルタイムに計測され
る。なお、性能表示器９９に表示制御およびベース値に関する処理プログラムとそのワー
ク領域は、ＣＰＵ２０１が通常の遊技進行の際にアクセスする領域（領域内メモリ）とは
異なる領域（領域外メモリ）に定められている。また、性能情報は、上述した通常状態の
ベース値に限らず、有用な遊技実績情報であれば、特に制限はない。
【００６３】
　また主制御部２０には、払出制御基板（払出制御部）２９が接続され、この払出制御基
板２９には、発射装置３２を制御する発射制御基板（発射制御部）２８と、遊技球の払い
出しを行う遊技球払出装置（遊技球払出手段）１９とが接続されている。
【００６４】
　払出制御基板２９の主な役割は、主制御部２０からの払出制御コマンドの受信、払出制
御コマンドに基づく遊技球払出装置１９の賞球払い出し制御、主制御部２０への払い出し
動作状態に関する情報（状態信号）の送信などである。主制御部２０は、球の払い出しの
必要がある場合に、払出制御基板２９に対して払い出しに関する制御コマンド（賞球数を
指定する「払出制御コマンド」）を送信可能となっており、他方、払出制御基板２９は、
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主制御部２０に対して上記状態信号を送信可能となっている。
【００６５】
　払出制御基板２９には、上受け皿９に貯留される遊技球の貯留状態（上受け皿９が満杯
状態であるか否か）を検出する満杯検出センサ６０と、前枠２および／または前面操作パ
ネル７の開閉状態を検出する扉開放センサ６１（開放時ＯＮ／閉鎖時ＯＦＦ）とが接続さ
れており、払出制御基板２９はこれらセンサからの検出信号を受信可能となっている。
【００６６】
　また払出制御基板２９は、遊技球払出装置１９に設けられた、遊技球の供給不足を検出
する補給切れ検出センサ１９ａや払い出される遊技球（賞球）を検出する球計数センサ１
９ｂなどからの検出信号を受信可能となっている。また払出制御基板２９は、遊技球払出
装置１９の払出モータ１９ｃ（遊技球を払い出すための球払出機構部（図示せず）を駆動
するモータ）を制御するための制御信号を送信可能となっている。
【００６７】
　払出制御基板２９は、上記状態信号として、満杯検出センサ６０、扉開放センサ６１、
補給切れ検出センサ１９ａ、球計数センサ１９ｂなどの各種センサからの検出信号に基づ
いて、満杯状態を示す「球詰り信号」、前枠２・前面操作パネル７が開放されていること
を示す「扉開放信号」、遊技球の供給不足を示す「補給切れ信号」、賞球の払出異常（払
出不足、払出過剰）を示す「計数エラー信号」、払い出し動作が完了したことを示す「払
出完了信号」などの様々な状態信号を、主制御部２０に対して送信可能な構成となってい
る。主制御部２０は、これら状態信号に基づいて、前枠２・前面操作パネル７が開放状態
であるか否か（扉開放エラー）や、遊技球払出装置１９の払出動作が正常か否か（賞球エ
ラー）や、上受け皿９の満杯状態であるか否か（球詰りエラー）などを監視する。
【００６８】
　また払出制御基板２９には発射制御基板（発射制御部）２８が接続され、発射制御基板
２８に対し発射制御信号（発射許可信号ＥＳ）を送信可能になっている。発射制御基板２
８は、上記発射制御信号に基づき、発射装置３２に設けられた発射ソレノイド（図示せず
）への通電を制御し、発射操作ハンドル１５の操作による遊技球発射動作を実現している
。また、遊技球の打ち出しの強さは、発射操作ハンドル１５の操作量に応じて変化可能と
なっている。
【００６９】
　（２－２．演出制御部２４）
　演出制御部２４は、ＣＰＵ２４１（演出制御ＣＰＵ）を内蔵したマイクロプロセッサを
搭載するとともに、演出制御処理に要する演出データを格納したＲＯＭ２４２（演出制御
ＲＯＭ）と、ワークエリアやバッファメモリとして機能するＲＡＭ２４３（演出制御ＲＡ
Ｍ）とを搭載したマイクロコンピュータを中心に構成され、その他、音響制御部（音源Ｌ
ＳＩ）、ＲＴＣ機能部（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）、一定範囲のハード乱数を生
成するためのカウンタ回路（１６ビット用カウンタ、８ビット用カウンタ）、割込みコン
トローラ回路、リセット回路、ＷＤＴ回路などが設けられ、演出動作全般を制御する。ま
た、ＲＴＣ機能部は、時を刻む時計ＩＣであり、現在の時刻（「現在が何時何分何秒であ
る」）という実時間上の時間情報および／または日付（月、日、曜日）に関する暦情報を
提供する時計手段として働く。また、主制御部２０と同じく、バックアップ機能やソフト
乱数生成手段（たとえば、演出用抽選用乱数生成手段）も備えている。
【００７０】
　この演出制御部２４の主な役割は、主制御部２０からの演出制御コマンドの受信、演出
制御コマンドに基づく演出の選択決定、液晶表示装置３６の画像表示制御、スピーカ４６
の音制御、各種の演出用ＬＥＤ（装飾ランプ４５、ボタンＬＥＤ１３ｂ、その他の演出用
ＬＥＤ）の発光制御、各種の可動体役物（時計型役物８０、花型役物９０）の動作制御な
どである。
【００７１】
　また演出制御部２４は、液晶表示装置３６の表示制御を司る表示制御部（図示せず）を
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備えている。この表示制御部は、画像展開処理や画像の描画などの映像出力処理全般の制
御を司るＶＤＰと、ＶＤＰが画像展開処理を行う画像データ（演出画像データ）を格納し
た画像ＲＯＭと、ＶＤＰが展開した画像データを一時的に記憶するＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ
　ＲＡＭ）と、ＶＤＰが表示制御を行うために必要な制御データを出力する液晶制御ＣＰ
Ｕと、液晶制御ＣＰＵの表示制御動作手順を記述したプログラムやその表示制御に必要な
種々のデータを格納する液晶制御ＲＯＭと、ワークエリアやバッファメモリとして機能す
る液晶制御ＲＡＭと、を中心に構成されている。
【００７２】
　また演出制御部２４は、画像表示演出、光演出、音演出、または可動体演出などを実行
させるために、装飾ランプ４５、ボタンＬＥＤ１３ｂなどの各種の演出用ＬＥＤを含む光
表示装置４５ａに対する光表示制御部、スピーカ４６を含む音響発生装置４６ａに対する
音響制御部（音源ＬＳＩ）、可動体役物（時計型役物８０、花型部９１、アーム９２）を
動作させる可動体役物モータ８０ｃ、９１ｃ、９２ｃに対する駆動制御部（モータ駆動回
路）などを備えている。
【００７３】
　また演出制御部２４には、可動体役物の動作を監視する位置検出センサ８２ａが接続さ
れ、演出制御部２４は、位置検出センサ８２ａからの検出情報に基づき、可動体役物の現
在の動作位置（たとえば、原点位置からの移動量）を監視しながらその動作態様を制御す
る。また演出制御部２４は、位置検出センサ８２ａからの検出情報に基づき、可動体役物
の動作の不具合を監視し、不具合が生じれば所定のエラー報知処理を行う。
【００７４】
　また演出制御部２４には、演出ボタン１３の操作を検出する演出ボタンスイッチ１３ａ
と、方向キー７５（７５ａ～７５ｄ）の操作を検出する方向キースイッチ７５ａ’～７５
ｄ’とが接続され、演出制御部２４は、これら演出ボタン１３や方向キー７５からの操作
検出信号を受信可能となっている。
【００７５】
　演出制御部２４は、主制御部２０から送られてくる演出制御コマンドを受信した場合、
そのコマンドに含まれる情報に基づき、あらかじめ用意された複数種類の演出パターンの
中から抽選によりあるいは一意に決定し、必要なタイミングで各種の演出手段を制御して
、目的の演出を現出させる。これにより、液晶表示装置３６による演出画像の表示（画像
表示演出）、スピーカ４６からの音の再生（音演出）、装飾ランプ４５やその他の演出用
ＬＥＤの点灯点滅駆動（光演出）が実現され、種々の演出パターン（装飾図柄の変動表示
動作や予告演出など）が時系列的に展開されることにより、広義の意味での「演出シナリ
オ」が実現される。また演出制御部２４は、所定の操作受付有効期間中において、演出ボ
タンスイッチ１３ａや方向キースイッチ７５ａ’～７５ｄ’からの操作検出信号に基づき
、演出ボタン１３および／または方向キー７５に対してどのような操作が行われたか（た
とえば、押圧、長押し、連打、方向キー７５の上下左右方向の押し順など）を識別可能な
構成となっており（操作識別手段）、その操作態様に応じた演出を実行制御可能な構成と
なっている。
【００７６】
　なお演出制御コマンドは、１バイト長のモード（ＭＯＤＥ）と、同じく１バイト長のイ
ベント（ＥＶＥＮＴ）からなる２バイト構成により機能を定義し、ＭＯＤＥとＥＶＥＮＴ
の区別を行うために、ＭＯＤＥのＢｉｔ７はＯＮ、ＥＶＥＮＴのＢｉｔ７をＯＦＦとして
いる。これらの情報を有効なものとして送信する場合、モード（ＭＯＤＥ）およびイベン
ト（ＥＶＥＮＴ）の各々に対応してストローブ信号が出力される。すなわち、ＣＰＵ２０
１（主制御ＣＰＵ）は、送信すべきコマンドがある場合、演出制御部２４にコマンドを送
信するためのモード（ＭＯＤＥ）情報の設定および出力を行い、この設定から所定時間経
過後に１回目のストローブ信号の送信を行う。さらに、このストローブ信号の送信から所
定時間経過後にイベント（ＥＶＥＮＴ）情報の設定および出力を行い、この設定から所定
時間経過後に２回目のストローブ信号の送信を行う。ストローブ信号は、ＣＰＵ２４１（
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演出制御ＣＰＵ）が確実にコマンドを受信可能とする所定期間、ＣＰＵ２０１によりアク
ティブ状態に制御される。
【００７７】
　また演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、ストローブ信号の入力に基づいて割込を発生
させてコマンド受信割込処理用の制御プログラムを実行し、この割込処理において演出制
御コマンドが取得されるようになっている。またＣＰＵ２４１は、ＣＰＵ２０１とは異な
り、ストローブ信号の入力に基づいて割込が発生した場合には、他の割込に基づく割込処
理（定期的に実行されるタイマ割込処理）の実行中であっても、当該処理に割り込んでコ
マンド受信割込処理を行い、他の割込が同時に発生してもコマンド受信割込処理を優先的
に行うようになっている。
【００７８】
　＜３．動作の概説＞
　次に、上記制御装置（図３）を用いた遊技機１に係る遊技動作について説明する。
【００７９】
　（３－１．図柄変動表示ゲーム）
　（３－１－１．特別図柄変動表示ゲーム、装飾図柄変動表示ゲーム）
　本実施形態の遊技機１では、所定の始動条件、具体的には、遊技球が上始動口３４また
は下始動口３５に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、主制御部２０において乱数抽
選による「大当り抽選」が行なわれる。主制御部２０は、その抽選結果に基づき、特別図
柄表示装置３８ａ、３８ｂに特別図柄１、２を変動表示して特別図柄変動表示ゲームを開
始させ、所定時間経過後に、その結果を特別図柄表示装置に導出表示して、これにより特
別図柄変動表示ゲームを終了させる。
【００８０】
　ここで本実施形態では、上始動口３４への入賞に基づく大当り抽選と、下始動口３５へ
の入賞に基づく大当り抽選とは別個独立して行われる。このため、上始動口３４に関する
大当り抽選結果は特別図柄表示装置３８ａ側で、下始動口３５に関する大当り抽選結果は
特別図柄表示装置３８ｂ側で導出されるようになっている。具体的には、特別図柄表示装
置３８ａ側においては、上始動口３４に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄１を変
動表示して第１の特別図柄変動表示ゲームが開始され、他方、特別図柄表示装置３８ｂ側
においては、下始動口３５に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄２を変動表示して
第２の特別図柄変動表示ゲームが開始されるようになっている。そして、特別図柄表示装
置３８ａ、または特別図柄表示装置３８ｂにおける特別図柄変動表示ゲームが開始される
と、所定の変動表示時間経過後に、大当り抽選結果が「大当り」の場合には所定の「大当
り」態様で、大当り抽選結果が「小当り」の場合には所定の「小当り」態様で、それ以外
の場合には所定の「ハズレ」態様で、変動表示中の特別図柄が停止表示され、これにより
ゲーム結果（大当り抽選結果）が導出されるようになっている。
【００８１】
　なお、本明細書中では説明の便宜のために、特別図柄表示装置３８ａ側の第１の特別図
柄変動表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム１」と称し、特別図柄表示装置３８ｂ側の
第２の特別図柄変動表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム２」と称する場合がある。ま
た、特に必要のない限り、「特別図柄１」と「特別図柄２」とを単に「特別図柄」と称す
る（場合により「特図」と略す）し、「特別図柄変動表示ゲーム１」と「特別図柄変動表
示ゲーム２」とを区別せずに「特別図柄変動表示ゲーム」と称する場合がある。
【００８２】
　また上述の特別図柄変動表示ゲームが開始されると、これに伴って、液晶表示装置３６
に装飾図柄（演出的な遊技図柄）を変動表示して装飾図柄変動表示ゲームが開始され、こ
れに付随して種々の演出が展開される。そして特別図柄変動表示ゲームが終了すると、装
飾図柄変動表示ゲームも終了し、特別図柄表示装置には大当り抽選結果を示す所定の特別
図柄が、また液晶表示装置３６には当該大当り抽選結果を反映した装飾図柄が導出表示さ
れるようになっている。すなわち、装飾図柄の変動表示動作を含む演出的な装飾図柄変動
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表示ゲームにより、特別図柄変動表示ゲームの結果を反映表示するようになっている。
【００８３】
　したがってたとえば、特別図柄変動表示ゲームの結果（大当り抽選の結果）が「大当り
」である場合、装飾図柄変動表示ゲームではその結果を反映させた演出が展開される。そ
して特別図柄表示装置において、特別図柄が大当りを示す表示態様（たとえば、７セグが
「７」の表示状態）で停止表示されると、液晶表示装置３６には、「左」「中」「右」の
各表示エリアにおいて、装飾図柄が「大当り」を反映させた表示態様（当り図柄：たとえ
ば、「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、３個の装飾図柄が「７」「７」「７」
の表示態様）で停止表示される。
【００８４】
　この「大当り」となった場合、具体的には、特別図柄変動表示ゲームが終了して、これ
に伴い装飾図柄変動表示ゲームが終了し、その結果として「大当り」の図柄態様が導出表
示された後、特別変動入賞装置５２の大入賞口ソレノイド５２ｃ（図３参照）が作動して
開放扉５２ｂが所定のパターンで開閉動作を行い、これにより大入賞口５０が開閉され、
通常状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（大当り遊技）が発生する。この大当り遊技
では、開放扉５２ｂによる大入賞口の開放時間が所定時間（最大開放時間：たとえば、２
９．８秒）経過するまでか、または大入賞口５０への入賞球数が最大入賞数（役物の１回
の作動によりその入口が開き、または拡大した入賞口に対して許容される入賞球数の上限
個数：たとえば、１０個）に達するまで、その入賞領域が開放または拡大され、これらい
ずれかの条件を満した場合に大入賞口が閉鎖される（ラウンド遊技終了条件（閉鎖条件）
の成立）、といった「ラウンド遊技」が、あらかじめ定められた規定のラウンド数（たと
えば、最大１０ラウンド）繰り返される。
【００８５】
　上記大当り遊技が開始すると、まず開始インターバル時間（開始ＩＮＴ）を利用してオ
ープニング演出が行われ、開始ＩＮＴが終了すると、ラウンド遊技があらかじめ定められ
た規定ラウンド数（最大ラウンド数）を上限として複数回行われる。そして、最大ラウン
ド数が終了すると、終了インターバル時間（終了ＩＮＴ）を利用してエンディング演出が
行われて、一連の大当り遊技が終了する。なお、今回のラウンド遊技が終了すると、所定
のインターバル時間（ラウンド間ＩＮＴ）を介して、次回のラウンド遊技が開始される。
また、ラウンド遊技中には「ラウンド中演出」が、ラウンド遊技間（ラウンド間ＩＮＴ中
）には「ラウンド間ＩＮＴ演出」が現出される。すなわち、大当り遊技は、大別すると、
オープニング期間（開始ＩＮＴ期間）、最大ラウンド数を上限としたラウンド遊技期間、
およびエンディング期間（終了ＩＮＴ期間）の各遊技期間を含んで構成される。
【００８６】
　上記の装飾図柄変動表示ゲームの実行に必要な情報に関しては、まず主制御部２０が、
上始動口３４または下始動口３５に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、具体的には
、上始動口センサ３４ａまたは下始動口センサ３５ａにより遊技球が検出されて始動条件
（特別図柄に関する始動条件）が成立したことを条件に、「大当り」、「小当り」、また
は「ハズレ」のいずれであるかを抽選する‘当落抽選’と、「大当り」であったならばそ
の大当り種別を、「小当り」であったならばその小当り種別を、「ハズレ」であったなら
ばそのハズレ種別を抽選する‘図柄抽選（当選種別抽選）’とを含む大当り抽選を行い（
大当り、小当りまたはハズレが１種類の場合は、図柄抽選を行う必要がないため、その抽
選を省略することができる）、その抽選結果情報に基づき、特別図柄の変動パターンや、
最終的に停止表示させる特別図柄（特別停止図柄）を決定する。そして、処理状態を特定
する演出制御コマンドとして、少なくとも特別図柄の変動パターン情報（たとえば、大当
り抽選結果や、特別図柄の変動時間に関する情報など）を含む「変動パターン指定コマン
ド」を、演出制御部２４側に送信する。これにより、装飾図柄変動表示ゲームに必要とさ
れる基本情報が演出制御部２４に送られる。なお本実施形態では、演出のバリエーション
を豊富なものとするべく、特別停止図柄に関する情報（図柄抽選結果情報）を含む「装飾
図柄指定コマンド」も演出制御部２４に送信するようになっている。
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【００８７】
　上記特別図柄の変動パターン情報には、大当り抽選結果の他、特定の予告演出（たとえ
ば、後述のリーチ演出や疑似連演出（疑似連回数を含む））の実行を指定する情報なども
含むことができる。詳しくは、特別図柄の変動パターンは、大当り抽選結果に応じて、当
りの場合の「当り変動パターン」と、ハズレの場合の「ハズレ変動パターン」に大別され
、これら変動パターンには、たとえば、リーチ演出（リーチの種類の指定を含む）の実行
を指定する“リーチ変動パターン”、リーチ演出の実行を指定しない“通常変動パターン
’、疑似連演出とリーチ演出との実行を指定する‘疑似連有りリーチ変動パターン”、疑
似連演出の実行を指定しリーチ演出の実行は指定しない“疑似連有り通常変動パターン”
などの、複数種類の変動パターンが含まれる。また、リーチ変動パターンや疑似連有り変
動パターンについては、その予告演出の演出時間を確保する関係上、基本的には、通常変
動パターンの変動時間よりも長時間の変動時間が定められている。
【００８８】
　演出制御部２４は、主制御部２０から送られてくる演出制御コマンド（ここでは、変動
パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンド）に含まれる情報に基づいて、装飾図柄変
動表示ゲーム中に時系列的に展開させる演出内容（演出シナリオ）や、最終的に停止表示
する装飾図柄（装飾停止図柄）などを決定し、特別図柄の変動パターンに基づくタイムス
ケジュールに従い、装飾図柄変動表示ゲーム中の予告演出や装飾図柄の変動表示演出を制
御する。これにより、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂによる特別図柄の変動表示と時間
的に同調して、液晶表示装置３６による装飾図柄が変動表示され、特別図柄変動表示ゲー
ムの期間と装飾図柄変動表示ゲーム中の期間とが、実質的に同じ時間幅となる。また演出
制御部２４は、演出シナリオに対応するように、液晶表示装置３６または光表示装置４５
ａあるいは音響発生装置４６ａをそれぞれ制御し、装飾図柄変動表示ゲームにおける各種
演出を展開させる。これにより、液晶表示装置３６での画像の再生（画像演出）と、効果
音の再生（音演出）と、装飾ランプ４５などの演出用ＬＥＤの点灯点滅駆動（光演出）と
が実現される。
【００８９】
　このように特別図柄変動表示ゲームと装飾図柄変動表示ゲームとは不可分的な関係を有
し、特別図柄変動表示ゲームの表示結果を反映したものが装飾図柄変動表示ゲームにおい
て表現されることとしているので、この２つの図柄変動表示ゲームを等価的な図柄遊技と
捉えてもよい。本明細書中では特に必要のない限り、上記２つの図柄変動表示ゲームを単
に「図柄変動表示ゲーム」と称する場合がある。また、図柄変動表示ゲーム（特に、特別
図柄変動表示ゲーム）の実行回数（ゲーム数）を、説明の便宜のために「図柄変動回数」
または「変動回数」あるいは「＊＊回転（たとえば、１回転、１０回転、１０００回転な
ど）」と称する場合がある。
【００９０】
　（３－１－２．普通図柄変動表示ゲーム）
　また遊技機１においては、普通図柄始動口３７に遊技球が通過（入賞）したことに基づ
き、主制御部２０において乱数抽選による「補助当り抽選」が行なわれる。この抽選結果
に基づき、ＬＥＤにより表現される普通図柄を普通図柄表示装置３９ａに変動表示させて
普通図柄変動表示ゲームを開始し、所定の変動時間経過後に、その結果をＬＥＤの点灯と
非点灯の組合せにて停止表示するようになっている。たとえば、普通図柄変動表示ゲーム
の結果が「補助当り」であった場合、普通図柄表示装置３９ａの表示部を特定の点灯状態
（たとえば、２個のＬＥＤ３９が全て点灯状態）にて停止表示させる。
【００９１】
　この「補助当り」となった場合には、普通電動役物ソレノイド４１ｃ（図３参照）が作
動し、これにより可動翼片４７が逆「ハ」の字状に開いて下始動口３５が開放または拡大
されて遊技球が流入し易い状態（始動口開状態）となり、通常状態よりも遊技者に有利な
補助遊技状態（以下「普電開放遊技」と称する）が発生する。この普電開放遊技では、普
通変動入賞装置４１の可動翼片４７が作動（開動作）して、下始動口３５の開放時間（始
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動口開状態時間）が最大開放時間（たとえば、最大６秒）経過した場合か、または下始動
口３５への入賞球数が所定個数（たとえば、最大１０個）に達するまで、入賞領域が開放
または拡大する開放状態に制御され、これらいずれかの条件を満した場合に可動翼片４７
の開放動作が終了して下始動口３５が閉鎖される。なお、最大開放時間以内であれば、下
始動口３５を１または複数回開放することができる。
【００９２】
　（３－１－３．作動保留球）
　本実施形態では、図柄変動表示ゲーム中、普通図柄変動表示ゲーム中、大当り遊技中、
小当り遊技中、または普電開放遊技中に、各始動口３４、３５もしくは普通図柄始動口３
７に入賞が発生した場合、すなわち上始動口センサ３４ａまたは下始動口センサ３５ａも
しくは普通図柄始動口センサ３７ａからの検出信号の入力があり、対応する始動条件が成
立した場合、これを変動表示ゲームの始動権利に係るデータとして、変動表示中にかかわ
るものを除き、所定の上限値である最大保留記憶数まで保留記憶されるようになっている
。この図柄変動表示動作に供されていない保留中のデータまたはその保留データに係る遊
技球を、「作動保留球」とも称する。この作動保留球の数を遊技者に明らかにするため、
遊技機１の適所に設けた専用の保留表示器（図示せず）、または液晶表示装置３６による
画面中にアイコン画像として設けた保留表示器を点灯表示させる。
【００９３】
　また本実施形態では、特別図柄１、特別図柄２、および普通図柄に関する作動保留球を
それぞれ最大４個までＲＡＭ２０３の該当記憶領域に保留記憶し、特別図柄または普通図
柄の変動確定回数として保留する。なお、特別図柄１、特別図柄２、および普通図柄に関
する各作動保留球数の最大記憶数（最大保留記憶数）は特に制限されない。また各図柄の
最大保留記憶数の全部または一部が異なっていてもよく、その数は遊技性に応じて適宜定
めることができる。本明細書中では説明の便宜のために、特別図柄１、特別図柄２、およ
び普通図柄の各作動保留球をそれぞれ、「特図１作動保留球」、「特図２作動保留球」、
「普図作動保留球」とも称する。
【００９４】
　（３－２．遊技状態）
　次に、遊技状態について説明する。本実施形態に係る遊技機１では、特別遊技状態であ
る上記大当りの他、複数種類の遊技状態を発生可能に構成されている。本発明の理解を容
易なものとするために、先ず、種々の遊技状態の発生に関連する機能（手段）について説
明する。
【００９５】
　本実施形態の遊技機１は、主制御部２０（ＣＰＵ２０１）がその機能部を担う「確率変
動機能（確変機能）」を備えている。これには特別図柄に係る確変機能（以下、「特別図
柄確変機能」と称する）と普通図柄に係る確変機能（以下、「普通図柄確変機能」と称す
る）の２種類がある。
【００９６】
　特別図柄確変機能は、大当り抽選確率を所定確率（通常確率）の低確率から高確率に変
動させて、通常状態よりも有利な「高確率状態（大当り高確率状態）」を発生させる機能
である。この特別図柄確変機能が作動中の遊技状態（高確率状態）下では、大当り抽選確
率が高確率となることから、大当りが生起され易くなる。なお、既に説明したように、本
実施形態の場合、設定値に応じて低確率時および高確率時の大当り抽選確率が異なる（図
４参照）。
【００９７】
　普通図柄確変機能は、補助当り抽選確率が所定確率（通常確率）である低確率から高確
率に変動させて（たとえば、１／２５６から２５５／２５６に変動させる）、通常状態よ
りも有利な「補助当り確変状態」を発生させる機能である。この普通図柄確変機能が作動
中の遊技状態（補助当り確変状態）下では、補助当り抽選確率が高確率状態となることか
ら補助当りが生起され易くなり、普電開放遊技が頻繁に発生して、通常状態よりも単位時
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間当りの可動翼片４７の作動率が向上する作動率向上状態となる。
【００９８】
　また本実施形態の遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う「変動時間短縮機能（
時短機能）」を備えている。これには特別図柄に係る時短機能（以下、「特別図柄時短機
能」と称する）と普通図柄に係る時短機能（以下、「普通図柄時短機能」と称する）の２
種類がある。
【００９９】
　特別図柄時短機能は、１回の特別図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間（特別図柄
が変動を開始してから停止表示される迄の平均時間）を短縮する「特別図柄時短状態」を
発生させる機能である。この特別図柄時短機能が作動中の遊技状態（特別図柄時短状態）
下では、１回の特別図柄変動表示ゲームにおける特別図柄の平均的な変動時間が短縮され
（たとえば、リーチなしハズレ変動に要する平均時間が８秒から２秒に短縮される）、通
常状態よりも単位時間あたりの大当り抽選回数が向上する抽選回数向上状態となる。
【０１００】
　普通図柄時短機能は、１回の普通図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間（普通図柄
が変動を開始してから停止表示される迄の平均時間）を短縮する「普通図柄時短状態」を
発生させる機能である。普通図柄時短機能が作動中の遊技状態（普通図柄時短状態）下で
は、１回の普通図柄変動表示ゲームにおける普通図柄の平均的な変動時間が短縮され（た
とえば、２０秒から０．６秒に短縮される）、通常状態よりも単位時間あたりの補助当り
抽選回数が向上する抽選回数向上状態となる。
【０１０１】
　また本実施形態の遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う「開放延長機能」を備
えている。この開放延長機能は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７の開動作期間（可
動翼片４７の開放時間）を通常状態よりも延長した「開放延長状態」を発生させる機能で
ある。開放延長状態下では、可動翼片４７の開動作期間（始動口開状態時間）が、たとえ
ば０．２秒から１．６秒に延長され、またその開閉回数が、たとえば１回（開放延長機能
が非作動中のとき）から２回（開放延長機能が作動中のとき）に延長されて、通常状態よ
りも単位時間あたりの可動翼片４７の作動率が向上する作動率向上状態となる。したがっ
て、開放延長機能が作動すると、下始動口３５への入賞頻度が上昇することから、遊技状
態としては、大当りの抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度
が通常状態より高まり、開放延長機能が作動しない（非作動）状態と比較して、遊技者に
とって有利な遊技状態になる。この点で、上記開放延長状態は「電チューサポート状態（
電サポ状態）」とも称される。
【０１０２】
　以上のような各機能を１または複数種類作動させることにより、遊技機の内部的な遊技
状態（内部遊技状態）に変化をもたらすことができる。以下では、説明の便宜上、特別図
柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長
機能が作動する遊技状態を「確変状態」と称し、これらの機能のうちから特別図柄確変機
能を除去した遊技状態を「時短状態」と称し、少なくとも特別図柄確変機能が作動し、開
放延長機能が作動しない遊技状態（本実施形態では、特別図柄確変機能のみが作動する遊
技状態）を「潜確状態」と称し、全機能が作動中でない（非作動）状態を「通常状態」と
称する。したがって、これらの遊技状態における大当り抽選確率に着目すれば、遊技状態
が「時短状態」または「通常状態」である場合には大当り抽選確率が‘低確率状態（通常
確率）’となり、遊技状態が「潜確状態」または「確変状態」の場合においては大当り抽
選確率が‘高確率状態’となる。なお、条件装置作動に係る大当り中は大入賞口が開閉さ
れる当り遊技が発生するが、上記各機能については全ての機能が非作動とされ、基本的に
は、上記通常状態と同じ遊技状態下に置かれまた特別図柄の変動表示は中断される。
【０１０３】
　（高ベース遊技状態）
　本実施形態では、上記の普通図柄に関する機能、すなわち普通図柄確変機能、普通図柄
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時短機能、および開放延長機能の３つの機能が同じ契機にて動作する。しかし、上記の普
通図柄確変機能、普通図柄時短機能および開放延長機能を個々に着目した場合、これらの
機能のうち少なくとも１の機能が作動すると、上記の可動翼片４７の作動率が向上する作
動率向上状態となり下始動口３５への入賞頻度が上昇する（入賞し易くなる）ことから、
遊技状態としては、大当りの抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成
立頻度または出玉率（ベース）が通常状態よりも高まる「高ベース遊技状態（始動口入球
有利状態）」となる。なお、ここでいう「高ベース遊技状態」とは、普通図柄に関する機
能（普通図柄確変機能、普通図柄時短機能および開放延長機能の少なくとも１つの機能）
が作動する場合の遊技状態をいい、特別図柄に関する機能、すなわち特別図柄確変機能お
よび特別図柄時短機能の少なくともいずれか一方が作動する場合の遊技状態とは異なる。
【０１０４】
　他方、特別図柄に関する機能（特別図柄確変機能と特別図柄時短機能）を個々に着目し
た場合、上記特別図柄確変機能が作動する場合には大当り抽選確率が通常状態より高まる
「高確率状態」となり、上記特別図柄時短機能が作動する場合には、特別図柄変動表示ゲ
ームの消化時間が通常状態よりも短時間となる「特別図柄時短状態」となる。この点にお
いて、特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度等が通常状態より高くなる上記「高
ベース遊技状態」とは区別される。
【０１０５】
　本実施形態では上記「高ベース遊技状態」の一例として、少なくとも開放延長機能が付
与された電チューサポート状態を「高ベース遊技状態」として扱う。この電チューサポー
ト状態下では、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７の作動率（開放時間や開放回数）が
向上して下始動口３５への入賞率が高まり、単位時間当りの入賞頻度が上昇することから
、電チューサポート状態でない場合（低ベース遊技状態）と比較して、遊技者にとって有
利な遊技状態になる。この電チューサポート状態の有無に着目した場合、遊技状態が「通
常状態」または「潜確状態」の場合には‘電チューサポート状態無し’となり、遊技状態
が「時短状態」または「確変状態」である場合には‘電チューサポート状態有り’となる
。本明細書中では、「電チューサポート状態無し」を、「電サポ無し状態」または「非電
サポ状態」と称し、「電チューサポート状態有り」を、「電サポ有り状態」または「電サ
ポ状態」と称する。
【０１０６】
　（３－２－１．内部遊技状態（遊技状態判定番号ＹＪ）：図２８）
　遊技状態を定める上記各機能（特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機
能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）の作動状況については、主制御部２０側に
おいて、これらの機能に対応したフラグのＯＮ／ＯＦＦ状態により、その作動（５ＡＨ）
／未作動（００Ｈ）が管理される。この各機能の作動状況に着目した遊技状態を「内部遊
技状態」とも称する。現在の内部遊技状態が如何なる内部遊技状態であるかについては、
「遊技状態判定番号ＹＪ」という識別子を用いて管理される。たとえば、遊技状態判定番
号ＹＪが「００Ｈ」の場合は‘通常状態’を指定し、「０１Ｈ」の場合は‘確変状態’を
指定し、「０２Ｈ」の場合は‘時短状態’を指定し、「０３Ｈ」の場合は‘潜確状態’を
指定する。
【０１０７】
　（３－２－２．変動パターン選択モード（変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ）：図
２８）
　ここで本実施形態では、上述の内部遊技状態に関連した多様な演出を実現するために、
一の内部遊技状態をさらに分類して管理可能な構成となっている。詳細は追って説明する
が、たとえば、通常状態には「一般」「前兆」といった複数種類の通常状態が含まれ、ま
た、確変状態には「ＳＴ序盤」「ＳＴ中盤」「ＳＴ終盤」といった複数種類の確変状態が
含まれ、これらは、“変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ”という識別子を用いて、そ
れぞれ異なる遊技状態として管理されている。この変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ
の実体は、現在の遊技状態に対応する「変動パターン振分テーブル」（後述の図２４～図
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２７参照）を選択する際に利用される識別子（変動パターン選択モードを特定するデータ
）である。したがって、たとえば、確変状態（遊技状態判定番号ＹＪ＝０１Ｈ）を「ＳＴ
序盤」、「ＳＴ中盤」および「ＳＴ終盤」に区分した場合、つまり、確変状態（ＹＪ＝０
１Ｈ）に対応する変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅとして、「ＳＴ序盤（Ｔｃｏｄｅ
＝０２Ｈ）」、「ＳＴ中盤（Ｔｃｏｄｅ＝０３Ｈ）」、「ＳＴ終盤（Ｔｃｏｄｅ＝０４Ｈ
）」とを定めれば（図２８参照）、それぞれ異なる変動パターン振分テーブルを選択する
ことが可能となる。
【０１０８】
　上記「変動パターン振分テーブル」は、図柄変動表示ゲームに係る特別図柄の変動パタ
ーンを決定する際に利用されるものであり、１または複数種類の変動パターン（特別図柄
の変動パターン）が、少なくとも現在の遊技状態（変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ
）と大当り抽選結果とに関連付けて定められている。たとえば、変動パターン振分指定番
号Ｔｃｏｄｅが「００Ｈ」である場合は、一般モード用の変動パターン振分テーブルが指
定され、「０１Ｈ」である場合は、前兆モード用の変動パターン振分テーブルが指定され
る。すなわち、内部遊技状態は同一の「通常状態」であっても、変動パターン振分指定番
号Ｔｃｏｄｅが「００Ｈ」である場合は、一般モード用の変動パターン振分テーブルに係
る変動パターンが選択され、変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅが「０１Ｈ」である場
合は、前兆モード用変動パターン振分テーブルに係る変動パターンが選択されることにな
る（後述の図１２のＳ４１３、図２４～図２７等参照）。
【０１０９】
　またこれに起因して、変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅに関連する複数種類の「演
出モード」が設けられており、演出制御部２４側において、各演出モード下における演出
を現出（実行）させることができるようになっている。なお、演出モードについての詳細
は後述する。
【０１１０】
　したがって、大当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能（特別図柄確変
機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）
の作動状況、すなわち「内部遊技状態」に着目した場合に、同じ「通常状態」でありなが
らも、特別図柄の変動パターンに関しては、「一般」または「前兆」という異なる変動パ
ターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅに対応した変動パターンの選択が可能となり、変動パター
ン振分指定番号Ｔｃｏｄｅに関連する演出を現出させることができるようになっている。
【０１１１】
　本実施形態の場合、図２８に示す通り、上記「内部遊技状態」の種類には、通常状態、
時短状態、確変状態が含まれる（図２８の「ＹＪ」の欄参照）。一方、特別図柄の変動パ
ターンの決定に関する遊技状態、換言すれば、演出の決定に着目した場合の「変動パター
ン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ」に関連する遊技状態の種類には、内部遊技状態の種類よりも
多い、「一般」「前兆」「天井」「天国」「時短」「ＳＴ序盤」「ＳＴ中盤」「ＳＴ終盤
」が含まれる（図２８の「Ｔｃｏｄｅ」の欄参照）。
【０１１２】
　このように、大当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能に着目した場合
の「内部遊技状態」と、特別図柄の変動パターンの決定（演出の決定）に着目した「変動
パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ」とを異なるものとして管理することにより、内部遊技
状態が同じであっても（たとえば、通常状態）、異なる変動パターン振分指定番号Ｔｃｏ
ｄｅ（たとえば、一般中と前兆中）に対応した変動パターンを選択可能となっている。こ
の結果、同じ内部遊技状態下であっても、図柄変動表示ゲームの消化時間（特別図柄の変
動時間）や、これに関連する演出に大きな変化をもたらすことが可能となり、同一の内部
遊技状態下における演出のバリエーションを豊富なものすることができる。
【０１１３】
　本明細書中では特に必要のない限り、少なくとも変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ
に関連する遊技状態を「遊技モード」と称する（図２８の「遊技モード種別」の欄参照）
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。この遊技モードは、図２８に示す通り、「変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅと遊技
状態判定番号ＹＪ（内部遊技状態）」とに関連する遊技状態、換言すれば、“遊技機全体
として捉えた遊技状態”として扱うことができる。なお、説明の便宜上、内部遊技状態と
遊技モードとを区別せずに、単に「遊技状態」と称する場合がある。また、変動パターン
振分指定番号Ｔｃｏｄｅを「変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）」と称し、適宜「Ｔ
ｃｏｄｅ」と略す。
【０１１４】
　＜４．当りについて＞
　次に図４を参照して、本実施形態に係る「当り」について説明する。図４は、当り種別
、当り遊技動作態様、当り遊技後の移行先遊技状態（移行先遊技モード）の説明に供する
説明図である。
【０１１５】
　（４－１．当り種別について）
　本実施形態の遊技機１では、大当り抽選対象の当り種別として、図示のように、確変大
当り１～６、時短大当り１～２などの複数種類の当り種別が設けられている。これらの当
りは、条件装置の作動契機となる「大当り種別」に属する当りであり、条件装置の作動契
機とならない所謂「小当り種別」に属する当り（小当り）とは異なる。ここで「条件装置
」とは、その作動が、ラウンド遊技を行うための役物連続作動装置（特別電動役物を連続
して作動させる装置）作動に必要な条件とされている装置で、特定の特別図柄の組合せが
表示され、または遊技球が大入賞口内の特定の領域を通過した場合（役物連続作動装置が
作動中に大入賞口に入賞したものを除く）に作動するものをいう。また、役物連続作動装
置の作動は、電サポ有り状態（開放延長機能作動）や確率変動を生起させる（一の内部遊
技状態から他の内部遊技状態に移行させる）ための条件となっている。
【０１１６】
　したがって、小当りに当選した場合には、条件装置が作動せず、役物連続作動装置も作
動しないため、内部遊技状態の移行は無い（小当り当選に起因した内部遊技状態の移行制
御は行われない）。また、その小当りによる当り遊技（小当り遊技）は、役物連続作動装
置が作動しないため、大当りのようなラウンド遊技は実行されないが、大入賞口の開閉パ
ターンの定め方によって、見た目上、ラウンド遊技が実行されているように振る舞う「疑
似的なラウンド遊技」を実現可能である。小当り遊技の動作態様は、ラウンド遊技が実行
されない点を除き、基本的には、大当り遊技と同じであり、所定の開始ＩＮＴの経過後、
大入賞口を開放する「開閉動作遊技」が実行され、開閉動作遊技が終了すると、所定の終
了ＩＮＴを経て一連の小当り遊技が終了するようになっている。斯様な小当りは、大当り
と同様に大入賞口の開閉動作を伴う当り遊技（特別遊技状態）の移行契機（実行契機）と
なる当選種別であるという点で、単なる「ハズレ」とは性質を異にする。
【０１１７】
　また、小当り当選した場合には内部遊技状態の移行は行われないが、変動パターン選択
モード（Ｔｃｏｄｅ）の移行は行うように構成することができる。このような移行形態を
利用すれば、たとえば、小当り遊技後の遊技状態と他の大当り遊技後の遊技状態とを同じ
変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）に移行させた場合、双方で同じ演出をなす演出モ
ードに滞在させることができる。また、小当り当選に起因して、第１変動パターン選択モ
ードから第２変動パターン選択モードに移行させたり、第２変動パターン選択モードから
第１変動パターン選択モードに再移行させたりすることも可能である。なお、本実施形態
では「小当り」を設けていないが、遊技性などを考慮して、特図１側および／または特図
２側の抽選対象に１または複数種類の小当りを設けることができる。
【０１１８】
　本実施形態の場合、図４に示す通り、確変大当り１～３および時短大当り１～２は、特
別図柄１側の大当り抽選対象、確変大当り４～６は、特別図柄２側の大当り抽選対象とな
っている。また、図柄抽選確率は、図示の通りである。
【０１１９】
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　（４－２．当り遊技について）
　次に、上記した各当りによる当り遊技の内容について説明する。
【０１２０】
　図４の「当りの内容」の欄の確変大当り１～７および時短大当り１～２における「５Ｒ
」、「７Ｒ」、「１０Ｒ」の表記は、それぞれ、大当りに係る最大ラウンド数を示す。本
実施形態の各大当りは、１回のラウンド遊技における大入賞口の最大開放時間が、大入賞
口への入賞数が最大入賞数（１０個）に達する可能性が十分に見込める「長開放時間（た
とえば、２９．８秒）」に設定される大当りとなっている。なお、ラウンド遊技に係る大
入賞口の開放パターンを、どのような開放パターンに定めるかは自由である。たとえば、
少なくとも一部のラウンド遊技（特定のラウンド数目のラウンド遊技）に係る大入賞口の
開放パターンを、上記長開放時間よりも短時間の「短開放時間（たとえば、１．８秒）」
または、さらに短時間の「極短開放時間（たとえば０．２秒）」となるように設定しても
よい。また、最大開放時間中は、大入賞口を開放し続けてもよいし、１または複数回の閉
鎖を伴う開放パターン（たとえば、「１．３秒開放＋０．５秒閉鎖＋２７秒開放」など）
としてもよい。大当り遊技中の利益状態（利益度合）については、最大ラウンド数が相対
的に多いほど高くなり、また大入賞口の最大開放時間が短開放よりも長開放の方が高くな
る。本実施形態の場合、各大当りに係る最大開放時間は同じであるため、最大ラウンド数
が多い大当りほど、大当り遊技中の利益状態が相対的に高くなる。
【０１２１】
　（４－３．当り遊技後の移行先遊技状態について：図４）
　次に、上記各大当り遊技終了後に移行される遊技状態（遊技モード）について説明する
。図４に示す「当選時の遊技状態／移行先遊技状態」の欄には、当り種別に応じて、当選
時の遊技状態とその当り遊技後に移行される遊技状態（移行先遊技状態）との関係を示し
てある。
【０１２２】
　本実施形態では、少なくとも当選した大当り種別と当選時の遊技状態（内部遊技状態）
とに基づき、大当り遊技後の遊技状態が決定されるようになっている。具体的には、大当
りに当選した場合は、その当選時の遊技状態（内部遊技状態または遊技モード）と、当選
した大当り種別とに基づき、大当り遊技後の遊技状態が決定されるようになっている（後
述の図２１の遊技状態移行テーブル選択テーブル、図２２の遊技状態移行テーブルを参照
）。なお、図４の「当選時の遊技状態」は、遊技モード（括弧内は、対応する内部遊技状
態）を示し、「移行先遊技状態」は、移行先の遊技モード（括弧内は、対応する内部遊技
状態）を示す。
【０１２３】
　本発明の理解を容易なものとするために、先ず、大当り遊技後に移行される内部遊技状
態について説明する。遊技モードの移行形態についての詳細は、図６および図７を用いて
後述する。
【０１２４】
　（４－３Ａ．時短系大当り（時短大当り１～２）に当選した場合）
　まず、時短大当り１（５Ｒ時短Ａ）、時短大当り２（５Ｒ時短Ｂ）に当選した場合につ
いて説明する。これら時短大当り１、２に当選した場合、その当り当選時の遊技状態にか
かわらず、少なくとも内部遊技状態が「時短状態（ＹＪ＝０２Ｈ）」に移行される。時短
大当り１～２は、時短状態への移行契機となる大当りである点で「時短大当り」と称して
いる。
【０１２５】
　上記「時短状態」に移行された場合、特別図柄変動表示ゲームの実行回数（図柄変動回
数）が、所定の規定回数を終了するまで継続され、その規定回数内で大当り（ただし、内
部遊技状態の移行契機とならない小当りを除く）に当選することなく特別図柄変動表示ゲ
ームが終了したときには、当該時短状態が終了して次回ゲームから「通常状態（ＹＪ＝０
０Ｈ）」に移行にされるようになっている。なお、規定回数に達したか否かは、特別図柄
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変動表示ゲーム１、２の実行回数をカウントすることにより判断される（後述のＳＴ回数
のカウント、天井ゲーム数のカウントについても同様）。つまり、大当りすることなく、
特別図柄変動表示ゲーム１、２の合計実行回数（特図１、２の合計変動回数）が規定回数
分終了すると時短状態が終了されることになる。
【０１２６】
　時短大当り１に当選した場合には、上記規定回数として、時短回数１００回（時短Ａ）
が設定され、時短大当り２に当選した場合には、時短回数５０回（時短Ｂ）が設定される
。すなわち本実施形態の時短大当り１、２は、有限の時短回数を付与する有限時短大当り
となっている。なお、次回の大当り当選まで時短状態を継続させる（時短回数が無限）の
大当り（無限時短大当り）を設けてもよい。また、時短大当り１、２で同じ時短回数とし
てもよいし、時短大当りは１種類だけであってもよい。
【０１２７】
　（４－３Ｂ．確変系大当り（確変大当り１～７）に当選した場合）
　次に、確変大当り１～７に当選した場合について説明する。
【０１２８】
　確変大当り１～７のいずれかに当選した場合、その当り当選時の遊技状態にかかわらず
、少なくとも内部遊技状態が「確変状態（ＹＪ＝０１Ｈ）」に移行される。確変大当り１
～７は、確変状態への移行契機となる大当りである点で「確変大当り」と称している。
【０１２９】
　上記「確変状態」に移行された場合には、上述の時短状態に移行された場合と同じく、
特別図柄変動表示ゲームの実行回数（図柄変動回数）が所定の規定回数を終了するまで継
続され、その規定回数内で大当りに当選することなく特別図柄変動表示ゲームが終了した
ときには、当該確変状態が終了するといった所謂「回数切り確変タイプ（ＳＴタイプ（有
限確変タイプ））」となっている。正確には、大当り抽選確率が少なくとも高確率状態を
伴う遊技状態（確変状態や潜確状態）に移行された後、大当りに当選することなく上記規
定回数が終了した場合、当該高確率状態を終了させて大当り抽選確率を低確率状態に移行
させる。この高確率状態が継続される上限回数を「ＳＴ回数」と称する。したがって、確
変状態に移行された後、ＳＴ回数が終了した場合に確変状態が終了して通常状態（ＹＪ＝
００Ｈ）に移行されるケース（後述の確変Ａ）と、ＳＴ回数が終了した場合に高確率状態
だけが終了するケース、詳しくは「特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変
機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能」のうちから「特別図柄確変機能」だけが
終了して「時短状態（ＹＪ＝０２Ｈ）」に移行されるケース（後述の確変Ｂ、確変Ｃ）と
が含まれる。
【０１３０】
　本実施形態の確変状態には、ＳＴ回数が異なる複数種類の確変状態（確変Ａ、確変Ｂ、
および確変Ｃ）が設けられており、当選した大当り種別に応じて、確変Ａ、確変Ｂ、確変
Ｃのいずれかにに移行されるようになっている。なお、詳細は後述するが、遊技モードに
着目した場合には、確変Ａに移行される場合はＳＴ１００モード、確変Ｂに移行される場
合はＳＴ７５モード、確変Ｃに移行される場合はＳＴ２５モードといった確変Ａ～Ｃに対
応した遊技モードに移行されるようになっている（図６参照）。
【０１３１】
　（確変Ａ、確変Ｂ、確変Ｃ）
　上記「確変Ａ」、「確変Ｂ」、「確変Ｃ」について説明する。
【０１３２】
　（イ）確変Ａ（ＳＴ１００モード）
　確変Ａは、ＳＴ回数が１００回に設定される確変状態である。本実施形態では、確変大
１、確変大当り４、または確変大当り７に当選した場合、この確変Ａに移行される。確変
Ａに移行された場合、大当りに当選することなくＳＴ回数１００回を終了すると「確変状
態」が終了し、次回ゲームから内部遊技状態が「通常状態」に移行される。
　（ロ）確変Ｂ（ＳＴ７５モード）
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　確変Ｂは、ＳＴ回数が７５回（確変ＢのＳＴ回数＜確変ＡのＳＴ回数）に設定される確
変状態である。本実施形態では、確変大当り２または確変大当り５に当選した場合、この
確変Ｂに移行される。確変Ｂに移行された場合、大当りに当選することなくＳＴ回数７５
回を終了すると「確変状態」が終了し、次回ゲームから、時短回数２５回の「時短状態」
に移行される。詳しくは、大当り遊技後に確変状態に移行させた後、所定のＳＴ回数が終
了した場合に、高確率状態だけを終了させて（特別図柄確変機能をＯＦＦ）、遊技状態を
「低確率状態＋電サポ有り状態」、すなわち「時短状態」に移行させる（ここでは、確変
Ｂ＝「ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回」となる）。そして、大当りに当選することなく
時短回数２５回が終了すると「時短状態」が終了し、次回ゲームから「通常状態」に移行
される。したがって、電サポ自体は、上述の確変Ａと同じく、１００回分が付与されるよ
うになっているが、確変Ｂは、所定のＳＴ回数終了後に時短状態に移行される点で、上述
の確変Ａと大きく異なる。
　（ハ）確変Ｃ（ＳＴ２５モード）
　確変Ｃは、ＳＴ回数が２５回（確変ＣのＳＴ回数＜確変ＢのＳＴ回数）に設定される確
変状態である。本実施形態では、確変大当り３または確変大当り６に当選した場合、この
確変Ｃに移行される。確変Ｃに移行された場合、大当りに当選することなくＳＴ回数２５
回を終了すると「確変状態」が終了し、次回ゲームから、時短回数７５回の「時短状態」
に移行される（ここでは、確変Ｃ＝「ＳＴ回数２５回＋時短回数７５回」となる）。そし
て、大当りに当選することなく時短回数７５回が終了すると「時短状態」が終了し、次回
ゲームから「通常状態」に移行される。確変Ｃも確変Ａ、Ｂと同じく、電サポ１００回が
付与される。
【０１３３】
　なお、確変大当り２、３、５、６は、「所定のＳＴ回数の確変状態＋所定の時短回数の
時短状態」を付与する大当り（確変時短大当り）である点で“純粋な確変大当り（確変だ
けを付与する大当り）”ではないが、本明細書中では、先ず確変状態に移行させる点で「
確変大当り」に属するものとして扱う。したがって正確には、確変大当りには、時短状態
を付与しない「確変大当り」と、時短状態を付与する「確変時短大当り」とがある。
【０１３４】
　上記確変Ａ、確変Ｂ、および確変Ｃは、それぞれ電サポ回数（電サポ有り状態の回数）
が同一（１００回）であるが、確変Ａ、確変Ｂ、および確変Ｃの少なくとも１つは、異な
る電サポ回数であってもよい。たとえば、確変Ａは電サポ２００回、確変Ｂは電サポ１５
０回、確変Ｃは電サポ１００回としたり、確変Ａは電サポ２００回、確変Ｂは電サポ１５
０回、確変Ｃは電サポ１５０回とすることができる。また、確変Ｂと確変Ｃは、確変状態
から時短状態に移行されるものとして説明したが、確変状態だけで時短状態に移行されな
い、つまり、所定のＳＴ回数を伴う確変状態としてもよい。換言すれば、確変大当り２、
３、５、６を上記「確変時短大当り」ではなく、確変大当り１、７と同じ「確変大当り」
として定めてもよい。また、本実施形態の確変大当りの少なくとも一部を、潜確大当り（
潜確状態移行契機大当り）としてもよい。たとえば、特図１側の確変大当り１～３を潜確
大当りとすることができる。
【０１３５】
　＜５．演出について＞
　（５－１．演出モード）
　次に、演出モード（演出状態）について説明する。本実施形態の遊技機１には、遊技状
態（内部遊技状態および／または変動パターン選択モード）に関連する複数種類の演出モ
ードが設けられている。たとえば、「通常状態」に関連する演出をなす「通常演出モード
」、時短状態に関連する演出をなす「時短演出モード」、確変状態に関連する演出をなす
「確変演出モード（ＳＴ演出モード）」、時短状態に関連する演出をなす「時短演出モー
ド」など、各遊技状態に関連する複数種類の演出モードが設けられている。演出制御部２
４は、現在の演出モードに基づく演出を実行し、これにより、現在の遊技状態に関連する
演出を実現する。また各演出モードでは、遊技者がどのような遊技状態に対応した演出モ
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ード下に滞在しているのかを把握できるように、装飾図柄の変動表示画面のバックグラウ
ンドとしての背景表示（背景演出）やＢＧＭなどが、遊技状態に関連する演出態様にそれ
ぞれ切り替え制御される。なお、各演出モードについての詳細は、図６～図７を用いて後
述する。
【０１３６】
　演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、遊技状態の移行（更新）に応じて、各演出モード
間を移行制御可能に構成され、複数種類の演出モード間を移行制御する機能部（演出状態
移行制御手段）を有する。演出制御部２４は、主制御部２０（ＣＰＵ２０１）から送られ
てくる演出制御コマンドのうち、遊技状態に関する情報を含む演出制御コマンド、具体的
には、現在の遊技状態を指定したり、遊技状態が移行されることを指定したりする特定の
演出制御コマンドに含まれる情報に基づき、遊技状態（内部遊技状態（ＹＪ）および／ま
たは変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ）を把握し、主制御部２０側の遊技状態と整合
性を保つ形で演出モードを管理し、処理状態に応じて、一の演出モードから他の演出モー
ドへの移行（複数種類の演出モード間の移行）を制御可能に構成されている。上述の特定
の演出制御コマンドには、たとえば、変動パターン指定コマンド、遊技状態指定コマンド
、当り中に送信される特定コマンド（大当り開始コマンドや、大当り終了コマンド）など
がある。
【０１３７】
　（５－２．予告演出）
　次に、予告演出について説明する。演出制御部２４は、少なくとも変動パターン指定コ
マンドに含まれる変動パターン情報（本実施形態では、変動パターン指定コマンドおよび
／または装飾図柄指定コマンドに含まれる情報）に基づき、大当り抽選結果に関連した様
々な「予告演出」を現出制御可能に構成されている（予告演出現出制御手段）。予告演出
の主な役割は、当り種別に当選したか否かの期待度（周知の「当選期待度」）の示唆（予
告）や、特定の予告演出の発生期待度（特定予告発生期待度）の示唆などである。予告演
出の多くは、遊技者の当選期待感を煽るための「煽り演出」として働く。予告演出として
代表的なものには、「リーチ演出」、「疑似連演出」、「遊技者参加型演出」、「先読み
予告演出」などがあり、これらの演出に付随して複合的（同時的、重複的）に、または単
独的に発生する種々の予告演出（所謂、ステップアップ演出、カットイン演出など）があ
る。
【０１３８】
　（５－２－１．リーチ演出）
　「リーチ演出」とは、リーチ状態（所謂、テンパイ状態）を伴う演出態様をいい、具体
的には、リーチ状態を経由してゲーム結果を導出表示しうる演出態様をいう。リーチ演出
には、特定のリーチ演出が出現した場合、通常のリーチ演出（Ｎリーチ（ノーマルリーチ
）が出現した場合に比べて、当選期待度が相対的に高まるものがある。このようなリーチ
演出を「ＳＰリーチ（スーパーリーチ）」と称する。ＳＰリーチは、遊技者の当選期待感
を煽るべく、Ｎリーチよりも相対的に長い演出時間（変動時間）を持ち、通常は、Ｎリー
チを経由して実行される。上記ＮリーチやＳＰリーチは、当選期待度に関連付けられた複
数種類のリーチが含まれる。
【０１３９】
　ゲーム結果が当りとなる場合は、その殆どが、このリーチ演出を経由して、当り図柄（
たとえば、図柄揃い）が導出表示されるようになっている。すなわち、当り図柄が導出表
示される過程において、何かしらのリーチ演出が現出されうる。このため、遊技者にとっ
ては、リーチ演出の発生の有無が、当選可能性を知る手がかりとなる。そこで、リーチ演
出の発生可能性を予告（示唆）する演出態様、換言すれば、当選期待度をさらに明確に予
告しうる演出態様として、複数種類の「予告演出」が設けられている。この「予告演出」
は、当選期待度を予告する煽り演出としての役割を担うものであるが、特定の演出（たと
えば、リーチ演出や疑似連）が発生する可能性をしたり、特定の演出の発生を確定的に報
知したりする役割も担う。したがって、たとえば、リーチ演出シナリオでは、リーチ演出
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が発生する前段階で或る予告演出が発生し、リーチ演出の発生可能性を予告するとともに
、当選期待度を予告する場合がある。つまり、単にリーチ演出が単独で発生する場合より
も、他の予告演出が伴えば、当選期待度がより明確化され、遊技者の当選期待感を煽るこ
とができるようになっている。また、予告演出は、大当り抽選結果に関連して、１または
複数種類の期待予告演出が複合（同時的、重複的）して発生する場合があり、複数種類の
期待予告演出が複合することで、より明確な当選期待度が示される。たとえば、当選期待
度が低い低期待度予告演出であっても当選期待度が高い高期待度予告演出が複合すれば、
当選期待度がより一層高まり、複数の高期待度予告演出が複合すれば、当選期待度は飛躍
的に高まる。
【０１４０】
　（５－２－２．疑似連演出（疑似連））
　「疑似連」とは、装飾図柄の疑似的な連続変動表示状態（いわゆる「疑似変動」）を伴
う演出態様をいう。この「疑似変動」とは、装飾図柄変動表示ゲーム中において、装飾図
柄の一部または全部を一旦仮停止状態とし、その仮停止状態から装飾図柄の再変動表示動
作を実行する、といった表示動作を１回または複数回繰り返す変動表示態様をいう。この
点、複数回の図柄変動表示ゲームに跨って実行されうる後述の「先読み予告演出」とは異
なる。「疑似連」は、基本的には、疑似変動回数が多くなるほど当選期待度が高まるよう
に、その発生率が定められている。たとえば、疑似変動回数１回よりも２回の方が、当選
期待度の高い予告演出（たとえば、ＳＰリーチ）の発生期待度が高まることになる。した
がって「疑似連」は、リーチ演出を含む演出シナリオの場合には、主として、リーチ状態
が形成される前段階（リーチ演出の前段階）に発生され、１または複数回の疑似変動を行
った後、本変動であるリーチ演出が実行され、最終的なゲーム結果が導出表示されること
になる。本明細書中で、疑似Ｎと称する場合、疑似変動Ｍ回と本変動とを合わせた回数を
意味する。たとえば、「疑似２」と表記する場合は「疑似変動１回＋本変動」、「疑似３
」と表記する場合は「疑似変動２回＋本変動」を意味する。
【０１４１】
　（５－２－３．遊技者参加型演出）
　「遊技者参加型演出」とは、いわゆる「ボタン予告演出」に属する演出態様であり、操
作手段（演出ボタン１３および／または方向キー７５）に対して所定の操作（たとえば、
１回押し、長押し、連打など）がなされた場合、その操作内容に基づき、演出の内容が変
化しうる予告演出態様である。遊技者参加型演出では、所定のボタン有効期間中になると
、操作手段に対して所定の操作を指示する「操作指示演出」が現出され、そのボタン有効
期間中に、遊技者が操作手段を操作すると、その操作内容に基づき、現出中の演出が他の
演出（操作時演出）に変化し、操作前後の演出態様（演出内容）に応じて、当選期待度、
当落、または設定示唆情報などを報知可能となっている。演出制御部２４は、所定の設定
条件に基づき（たとえば、遊技者参加型演出中の所定のタイミング）、操作手段の操作が
有効となる操作有効期間（ボタン有効期間）を設定する機能部（操作有効期間設定手段）
と、ボタン有効期間中に所定の操作前演出を現出制御可能な操作前演出制御手段と、当該
操作有効期間に演出ボタンが操作されたことに基づき、所定の操作時演出を実行制御可能
な操作時演出制御手段とを備えている。
【０１４２】
　（５－２－５．先読み予告演出）
　「先読み予告演出」（以下「先読み予告」と略す）とは、未だ図柄変動表示ゲームの実
行（特別図柄の変動表示動作）には供されていない作動保留球（未消化の作動保留球）に
ついて、主に、保留表示態様（保留変化系先読み予告）や時系列的に先に実行される図柄
変動表示ゲーム中の演出（図柄変動中系先読み予告）を利用して、当該作動保留球に関す
る当選期待度を事前に報知しうる演出態様である。
【０１４３】
　図５を用いて、上記先読み予告を含め、本実施形態に係る液晶表示装置の画面表示の概
要について説明する。図５は、本実施形態に係る液晶表示装置３６の画面表示の説明に供
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する説明図である。
【０１４４】
　液晶表示装置３６の画面内の一部に（図示では、装飾図柄の表示エリアの下方）、特図
１作動保留球の個数を表示する保留表示領域７６と、特図２作動保留球の個数を表示する
保留表示領域７７とが設けられており、作動保留球の有無に関して、その旨を点灯状態（
作動保留球あり：図示の「○（白丸印）」）あるいは消灯状態（作動保留球なし：図示の
破線の丸印）にて、現在の作動保留球数に関する情報が報知される。
【０１４５】
　この作動保留球の有無に関する表示（以下、「保留表示」と称する）は、その発生順（
入賞順）に順次表示され、各保留表示領域７６、７７において、一番左側の作動保留球が
、当該保留表示内の全作動保留球のうち時間軸上で一番先に生じた（つまり最も古い）作
動保留球として表示される。本実施形態では、図示のように、液晶表示装置３６の画面内
の一部に、最大保留記憶数と同数（４個）だけ設けた保留アイコン（アイコン画像）から
なる保留表示部ａ１～ｄ１（特別図柄１側に対応）、ａ２～ｄ２（特別図柄２側に対応）
が設けられている。これらの保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２は、通常は、先読み判定
する際に存在する作動保留球数と同数、たとえば３個だけ、その表示態様が作動状態（点
灯状態）に切り替える。したがって、この保留表示部が作動保留球数を表示する保留表示
手段として働く。しかし、後述の先読み予告を実行する場合は、保留表示部ａ１～ｄ１、
ａ２～ｄ２のうち該当する一の保留表示部の保留表示態様を所定の先読み予告表示態様（
特別保留表示態様）に変更し、これにより先読み予告を発生させる手段として働く。
【０１４６】
　また、保留表示領域７６、７７の左側には、現に特別図柄変動表示ゲームに供されてい
る作動保留球を示すための変動中表示領域７８が設けられている。この実施形態の場合、
変動中表示領域７８は、受座Ｊのアイコン上に、現在ゲームに供されているゲーム実行中
保留Ｋのアイコンが載る形の画像が現れるように構成されている。すなわち、特別図柄１
または特別図柄２の変動表示が開始される際に、保留表示領域７６、７７に表示されてい
た最も古い保留ａ１またはａ２のアイコン（アイコン画像）が、ゲーム実行中保留Ｋのア
イコンとして、変動中表示領域７８おける受座Ｊのアイコン上に移動し、その状態が所定
の表示時間にわたり維持される。
【０１４７】
　また、図５に示す液晶画面内の右下隅には、装飾図柄や予告演出などのメイン演出とは
別のサブ的な演出（サブ演出）の表示領域として、特図１、２の作動保留球、普図作動保
留球数、特図１、２の変動表示動作に関する情報、普図の変動表示動作に関する情報を表
示可能なサブ表示領域７９を設けてある。このサブ表示領域７９の情報は、予告演出を表
示する上で、装飾図柄の表示および／または保留表示部が非表示となった場合でも表示さ
れ続ける。したがって、現在、図柄変動表示ゲーム中であるか否か、作動保留球が幾つあ
るかについては、サブ表示領域７９の情報により識別可能となっている。なお、遊技状態
（遊技モードまたは内部遊技状態）に応じて、第１の遊技状態中（たとえば、通常モード
（通常状態）中）の場合は、保留表示領域７６を保留表示領域７７よりも優先的（協調的
）に表示し（一方を表示して他方を表示しない、或いは、一方の透過率を低くし、他方の
透過率を高くする、一方を他方よりも相対的大きく表示する、エフェクト画像を一方に付
し他方には付さないなど）、第２の遊技状態中（たとえば、後述の時短モード（時短状態
）やＳＴモード（確変状態））の場合は、保留表示領域７７を保留表示領域７６よりも優
先的に表示することができる。また、第１の遊技状態中は、保留表示領域７６、７７の双
方を表示し、第２の遊技状態中は、保留表示領域７７を優先的に表示することができる。
【０１４８】
　（先読み予告について）
　次に、先読み予告について説明する。この先読み予告に関する現出制御については、ま
ず主制御部２０において、作動保留球が発生した場合（始動条件が成立した場合）、当該
作動保留球が図柄変動表示ゲームの実行（特別図柄の変動表示動作）に供される前に、当
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該作動保留球に係る大当り抽選結果を事前に判定する「先読み当り判定」が行われる（図
１１のステップＳ３１８～Ｓ３２０（乱数判定処理～特別停止図柄データ作成処理）、図
１２のステップＳ４１０～Ｓ４１０（特別電動役物作動判定用乱数判定処理～特別停止図
柄作成処理）参照）。
【０１４９】
　さらに上記「先読み当り判定」結果を利用して、将来、その作動保留球が図柄変動表示
ゲームの実行に供された際の特別図柄の変動パターン（変動開始時の変動パターン）を事
前に判定する「先読み変動パターン判定」が行われる（図１１のステップＳ３２０（始動
口入賞時乱数判定処理）参照）。この事前に判定される特別図柄の変動パターンを「先読
み変動パターン」と称する。この先読み変動パターン判定では、たとえば、どのようなリ
ーチ状態を経由するリーチ変動パターンとなるのか、それともリーチ状態を経由しない通
常変動パターンとなるのかなどについて事前に判定される。このように、先読み当り判定
を経て先読み変動パターンを判定する一連の処理を「先読み判定」と称する。
【０１５０】
　先読み判定結果に関する情報が主制御部２０から演出制御部２４に送信されると、演出
制御部２４において先読み予告に関する演出制御処理が行われる。本実施形態の場合、先
読み判定時の作動保留球数（今回発生した作動保留球を含む現存の作動保留球数）と、上
記先読み変動パターン情報（少なくとも当落結果を先読み判定した情報）を特定可能な「
保留加算コマンド」が主制御部２０から演出制御部２４に送信され（後述の図１１のステ
ップＳ３２３参照）、演出制御部２４が保留加算コマンドを受信すると、そのコマンドに
含まれる情報に基づき、上記保留表示に関連する表示制御処理の一環として、先読み予告
に関する演出制御処理が行われる。
【０１５１】
　具体的には、演出制御部２４が保留加算コマンドを受信すると、先読み変動パターン情
報に基づき、先読み予告を実行（現出）するか否かに関する「先読み予告抽選」を行い、
先読み予告を実行する場合には先読み予告に係る演出シナリオ決定し、その演出シナリオ
に従い、先読み予告を現出させる（たとえば、後述の図３２参照）。上記先読み予告抽選
の実行確率は、「ハズレ」よりも「大当り」の方が、また、当選期待度が相対的に高い先
読み変動パターン種別の場合の方が高確率となっている。よって、先読み予告が発生する
か否かにより当選期待度が示される。なお、先読み予告は、作動保留球の発生したタイミ
ング、または時系列的に先に行われる図柄変動表示ゲームの開始と同時に、あるいはその
ゲーム中の所定のタイミングで、今回の作動保留球を対象とした先読み予告が現出されう
る。なお、保留加算コマンドは、特図種別情報（特図１、２の別）を特定可能とする上位
バイト側のデータと、先読み判定時の作動保留球数情報と特定可能とする下位バイト側デ
ータとの２バイトで構成される。また、保留加算コマンドは、当落結果を指定する上位バ
イト側のデータと、先読み判定情報として先読み変動パターンの内容を特定可能とする下
位バイト側データの２バイトで構成される（図２４～図２７参照）。
【０１５２】
　なお上記先読み判定結果に関する情報は、主制御部２０において、作動保留球が図柄変
動表示ゲームに供される際に実行される大当り抽選結果（変動開始時の大当り抽選結果）
や変動開始時の変動パターンなどを事前判定した際に得られる遊技情報である。したがっ
て、先読み判定結果に関する情報には、少なくとも変動開始時の当落抽選結果の先読み判
定結果（先読み当落結果）情報が含まれ、その他に、図柄抽選結果の先読み判定結果（先
読み図柄結果）情報や、変動開始時の変動パターンに関する先読み判定結果（先読み変動
パターン）情報を含ませることができる。たとえば、先読み変動パターン情報には、当り
当選時の「当り変動パターン」であるか、ハズレ当選時の「ハズレ変動パターン」である
かの情報（当落抽選結果に関する情報）だけでなく、図柄抽選結果の先読み判定結果（先
読み図柄結果）情報や、リーチの有無（リーチ有りの場合はその種別）や疑似連の有無（
疑似連有りの場合はその回数）に関する情報など、特定の予告演出が実行情報も含まれう
る。如何なる情報を含む保留加算コマンドを演出制御部２４に送るかについては、報知す
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る予告内容をどのようなものにするかに応じて適宜定めることができる。たとえば、作動
保留球発生時の先読み判定により得られる「先読み変動パターン」は、必ずしも作動保留
球が変動表示動作に供されるときに得られる「変動開始時の変動パターン」そのものでは
ある必要はない。たとえば、変動開始時に「Ｎリーチ１」を指定する変動パターンのケー
スであれば、先読み変動パターンにより指定される内容は「Ｎリーチ１」というリーチの
種類そのものではなく、その骨子である「Ｎリーチ種（Ｎリーチ１またはＮリーチ２）」
である旨を指定してもよい。
【０１５３】
　（入賞時系先読み予告：保留変化予告）
　この実施形態では、先読み予告を実行する場合（先読み予告抽選に当選した場合）、保
留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２の保留アイコン（たとえば、後述の図２９の備考３に示
すアイコンや、図３２に示す宇宙人のアイコンなど）のうちで、その先読み予告対象とな
った保留アイコンが、たとえば、通常の保留表示（通常保留表示態様）の白色から、予告
表示の白点滅、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の特殊な保留色や色彩を付した保留表示（
特別保留表示態様）に変化する保留変化予告が実行されうる。この保留変化予告は、入賞
時（保留表示）を契機として現出しされうることから「入賞時系の先読み予告」とも称す
る。
【０１５４】
　この保留変化予告として、図５では、ハッチングされた保留表示部ｂ１の作動保留球が
、特別保留表示に変化した例を示している。ここで、保留アイコンの白点滅、青色、黄色
、緑色、赤色、虹色の表示は、この色の順に、当選期待度が高いことを意味し、特に虹色
の保留アイコンの表示は、大当り確定（当確）表示となるプレミアム的な保留アイコン（
当確保留予告）となっている。白点滅のアイコン表示は、後述の「ステップアップ保留変
化予告」の発生可能性を示唆する保留アイコンであり、最終的な保留色が何色になるかを
期待させるものとなっている（保留色が変化せずに白点滅のままの場合もある）。白点滅
の場合は保留表示がそのままであれば当選期待度が特別保留表示の中で最も低いが、他の
保留色に変化すれば、その保留色による当選期待度まで高まる。
【０１５５】
　本実施形態では、予告演出に関し、大当り抽選結果がハズレの場合には相対的に低い確
率で選択され（低出現率）、大当りの場合には相対的に高い確率で選択（高出現率）され
る、といった高い当選期待度を持つ予告演出として、当選期待度が所定の期待値以上（本
実施形態では、当選期待度２０％以上を持つ予告演出）のものを「高期待度（当選期待度
高」の予告演出とし、それ以外を低期待度の予告演出として扱う。先述の保留変化予告の
場合、白点滅、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の当選期待度がそれぞれ、１％、５％、９
％、２０％、３０％、１００％であるとすれば、「緑色、赤色、虹色」が高期待度予告演
出に属し、それ以外は（白点滅、青色、黄色）、低期待度予告演出に属する。先読み予告
が発生した場合、その作動保留球を対象とした図柄変動表示ゲーム中に、当選期待度が相
対的に高い高期待度予告（高回数疑似連やＳＰリーチなど）が発生すれば、先読み予告演
出の内容と相まって、当りへの当選期待感はより一層高まることになる。
【０１５６】
　現存する作動保留球は、図柄変動表示ゲームの実行を契機に順次消化される。このとき
、作動保留球が１つ消化したことを表現するべく、現存する作動保留球に対応した保留表
示部の表示位置を繰り上げ移行し（順次左側にシフト）、その表示個数が減じられるとい
った表示制御（シフト表示）が行われるが、上記した特別保留表示は、この間も保留表示
の表示位置を変えながら連続的に表示され続ける。この点、先読み予告は、複数回の図柄
変動表示ゲーム（複数回の図柄変動表示動作）に跨って専用の予告演出が現出されうると
いった点で、疑似連などのような１回の図柄変動動作中に行われる予告演出とは異なる。
【０１５７】
　保留変化予告に係る特別保留表示は、（Ａ）入賞を契機に現出させるケース、換言すれ
ば、保留表示のタイミングで現出させるケース、（Ｂ）入賞時は通常保留表示（白色）で
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あるが、通常保留表示から特別保留表示（青色など）に変化させるケース、（Ｃ）現在の
特別保留表示よりも当選期待度が相対的に高い特別保留表示に変化（たとえば、青色から
黄色以上の保留色にステップアップ的に変化）させるケースなどもある。この（Ｂ）また
は（Ｃ）のケースでは、シフト表示中の所定のタイミング、先に実行されている図柄変動
表示ゲーム中の所定のタイミング、特定の予告演出の現出中の所定のタイミング、保留変
化予告用の遊技者参加型演出中（たとえば、ボタン操作有効期間中）などにおいて、一の
保留表示態様から他の保留表示態様に変化させることができる。なお、上記（Ｂ）または
（Ｃ）のような当選期待度がより高い保留表示に変化する保留変化予告を「ステップアッ
プ保留変化予告」と称する。
【０１５８】
　また、ゲーム実行中保留Ｋが受座Ｊ上に載る際には、基本的には、保留表示領域７６、
７７における保留表示態様と同じ表示態様が維持されて、今回の図柄変動表示ゲームに係
る作動保留球を対象とした先読み予告（特別保留表示）が当該ゲーム中においても遊技者
に報知されうるが、当該図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミングに、そのゲーム実行中
保留Ｋの保留表示態様が他の保留表示態様に変化する場合もある。このようなゲーム実行
中保留Ｋの表示態様の変化も上記ステップアップ保留変化予告に属するものとして扱う。
【０１５９】
　なお、原則として、現在の保留色から当選期待度が相対的に低い保留色に変化する「特
別保留表示の成り下がり」は無いが、例外的に成り下がりが発生した場合は、その作動保
留球が当確である旨が示唆され、当確保留予告と同じプレミアム的な保留変化予告となる
。成り下りのケースとしては、たとえば、保留色が「青色→白色」や「赤色→青色」など
、現在の保留表示よりも当選期待度が低い保留表示に変化する場合である。また、保留表
示態様は、静止画による保留アイコン表示（静的表示態様）に限らず、動画（アニメーシ
ョン）による保留アイコン表示（動的表示態様：たとえば、保留アイコンを回転、振動、
、搖動、点滅（高速点滅や低速点滅）をさせて表示する）にしてもよい。
【０１６０】
　（図柄変動中系先読み予告：変動中先読み予告）
　また本実施形態では、上述の「入賞時系」の先読み予告演出とは異なり、図柄変動表示
ゲームが開始したことを契機としてなされる「変動中先読み予告」を現出可能となってい
る。この変動中先読み予告は、上述の保留変化予告とは異なり、図柄変動表示中の所定タ
イミングで現出されうることから「図柄変動中系（変動開始時変化系）」の先読み予告と
も称する。
【０１６１】
　この「変動中先読み予告」とは、たとえば、液晶表示装置３６の画面に先読み専用の予
告画像を表示させ、これを１または複数回の図柄変動表示ゲームにて実行（単発的にまた
は連続表示させる）といった先読み予告である。すなわち、変動中先読み予告は、或る図
柄変動表示ゲーム中に始動口に遊技球が入賞して始動条件が成立した場合、その始動条件
成立に係る図柄変動表示ゲームを実行する権利を一旦保留記憶するとともに、先読み予告
演出を実行するか否かに関し先読み予告抽選を行い、この先読み予告抽選を実行する場合
には、その時点で現存する作動保留球（保留記憶）が複数個存在する場合には、それら全
てまたは一部の保留記憶について、それらの図柄変動表示ゲームを何らかの関連性を有し
た表現にすることができる。たとえば、記憶順にみて最も古い作動保留球から先読み予告
対象の作動保留球までの現存する作動保留球に係る全てまたは一部の図柄変動表示ゲーム
中において、液晶表示装置３６の画面に先読み専用予告画像（たとえば、図５Ｂの稲妻を
模した予告画像）を表示させる。この場合、各図柄変動表示ゲームにおいて、その全部ま
たは一部が異なる先読み予告を現出させてもよい。たとえば、３回の図柄変動表示ゲーム
にわたり現出させる場合、１回目の図柄変動表示ゲームは雷雲画像、２回目の図柄変動表
示ゲームは雨画像（雷雲から雨が降る様を表現した画像表示）または雷雲画像、３回目の
図柄変動表示ゲームは稲妻画像とすることができる。また、予告画像に応じて当選期待度
が異なるものとしてもよい。上述の例でいえば、雷雲画像は低期待度、雨画像は中期待度
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、稲妻画像は高期待度とすることができる。この場合、雷雲画像だけで終了した場合は当
選期待感が低いが、稲妻画像が表示されれば、当選期待感が飛躍的に高まるといった演出
効果を奏することができる。また、図柄変動表示ゲームの実行ごとに「雷雲画像→雨画像
→稲妻画像」と期待度が段階的に発展（期待度が増す）するステップアップ系の先読み予
告としてもよい。
【０１６２】
　なお、変動中先読み予告に用いる演出手段およびその演出内容については、適宜定める
ことができる。たとえば、画像表示であれば、先読み専用の背景画像や装飾図柄の組合せ
を利用してもよく、また、この画像表示に付随して専用の音演出、光演出、または可動体
演出などを組合せてもよい。
【０１６３】
　本実施形態では、変動中先読み予告と保留変化予告とはそれぞれ独立して現出可能とな
っている。具体的には、保留変化予告の実行抽選と、変動中先読み予告の実行抽選とはそ
れぞれ独立した抽選となっている。したがって、保留変化予告が単独で発生ケースと、変
動中先読み予告が単独で発生するケースと、保留変化予告と変動中先読み予告とが同時的
（重複的）に発生するケースとがある。なお、変動中先読み予告を実行する際に用いる演
出手段およびその演出内容については、適宜定めることができる。
【０１６４】
　（４－２－６．設定示唆演出）
　また本実施形態では、上記「設定値」に関する情報を示唆する演出態様（設定示唆演出
）を現出可能となっている。たとえば下記（ア）～（シ）のような設定示唆演出である。
　（ア）低設定域（設定１～３、１～２、２～３など）を示唆する「低設定示唆演出」。
　（サ）高設定域（設定４～６、４～５、５～６など）を示唆する「高設定示唆演出」。
　（キ）偶数設定（設定２、４、６）を示唆する「偶数設定示唆演出」。
　（ユ）奇数設定（設定１、３、５）を示唆する「奇数設定示唆演出」。
　（メ）特定の設定値（設定１～６のいずれでもよい）を確定的に報知する「特定設定確
定演出」。たとえば「設定Ｎ」を確定的に報知する「設定Ｎ確定演出」。ただし、無闇に
内部的な設定値を確定的に報知するのは、好ましくない。その理由は、設定１や設定２確
定などのように、低設定領域を確定的に示唆するものは、遊技者の遊技意欲を減退させて
しまうからである。そこで、高設定領域の設定４～６のいずれかを確定的に報知させるこ
とが好ましい。特に、設定５確定や設定６確定などの高設定が確定する特定設定確定演出
が出現すれば、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。
　（ミ）特定の設定値（設定１～６のいずれでもよい）でないことを確定的に報知する「
特定設定否定演出」。
　（シ）特定範囲の設定値を示唆する「特定範囲示唆演出」。たとえば、設定３～５（α
≦設定値≦β）を示唆、設定４以上（α≦設定値）を示唆、「設定１、３、５、６」の複
数の特定値を示唆するなどがある。また、設定値に応じて出現率を異ならせて、たとえば
設定１では出にくい、設定４ではそこそこ出る、設定６では出やすいなどのように、或る
設定値の可能性が高い／低いを示唆することが可能である。
【０１６５】
　なお、設定示唆演出の現出率（実行確率）は、設定値に応じて適宜定めることができる
。たとえば、設定値が相対的に低いほど設定示唆演出の出現率が低くなるように定めても
よい。また、設定示唆演出の演出態様には特に制限はなく、音演出、光演出、画像表示演
出、可動体演出のうち、１または複数の演出を利用することができる。
【０１６６】
　また、設定示唆演出は、図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミング、たとえば、予告演
出と複合的または単独的に現出させることができる。また、図柄変動ゲーム中に限らず、
大当り遊技中や、遊技開始待ち中の後述の「デモ開始待ち演出」や「客待ち演出（デモ表
示）」などにも現出させることができる。
【０１６７】
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　また、設定値に応じて特定の予告演出の出現率を規定することにより、その予告演出自
身を「設定示唆演出」として機能させることもできる。たとえば、特定のリーチ演出、特
定の疑似連（特定の疑似連態様や特定の疑似連回数）、特定の遊技者参加型演出、および
特定の先読み予告などのうち、少なくとも１つ演出の出現率を設定値に応じて異ならせる
ことにより、その予告演出自体を「設定示唆演出」として機能させることができる。たと
えば、ハズレ時に特定のＳＰリーチが出現し易い場合は“高設定濃厚”、ハズレ時に疑似
連３回（疑似変動２回＋本変動）が出現し易い場合は“高設定濃厚”、特定のボタン操作
演出が出現した場合は“設定６確定”示唆などである。また、先読み予告の演出を利用し
、設定示唆演出専用の先読み予告態様を現出させることができる。たとえば、保留アイコ
ンが高速点滅した場合は高設定濃厚、保留アイコンの１または全部が専用の保留アイコン
（専用のキャラクタやアイテム画像）に変化した場合は“高設定濃厚”示唆などである。
【０１６８】
　＜６．演出手段＞
　遊技機１における各種の演出は、遊技機に配設された演出手段により現出される。斯様
な演出手段は、視覚、聴覚、触覚など、人間の知覚に訴えることにより演出効果を発揮し
得る刺激伝達手段であればよく、装飾ランプ４５やＬＥＤ装置などの光発生（発光）手段
（光演出手段）、スピーカ４６などの音響発生装置（音演出手段）、液晶表示装置３６な
どの演出表示装置（表示手段）、操作者の体に接触圧を伝える加圧装置、遊技者に振動を
与える振動装置（たとえば、発射操作ハンドル１５が震えるなど）、遊技者の体に風圧を
与える風圧装置、ないし、その動作により視覚的演出効果を発揮する可動体役物は、その
代表例である。ここで演出表示装置は、画像表示装置（画像表示手段）と同じく視覚に訴
える表示装置であるが、画像によらないもの（たとえば、７セグメント表示器）も含む点
で画像表示装置と異なる。画像表示装置と称する場合は主として画像表示により演出（画
像表示演出）を現出するタイプを指し、７セグメント表示器のように画像以外により演出
を現出するものは、上記演出表示装置の概念の中に含まれる。
【０１６９】
　＜７．遊技モードの遷移形態：図６、図７＞
　次に図６および図７を参照して、変動パターン選択モードに関連する「遊技モード」の
内容と、各遊技モード間（各遊技状態間）の移行制御について説明する。図６および図７
は、遊技モードとこれに関連する演出モードの概略を示す遊技フローである。
【０１７０】
　本実施形態では、図６および図７に示すように、一般、前兆、天井、天国、ＳＴ（ＳＴ
序盤、ＳＴ中盤、ＳＴ終盤）などの複数種類の遊技モードが設けられており、これらの遊
技モード下にて遊技の進行が制御される。
【０１７１】
　（７－１Ａ．「通常モード」について）
　通常モードは、内部遊技状態が通常状態に関連する遊技モードであり、この通常モード
は、ＲＡＭクリア時（たとえば、ＲＡＭクリア操作時、設定変更時など）などが実行され
た場合に開始される初期の遊技モードとなっている。
【０１７２】
　この通常モードには、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）が「００Ｈ」の「一般モ
ード」と、「０１Ｈ」の「前兆モード」とが含まれる。「一般モード」は、遊技進行中、
最も長く滞在しうる遊技モードであり、基本的には、この一般モードから大当りに当選し
て他の遊技モード（後述のＳＴモードや時短モードなど）に移行されることになる。
【０１７３】
　（７－１Ａ－１．一般モード中の演出について）
　一般モード中は、一般モードに関連した演出をなす「一般演出モード」に移行される。
本実施形態に係る一般演出モードには、複数種類の一般演出モードが含まれ、たとえば、
客待ち待機中に遊技者が操作手段（演出ボタン１３や方向キー７５）を操作することによ
り、好みの一般演出モードに切り替え可能となっている。この実施形態の場合、図６の通
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常モードのブロック枠に示すように、「ノーマルモード（通常Ａ演出モード）」、「シン
プルモード（通常Ｂ演出モード）」、「プレミアムモード（通常Ｂ演出モード）」の３種
類の演出モード（遊技者選択可能演出モード）のいずれかを選択可能となっている。ただ
し混同してはならないのは、これらの演出モードは、同一の変動パターン選択モード（Ｔ
ｃｏｄｅ＝００Ｈ）下の演出モードであり、遊技者側が変動パターン選択モード（Ｔｃｏ
ｄｅ）自体を自由に切り替えられることを意味するものではない。したがって、ノーマル
、シンプル、プレミアムモードの違いにより、出現する演出はそれぞれ異なる場合がある
が、内部的に選択される特別図柄の変動パターン（変動パターン振分テーブル）は変化し
ないため、図柄変動表示ゲームの時間（特別図柄の変動時間）自体は変化しない。
【０１７４】
　「ノーマルモード」とは、デフォルトの演出モードであり、「シンプルモード」とは、
ノーマルモードと比べて特定の予告演出の出現率が低確率または一切出現しない（出現率
０％）演出モードとなっている（特定予告演出出現率変更モード）。
　「シンプルモード」では、たとえば、（イ）当選期待度が相対的に高い特定の高期待度
予告（たとえば、ノーマルモード時の当選期待度３０％以上）のハズレ時の出現率がノー
マルモードよりも低確率となり、当該特定の高期待度予告の出現時は当選期待度が大幅に
アップし、高期待度予告出現時の興奮度を高める。また（ロ）当選期待度が相対的に低い
特定の低期待度予告（たとえば、ノーマルモード時の当選期待度３０％未満の演出、先読
み予告）の出現率がノーマルモードよりも低確率（０％を含む）となり、過度な煽り演出
（ハズレ時の演出）が少なく、シンプルな演出が好みの遊技者に好適である。また（ハ）
遊技者参加型演出の出現率がノーマルモードよりも低確率（０％を含む）となり、演出ボ
タン操作を伴う演出の出現率が低確率となるため、落ち着いた遊技が好みの遊技者に好適
である。
　「プレミアムモード」では、当確系演出（大当り当選濃厚の演出（たとえば、当選期待
度９０％以上）または大当り当選確定の演出）の出現率が、ノーマルモードおよびシンプ
ルモードよりも高確率となり、１または複数種類の特定の低期待度予告の出現率が低確率
（０％を含む）となる。したがって、当確を予告しうるプレミアム的な演出の出現を楽し
みたい遊技者に好適な演出モードとなっている。
　なお、ノーマル、シンプル、およびプレミアムのいずれの演出モードも設定示唆演出の
出現率については同一の確率としてもよいし、それぞれ異なる確率としてもよい。
【０１７５】
　また、ノーマル、シンプル、プレミアムの各演出モードでは、いずれのモード中である
かを識別可能とするため、演出モード別に対応した固有の演出が現出される。具体的には
、画像表示演出（たとえば、背景画像（背景表示）、予告演出時の登場キャラクタ、また
は装飾図柄など）、音演出（たとえば、ＢＧＭ、効果音）、および光演出（たとえば、特
定の演出用ＬＥＤの発光態様）の少なくともいずれか１つの演出が各演出モードに対応し
て変化する。これにより、ノーマル／シンプル／プレミアムのいずれの演出モード中であ
るのかを識別可能となっている。本実施形態では、一般モード中においては、太陽が輝く
“昼背景画像”をベースとし、「ノーマルモード」では季節‘春’を連想させる背景画像
（たとえば、桜の木などを含む背景画像）、「シンプルモード」では季節‘夏’を連想さ
せる背景画像（たとえば、海や砂浜を含む背景画像）、「プレミアムモード」では季節‘
秋’を連想させる背景画像（たとえば、紅葉の山や木々を含む背景画像）など、少なくと
も各演出モードに応じた背景表示（背景演出）にそれぞれ切り替え制御される。なお、他
の遊技モード下において、ノーマル、シンプルおよびプレミアムモードの少なくとも２つ
の演出モード間を切り替え可能に構成することができる。この場合も、上述のように、い
ずれのモード中であるかを演出的に識別可能な構成とすることができる。
【０１７６】
　（７－１Ｂ．前兆モードについて）
　また上記「前兆モード」とは、後述の「天井（ハマリ救済機能）」の到達間近に移行さ
れる遊技モードであり、たとえば、天井到達が間近であることを報知する「前兆演出」を
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実行させるための遊技モードとして設けられている。この前兆モードは、通常モード（通
常状態）中、大当りに当選せずに、所定のゲーム数（所定の変動回数）に到達した場合に
移行される。本実施形態の場合、一般モード中に９８９ゲームハマると、９９０ゲーム目
から前兆モードに移行されるようになっている（図７の「前兆モード」のブロック枠（α
）参照）。「天井」についての詳細は後述するが、本実施形態では、通常モード中（少な
くとも内部遊技状態が通常状態中）に１０００ゲーム（１０００回転）ハマる（ハズレ続
ける）と、天井機能が発動して、特別利益（天井特典）が付与されるようになっている（
図７の備考２の天井特典の例の欄参照）。
【０１７７】
　（７－１Ｂ－１．前兆モード中の演出について）
　前兆モード中は、前兆モードに関連した演出（前兆用演出）をなす「前兆演出モード」
に移行される。前兆演出モード中は、一般モードの太陽が輝く“昼背景画像”から、星が
輝く“夜背景画像”に切り替え表示され、前兆モード中であることが報知されるようにな
っている。また、前兆演出モード中も、ノーマル／シンプル／プレミアムモードのいずれ
かに切り替え可能となっている（図７の前兆モードのブロック枠（γ）参照）。また、前
兆演出モード中は、天井到達までの残余ゲーム数（残り天井回数）を識別可能な演出（残
余天井回数表示演出）として、たとえば、カウントダウン表示が現出される（図７の前兆
モードのブロック枠（δ）参照）。この残余天井回数表示演出は、前兆モード中の一部の
期間で現出させてもよく、たとえば、天井間近の９９６ゲーム目から残余天井回数表示演
出を開始（カウントダウン表示開始）してもよい。たとえば、最大保留記憶数４個を考慮
して、９９６ゲーム～９９９ゲーム間または天井ゲームを含む９９５～１０００ゲーム間
でカウントダウン表示（たとえば、天井ゲームでカウントゼロを示唆）を行うことができ
る。天井までのゲーム数が分かれば、遊技者が天井到来まで無駄打ちを防止することがで
きる、という演出的メリットがある。
【０１７８】
　また、前兆演出モード中は、少なくとも一般モードとは異なる保留表示態様（保留アイ
コン）が現出されるようになっている。たとえば、一般演出モード中では、図５に示す単
純な「丸型アイコン」をベースとする保留表示態様であるが、前兆演出モード中では「キ
ャラクタアイコン」をベースとする専用の保留表示態様を現出する（図７の前兆モードの
ブロック枠（ε）、図３２参照）。なお、一般モード中において、前兆モード移行直前（
９８９ゲーム目）に現存する１または複数の保留表示については、前兆モード移行後（９
９０ゲーム目）に専用の保留表示（キャラクタアイコン）に一斉に変化させてもよいし、
前兆モード中に消化対象となる保留表示だけを専用の保留表示に変化させてもよい。後者
の構成を具体的に説明すれば、たとえば、９８８ゲーム実行中に作動保留球が３個存在す
るケースの場合、９８９ゲーム～９９１ゲーム目に係る保留表示を「‘丸型アイコン（一
般モード中消化対象保留：９８９ゲーム目）’　‘キャラアイコン（前兆モード中消化対
象保留：９９０ゲーム目）’　‘キャラアイコン（前兆モード中消化対象保留：９９１ゲ
ーム目）’」とすることができる。また、前兆演出モード中の開始から所定のゲーム数を
消化するまでは一般演出モードと同じ保留表示（丸型アイコン）とし、天井到達間近（た
とえば、最大保留記憶数４個を考慮して、９９６ゲーム～９９９ゲーム間）になると、前
兆専用の保留表示（キャラクタアイコン）に切り替えてもよい。また、前兆演出モード中
は、上記「残余天井回数表示演出」および／または「前兆専用の保留表示」を現出させて
もよい。
【０１７９】
　（前兆モード中のノーマル／シンプル／プレミアムモードの選択について）
　本実施形態の前兆演出モード中は、「ノーマル／シンプル／プレミアムモード」のいず
れかに切り替え可能であると説明したが、本発明はこれに限定されず、その切り替えが不
可能（切替不能状態下に制御する）な構成としてもよい。すなわち、前兆演出モード中は
、遊技者選択可能の演出モードを固定的なものとすることができる。たとえば、一般モー
ド中で選択中であった演出モードに固定したり、ノーマル／シンプル／プレミアムモード
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のうちいずれかの演出モード（たとえば、デフォルトのノーマルモード）に強制的に固定
したりすることができる（後述の天国モードも同様）。この場合、一般モードでは切り替
え可能であった演出モードが切り替え不可能になるという事象によって、遊技者に違和感
を与え、天井到達間近であることを遊技者に知得させることができる。特に、前兆演出モ
ードと一般演出モード中とを演出的に秘匿状態とする場合（たとえば、前兆演出モードと
一般演出モードとを共通の背景画像にする、前兆モードと一般モードとで共通の演出モー
ドとする（内部的に前兆モードであるが演出モードは一般演出モードとする）、前兆モー
ド自体を設けないなど）、「演出モード切り替え不能状態」という違和感を遊技者に与え
ることを以て、天井到達（天井ゲーム）が近づいていること報知することができる。
【０１８０】
　（７－２．「ＳＴモード」について）
　ＳＴモードは、内部遊技状態が確変状態（ＹＪ＝０１Ｈ）に関連する遊技モードであり
、このＳＴモードには、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）が、「０２Ｈ」の「ＳＴ
序盤モード」と、「０３Ｈ」の「ＳＴ中盤モード」と、「０４Ｈ」の「ＳＴ終盤モード」
とが含まれる。このＳＴモードには、確変大当り１～７のいずれかに当選した場合に移行
される。
【０１８１】
　本実施形態の場合、確変大当り１～７のいずれに当選したかに応じて、上記「確変Ａ」
～「確変Ｃ」のいずれかに移行されるため、遊技モードの移行形態も異なる。詳しくは、
下記（Ａ－１）～（Ａ－３）の移行形態となる。
【０１８２】
　（Ａ－１：確変Ｃ（ＳＴ回数２５回＋時短回数７５回）を付与する確変大当り３、６（
５Ｒ確変ＳＴ２５、７Ｒ確変ＳＴ２５）に当選した場合）
　確変大当り３、６のいずれかにに当選した場合は、図４にて既に説明したように「確変
Ｃ」に移行され、「ＳＴ回数２５回＋時短回数７５回」が付与される。この場合の遊技モ
ードの移行形態は、１～２５ゲーム目（ＳＴ回数内序盤）まで「ＳＴ序盤モード」に滞在
し、２６～１００ゲーム目（時短回数内）まで「時短モード」に滞在するようになってい
る。この「ＳＴ序盤モード（ＳＴ２５回）⇒時短モード」という一連の移行形態に着目し
て、確変大当り３、６当選時に移行される遊技モードを「ＳＴ２５モード」とも称する（
図４参照）。
【０１８３】
　（Ａ－２：確変Ｂ（ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回）を付与する確変大当り２、５（
５Ｒ確変ＳＴ７５、７Ｒ確変ＳＴ７５）に当選した場合）
　確変大当り２、５のいずれかに当選した場合には、上記「確変Ｂ」に移行され、「ＳＴ
回数７５回＋時短回数２５回」が付与される（図４参照）。したがって、この場合の遊技
モードの移行形態は、１～２５ゲーム目（ＳＴ回数内序盤）まで「ＳＴ序盤モード」に滞
在し、２６～７５ゲーム目（ＳＴ回数内中盤）まで「ＳＴ中盤モード」に滞在し、７６～
１００ゲーム目（時短回数内）までは「時短モード」に滞在するようになっている。この
「ＳＴ序盤モード（ＳＴ２５回）⇒ＳＴ中盤モード（ＳＴ５０回）⇒時短モード」という
一連の移行形態に着目して、確変大当り２、５当選時に移行される遊技モードを「ＳＴ７
５モード」とも称する（図４参照）。
【０１８４】
　（Ａ－３．確変Ａ（ＳＴ回数１００回）を付与する確変大当り１、３、７（５Ｒ確変Ｓ
Ｔ１００）、１０Ｒ確変ＳＴ１００、特殊７Ｒ確変）に当選した場合）
　確変大当り１、３、７のいずれかに当選した場合には、上記「確変Ａ」に移行され、「
ＳＴ回数１００回」が付与される（図４参照）。したがって、この場合の遊技モードの移
行形態は、１～２５ゲーム目（ＳＴ回数内序盤）まで「ＳＴ序盤モード」に滞在し、２６
～７５ゲーム目（ＳＴ回数内中盤）まで「ＳＴ中盤モード」に滞在し、７６～１００ゲー
ム目（ＳＴ回数内終盤）まで「ＳＴ終盤モード」に滞在する。この「ＳＴ序盤モード（Ｓ
Ｔ２５回）⇒ＳＴ中盤モード（ＳＴ７５回）⇒ＳＴ終盤モード（ＳＴ２５回）」という一
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連の移行形態に着目して、確変大当り１、３、７当選時に移行される遊技モードを「ＳＴ
１００モード」とも称する（図４参照）。
【０１８５】
　（Ｂ．確変Ａ～確変Ｃ（ＳＴ２５、ＳＴ７５、ＳＴ１００モード）の連荘性能）
　上記確変大当り１～７のいずれに当選するか、すなわち「確変Ａ～確変Ｃ」のいずれか
に移行されるかにより「ＳＴ回数」が異なるため、確変Ａ～確変Ｃにおける電サポ有り状
態中（確変状態または時短状態）の大当りの引き戻し率（いわゆる「連荘率」）も異なる
。すなわち、遊技者に対する有利度（遊技者に付与する利益状態（利益度合））が異なる
。たとえば、設定６（低確率時１／１８９、高確率時１／６３）の場合、確変Ａ（ＳＴ回
数１００回）の連荘率、つまり、ＳＴ中連荘率は約７９．８％となる。また、確変Ｂ（「
ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回」の電サポ１００回）の連荘率は、ＳＴ中連荘率は約７
０％、時短中連荘率は約１２．４％、全体（ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回）の連荘率
は約７３．６％となる。また、確変Ｃ（「ＳＴ回数２５回＋時短回数７５回」の電サポ１
００回）の連荘率は、ＳＴ中連荘率は約３３％、時短中連荘率は約３２．８％、全体（電
サポ有り状態中）の連荘率は約５５％となる。なお、時短大当りの場合の連荘率（時短中
連荘率）は、約４１．２％となる。
【０１８６】
　以上のように本実施形態では、ＳＴ回数が異なる複数の確変大当りを設けているため、
当選した大当り種別に応じてＳＴ中の連荘度合を異ならせることができる。特に本実施形
態のように、電サポ有り状態の回数（電サポ回数）は同一（たとえば、１００回）である
が、ＳＴ回数がそれぞれ異なる場合（たとえば、ＳＴ２５回、ＳＴ７５回、ＳＴ１００回
）、電サポ有り状態中の利益度合や連荘度合を当選した大当り種別に応じて大きく異なら
せることができる。その結果、遊技性の自由度が増し、遊技の面白みを一層向上させるこ
とができる。また、ＳＴモード中に関連する演出（後述のＳＴ演出モード）の自由度も向
上し、演出を多彩なものとすることができる。
【０１８７】
　（７－２－１．ＳＴ序盤、ＳＴ中盤、ＳＴ終盤の変動状態について）
　既に説明したように「ＳＴ序盤モード」、「ＳＴ中盤モード」、「ＳＴ終盤モード」は
、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）がそれぞれ異なる（図２８参照）。これにより
、各ＳＴモードに対応した変動パターン振分テーブル（図２５、図２７参照）を選択する
ことができるため、各ＳＴモードが、それぞれ特徴有るＳＴモードを作り出すことができ
る。たとえば、ＳＴ序盤モード用の変動パターン振分テーブルでは、変動時間が２秒の変
動パターンが高確率で選択され、ＳＴ中盤モードの変動パターン振分テーブルでは、変動
時間が３秒の変動パターンが高確率で選択され、ＳＴ終盤モードの変動パターン振分テー
ブルでは、変動時間が４秒の変動パターンが高確率で選択されるという具合に、各ＳＴモ
ードに係る特別図柄の平均的な変動時間（変動パターンの変動時間）、換言すれば、図柄
変動表示ゲームの平均的な消化時間（１ゲームあたりの図柄変動表示ゲームの平均実行時
間または単位時間あたりの図柄変動表示ゲームの実行回数：以下、「平均消化時間」とも
称する）に緩急を付けることができる。なお、上述の図柄変動表示ゲームの平均的な消化
時間（平均消化時間）とは、少なくともハズレ時における平均的な消化時間、つまり、各
ＳＴモードにおける「ハズレ変動パターンの平均変動時間」である。
【０１８８】
　本実施形態の場合、ＳＴモードに係る平均消化時間の関係が、「ＳＴ終盤モード＜ＳＴ
中盤モード＜ＳＴ序盤モード」を満たすように定められている（図２７参照）。すなわち
、ＳＴ序盤モードは「高速変動状態（全遊技モード中最速（平均消化時間最短））」、Ｓ
Ｔ中盤モードは「中速変動状態」、ＳＴ終盤モードは「低速変動状態」下に制御される。
なお、各モードにおける平均消化時間（消化スピード）が上記「ＳＴ終盤モード＜ＳＴ中
盤モード＜ＳＴ序盤モード」の関係を満たすものであれば、その時間は特に制限はない。
ただし、ＳＴモードは確変状態に関連する遊技モードであり、ＳＴモード中は「特別図柄
時短機能」が作用するため、いずれの変動状態も、少なくとも通常モード（通常状態）よ
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りも図柄変動表示ゲームの平均消化時間は短時間となる。上記した各変動状態（高速、中
速、低速変動状態）は、下記のような特徴を持つ。
【０１８９】
　上記「高速変動状態」は、主として、「ゲームの平均消化速度を上げて、遊技の進行に
関する時間効率を高める」といった遊技性に重きを置いた遊技モード（遊技状態）で有用
である。ＳＴモード（確変状態）中は、「電サポ有り状態＋高確率状態（特別図柄確変機
能作動）＋特図時短状態（特別図柄時短機能作動）」となり、少なくとも通常モードと比
べて図柄変動表示ゲームの平均的な消化時間が相対的に短くなり、また大当り当選が容易
となるように工夫された遊技状態となるが、このような遊技状態になると、遊技者の中に
は、演出を楽しむよりも早く大当りを得たいと欲する遊技者も多い。そこで本実施形態で
は、ＳＴ序盤モードの場合には、変動時間が相対的に短時間の変動パターンが選択され易
くし「高速変動状態」を発生させるようになっている。
【０１９０】
　一方、上記「高速変動状態」に対して、変動時間が相対的に長時間の変動パターンが選
択され易い「中速変動状態」または「低速変動状態」下では、図柄変動表示ゲームの平均
的な消化時間が「高速変動状態」よりも長くなるが、その代わりに演出時間を長めにとる
ことができるため、「演出を楽しむ」といった遊技性に重きを置いた遊技モードに有用で
ある。
【０１９１】
　（７－２－２．ＳＴモード中の演出について）
　本実施形態に係るＳＴモードには、上記したように「ＳＴ序盤モード」と、「ＳＴ中盤
モード」と、「ＳＴ終盤モード」とが含まれる。したがって、これらＳＴモードに対応す
る演出モード（ＳＴ演出モード）として、“ＳＴ序盤”に関連する演出（ＳＴ序盤用演出
）が現出される「ＳＴ序盤演出モード」と、“ＳＴ中盤”に関連する演出（ＳＴ中盤用演
出）が現出される「ＳＴ中盤演出モード」と、“ＳＴ終盤”に関連する演出（ＳＴ終盤用
演出）が現出される「ＳＴ終盤演出モード」とが設けられている。
【０１９２】
　（７－２－３．ＳＴモード中の演出例：図２９）
　図２９に、上記ＳＴ序盤演出モード、ＳＴ中盤演出モードおよびＳＴ終盤演出モード中
の演出例を示す。
【０１９３】
　図２９を参照して、本実施形態に係る「ＳＴ序盤演出モード」は、潜水艦同士の戦いを
表現した演出をなす“水中音響戦モード”、「ＳＴ中盤演出モード」は、艦隊同士の戦い
を表現した演出をなす“水上戦モード”、「ＳＴ終盤演出モード」は、戦車同士の戦いを
表現した演出をなす“陸戦戦モード”となっている。換言すれば、ＳＴモード期間は、残
りＳＴ回数に応じて、ＳＴ序盤、ＳＴ中盤、ＳＴ終盤の３つに区分され、この３つのＳＴ
区分のいずれに滞在しているかはＳＴ区分演出として、主に、変動パターンのダイナミッ
クな変化（高速、中速、低速という変動状態の変化）、これに伴う演出（背景演出の切り
替わり、予告演出など）とにより遊技者に報知される。なお、図示の「右打ち⇒」の表示
は、遊技者に右打ちを促す発射誘導報知演出（右打ち指示演出）である。また、保留アイ
コンについては、同図（イ）の演出例（ＳＴ１００モードに係る演出例）にのみ示し、（
ロ）（ハ）については省略してある。また、図示では、装飾図柄が停止表示中を示してい
るが、これは説明の便宜上、一旦ゲームが終了して装飾図柄が停止表示されているときを
示したものであり、実際には、作動保留球があれば、当然、現在の演出モード下において
装飾図柄の変動表示が実行されるものである。
【０１９４】
　ＳＴ期間中の演出モードを区分することとなる「ＳＴ区分演出」については、「ＳＴ序
盤演出モード」、「ＳＴ中盤演出モード」、「ＳＴ終盤演出モード」の各演出モードで、
水中音響戦モード、水上戦モード、陸戦戦モードなどの戦闘モード演出に切り替えられ、
これにより段階的にＳＴ回数が最終回目に近づいて来ていることが報知される。
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【０１９５】
　本実施形態では、確変大当り１～７のいずれに当選した場合でも、演出モードは、ＳＴ
序盤演出モードの「水中音響戦モード」から開始される。すなわち、ＳＴ序盤演出モード
（水中音響戦モード）は、図示の通り、各ＳＴモード（ＳＴ２５、ＳＴ７５、ＳＴ１００
モード）で共通である。しかし、各ＳＴモードは、遊技モードの遷移形態が異なり、これ
に伴い演出モードの遷移形態も異なる。
【０１９６】
　（ＳＴ２５モードの場合：図２９（ハ））
　ＳＴ２５モード（ＳＴ回数２５回＋時短回数７５回）の場合は、図２９（ハ）に示すよ
うに、１～２５ゲーム間は、ＳＴ序盤演出モード（水中音響戦モード）に滞在する。そし
て、ＳＴ最終の２５ゲーム目を終えると、遊技モードがＳＴ序盤モードから時短モードに
移行され、これに伴い、演出モードもＳＴ序盤演出モード（水中音響戦モード）から時短
演出モード（戦闘機同士の戦いを表現した演出をなす“空戦モード”）に移行される（時
短モード、時短演出モードの詳細は後述する）。この時短演出モード（空戦モード）には
、２６ゲーム～１００ゲーム（時短最終ゲーム）間滞在する。なお、図示はしていないが
、１００ゲーム目を終えると、時短モードが終了（電サポ有り状態が終了）して通常モー
ドに移行され、これに伴い、演出モードも時短演出モードから通常演出モード（一般演出
モード）に移行される（後述のＳＴ７５モードも同様）。
【０１９７】
　（ＳＴ７５モードの場合：図２９（ロ））
　ＳＴ７５モード（ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回）の場合は、図２９（ロ）に示すよ
うに、１～２５ゲーム間は、ＳＴ序盤演出モード（水中音響戦モード）に滞在する。２５
ゲーム目が終了すると、遊技モードがＳＴ序盤モードからＳＴ中盤モードに移行され、こ
れに伴い、演出モードもＳＴ序盤演出モード（水中音響戦モード）からＳＴ中盤演出モー
ド（水上戦モード）に移行され、７５ゲーム目まで、このＳＴ中盤演出モード（水上戦モ
ード）に滞在する。そして、ＳＴ最終の７５ゲーム目を終えると、遊技モードがＳＴ中盤
モードから時短モードに移行され、これに伴い、演出モードもＳＴ中盤演出モード（水上
戦モード）から時短演出モード（空戦モード）に移行される。ＳＴ７５モードの場合、こ
の時短演出モード（空戦モード）には、７６ゲーム～１００ゲーム（時短最終ゲーム）間
滞在する。
【０１９８】
　（ＳＴ１００モードの場合：図２９（イ））
　ＳＴ１００モード（ＳＴ回数１００回）の場合は、図２９（イ）に示すように、７５ゲ
ーム目までは、上述のＳＴ７５モードを同じ遊技モードおよび演出モード遷移である。し
かし、７５ゲーム目を終えると、遊技モードがＳＴ中盤モードＳＴ終盤モードに移行され
、これに伴い、演出モードも演出モードもＳＴ中盤演出モード（水上戦モード）からＳＴ
終盤演出モード（陸戦モード）に移行される。ＳＴ１００モードの場合は、電サポ有り状
態が終了するまでの１００ゲーム間はすべてＳＴ中（確変中）であり、この陸戦モードは
、ＳＴ１００モードだけに生起するする特別な演出モードとなっている。また、ＳＴ１０
０モードの場合は、ＳＴモードの全区間で、背景が順次切り替わっていくため、遊技者の
緊張感は、演出モードが、水中音響戦（ＳＴ序盤）、水上戦（ＳＴ中盤）、陸戦モード（
ＳＴ終盤）へと切り替わるたびに強まり、ＳＴ終盤の陸戦モードに至ったときに最も強く
なる。なお、図示はしていないが、１００ゲーム目を終えると、ＳＴモードが終了（電サ
ポ有り状態が終了）して通常モードに移行され、これに伴い、演出モードもＳＴ終盤演出
モードから通常演出モード（一般演出モード）に移行される。
【０１９９】
　このように本実施形態では、いずれの大当りに当選した場合も、「ＳＴ序盤モード＋Ｓ
Ｔ序盤演出モード」から開始される。すなわち、大当り遊技の移行先遊技状態（確変Ａ～
確変Ｃ）によらず、換言すれば、初期の残りＳＴ回数（付与されるＳＴ回数）によらず、
大当り遊技後の開始演出モード（初期の演出モード）は共通となっている。
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【０２００】
　（ＳＴモードに係る変形例：図３０、図３１）
　なお、遊技進行具合におけるＳＴモードおよびＳＴ演出モードの推移は、上記実施形態
（図２９）に限らず、下記の変形例１、２示す推移を辿るように構成することができる。
以下、図３０、図３１を参照して、変形例１、２について説明する。
【０２０１】
　（ＳＴモードに係る変形例１：図３０）
　図３０に、本実施形態のＳＴモードに係る変形例１を示す。なお、図３０において、演
出モードに対応する保留アイコンは省略してある（後述の図３１も同様）。
【０２０２】
　本例（変形例１）の場合も、ＳＴモードが複数に区分されているが、各ＳＴモードに応
じて（当選した大当り種別に応じて）、開始演出モードが異なり、残りＳＴ回数に応じて
、異なる演出モードから開始するようになっている。
【０２０３】
　図３０を参照して、ＳＴ１００モードの場合は、図３０（イ）に示す通り、上記実施形
態（図２９（イ））と同じモード推移を辿る。
【０２０４】
　しかし、ＳＴ７５モード（ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回）の場合は、初期の残りＳ
Ｔ回数が７５回である点に着目して、図（ロ）に示す通り、次のようなモード推移（ＳＴ
モード、対応する演出モードの推移）を辿るようになっている。
　「１～２５ゲーム間」：「ＳＴ中盤モード＋ＳＴ中盤演出モード（水上戦モード）」
　「２６～７５ゲーム間」：「ＳＴ終盤モード＋ＳＴ終盤演出モード（陸戦モード）」
　「７６～１００ゲーム間」：「時短モード＋時短演出モード（空戦モード）」
【０２０５】
　また、ＳＴ２５モード（ＳＴ回数２５回＋時短回数５０回）の場合は、初期の残りＳＴ
回数が２５回である点に着目して、図（ハ）に示す通り、次のようなモード推移を辿るよ
うになっている。
　「１～２５ゲーム間」：「ＳＴ終盤モード＋ＳＴ終盤演出モード（陸戦モード）」
　「２６～１００ゲーム間」：「時短モード＋時短演出モード（空戦モード）」
【０２０６】
　本例の場合、「ＳＴ序盤モード」が存在するのは、ＳＴ１００モードの場合のみとなり
、「ＳＴ中盤モード」が存在するのは、ＳＴ１００モードとＳＴ７５モードの場合となる
。そして、ＳＴ終盤モードは、各ＳＴモードで共通して存在する。本例が上記実施形態と
異なる点は、下記の点である。
【０２０７】
　本例の場合、変動状態に着目すれば、ＳＴ７５モードでは、ＳＴ中盤モード（水上戦モ
ード）から開始されるため、変動状態が「中速変動状態」から開始される。また、ＳＴ２
５モードでは、ＳＴ終盤モード（陸戦モード）から開始されるため、変動状態が「低速変
動状態」から開始される。すなわち、本例の場合、初期のＳＴ回数が相対的に少ないＳＴ
回数ほど、図柄変動表示ゲームの平均消化時間が遅い遊技モードから開始されるようにな
っている。したがって、上記実施形態のＳＴ序盤の「高速変動状態」に相当する区間（１
～２５ゲーム間）が、中速変動状態または低速変動状態の区間となるため、ＳＴ回数が少
ない場合であっても、ＳＴ期間があっという間に終了してしまうという恐れが無く、ＳＴ
期間を長期間楽しませることができる、という利点がある。
【０２０８】
　（ＳＴモードに係る変形例２：図３１）
　図３１に、本実施形態に係るＳＴ演出モードの変形例２を示す。本例は、ＳＴ回数によ
らず、共通の「ＳＴ演出モード」から開始され、時短状態に移行された場合は「時短モー
ド」に移行されるようになっている。図示では、ＳＴ中盤モードから開始される例を代表
的に示す。



(44) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

【０２０９】
　本例の場合、図３１（イ）～（ロ）に示す通り、ＳＴ２５、ＳＴ７５、およびＳＴ１０
０モードのいずれも、共通のＳＴモードおよびＳＴ演出モード（水上戦モード）となって
いる。すなわち、ＳＴモード中は変動パターン選択モードが同一（本例の場合は、ＳＴ中
盤モードの「０３Ｈ」）であり、少なくとも変動状態（平均消化時間）は、残りＳＴ回数
に応じて変化しない。この点、上記実施形態や変形例１とは大きく異なる。ただし、ＳＴ
２５モードまたはＳＴ７５モードの場合には、ＳＴ回数が終了すると、ＳＴモードから時
短モードに移行され（変動パターン選択モードが時短モードの「０５Ｈ」に更新される）
、これに伴い、演出モードもＳＴ中盤演出モードから時短演出モードに移行される。換言
すれば、ＳＴ２５とＳＴ７５モードの場合は、電サポ有り状態中の遊技モード（変動パタ
ーン選択モード）の移行が生じ、ＳＴ１００モードの場合は、電サポ有り状態中の遊技モ
ード（変動パターン選択モード）の移行が生じない。
【０２１０】
　本例の場合、ＳＴ演出モード（ＳＴモード）がＳＴ回数に応じて変化しないため、たと
えば、ＳＴ回数が「５回、１０回、１５回」などの比較的少ないＳＴ回数（低ＳＴ確変状
態）を複数種類設ける場合に好適である。ＳＴ回数が少ない場合、無闇に演出モードや変
動パターン選択モードを変化させると、かえって遊技者が煩わしく感じてしまうためであ
る。
【０２１１】
　なお、ＳＴモード中は、通常モードで説明した「ノーマルモード」、「シンプルモード
」、「プレミアムモード」を切り替え不可の構成としてもよいし、通常モードと同様に、
遊技者側で切り替え可能に構成してもよい（他の遊技モード（後述の時短モードや天国モ
ード）についても同様）。切り替え可能な構成とする場合には、「ノーマルモード」、「
シンプルモード」、「プレミアムモード」の各演出モードで、この順に背景画像色が濃く
なるように定めた特定色（たとえば、ダーク系の色）の背景表示色に切り替えたり、各Ｓ
Ｔモードに係る兵器画像（潜水艦、艦船、戦車、戦闘機（後述の時短演出モードの場合）
）の表示色や絵柄を、ノーマル／シンプル／プレミアムモードの各演出モードで変化させ
たりするなどの表示処理を施して、これにより、いずれの演出モードに切り替えられてい
るかを識別可能に構成することができる。また、各モードにおける変動状態（平均消化時
間）をどのように定めるかは自由である。本実施形態では「ＳＴ終盤モード＜ＳＴ中盤モ
ード＜ＳＴ序盤モード」の関係について説明したが、変形例１、２の変動状態のように構
成したり、「ＳＴ序盤モード＜ＳＴ中盤モード＜ＳＴ終盤モード」の関係のように、変動
状態がＳＴ回数に応じて相対的に低速化していく、といった関係であってもよい。
【０２１２】
　残りＳＴ回数を報知する「残余ＳＴ回数報知演出」と残り電サポ回数を報知する「残余
電サポ回数報知演出」とについて、下記（１）～（１０）の構成とすることができる。
　（１）各ＳＴ演出モード（各ＳＴモード）中のいずれも、「残余ＳＴ回数報知演出」お
よび／または「残余電サポ回数報知演出」を現出することができる。
　また（２）残余ＳＴ回数報知演出を現出する場合、各演出ＳＴモードの残りＳＴ回数を
報知してもよい。たとえば、ＳＴ序盤モード中であれば、残り２５回からカウントダウン
表示を行う、ＳＴ中盤モード中であれば、残り５０回からカウントダウン表示を行う、Ｓ
Ｔ終盤モード中であれば、残り２５回からカウントダウン表示を行うなどである。
　また（３）残余ＳＴ回数報知演出を現出しない構成（残りＳＴ回数が把握できない構成
）としてもよい。この場合、残余電サポ回数報知演出だけを表示してもよい。
　また（４）残余ＳＴ回数報知演出は、ＳＴ開始から所定のゲーム数の経過後に開始させ
てもよい。たとえば、ＳＴ終了５ゲーム前から、カウントダウン表示を開始してもよい。
　また（５）残余ＳＴ回数報知演出は、特定のＳＴモードに限り現出させてもよい。特定
のＳＴモードは、ＳＴ２５、ＳＴ７５、ＳＴ１００のいずれでもよいが、遊技者は、残り
ＳＴ回数多いほど、その回数を気にしながら遊技に興じる傾向があるため、ＳＴ２５モー
ド以外のＳＴ７５またはＳＴ１００モードで現出させることが好ましい。
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　また（６）ＳＴ演出モード（ＳＴモード）中は、残余ＳＴ回数報知演出を現出し、時短
演出モード（時短モード）中は、残余電サポ回数報知演出を現出してもよい。
　また（７）残余ＳＴ回数報知演出と残余電サポ回数報知演出とを別途独立して現出する
のではなく、たとえば、カウントダウン表示を兼用する演出態様としてもよい。たとえば
、同じカウントダウン表示を利用して、ＳＴモード中はその数字表示を「白色」とし、時
短モード中は「赤色」する、または、ＳＴモード中は、数字画像の周囲に所定のエフェク
ト画像（（たとえば、ライト（グロー効果やシャドウ効果）、グラデーション、ブラー、
エンボスなどによる適宜なエフェクト画像処理を施したもの）を付した表示にするが、時
短モード中はエフェクト無しにする、などである。
【０２１３】
　（７－３．「時短モード」について）
　図６の説明に戻る。時短モードは、内部遊技状態が時短状態（ＹＪ＝０２Ｈ）に関連す
る遊技モードであり、この実施形態の場合、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）が、
「０５Ｈ」の１種類となっている。時短モードには、時短大当り１、２（５Ｒ時短Ａ、５
Ｒ時短Ｂ）に当選した場合の他、確変大当り２、３、５、６（５Ｒ確変ＳＴ７５、５Ｒ確
変ＳＴ２５、７Ｒ確変ＳＴ７５、７Ｒ確変ＳＴ２５）などに当選した場合のＳＴ回数終了
後にも移行される遊技モードである。時短モードの終了後（時短回数の終了後）は、「通
常モード」に移行されるようになっている（図６の時短モードのブロック枠の上向き太矢
印参照）。
【０２１４】
　（７－３－１．時短モード中の変動状態について）
　上記時短モード中は、「低確率（特別図柄確変機能未作動）＋電サポ有り状態＋特別図
柄時短状態」となるが、図柄変動表示ゲームの平均的な消化時間に関し、上記ＳＴモード
に係る高速変動状態、中速変動状態、または低速変動状態と同一または略同一の変動状態
とするか、また、これらとは異なる平均消化速度を持つ変動状態とするかは自由である。
ただし、時短モードへは、ＳＴモードからも移行される点、具体的には、ＳＴ２５モード
の場合は、「ＳＴ序盤モード（高速変動状態）」から「時短モード」に移行し、ＳＴ７５
モードの場合は「ＳＴ序盤モード（高速変動状態）」および「ＳＴ中盤モード（中速変動
状態）」を経て「時短モード」に移行する点や、時短モード中は大当り抽選確率が低確率
となる点（ハズレが多発する点）などを考慮し、時短モード中は、「演出を楽しむ」とい
った遊技性に重きを置いた遊技モードとしての位置付けとすることが好ましい。そこで、
時短モード中の変動状態（平均消化時間）を「時短モード中の変動状態＜ＳＴモード中の
高速変動状態」とすることが好ましく、より好ましくは「時短モード中の変動状態≦ＳＴ
モード中の中速変動状態」とする。なお、時短モードもＳＴモードと同じく、複数の時短
モードを移行可能に構成してもよく、この場合は、時短モード用の複数の変動パターン選
択モードを設ければよい。
【０２１５】
　（７－３－２．時短モード中の演出について）
　時短モード中は、“時短状態中”に関連する演出が現出される「時短演出モード」に移
行される。時短演出モードでは、戦闘機同士の戦いを表現した演出をなす“空戦モード”
となり、上記ＳＴモード中の各遊技モード（ＳＴ序盤、ＳＴ中盤、ＳＴ終盤モード）とは
区別される。本実施形態では、時短大当り１、２に当選した場合の他、確変大当り２、３
、５、６のＳＴ終了後の時短モードに移行した場合も、いずれも同じ時短演出モードに移
行されるが、本発明はこれに限られない。たとえば、時短大当り１と時短大当り２とで、
異なる演出をなす時短演出モード（たとえば、時短大当り１当選時は時短Ａ演出モード、
時短大当り２当選時は時短Ｂ演出モード）に移行させてもよい。また、時短大当り当選時
の時短演出モードと、確変大当り当選時のＳＴ終了後の時短演出モード（ＳＴ２５、ＳＴ
７５に係る時短演出モード）とで、異なる時短演出モードとしてもよい。
【０２１６】
　（７－４．「天井モード」について：図７）
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　次に図７を参照して、「天井モード」について説明する。本実施形態では、大ハマリし
た場合の救済機能として「天井機能」が設けられている。この天井機能は、大当りに当選
することなく、所定のゲーム数（所定の変動回数）に到達した場合、遊技者を救済するべ
く、所定の利益状態（天井特典）を付与するという機能である。天井特典は、ハマリ救済
機能という点で、少なくとも通常状態よりも有利な利益状態が付与される。本実施形態の
天井ゲーム数は、設定１～６の低確率時の大当り抽選確率を考慮したゲーム数（天井ゲー
ム数）として、通常モード中のハマリ１０００ゲーム目としてあり（低確率時の３倍～４
倍程度）、天井モードはこの１０００ゲーム目に生起する遊技モードとなっている。なお
、天井ゲーム数をどのような値に定めるかは適宜定めることができる。たとえば、通常状
態中の大当り抽選確率が比較的高確率（１／１００前後）の「甘デジタイプ」である場合
は、天井ゲーム数を３００～５００ゲーム程度とすることができる。なお、本実施形態で
は、設定値によらず天井ゲーム数を同一としているが、本発明はこれに限らず、各設定値
の全部または一部において、天井ゲームを異なるものとすることができる。たとえば、設
定１～６でそれぞれ異なる天井ゲーム数としたり（たとえば、１１００ゲーム～１０５０
ゲーム：設定値が高いほど天井ゲーム数が少ない）、高設定領域（設定４～６）は天井ゲ
ーム数を１０００ゲームとし、中・低設定領域（設定１～３）は１０３２ゲームとしたり
、特定の設定値（たとえば、最高設定の設定６）のみ、他の設定値と異なる天井ゲーム数
とすることができる。
【０２１７】
　先ず、天井特典の種類について説明しておく。天井特典の種類としては、図７の備考２
の「天井特典の例」の一覧表に示すように、たとえば、「無限時短」、「有限時短」、「
無限確変」、「有限確変」、「無限潜確」、「有限潜確」、「強制当り」などがある。こ
れらの特典を大別すれば、「無限時短」と「有限時短」は“天井時短種別”、「無限確変
」と「有限確変」は“天井確変種別”、「無限潜確」と「有限潜確」は“天井潜確種別”
、「強制当り」は“天井当り種別”に属する天井特典である。以下、これら天井特典種に
ついて、順次説明していく。
【０２１８】
　（無限時短）
　（Ａ）「無限時短」とは、次回大当りまで時短状態を付与する特典である。なお、無限
時短の場合、その時短回数は「回数制限無し（無限）」であるが、実質的に次回大当りま
でとなる時短回数、たとえば、１００００回や６５５３６回などのように、時短回数到達
による時短状態の終了可能性は皆無となる場合（０％と考えても差し支えがない場合）や
パチンコホールの営業時間内に消化不可能な時短回数を付与する場合（たとえば、６５５
３６回など）も、本発明では無限時短に属するものとして扱うことができる。
【０２１９】
　（有限時短）
　（Ｂ）「有限時短」とは、適切な大当り当選率となるように、所定の時短回数を限度に
時短状態を付与するものである。この点、制限回数の無い前述の無限時短とは異なる。付
与される時短回数としては、たとえば、時短大当り１、２と同じ時短回数１００回または
時短回数７５回などがその代表例であるが、時短大当りと同じ時短回数を付与するに限ら
ず、異なる時短回数（たとえば、７５回や１５０回や２００回など）を付与することがで
きる。なお、上記「無限時短」における「実質的に次回大当りまで」となる時短回数を付
与する場合も、回数制限がある点で、この有限時短に属するものと言えるが、上記のよう
に、本発明では無限時短に属するものとして扱うことができる。
【０２２０】
　（有限時短を付与する場合の具体例）
　ここで、有限時短を付与する場合には、下記のような付与形態（１）～（４）（有限時
短付与形態１～４）とすることができる。
【０２２１】
　（有限時短付与形態１）
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　（１）大当りによる時短回数（大当り当選に起因して付与される時短回数（時短状態）
）は複数種類（種類数Ａ）あるが、天井特典による時短回数（時短状態）の種類はそれよ
りも少ない種類（種類数Ｂ）に定める。具体的には「種類数Ｂ＜種類数Ａ」の関係を満た
すように構成する。
【０２２２】
　本実施形態の場合、図４に示す通り、大当りによる時短回数は、１００回（時短Ａ）と
５０回（時短Ｂ）の２種類（種類数Ａ）存在するが、天井特典では、たとえば天井特典で
は、時短回数１００回（時短Ａ）の１種類だけを付与するように構成する。なお、「種類
数Ｂ＜種類数Ａ」の関係を満たすのであれば、大当りによる時短回数とは異なる時短回数
（たとえば、１５０回）を付与してもよい。なお、天井特典による時短回数（時短状態）
の種類を２種類以上設ける場合には（「２≦種類数Ｂ＜種類数Ａ」の場合）、所定の抽選
により、いずれかの時短回数（時短状態）を決定可能に構成することができる。
【０２２３】
　（有限時短付与形態２）
　（２）天井特典による時短回数（時短状態）の種類が複数ある場合、所定の抽選（天井
特典抽選）により、いずれかの時短回数（時短状態）を決定する。
　たとえば、大当り当選に起因して付与される複数の時短回数（本実施形態では、５０回
と１００回）のうちから抽選により決定することができる。この場合は、大当りと同等の
時短回数を付与されうる。勿論、大当り当選に起因して付与される時短回数とは異なる時
短回数を含む複数の時短回数（たとえば、１００回と７５回と２５回）のうちから抽選に
より決定してもよい。この場合は、大当りと異なる時短回数が付与されうる。なお、抽選
対象となる天井特典種（ここでは、各時短回数）の抽選確率（選択率）は、同一または略
同一であってもよいし、全部または一部が異なっていてもよい。また、抽選対象に、天井
特典を付与しない「天井特典ハズレ」を含んでもよい。天井特典ハズレを含む場合、天井
ゲームに到達しても必ずしも天井特典が付与されるわけではないが、この場合は「天井特
典抽選の実行」がハマリ救済機能としての役割を果たすことになる。
【０２２４】
　また、「設定値」に応じた抽選確率を定めて、所定の抽選（設定値に応じた天井特典抽
選）により時短回数（時短状態）を決定してもよい。たとえば、設定値が高くなるに従い
、相対的に多い時短回数（時短状態）が選択され易いように構成する。つまり、設定値が
高くなるに従い、利益度合が相対的に高い特典が付与され易い構成である（後述の他の天
井特典についても同様）。具体的には、時短回数の種類として「１００回、７５回、５０
回」を設けた場合、これらの抽選確率が“設定１”の場合は「２５％、３５％、４０％」
、“設定６”の場合は、「４５％、３０％、２５％」などである。しかしこれとは逆に、
設定値が低いほど大ハマリし易いことを考慮して、設定値が低くなるに従い、相対的に多
い時短回数が選択され易いように構成してもよい。つまり、設定値が低くなるに従い、利
益度合が相対的に高い特典が付与され易い構成である（後述の他の天井特典についても同
様）。また、「特定の天井特典が付与される場合には、特定の設定値が確定する」という
構成としてもよい。たとえば、時短回数２５回が付与された場合は「設定６確定」、７５
回が付与された場合は「設定４以上確定」などである。このように、設定値に関連した天
井特典決定方法は、設定推測要素という有益な情報を遊技者に与えることができるため、
ハマリに遭遇した遊技者の遊技意欲を向上させる上で有用である。
【０２２５】
　（有限時短付与形態３）
　（３）時短大当りによる平均時短回数Ｎとし、天井特典による平均時短回数Ｍとした場
合、下記（式１）～（式３）の関係を満たすように構成することができる。
　（式１）「平均時短回数Ｎ＜平均時短回数Ｍ」の関係を満たすように構成する。本実施
形態の場合、大当りによる平均時短回数Ｎは７５回であるので、天井特典による平均時短
回数Ｍは、これよりも多い時短回数とする。本例の場合、通常の大当り当選よりも利益度
合が相対的に高い天井特典となるため、大ハマリをして遊技意欲が著しく減退している遊
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技者にとっては、嬉しい特典になる。なお、平均時短回数Ｍは、無限回数としてもよい。
平均時短回数Ｍを無限回数とする場合は上記「無限時短」を付与する場合と等価となる。
　（式２）「平均時短回数Ｎ＝平均時短回数Ｍ」の関係を満たすように構成する。この場
合は、大当りによる利益度合（時短回数）と、天井特典による利益度合が同等となる。
　（式３）「平均時短回数Ｎ＞平均時短回数Ｍ」の関係を満たすように構成する。この場
合は、天井特典による利益度合よりも大当りによる利益度合の方が相対的に低くなり、過
度な特典付与とならないようにすることができる。
【０２２６】
　（有限時短付与形態４）
　（４）上記（式３）と同じく、過度な特典付与とならないようにするという点に着目し
て、少なくとも「天井特典による時短回数≦大当りによる最大時短回数」の関係を満たす
時短回数に定める。本実施形態であれば、天井特典による時短回数を、時短大当り１によ
る「時短Ａ」の時短回数以下、たとえば、１００回、９０回などである。また、大当りに
よる最小時短回数に着目して、「大当りによる最小時短回数≦天井特典による時短回数＜
大当りによる最大時短回数」の関係を満たす時短回数であってもよい。本実施形態であれ
ば、天井特典による時短回数を、時短大当り２による時短Ｂの時短回数以上、時短大当り
１による「時短Ａ」の時短回数未満、たとえば、５０回、６０回などである。
【０２２７】
　（無限確変）
　（Ｃ）「無限確変」とは、次回大当りまで確変状態を付与する特典である。なお、無限
確変の場合、そのＳＴ回数は「回数制限無し（無限）」であるが、上記「無限時短」と同
事象のように、実質的に次回大当りまでとなるＳＴ回数（たとえば、１００００回や６５
５３６回）を付与してもよい。
【０２２８】
　（有限確変）
　（Ｄ）「有限確変」とは、前述の無限確変とは異なり、適切な大当り当選率となるよう
に、所定のＳＴ回数を限度に確変状態を付与するものである。たとえば、確変大当り１～
７と同じく、ＳＴ回数として、１００回、７５回、または２５回などを付与する。勿論、
確変大当り１～７のＳＴ回数と同じ回数でなくてもよく、５０回や１５０回などを付与し
てもよい。なお、上記「無限確変」における「実質的に次回大当りまで」となるＳＴ回数
を付与する場合も、回数制限がある点で、この有限確変に属するものと言えるが、上記「
無限時短」と同事象のように、無限確変に属するものとして扱ってもよいし、有限確変に
属するものとして扱ってもよい（後述の無限潜確についても同様）。
【０２２９】
　（有限確変を付与する場合の具体例）
　ここで、有限確変を付与する場合、上記「有限時短」の有限時短付与形態１～４で説明
した内容と同事象のように、下記のような天井特典付与形態（有限確変付与形態）１～４
とすることができる。なお、下記の有限確変付与形態１～４は、上記「有限時短付与形態
１～４」で説明した「時短回数」を「ＳＴ回数」、「時短状態」を「確変状態」などに適
宜読み替えた内容（概念）と実質的に同じであるため、説明の便宜上、重複記載を避ける
ために、その内容については適宜省略しながら説明する。
【０２３０】
　（有限確変付与形態１）
　（１）大当りによるＳＴ回数（大当り当選に起因して付与されるＳＴ回数（確変状態）
は複数種類（種類数Ａ）あるが、天井特典によるＳＴ回数（確変状態）はそれよりも少な
い種類（種類数Ｂ）とする。つまり「種類数Ｂ＜種類数Ａ」の関係を満たすように構成す
る。
【０２３１】
　本実施形態の場合、図４に示す通り、確変大当りに当選に起因して付与されるＳＴ回数
（確変状態）は、１００回（確変Ａ）、７５回（確変Ｂ）、２５回（確変Ｃ）の３種類あ
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るが、たとえば天井特典では、ＳＴ回数１００回（確変Ａ）の１種類だけを付与するよう
に構成する。
【０２３２】
　（有限確変付与形態２）
　（２）天井特典によるＳＴ回数（確変状態）の種類が複数ある場合、所定の抽選により
いずれかのＳＴ回数（確変状態）を決定する。この点ついては、上記有限時短における「
（有限時短付与形態２）」で説明した「時短回数」を「ＳＴ回数」、「時短状態」を「確
変状態」などに適宜読み替えた内容と実質的に同じである。
【０２３３】
　（有限確変付与形態３）
　（３）確変大当りによるＳＴ回数の平均ＳＴ回数Ｎとし、天井特典による平均ＳＴ回数
Ｍとした場合、下記（式４）～（式６）の関係を満たすように構成することができる。こ
の（式４）～（式６）に関しても、上記有限時短における「（有限時短付与形態３）」で
説明した（式１）～（式３）の「時短回数」の文言等を「ＳＴ回数」の文言等に読み替え
た内容と実質的に同じである。
　（式４）「平均ＳＴ回数Ｎ＜平均ＳＴ回数Ｍ」の関係を満たすように構成する。なお、
平均ＳＴ回数Ｍは、無限回数としてもよい。平均ＳＴ回数Ｍを無限回数とする場合は、上
記「無限確変」を付与する場合と等価となる。
　（式５）「平均ＳＴ回数Ｎ＝平均ＳＴ回数Ｍ」の関係を満たすように構成する。
　（式６）「平均ＳＴ回数Ｎ＞平均ＳＴ回数Ｍ」の関係を満たすように構成する。
【０２３４】
　（有限確変付与形態４）
　（４）過度な特典付与とならないようにするという点に着目して、少なくとも「天井特
典によるＳＴ回数≦大当りによる最大ＳＴ回数」の関係を満たすＳＴ回数に定める。本実
施形態であれば、天井特典によるＳＴ回数を、確変大当り１などによるＳＴ回数以下、た
とえば、１００回、９０回などである。また、大当りによる最小ＳＴ回数に着目して、「
大当りによる最小ＳＴ回数≦天井特典によるＳＴ回数＜大当りによる最大ＳＴ回数」の関
係を満たすＳＴ回数であってもよい。本実施形態であれば、天井特典によるＳＴ回数を、
確変大当り６などによるＳＴ回数以上、確変大当り１などによるＳＴ回数未満、たとえば
、２５回、５０回、７５回（ＳＴ７５と同一ＳＴ回数）などである。
【０２３５】
　（無限潜確）
　（Ｅ）「無限潜確」とは、次回大当りまで潜確状態を付与する特典である。なお、無限
潜確の場合、そのＳＴ回数は「回数制限無し（無限）」であるが、上記無限時短や無限確
変と同じように、実質的に次回大当りまでとなるＳＴ回数を付与してもよい。
【０２３６】
　（有限潜確）
　（Ｆ）「有限潜確」とは、上述の無限潜確とは異なり、適切な当選率となるように、所
定のＳＴ回数を限度に潜確状態を付与するものである。本実施形態では、潜確状態への移
行契機となる潜確大当りは設けられていないが、仮に、確変大当りの一部が潜確大当りの
場合には、有限確変で説明した有限確変付与形態１～４と同様の構成（ＳＴ回数の付与に
関する構成）とすることができる。この点については、有限確変（「確変状態」の文言を
「潜確状態」の文言に適宜読み替えた内容）と実質的に同じ内容であるため、重複記載を
避けるために詳細な説明は省略する。
【０２３７】
　（強制当り）
　（Ｇ）「強制当り」とは、大当り抽選とは無関係に、強制的に大当り当選を付与するも
のである。「大当り抽選とは無関係」とは、大当り抽選自体を実行しないか、または、大
当り抽選を実行してもその結果を無効扱いとして処理をする、という意味であり、大当り
抽選が一切無関係であるという意味に限定されない。
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【０２３８】
　強制当りによる大当りの種類は、確変大当り（有限確変大当り、無限確変大当り）、時
短大当り（有限時短大当り、無限時短大当り）、または潜確大当り（有限潜確大当り、無
限潜確大当り）のいずれであってもよい。また、最大ラウンド数またはラウンド遊技態様
も適宜定めることができる。また、強制当り後の移行先遊技状態も適宜定めることができ
る。たとえば、図４に示す大当りが当選した場合と同じ移行先遊技状態（たとえば、時短
Ａ、時短Ｂ、または確変（ＳＴ）Ａ～Ｃ）であってもよく、上記天井特典にて説明した有
限時短付与形態１～４や、有限確変付与形態１～４などと同様の遊技状態に移行させても
よい。
【０２３９】
　ただし、過度な特典付与とならないように、強制当りとしては、大当り抽選対象のうち
、いずれかの大当り（本実施形態であれば、確変大当り１～７および時短大当り１～２の
いずれかの大当り）とすることが好ましい。より好ましくは、全大当りよりも利益度合が
高くならないようにする。ここでいう利益とは、「大当り遊技による利益」または「大当
り遊技と移行先遊技状態とを含めた利益」を意味する。本実施形態であれば、少なくとも
「強制当りによる利益≦確変大当り４（全大当り中、利益度合が最も高い大当り）による
利益」の関係を満たすことが好ましい。
【０２４０】
　以上に説明した天井特典は、大当り抽選結果により付与される利益度合と同等または異
なる利益を付与することができるため、ハマリ救済機能として有用である。
【０２４１】
　また上記では各種の天井特典について説明したが、いずれの天井特典を採用するかは自
由である。また、天井特典は、性格の異なる特典を複数種類設けたり（たとえば、有限時
短と有限確変など）、性格は同じであるが有利度（利益状態）が異なる特典（たとえば、
時短回数１００回の有限時短Ａと時短回数５０回の有限時短Ｂなど）を複数種類設けたり
することができる。この場合、どのような複数種類の天井特典（２以上の天井特典）を設
けるかは、適宜定めることができる。たとえば、有限時短と有限確変とを設け、いずれの
天井特典を付与するかを、所定の抽選により決定することができる。この場合、設定値に
よらず同じ抽選確率としてもよいが、上記「天井特典抽選」と同じように、設定値に応じ
た抽選確率を定めることが好ましい。具体的には、設定値が高くなるに従い、利益度合が
相対的に高い特典（たとえば、有限時短と有限確変とを抽選する場合は「有限確変」側）
が付与され易い構成や、反対に、設定値が高くなるに従い、利益度合が相対的に低い特典
（（たとえば、有限時短と有限確変とを抽選する場合は「有限時短」側）が付与され易い
構成とすることができる。なお、強制当りの場合、先述の「性格の異なる特典を複数種類
設ける」ケースには、たとえば「時短大当り、確変大当りおよび潜確大当りのうち少なく
ともいずれか２つを設ける」ケースなどがあり、「性格は同じであるが有利度（利益状態
）が異なる特典を複数種類設ける」ケースには、たとえば「時短回数が異なる複数の大当
り（時短大当り）を設けるケース」や「ＳＴ回数が異なる複数の大当り（確変大当りまた
は潜確大当り）を設ける」ケースなどがある。
【０２４２】
　また、天井特典が付与された後は、その天井特典が消化されるまで、または大当りに当
選するまで天井特典に係る遊技状態（遊技モード）に制御される。具体的には、有限時短
、有限確変、または有限潜確などの“有限系特典”であれば、大当りに当選することなく
、規定の時短回数やＳＴ回数が終了した場合か、大当りに当選した場合に通常モード（通
常状態）に移行され、再度、天井発動契機（天井ゲーム）が到来するまで、天井特典は付
与されない。一方、無限時短、無限確変、または無限潜確などの“無限系特典”であれば
、次回大当りまでその特典状態が継続され、大当りの当選を以て、当該特典状態が終了さ
れることになる。
【０２４３】
　なお、天井特典が有限確変の場合、ＳＴ７５モードやＳＴ２５モードのように、規定Ｓ
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Ｔ回数が終了した場合に時短状態（有限時短または無限時短）に移行させる「有限確変時
短型」の天井特典であってもよい。この「有限確変時短型」としては、下記（甲）～（丁
）のタイプが含まれる。
　（甲）規定ＳＴ回数（たとえば、７５回）が終了すると、有限時短（たとえば、時短回
数１００回）に移行する「有限確変・有限時短」型の天井特典。
　（乙）規定ＳＴ回数が終了すると無限時短に移行する「有限確変・無限時短」型の天井
特典。
　（丙）第１規定ＳＴ回数（たとえば、７５回）が終了すると電サポ状態だけが終了し、
第２規定ＳＴ回数（たとえば、１００回）の有限潜確に移行する「有限確変・有限潜確」
型の天井特典（第１規定ＳＴ回数と第２規定ＳＴ回数は同一回数であっても、異なる回数
であってもよい）。
　（丁）規定ＳＴ回数（たとえば、７５回）が終了すると電サポ状態だけが終了し、無限
潜確に移行する「有限確変・無限潜確」型の天井特典。
【０２４４】
　図７の天井モードの説明に戻る。ここでは、天井特典として「有限時短」（大当りによ
る最大時短回数の１００回）を採用した構成を代表例として説明する。
【０２４５】
　天井モードは、天井特典に応じて、内部遊技状態が時短状態や確変状態などに関連した
遊技モードとなるが、ここでは「有限時短」が付与される例について説明しているので、
天井モードは、時短状態（ＹＪ＝０１Ｈ）に関連する遊技モードとなる。ただし、天井モ
ードでは、天井専用の変動パターンを選択させるべく、変動パターン選択モード（Ｔｃｏ
ｄｅ）が、専用の「０６Ｈ」に更新される。ここで、天井到達時（天井ゲーム時）は、後
述の「天井演出」の演出時間幅を確保するため、比較的長い変動時間の変動パターン（天
井用変動パターン）が選択されるようになっている。本実施形態では、全遊技モード中（
全変動パターン選択モード中）で、最長の変動パターンが選択されるようになっている（
図２６の「天井変動」の欄参照）。なお、天井用変動パターンは、「天井演出」の演出時
間幅を確保できれば特に制限はないが、少なくとも通常モード中のＳＰリーチ以上（少な
くとも疑似連無しＳＰリーチ以上）の変動時間を有する変動パターンを選択可能に構成す
ることが好ましい。
【０２４６】
　なお、１０００ゲーム目（天井ゲーム）も通常通り、大当り抽選は実行されるため、１
０００ゲーム目に大当りに当選した場合は、１０００ゲーム目の終了後、通常通り、大当
り遊技が開始されることになる。詳細は後述するが、本実施形態では、天井ゲームに大当
りに偶々当選した場合には、天井機能の発動を制限（禁止）するようになっており（後述
の図１３の天井発動管理処理を参照）、天井特典が付与される場合は、１０００ゲーム目
が「ハズレ」の場合となる。小当りを設けている場合は、１０００ゲーム目に小当りに当
選しても、ハズレと同様に天井特典が付与される。この点は、天井特典が有限時短の場合
に限らず、無限時短、無限確変、有限確変、無限潜確、または有限潜確の場合も同様であ
る。しかし、天井特典が「強制当り」の場合は、強制的に大当り当選状態に制御されるた
め、１０００ゲーム目の大当り抽選自体を実行しないか、または、大当り抽選を実行して
もその結果を無効扱いとし、天井用の大当りが当選したものとして処理すればよい。した
がって、天井特典が「強制当り」の場合は、１０００ゲーム目の終了後、通常の大当りが
当選したときと同じように、天井用の大当りに係る大当り遊技（強制大当り遊技）が開始
されることとなる。なお、強制大当り遊技中の当り中演出は、通常の大当りと同じ（時短
大当り１および確変大当り１～７のいずれかと同じ）であってもよいし、強制大当り専用
の当り中演出を現出させてもよい。
【０２４７】
　（７－４－１．天井モード中の演出について）
　天井モード中は、天井到達を報知するための演出（天井演出）が現出される「天井演出
モード」に移行される。この天井演出モードは、天井（１０００ゲーム目）専用の演出モ
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ードであり、本実施形態の場合、１ゲーム限り（１回転限り）の演出モードである。天井
演出モードにおける演出例としては、たとえば、天井時の装飾図柄（天井用装飾図柄）が
、少なくとも通常モード（１～９の数字図柄）とは異なる装飾図柄が現出される。「少な
くとも通常モードとは異なる装飾図柄」とした理由は、天井到達となるのは通常モードで
大ハマリに遭遇した場合であり、長らく通常モードで現出されていた装飾図柄とは異なる
装飾図柄を現出させ、天井到達を報知することが適切だからである。
【０２４８】
　天井用装飾図柄は、具体的には、特別なキャラクタやアイテムや文字を表示した専用図
柄（天井用装飾図柄）であり、天井用装飾図柄は、演出的に、インパクトの強い図柄であ
ることが好ましく、たとえば、図７の備考１に示す装飾図柄７７８（「天」「☆」「井」
の装飾図柄）である。通常の装飾図柄列は、右図柄、中図柄、左図柄の３つであるが（図
５参照）、天井用装飾図柄列は、必ずしも３つの図柄列でなくてもよい。たとえば、「天
」「井」「到」「達」の４つの図柄列や、「天」「井」の２つの図柄列とすることができ
る。また、天井到達であることを強調するために、通常の装飾図柄より表示面積の大きい
巨大装飾図柄、あるいは、所定のエフェクト画像を付したものを用いてもよい。また、天
井ゲームに係る装飾図柄について、変動表示時は通常の装飾図柄を用い（全部または一部
が同じ装飾図柄）、最終的に停止させる装飾図柄（装飾停止図柄）だけを天井用装飾図柄
としてもよい。
【０２４９】
　また、装飾図柄の背景表示として、専用のキャラクタ画像７７７が現出される。このキ
ャラクタ画像７７７は、天井ゲームに限り現出される特別な演出である。また、特徴的演
出の一つとして、図柄変動表示ゲームの開始を契機に、右打ちを促す「右打ち指示画像７
７９（発射誘導報知演出）」が現出されている点である。
【０２５０】
　右打ち指示画像７７９を現出する理由は、次の理由による。天井特典として有限時短が
付与される場合（無限時短、有限確変、または無限確変が付与される場合も同様）、１０
００ゲーム目の開始を契機に「電サポ有り状態」が生起する。このため、右打ちが有利で
ある旨を直ちに報知し、遊技者に不利益を与えないようにするためである。本実施形態で
は、図柄変動表示ゲームの開始と同時または略同時に、右打ち指示画像７７９が現出され
る。なお、天井時（１０００ゲーム目）に「電サポ有り状態」が生起する点を考慮して、
前兆モード中または一部の期間（たとえば、天井ゲーム直前のゲーム（前兆モード最終回
目））において、まもなく「右打ち」となることを報知する演出（事前発射誘導報知演出
）を現出させることが好ましい。
【０２５１】
　また、天井時（１０００ゲーム目）の図柄変動表示ゲームで「ハズレ」の場合には、特
定の予告演出を現出させないこと好ましい。たとえば、少なくとも高期待度予告演出は現
出しない、または、疑似連、リーチ演出、および遊技者参加型演出のうちの少なくとも１
つは現出しない。その理由は、天井時に、大当りの当選期待感を煽るような仰々しい予告
演出は不要だからである。ただし、天井モード（天井ゲーム）専用の予告演出として、疑
似連、リーチ演出、または遊技者参加型演出などを設ける場合は、この限りではない。し
かしいずれにしても、当選期待感を煽るような予告演出は現出させないことが好ましいた
め、疑似連、リーチ演出、または遊技者参加型演出などの予告演出を現出させる場合は、
他の演出モードで現出される演出態様とは異なる、天井専用の演出態様とすることが好ま
しい。また、天井到達の特典として、設定示唆演出を現出させてもよい。設定推測要素と
いう有益な情報を遊技者に与えることは、ハマリに遭遇した遊技者の遊技意欲を向上させ
る上で有用だからである。なお、天井時に設定示唆演出を現出させる場合、その出現率を
１００％としてもよいし、所定の抽選により現出させてもよい。
【０２５２】
　一方、天井ゲーム（１０００ゲーム目）で、偶々、大当りに当選となった場合、天井演
出モードに係る演出を現出するのではなく、通常演出モード中（たとえば、一般モード中



(53) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

または前兆モード中）に係る大当り当選時に現出されうる予告演出を現出させるようにな
っている（図２４の「天井」の欄参照）。天井ゲームで大当りとなった場合にも天井用の
演出を現出させてしまうと、大当りであるのか天井特典が付与されるのか不明瞭になり、
遊技者が混乱してしまうからである。
【０２５３】
　（７－５．天国モード）
　天国モードは、天井ゲームの次ゲーム（１００１ゲーム目）に移行される遊技モードで
あり、天井特典に応じて、内部遊技状態が時短状態や確変状態などに関連した遊技モード
となるが、ここでは「有限時短（時短回数１００回）」が付与される例について説明して
いるので、天井モードは、時短状態（ＹＪ＝０１Ｈ）に関連する遊技モードとなる。また
、天国モード中は、天国専用の変動パターンを選択させるべく、変動パターン選択モード
（Ｔｃｏｄｅ）が、専用の「０７Ｈ」に更新される。なお、この天国モードに移行する場
合は、「強制当り」以外の天井特典（有限時短、無限時短、無限確変、有限確変、無限潜
確、または有限潜確など）の場合となる。
【０２５４】
　天国モードは、大当りに当選した場合か、上記有限系の天井特典であれば大当りに当選
することなく、規定の時短回数やＳＴ回数が終了した場合に終了される。ここでは、天井
特典が「有限時短（時短回数１００回）」として説明しているので、天国モードは、時短
回数１００回が終了した場合か、またはその時短回数消化中に大当りが当選した場合に終
了されることになる。そして、天国モードが終了した場合は、通常モードに移行される。
なお、天井特典が、有限確変または有限潜確の場合は、ＳＴ回数が終了した場合かまたは
そのＳＴ回数以内に大当りに当選した場合に終了され、また、無限時短、無限確変および
無限潜確の場合には、大当り当選した場合に終了されることになる。
【０２５５】
　（７－５－１．天国モードに係る変動状態）
　ここで、天国モード中は、上記した高速変動状態、中速変動状態、低速変動状態など、
いずれの変動状態を採用することができる。ただし、天井特典種別に応じて、天国モード
中の変動状態を定めることが好ましい。たとえば、天井特典が有限時短または無限時短の
場合は、時短モード中と同じく、「演出を楽しむ」といった遊技性に重きを置いた遊技モ
ードとしての位置付けとすることが好ましい。すなわち、有限時短または無限時短付与時
の天国モード中の変動状態を「天国モード中の変動状態＜ＳＴモード中の高速変動状態」
または「天国モード中の変動状態≦ＳＴモード中の中速変動状態」とすることが好ましい
。ただし、無限時短付与時の場合は時短回数に制限が無い点を考慮し、高速変動状態とし
てもよい。
【０２５６】
　他方、有限確変または無限確変付与時の場合は、電サポ有り状態に加えて大当り抽選確
率が高確率となることから、ＳＴモード中の高速変動状態と同一または略同一の変動状態
とすることが好ましい。一方、無限潜確または有限潜確付与時の場合は、大当り抽選確率
は高確率となるが電サポ無し状態下に制御されるため、通常状態と同じく、作動保留球が
発生し難い状態となる。この点を考慮し、無限潜確または有限潜確付与時の場合は、通常
モードと同一または略同一の変動状態か、少なくとも時短モードよりも遅い変動状態（平
均消化時間が相対的に長い変動状態）とすることが好ましい。すなわち、「通常モード中
の変動状態≦無限潜確または有限潜確中の変動状態＜時短モード中の変動状態」を満たす
関係にする。
【０２５７】
　（７－５－２．天国モード中の演出について）
　天国モード中は、天国モードに関連する演出（天国用演出）をなす「天国演出モード」
に移行される。この天国演出モードは、天井の次ゲーム以降（１００１ゲーム目以降）専
用の演出モードであり、天国モードの終了とともに終了される。この天国演出モード中は
、背景表示を他の遊技モードとは異なる特殊な背景表示に切り替え表示され（たとえば、
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宇宙空間を表現した“宇宙背景画像”）、天国モード中であることを報知する。
【０２５８】
　なお、天井特典として、有限時短または無限時短を付与する場合は、天国演出モードと
して、時短状態に関連する上記「時短演出モード（空戦モード）」を採用してもよい。
【０２５９】
　また、天井特典として、有限確変、無限確変、有限潜確、または無限潜確を付与する場
合は、天国演出モードとして、確変状態に関連する上記「ＳＴ演出モード」を採用しても
よい。この場合、上記ＳＴ演出モードと同じく、ＳＴ消化回数に応じて、異なるＳＴ演出
モードに移行させる構成としてもよい。具体的には、ＳＴ消化回数に応じて、「ＳＴ演出
序盤モード（水中音響戦モード）⇒ＳＴ演出中盤モード（水上戦モード）⇒ＳＴ演出終盤
モード（陸戦モード）」のように演出モードを順次移行させることができる。なお、無限
確変または無限潜確の場合はＳＴ回数の制限が無いため、ＳＴ１０１回目以降は、ＳＴ終
盤演出モードをそのまま継続させてもよいし、別途の新たなＳＴ演出モード（ＳＴ継続演
出モード）に移行させてもよい。また、ＳＴ１０１目にＳＴ演出序盤モードに戻り、再度
「ＳＴ演出序盤モード⇒ＳＴ演出中盤モード⇒ＳＴ演出終盤モード」の移行をループさせ
てもよい。
【０２６０】
　また、天国演出モード中は、既に説明した「前兆演出モード」や「ＳＴ演出モード」の
内容と同事象のように、ノーマル／シンプル／プレミアムモードのいずれかに切り替え可
能に構成してもよいし、ノーマル／シンプル／プレミアムモード間の切り替えが不可能（
切替不能状態下に制御する）な構成としてもよい。
【０２６１】
　また、大ハマリをした遊技者の救済措置の一環として、天国モード中は、他の遊技モー
ドよりも設定示唆演出の出現率を高確率としてもよい。たとえば、天国モードは、少なく
とも通常モード（一般モードおよび／または前兆モード）よりも設定示唆演出（図柄変動
表示ゲーム中に出現しうる設定示唆演出）の出現率を高確率となるように構成することが
できる。特に、天井特典が電サポ有り状態を伴う特典（無限潜確および有限潜確以外の天
井特典）の場合、天国モード中は高ベース状態下に置かれるため、遊技者は自身の持ち玉
（遊技者が保有する遊技媒体やそれに準ずる遊技価値など）をあまり減らすことなく、ま
たは現状を維持したまま、遊技を進行させることができる。そのため、遊技者の中には「
設定示唆演出を見るまでは、多少のハマリを食らってもよい」という具合に、通常モード
とは逆に、寧ろハマリを食らうことで、有利な情報を知得したいと欲する遊技者も多いと
考えられる。このような点を考慮し、天国モード中は設定示唆演出の出現率を高確率に変
動させ、「設定示唆出現チャンスゾーン」として機能させることが好ましい。これにより
、ハマリ後の遊技者の遊技意欲を向上させることができる。
【０２６２】
　＜８．遊技進行形態について：図６、図７＞
　次に図６および図７を用いて、遊技モード移行制御と演出面とに着目しながら、遊技機
１に係る具体的な遊技進行形態について説明する。
【０２６３】
　なお、遊技者がどのような打ち方をすれば有利な状況となるかについては、基本的には
、内部遊技状態に応じて変化する（遊技モードに着目した場合には、内部遊技状態に関連
する遊技モードに応じて変化する）。既に説明したように、通常状態（通常モード）であ
れば、遊技球が左流下経路３ｂを通過するように狙いを定める「左打ち」が有利とされ、
確変状態（ＳＴモード）または時短状態（時短モード、天井モード、天国モード）であれ
ば、遊技球が右流下経路３ｃを通過するように狙いを定める「右打ち」が有利とされる。
以下では、遊技者が遊技状態に応じた有利な打ち方に従うものとして説明し、特段断りの
ない限り、左打ち有利（通常状態）の場合には“特図１側の図柄変動表示ゲーム１”が実
行され、右打ち有利（確変状態、時短状態）の場合には“特図２側の図柄変動表示ゲーム
２”が実行されるものとして説明する。また、遊技モードは、初期の遊技モードである「
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通常モード」から開始されるものとして説明する。
【０２６４】
　通常モード中に大当りに当選した場合には、いわゆる「初当り」となり、当選した大当
りに応じた大当り遊技が開始される（図６の「初当り」のブロック枠参照）。大当り中の
打ち方は、大入賞口５０側に狙いを定める「右打ち」となる。
【０２６５】
　演出面に着目して説明すれば、通常モード中に、確変大当り１（５Ｒ確変ＳＴ１００：
特図１側最高利益大当り）に当選した場合、装飾図柄が「７図柄揃い（７７７）」で停止
して、最高利益をもたらす大当りに当選したことが報知される。確変大当り１当選時の当
り中演出は、ＳＴモード突入を確定的に報知する「ＳＴ突入確定演出」が現出されるとと
もに、ＳＴ１００モードへの移行確定が報知される。そして、当該大当り遊技後は、ＳＴ
１００モードに移行される。
【０２６６】
　一方、通常モード中に、確変大当り２、３、時短大当り１、２に当選した場合には、装
飾図柄が「７図柄揃い」以外で停止し、今回の図柄変動表示ゲームにおいて、確変大当り
であるか、時短大当りであるかは報知されない。「７図柄揃い」以外で停止した場合は、
その後の大当り遊技中の当り中演出で、遊技者参加型演出の「ＳＴ突入チャレンジ演出」
が展開され、この演出結果により、大当り種別が報知される。このＳＴ突入チャレンジ演
出において、成功演出が現出された場合は確変大当り、失敗演出が現出された場合は時短
大当りである旨が確定的に報知される。また、成功演出には「大成功演出」と「通常の成
功演出」の２種類が用意されており、「大成功演出」が現出された場合は確変大当り２（
ＳＴ７５モード）に当選した旨が、「通常の成功演出」が現出された場合は確変大当り３
（ＳＴ２５モード）に当選した旨が報知される。他方、失敗演出には「大失敗演出」と「
通常の失敗演出」の２種類が用意されており、「大失敗演出」が現出された場合は時短大
当り２（時短Ｂ：時短５０回）に当選した旨が、「通常の失敗演出」が現出された場合は
時短大当り１（時短Ａ：時短１００回）に当選した旨が報知される。
【０２６７】
　確変大当り１～３に当選した場合は、その大当り遊技後、対応するＳＴモードに移行さ
れ（図６のＳＴモードのブロック枠参照）、時短大当り１～２に当選した場合は、その大
当り遊技後、時短モードに移行される（図６の時短モードのブロック枠参照）。そして、
ＳＴモード中および時短モード中は、上記したように「右打ち有利」となり、特図２側の
図柄変動表示ゲーム２が実行される。特図２側で大当り当選した場合は、図４に示す通り
、すべて確変大当りであるので、ＳＴモード中または時短モード中に大当り当選し続ける
限り、ＳＴモードがループして、遊技者に大きな利益をもたらすようになっている。
【０２６８】
　ＳＴモード中に確変大当り４～７のいずれかに当選した場合は、その大当り種別に応じ
た装飾図柄が停止表示される。たとえば、特図２側の最高利益大当り（全大当り中最高利
益の大当り）の「確変大当り４（１０Ｒ確変ＳＴ１００）」に当選した場合には、通常モ
ードでは表示されない特別な装飾図柄（たとえば、数字図柄ではなく、キャラクタを表示
した図柄など）が停止して、当該大当り当選を祝福する。また、確変大当り４（１０Ｒ確
変ＳＴ１００）よりも利益度合が低いが、確変大当り６（７Ｒ確変ＳＴ２５）よりも利益
度合が高い「確変大当り５（７Ｒ確変ＳＴ７５）」に当選した場合には「奇数図柄揃い」
が停止し、最も利益度合の低い「確変大当り６（７Ｒ確変ＳＴ２５）」に当選した場合に
は「偶数図柄揃い」が停止するようになっている。なお、大当り遊技中は、大当り種別に
応じた当り中演出が現出される。
【０２６９】
　（「確変大当り７（特殊７Ｒ確変）」に当選した場合について）
　ただし「確変大当り７（特殊７Ｒ確変）」に当選した場合は、所定の確率で「奇数図柄
揃い」または「偶数図柄揃い」が停止表示されるようになっている。偶数図柄揃いが停止
することに当選した場合は、その後の大当り遊技中において上記確変大当り５（７Ｒ確変
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ＳＴ２５）および／または確変大当り６（７Ｒ確変ＳＴ７５）と少なくとも一部が共通す
る当り中演出を現出させ、その当り中演出の所定のタイミング、たとえば、特定のラウン
ド中演出やエンディング演出中に、確変大当り７当選に関する情報（たとえば、ＳＴモー
ド（ＳＴ１００モード）への突入確定）が報知（昇格報知）される。これにより、たとえ
「偶数図柄揃い」が停止しても、高利益が期待できるＳＴ１００モードへの突入可能性を
残すようにし、当り中演出にて、ＳＴモード突入期待感を煽ることができるようになって
いる。
【０２７０】
　しかし、当り中演出にて、上記昇格報知を行わずに、演出上、確変大当り５（７Ｒ確変
ＳＴ２５）および／または確変大当り７（７Ｒ確変ＳＴ７５）と共通（同一）の当り中演
出を現出させて、確変大当り７（特殊７Ｒ確変）当選を秘匿し、大当り遊技後のＳＴモー
ド中において、確変大当り７（特殊７Ｒ確変）当選を報知してもよい。
【０２７１】
　ＳＴモード（ＳＴ演出モード）中に上記昇格報知を行う場合は、ＳＴ序盤モードが終了
するまで（ＳＴ回数２５回が終了するまで）の期間中であればよいが、ＳＴ序盤モード終
了ゲーム（ＳＴ中２５回転目）中に報知することが好ましい。具体的には、第１ＳＴ回数
（たとえば、確変大当り５当選によるＳＴ２５回）または第２ＳＴ回数（たとえば、確変
大当り７によるＳＴ１００回）のうちいずれか少ない回数に達するまで（たとえば、ＳＴ
中のゲーム数が２５回に達するまで）、第１当り（たとえば、確変大当り５）であるか第
２当り（たとえば、確変大当り７）であるかを直接的に示す表示を行わないように表示制
御可能な構成である。しかしこのような報知タイミングに限らず、たとえば、上記昇格報
知のタイミングを、ＳＴ序盤演出モードが終了した次ゲームの開始時またはＳＴ中盤モー
ド中の所定のタイミングとしてもよい。また、ＳＴ序盤演出モード中で第１昇格報知を行
い、ＳＴ中盤演出モードで第２昇格報知を行う「ステップアップ」的な昇格報知を行って
もよい。この場合の第１昇格報知はＳＴ７５モード突入以上が確定的であることを報知す
る昇格報知であり、第２昇格報知はＳＴ１００モード突入を確定的に報知する昇格報知で
ある。このようにすれば、大当り遊技中～ＳＴモード中の長期間にわたって、当選した大
当り種別が、確変大当り５～７のいずれかであるかの緊張感を持続させることができる。
換言すれば、ＳＴ１００モードへの移行期待感を持続させることができる。なお、当り中
演出中に昇格報知するか、ＳＴモード中に昇格報知するかについては、大当り遊技開始時
の当り中演出シナリオを決定する際のシナリオ抽選などにより決定することができる。
【０２７２】
　（天井モードへの移行）
　また、通常モードにおいて、９８９ゲーム目まで大当りに当選しなかった場合、９９０
ゲーム目から「前兆モード」に移行される（図７の前兆モードのブロック枠参照）。そし
て、前兆モード中にも大当りに当選できずに１０００ゲーム目に到達した場合（天井到達
）、「天井モード」に移行し、天井機能が発動する。本実施形態では、ハズレ時の場合に
、天井特典の「有限時短」が付与され、１００１ゲーム目以降は、天国モードに移行され
ることになる。
【０２７３】
　＜９．前兆モード中の特定予告演出禁止機能について：図３２＞
　ここで本実施形態では、前兆モード中に、特定予告演出禁止機能（特定予告演出禁止手
段）が働く。詳しくは、前兆モードが天井間近の報知に係る遊技モードである点や、天井
モードが天井特典付与に係る遊技モードである点に着目して、前兆モード（前兆演出モー
ド）や天井モード（天井演出モード）では、特定の予告演出の現出を禁止する。本実施形
態の場合、その禁止機能として、先読み予告の実行を禁止する「前兆中先読み予告禁止手
段（特定先読み予告禁止手段）」を設けてある。以下、図３２を用いて、「前兆中先読み
予告禁止手段」について詳細に説明する。
【０２７４】
　図３２は、前兆中先読み予告禁止手段により先読み予告が禁止される場合の説明に供す
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る説明図である。図３２では、前兆中先読み予告禁止手段による禁止対象として「保留変
化予告」を扱った形態について説明するが、本発明はこれに限らず、当該禁止対象として
「保留変化予告」および／または「変動中先読み予告」とすることができる。
【０２７５】
　（Ａ．前兆中先読み予告禁止手段を設けない構成（通常のケース）：図３２（イ））
　図３２（イ）を参照して、「通常のケース」について説明する。この「通常のケース」
とは、前兆中先読み予告禁止手段を設けない構成を示すものであり、後述の前兆中先読み
予告禁止手段を設けた構成（同図（ハ－１）（ハ－２））との比較例として示したもので
ある。なお、図示の保留アイコン７７０は「通常保留表示（白色保留）」であり、保留ア
イコン７７１は特別保留表示（通常の保留変化予告）のうちの「高期待度保留表示」であ
り、保留アイコン７７２は「天井用保留表示（天井用保留変化予告）」を示す。また、保
留アイコン７７１は、ここでは、特別保留表示のうち、大当り当選時に現出されうる「虹
色保留（当確保留表示）」を示してある。
【０２７６】
　また図（イ）は、説明の便宜上、９９７～９９９ゲーム目の３個の作動保留球が現存す
る場合に、４個目の作動保留球として、１０００ゲーム目（天井ゲーム）に係る作動保留
球（以下、「天井ゲーム保留球」と称する）が発生したケースを代表的に示したものであ
る。
【０２７７】
　図（イ）に示す比較例の場合は「前兆中先読み予告禁止手段」を設けていない構成のた
め、天井ゲーム到達前の特別保留表示（以下「通常の保留変化予告」と称する）の有無に
かかわらず、１０００ゲーム目の保留表示が天井用保留表示（天井用保留変化予告）の実
行が許容されることになる。ここで、天井用保留表示を“許容する”とは、必ず現出され
る場合と、所定の抽選に当選した場合に現出される場合のいずれでもよい、という意であ
る（後述の（ロ）（ハ－１）（ハ－２）についても同様）。したがって、この比較例の場
合は、３個目の虹色保留（当確保留）の保留変化予告があっても、４個目の天井ゲーム保
留球の保留表示が藤丸くんの保留アイコン７７２（天井用保留表示）に変更されうる。
【０２７８】
　しかし、天井到達前に大当りに当選した場合には天井機能が発動しないため（天井ゲー
ム数がリセットされる）、天井用保留表示を実行する必要性に乏しいといえる。また、当
選期待度を予告する保留変化予告（特別保留表示）と、天井ゲームであることを予告する
天井用保留変化予告（天井用保留表示）とが同時に表示されてしまうと、性格の異なる予
告表示が同時に出現することになり、かえって遊技者を混乱させてしまう恐れもある。そ
こで本実施形態では、前兆中先読み予告禁止手段を設けて、これらの問題点を解決してい
る。
【０２７９】
　（Ｂ．前兆中先読み予告禁止手段を設けた構成例：図３２（ロ）、（ハ－１）、（ハ－
２））
　以下、上記「前兆中先読み予告禁止手段」を設けた構成例について説明する。これには
、図（ロ）に示す「通常の先読み予告を優先実行するケース」と、図（ハ－１）（ハ－２
）に示す「天井用先読み予告を優先実行するケース」の形態がある。
【０２８０】
　（通常の先読み予告を優先実行するケース：図３２（ロ））
　図３２（ロ）は、「通常の先読み予告を優先実行するケース」、具体的には、「天井ゲ
ーム到達前に当確保留が存在する場合、天井用先読み予告を禁止するケース（天井ゲーム
保留球を対象とした先読み予告禁止するケース）」を示したものである。ここでは上記図
（イ）のケースと同様に、３個目の作動保留球が「当確保留」である場合を示してある。
【０２８１】
　本例の場合、天井ゲーム到達前に当確保留が存在するときは、１０００ゲーム目（天井
ゲーム）の保留表示が天井用保留表示（天井用保留変化予告）に変更されずに「通常保留
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表示」が現出される。つまり、前兆中先読み予告禁止手段による「先読み禁止対象保留」
を“天井ゲーム保留球”とする構成である。
【０２８２】
　先読み禁止対象保留を“天井ゲーム保留球”とする理由は、次の通りである。天井ゲー
ム前に当確保留が存在する場合は、天井機能が発動される前に（天井特典付与前）大当り
に当選となってしまうため、天井用保留表示を現出する必要性に乏しい。また、当確保留
が存在する場合に天井用保留表示を禁止する構成とした場合、１０００ゲーム目の保留表
示が通常保留表示のままであれば「天井ゲーム到達前に当確保留がある」という推測要素
を与えることができ、これを知る遊技者は、天井到来まで無駄打ちを防止することができ
る、という演出的メリットもある。ただし、当確保留が存在する場合に天井用保留表示を
一切禁止するのではなく、当確保留に係る保留変化予告（虹色保留）が現出されていない
場合、つまり、当確保留を対象とした先読み予告抽選が「ハズレ」となった場合には、天
井用保留表示を現出（許容）してもよい。当確保留に係る保留変化予告が現出されていな
い場合には、遊技者は天井ゲーム到達前に当確保留が存在することを知ることができない
が、たとえ、天井用保留表示が現出されていたとしても、天井ゲーム到達前に大当りに当
選した場合には、遊技者にとって特に不利益とはならならないからである。なお、当確保
留に係る保留変化予告（虹色保留）が現出されている場合に天井用保留表示の現出を禁止
するのではなく、高期待度保留変化予告以上（たとえば、緑色保留以上）の保留変化予告
が現出されている場合に天井用保留表示の現出を禁止する構成としてもよい。
【０２８３】
　（天井用先読み予告を優先実行するケース：図３２（ハ－１）（ハ－２））
　次に、「天井用先読み予告を優先実行するケース」について説明する。
【０２８４】
　図３２（ハ－１）は「天井用先読み予告を優先実行するケース」の例として、
　（α）“前兆モード中において、通常の先読み予告の一部を禁止する一方、天井用保留
変化予告（天井用保留表示）は許容する”という構成例と、
　（β）“前兆モード中において、通常の先読み予告を全面的に禁止する一方、天井用保
留変化予告（天井用保留表示）は許容する”という構成例とを示したものである。
　この図（ハ－１）に示す構成例は、上記図（ロ）のように、先読み禁止対象保留を「天
井ゲーム保留球」とするのではなく、先読み禁止対象保留を「前兆ゲーム中に消化される
作動保留球」だけとし、天井ゲーム保留球を禁止対象から除外する構成例である。
【０２８５】
　上記（α）における「通常の先読み予告の一部を禁止する」とは、たとえば、通常の保
留変化予告（特別保留表示）のうち、低期待度保留変化予告の現出は許容する一方、高期
待度保留変化予告の現出は禁止する、という構成である。具体的には、下記の構成１、２
などである。
　（構成１）黄色保留以下の保留変化予告（青色保留と黄色保留）の現出は許容し、当該
黄色保留よりも当選期待度が高い緑色以上の保留変化予告（緑色保留、赤色保留および虹
色保留）の現出は禁止する構成。
　（構成２）当確以外を示す保留変化予告（虹色保留以外の保留表示）の現出は許容し、
当確を示す保留変化予告保留の現出は禁止する構成。
【０２８６】
　上記「構成１」は、当確保留の場合に緑色や赤色や虹色などの高期待度保留変化予告だ
けを禁止対象とするものである。他方、上記「構成２」は、高期待度保留変化予告のうち
、当確保留表示の「虹色保留」だけを禁止対象とするものである。したがって、構成２の
場合は、当確を示す「虹色保留」以外の保留変化予告の生起は許容される。
【０２８７】
　上記（β）における「先読み予告を全面的に禁止する」とは、通常の先読み予告（ここ
では、保留変化予告）は一切禁止し、天井用保留変化予告（天井用保留表示）の現出は許
容する、という構成である。したがって、上記（β）の構成の場合は、前兆モード中にお
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いて通常の先読み予告は一切現出されず、天井用保留変化予告（天井用保留表示）の現出
だけが許容されることになる。
【０２８８】
　図（ハ－１）（上記（α）または（β））のようにするのは次の理由による。通常の保
留変化予告（特別保留表示）の現出を無闇に許容してしまうと、通常の保留変化予告と、
天井用保留表示とが同時に表示されてしまい、保留表示に関して、遊技者（特に、遊技初
心者）の混乱を招来してしまう。特に、高期待度保留変化予告と天井用保留変化予告とが
混在してしまうと、遊技者の混乱度合が増してしまう。したがって、先読み予告自体を禁
止するか、少なくとも高期待度保留変化予告を禁止することが好ましい。また、前兆モー
ド中に先読み予告を一部または全部を禁止する場合には、遊技者は、天井ゲーム到達前に
当確保留の存在または存在する可能性が高いことが分からないが、たとえ、そのようこと
を示す高期待度保留変化予告が現出されていないとしても、天井ゲーム到達前に大当りに
当選した場合には、遊技者にとって特に不利益とはならならないからである。また、前兆
モード中の先読み予告自体を全面的に禁止する場合は、演出制御負担の軽減にも繋がる。
【０２８９】
　図（ハ－２）は、上記図（ハ－１）とは異なり、前兆モード中の一部の期間を先読み禁
止区間として定めることにより、天井用保留変化予告を優先実行する構成例である。図（
ハ－２）は、代表例として、天井ゲーム前の最大保留球数分（９９６～９９９ゲーム目の
区間）を、先読み禁止区間に定めた例を示してある。本例の場合は、９９６～９９９ゲー
ム目の区間は、先読み予告が一切禁止される。ただし、当該区間において先読み予告を一
切禁止するのではなく、上記図（ハ－１）の（α）のように、「先読み予告の一部を禁止
する」構成としてもよい。
【０２９０】
　なお、図３２の（イ）、（ロ）、（ハ－１）および（ハ－２）のいずれも、上記「カウ
ントダウン表示（残余天井回数表示演出）」などの特定報知演出により、天井ゲーム数ま
での残余ゲーム数を報知可能に構成することができる。ここで、カウントダウン表示自体
は、当選期待度を予告するものではなく、単に、残り天井ゲームを報知するだけであり、
先読み予告のような予告機能を果たすものではない。しかし、カウントダウン表示の演出
態様を利用して当選期待度を予告する、つまり、当確保留の存在可能性を報知してもよい
。たとえば、図（ハ－１）または（ハ－２）の天井用先読み予告を優先実行するケースに
おいて、当確保留（３個目）よりも時系列的に先に発生した作動保留球（１～２個目）が
消化されるごとに、通常のカウントダウン表示（当確保留が存在しない場合の表示態様）
とは異なる特別なカウントダウン表示（たとえば、表示色の違いや表示の大小の違い）を
行い、当確保留の存在を示唆してもよい。たとえば、通常のカウントダウン表示が白色の
数字画像を用いたものである場合、特別なカウントダウン表示は、その数字画像が白色以
外の色（赤色）に変化する、あるいは、数字画像が巨大化するなどである。
【０２９１】
　本実施形態は、先読み予告に関して、たとえば下記の構成を含むことができる。
　始動条件が成立したことに基づいて（始動手段が遊技球を検出したことを契機に）、所
定の遊技情報を取得する取得手段（図１０のＳ３０１、Ｓ３０２、図１１のＳ３１４）と
、
　上記取得手段により取得された遊技情報に基づき、当りに関する抽選を実行する抽選手
段（図１２のＳ４１０）と、
　図柄の変動表示動作を行い、図柄の停止表示態様により上記抽選手段による抽選結果を
表示する図柄表示手段（特別図柄表示装置３８、図１０のＳ３０９）と、
　上記取得手段により取得された遊技情報を、上記図柄表示手段における遊技図柄の変動
表示動作に供されるまで、あらかじめ定めた最大保留記憶個数を上限として保留記憶する
保留記憶手段（ＲＡＭ２０３の保留記憶エリア、図１０のＳ３１１～Ｓ３１４）と、
　上記保留記憶に基づく上記遊技図柄の変動表示動作が実行される前に、少なくとも上記
抽選手段による抽選結果を先読み判定する先読み判定手段（図１１のＳ３１８）と、
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　上記先読み判定手段による先読み判定結果に関連する情報を報知する先読み予告を実行
制御可能に構成された先読み予告演出制御手段（演出制御部２４、図１９のＳ１００８）
と、
　所定の禁止条件に基づき、上記先読み予告の実行（表示）を禁止する先読み予告禁止制
御手段（図３２）と、
　所定の付与条件に基づき、通常状態よりも有利な天井特典を付与する（天井特典を実行
制御する）天井特典制御手段（図７、図１２のＳ４２０、Ｓ４２１、Ｓ４１２、図１３～
図１５など）と、
　上記天井特典が付与されること（たとえば、天井ゲームが間近であること、または現存
する作動保留球数内で天井特典が付与されること、あるいは、対象の作動保留球に係る図
柄変動表示ゲームが実行された場合に天井特典が付与されることなど）を事前報知する天
井前報知演出（たとえば、図３２の天井保留変化予告（天井用保留表示））を実行制御す
る天井特典事前報知制御手段と、を備え、複数種類の遊技状態（遊技モード）を制御可能
に構成することができる。上記先読み予告禁止手段は、特定の遊技モード中の全期間また
は一部の期間で上記先読み予告の実行を禁止する（図３２（ロ）（ハ－１）（ハ－２））
。特定の遊技モードは、たとえば、天井ゲーム到達前（天井モード移行前）の遊技モード
であり、具体的には、天井ゲーム到達直前（天井モード移行直前の遊技モード）の前兆モ
ードが該当する。また、上記天井特典制御手段は、具体的には、所定の開始条件が成立し
た後（たとえば、電サポ終了後または大当り遊技後あるいは、低確率状態を伴う遊技状態
に移行後など）、当り遊技が発生されずに（または大当りに当選することなく）、低確率
状態を伴う遊戯状態で実行された図柄の変動回数（ゲーム数）が所定の上限回数（天井ゲ
ーム数）に達した場合に通常遊技状態よりも遊技者に有利な天井特典（特典遊技状態）に
制御する機能部として働く。
【０２９２】
　（潜確状態に係る遊技モード）
　なお、潜確状態を設ける場合は、たとえば、図２８に示すように、他の遊技状態に対応
する変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）と遊技状態判定番号ＹＪとは異なるデータ値
を定めればよく、潜確状態に対応した遊技モードとして「潜確モード」、潜確モードに関
連する演出モードとして「潜確演出モード」を設ければよい。また本実施形態に係るＳＴ
モードはすべて「確変状態」に対応する遊技モードであるとして説明したが、ＳＴモード
の全部または一部を「潜確状態」に対応する遊技モードと扱うことができる。なお、潜確
モード（潜確状態）下の変動状態は、上記「（７－５－１．天国モードに係る変動状態）
中の“無限潜確または有限潜確付与時の場合”」で説明したのと同様に、通常モードと同
一または略同一の変動状態か、少なくとも時短モードよりも遅い変動状態（平均消化時間
が相対的に長い変動状態）とすることが好ましい。
【０２９３】
　＜主制御部側の処理：図８～図１８＞
　次に図８～図１８を参照して、本実施形態の主制御部２０側における遊技動作処理につ
いて説明する。主制御部２０側の処理は、無限ループ状のメイン処理（主制御側メイン処
理：図８）と、ＣＴＣからの定時割込みで起動されるタイマ割込処理（主制御側タイマ割
込処理：図９）とを中心的に構成される。
【０２９４】
　＜１２．主制御側メイン処理：図８＞
　図８を参照して、主制御部２０側のメイン処理（主制御側メイン処理）について説明す
る。
【０２９５】
　図８は、主制御側メイン処理の詳細を示すフローチャートである。主制御側メイン処理
の開始契機には、停電状態や電源異常などからの復旧時におけるシステムリセットが生起
した場合や、制御プログラムが暴走したことにより、ウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）機
能が発揮されてＣＰＵが強制的にリセット（ＷＤＴリセット）された場合などがある。い
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ずれの場合でも、主制御側メイン処理が開始されると、主制御部２０（ＣＰＵ２０１）は
、まず、電源投入時処理の一環として、遊技動作開始に必要な初期設定処理を実行する（
ステップＳ０１１）。
【０２９６】
　ステップＳ０１１の初期設定処理を終えると、次いで、設定値を変更可能な設定変更モ
ード移行状態であるかを判定する（ステップＳ０１４）。本実施形態では、遊技機１への
電源オフおよび扉開放（扉開放センサ６１がＯＮ（開放検出））の状態において、設定キ
ースイッチ９４（設定変更モード側に操作）およびＲＡＭクリアスイッチ９８をＯＮ操作
したまま（設定キースイッチ信号と、ＲＡＭクリア信号とが共にＯＮ）、遊技機１の電源
を投入すると、設定変更モード移行条件を満たしたとして、設定値の変更操作が可能な設
定変更許容状態（設定変更モード移行状態）に制御される。
【０２９７】
　設定変更モード移行状態の場合（ステップＳ０１４：ＹＥＳ）、設定値（１～６段階）
の変更操作を管理する設定変更処理を実行する（ステップＳ０２３）。この設定変更処理
では、まず、領域内ＲＡＭの設定値格納領域に格納されている設定値Ｎｃ（設定値データ
）が異常値（設定１～６に対応する００Ｈ～０５Ｈ以外の値）であるか否かを判定する。
正常な遊技動作であれば、設定値格納領域には、設定１～６に対応して‘００Ｈ～０５Ｈ
（正常値）’のいずれかの設定値データ（設定値Ｎｃ）が格納されている。しかし、何ら
かの不具合により設定値データが破損して、設定１～６のいずれにも対応しない値が設定
されている場合もありうる（設定異常エラー）。そこで、設定値Ｎｃが正常値でない場合
には、設定値格納領域をゼロクリアして、初期値の００Ｈ（ここでは、設定１）に戻すよ
うになっている。
【０２９８】
　初期値に戻した場合か正常値である場合は、現在の設定値を設定表示器９７に表示する
。その後、設定変更スイッチ９５のＯＮ／ＯＦＦ操作を監視し、設定変更スイッチ９５の
ＯＮ操作がある毎に、現在の設定値Ｎｃを変更（更新）する。設定変更中（設定変更操作
中）の設定値については、既に説明したように、設定変更スイッチ９５を操作するごとに
、設定１～６の範囲で循環式に切り替わり、設定表示器９７に設定変更中における現在の
設定値が表示されるようになっている。そして、設定変更完了スイッチ９６のＯＮ操作を
確認した場合、設定値が確定されたとして、現在の設定値Ｎｃ（設定作業値）をＲＡＭ２
０３の設定値格納領域に格納する。これにより、設定変更処理を抜ける。そして、処理状
態を後述の領域内ＲＡＭクリア処理（ステップＳ０３１）に移行させる。
【０２９９】
　なお、設定変更スイッチ９５を設けずに、ＲＡＭクリアスイッチ９８を設定変更スイッ
チ９５として機能させる構成としてもよい。ＲＡＭクリアスイッチ９８を押下するごとに
、設定１～６のいずれかの設定値を選択可能に構成することができる。また、設定変更完
了スイッチ９６を設けずに、設定キースイッチ９４を設定変更完了スイッチ９６として機
能させる構成としてもよい。この場合、設定キースイッチ９４をＯＦＦにすることにより
、設定変更操作を終了させることができる。
【０３００】
　一方、設定変更モード移行状態でない場合（ステップＳ０１４：ＮＯ）、ＲＡＭの内容
をチェックして、その異常の有無を判定する（ステップＳ０１５）。具体的には、設定値
格納領域における設定値データ（設定値Ｎｃ）が正常値であるか否か、バックアップ時の
チェックサム値が正常値であるか否かなどをチェックする。ＲＡＭの内容に異常がある場
合（ステップＳ０１５：ＹＥＳ）、後述のＲＡＭ異常時に係る電源再投入待ち処理（ステ
ップＳ０２０）を実行する。
【０３０１】
　ＲＡＭの内容に異常がない、つまり正常である場合（ステップＳ０１５：ＮＯ）、次い
で、バックアップフラグＢＦがＯＮ状態（５ＡＨ）であるか否かを判定する（ステップＳ
０１６）。このバックアップフラグＢＦは、後述する電源異常チェック処理（図９のステ
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ップＳ０８１）の処理にて、正常にバックアップ処理が実行された場合に「５ＡＨ（正常
値）」が領域内ＲＡＭのＢＦフラグ格納領域に設定される。したがって、正常時であれば
、バックアップフラグＢＦが５ＡＨのはずである。しかし何らかの不具合が生じてバック
アップフラグＢＦが正常値（≠５ＡＨ）でない場合もありうる。そこで、バックアップフ
ラグＢＦがＯＮ状態でない場合（ステップＳ０１６：ＮＯ）、電源再投入待ち処理を実行
する（ステップＳ０２０）。
【０３０２】
　ステップＳ０２０の電源再投入待ち処理では、遊技処理の進行を強制的に停止させる遊
技停止状態に制御する。この電源再投入待ち処理が実行されて遊技停止状態となった場合
は、、遊技機１の電源を再投入し、その再投入時に上記設定変更モード移行状態に設定さ
れるように操作して、上記した設定変更処理（ステップＳ０２３）が実行されない限り、
現在発生中のＲＡＭエラー状態が解消できないようになっている。本実施形態では、上記
設定変更処理（ステップＳ０２３）が実行された後（設定異常エラーの場合には設定値格
納領域がクリアされた後）、後述のステップＳ０３１の領域内ＲＡＭクリア処理が実行さ
れることで、実質的にＲＡＭ２０３の全領域（ただし、性能表示に関するＲＡＭ領域（領
域外ＲＡＭ領域）は除く）がクリアされる。これにより、ＲＡＭ２０３が初期状態に戻り
、ＲＡＭエラーが解消されるようになっている。
【０３０３】
　バックアップフラグＢＦがＯＮ状態である場合（ステップＳ０１６：ＹＥＳ）、ＲＡＭ
クリアモード移行状態であるか否かを判定する（ステップＳ０２５）。本実施形態では、
遊技機１への電源オフの状態において、設定キースイッチ９４をＯＦＦ操作し（設定変更
モード側に操作しない）、ＲＡＭクリアスイッチ９８をＯＮ操作した状態で（設定キース
イッチ信号ＯＦＦ、ＲＡＭクリア信号ＯＮ）遊技機１への電源を投入すると、ＲＡＭクリ
ア移行条件を満たしたとして、ＲＡＭクリアモード移行状態に制御される。
【０３０４】
　ＲＡＭクリアモード移行状態である場合（ステップＳ０２５：ＹＥＳ）、領域内ＲＡＭ
クリア処理を実行する（ステップＳ０３１）。この領域内ＲＡＭクリア処理では、ＲＡＭ
２０３の記憶領域のうち、少なくとも性能表示に係る領域外ＲＡＭ領域と、領域内ＲＡＭ
領域のうち上記設定値格納領域とを除く記憶領域がクリアされる。したがって、電源遮断
時にセットされたバックアップフラグＢＦの値やチェックサム値などは、本処理において
、共にゼロクリアされる。またここでは、ＲＡＭクリア時に必要な各種のコマンド（たと
えば、ＲＡＭクリアされた旨を示す「ＲＡＭクリアコマンド」、「客待ち中コマンド」な
ど）を演出制御部２４に送信する。演出制御部２４がＲＡＭクリアコマンドを受けると、
ＲＡＭクリアを報知する初期化報知演出を実行し、初期状態の演出モードとして、演出モ
ードを「通常演出モード」に設定する。すなわち、領域内ＲＡＭクリア処理が実行される
と、遊技モードが初期モードの通常モードに設定され、演出モードも通常モードに関連す
る通常演出モード（たとえば、ノーマル（通常Ａ演出モード）、シンプル（通常Ｂ演出モ
ード）、プレミアムモード（通常Ｃ演出モード）のいずれか）に設定されることになる。
【０３０５】
　ステップＳ０３１の領域内ＲＡＭクリア処理を終えると、次いで、ＲＡＭクリア時の初
期設定処理（電源投入時初期データ設定処理）を実行する（ステップＳ０３２）。電源投
入時初期データ設定処理では、たとえば、ＲＡＭクリア信号（セキュリティ信号の一つ）
の送信用タイマに３００００ｍｓをセットし、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂに表示す
る特別図柄（特図１停止図柄、特図２停止図柄）データとして、ハズレ図柄データを設定
する。そして、後述のＣＴＣの設定処理（ステップＳ０３６）を実行する。
【０３０６】
　ステップＳ０２５の説明に戻り、ＲＡＭクリアモード移行状態でない場合（ステップＳ
０２５：ＮＯ）、次いで、現在の設定値を確認可能な設定確認モード移行状態（設定確認
許容状態）であるか否かを判定する（ステップＳ０２６）。本実施形態の場合、遊技機１
への電源オフの状態において、設定キースイッチ９４をＯＮ操作し、ＲＡＭクリアスイッ
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チ９８をＯＦＦ操作した状態で（設定キースイッチ信号ＯＮ、ＲＡＭクリア信号ＯＦＦ）
、遊技機１への電源を投入すると、設定確認モード移行条件を満たしたとして、設定確認
モード移行状態に制御される（ステップＳ０１４～Ｓ０２６参照）。
【０３０７】
　設定確認モード移行状態である場合（ステップＳ０２６：ＹＥＳ）、現在の設定値を確
認可能な設定確認状態に制御するための設定確認処理（ステップＳ０２７）が実行され、
設定確認処理を終えると、続いて、電断時にバックアップされたバックアップデータから
遊技処理を復帰させるバックアップ復帰処理（ステップＳ０２８）を実行する。ステップ
Ｓ０２７の設定確認処理では、設定表示器９７に、現在の設定値を表示（設定確認表示）
させるための表示処理を行う。設定値の表示は、設定キースイッチがＯＦＦ操作されるこ
とで終了されるようになっている。そして、設定キースイッチ９４がＯＦＦ操作された後
は、上記バックアップ復帰処理を行い、後述のＣＴＣの設定処理（ステップＳ０３６）を
実行する。
【０３０８】
　一方、設定確認モード移行状態でない場合（ステップＳ０２６：ＮＯ）、つまり、単に
遊技機１に電源を投入した場合は、上記バックアップ復帰処理（ステップＳ０２８）を行
い、バックアップデータに基づき、バックアップ時の遊技処理を復帰させる。
【０３０９】
　上記した設定変更処理（ステップＳ０２３）、領域内ＲＡＭクリア処理（ステップＳ０
３１）、設定確認処理（ステップＳ０２７）、およびバックアップ復帰処理（ステップＳ
０２８）のいずれかの処理を実行した後は、ＣＴＣの設定処理を実行する（ステップＳ０
３６）。ここでは、４ｍｓ毎に定期的にタイマ割込みを発生させるためのＣＴＣの設定処
理を実行する。これにより、以後、割込コントローラへの割込要求信号が定期的に出力さ
れ、図９に示す主制御側タイマ割込処理（４ｍｓ割込み処理）が実行される。
【０３１０】
　そして、遊技開始可能状態が整ったとして、発射装置３２の発射動作を許可する発射制
御信号（発射許可信号ＥＳ）をＯＦＦ状態（発射禁止状態）からＯＮ状態（発射許可状態
）に設定し、遊技開始コマンドを演出制御部２４に送信する。これにより、発射装置３２
からの遊技球の発射動作が許容される。また、演出制御部２４が上記遊技開始コマンドを
受けると、可動体役物に関する初期動作（イニシャライズ動作）を実行する。ただしイニ
シャライズ動作中は、液晶表示装置３６の画像表示態様、装飾ランプ４５の発光態様、ス
ピーカ４６からの音出力については変化しない。ここでのイニシャライズ動作は、専ら、
可動体役物に関する電源投入時の動作チェックである。
【０３１１】
　なお、上記ステップＳ０２８のバックアップ復帰処理の実行後、ステップＳ０３６のＣ
ＴＣの設定処理を実行する前段階において、性能表示器９９が正常に動作しているか否か
の確認動作を実行するために必要な「動作確認設定処理」を実行可能に構成してもよい。
この性能表示器９９の確認動作では、たとえば、４個の７セグ表示器９９ａ～９９ｄの表
示態様を、所定時間（たとえば、５秒間）、全点灯と全消灯とを周期的に繰り返す「全点
滅表示（動作確認表示）」態様に制御する（動作確認表示処理）。これにより、セグメン
ト欠け等の不具合をチェックすることが可能になる。この場合、動作確認に関する表示処
理は、後述の主制御側タイマ割込処理中の性能表示モニタ処理（ステップＳ１０２：領域
外プログラム）で行う。性能表示器９９によるベース値の表示は、ステップＳ０３６のＣ
ＴＣの設定処理後、主制御側タイマ割込処理中の性能表示モニタ処理（ステップＳ１０２
）にて実行されるため、設定変更処理（ステップＳ０２３）や設定確認処理（ステップＳ
０２７）中は、性能表示器９９によるベース値の表示はこの段階では実行されない。この
点を利用して、性能表示器９９の４つのセグ９９ａ～９９ｄのうち、少なくとも１つのセ
グを設定表示器９７として利用可能に構成し、性能表示器９９を一時的に設定表示器９７
として機能させる構成としてもよい。この場合、設定表示器９７を性能表示器９９で代用
できるため、制御負担の軽減やコスト削減に寄与することができる。
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【０３１２】
　上記一連の電源投入時処理を終えると、通常の遊技進行に係るステップＳ０４０～Ｓ０
４５の無限ループ処理を実行する。これにより、遊技の進行が可能な遊技開始可能状態下
に制御される。ループ処理に入ると、まずＣＰＵを割込み禁止状態に設定した状態で（ス
テップＳ０４０）、各種乱数更新処理を実行する（ステップＳ０４１）。この各種乱数更
新処理では、特別図柄変動表示ゲームや普通図柄変動表示ゲームに使用される各種のソフ
トウェア乱数（インクリメント処理によって所定数値範囲を循環している乱数）を更新す
る。たとえば、図柄抽選に利用される特別図柄判定用乱数や、補助当り抽選に係る乱数（
補助当りの当落抽選に利用される補助当り判定用乱数、補助当りの図柄抽選に利用される
普通図柄判定用乱数）の初期値（スタート値）変更のために使用する乱数（特別図柄判定
用初期値乱数、補助当り判定用初期値乱数など）や、変動パターンの選択に利用される変
動パターン用乱数などを更新する。
【０３１３】
　上記各種乱数更新処理（ステップＳ０４１）を終えると、次いで、領域外プログラムの
性能表示モニタ集計除算処理を実行する（ステップＳ０４３）。この性能表示モニタ集計
除算処理では、性能表示器９９に表示するベース値の算出に必要な処理を実行する。
【０３１４】
　上記ステップＳ０４３の性能表示モニタ集計除算処理を終えると、割込み許可状態に設
定して（ステップＳ０４５）、ステップＳ０４０の処理に戻り、以後、ステップＳ０４０
～Ｓ０４５の処理を繰り返し実行する（メインループ処理）。ＣＰＵ２０１は、間欠的に
実行されるタイマ割込処理を行っている間を除いて、各種乱数更新処理と性能表示モニタ
集計除算処理とを繰り返し実行するようになっている。
【０３１５】
　＜１３．主制御側タイマ割込処理：図９＞
　次に図９を参照して、主制御側のタイマ割込処理について説明する。図９は、主制御側
タイマ割込処理を示すフローチャートである。この主制御側タイマ割込処理は、ＣＴＣか
らの一定時間（４ｍｓ程度）ごとの割込みで起動され、主制御側メイン処理実行中に割り
込んで実行される。
【０３１６】
　図９において、ＣＰＵ２０１は、タイマ割込みが生じると、レジスタの内容を保存する
ことなく、直ちに電源異常チェック処理を実行する（ステップＳ０８１）。この電源異常
チェック処理では、不図示の電源基板から供給されている電源レベルを監視し、電断など
の電源異常が生じた場合には、バックアップフラグＢＦの設定（ＢＦ←５ＡＨ）、チェッ
クサム値を算出するチェックサム演算（ここでは、領域内ＲＡＭを対象とする８ビット加
算演算処理）、その演算結果の記憶などを含むバックアップ処理を行う。電源異常チェッ
ク処理は、電源遮断後もＲＡＭの所定領域のデータを保持するバックアップ手段として働
く。
【０３１７】
　次いで、タイマ管理処理を実行する（ステップＳ０８２）。遊技機１の遊技動作制御に
用いる各種タイマ（時間）のタイマ値はここで更新される。
【０３１８】
　次いで、入力管理処理を実行する（ステップＳ０８３）。入力管理処理では、遊技機１
に設けられた各種のセンサやスイッチ類の検出情報に基づき、各種カウンタ（たとえば、
各入賞口別に設けられた入賞球カウント用の入賞カウンタ）を更新する。またここでは、
払出制御基板２９からの状態信号の入力情報に基づき、入力データの作成を行う。状態信
号が異常を示すものある場合は、後述のエラー管理処理（ステップＳ０８９）にて所定の
エラー処理を行う。
【０３１９】
　次いで、設定異常チェック処理を実行する（ステップＳ０８４）。設定異常チェック処
理では、設定値データが正常値（設定１～６を示す値）であるかを判定し、正常範囲内の
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値でない場合には、設定値データに異常が発生したとして、設定エラーフラグをＯＮ状態
（５ＡＨ）に設定する。そして、設定値異常コマンドを演出制御部２４に送信して、設定
異常チェック処理を抜ける。なお、演出制御部２４が設定値異常コマンドを受けると、演
出手段を利用して、設定異常エラー報知（ＲＡＭエラー報知）を実行する。なお、再度、
この設定異常チェック処理が実行される際に、設定エラーフラグがＯＮ状態であれば、何
もせずに、そのまま本処理を抜ける。
【０３２０】
　次いで、タイマ割込内乱数管理処理を実行する（ステップＳ０８５）。タイマ割込内乱
数管理処理では、各変動表示ゲームに係る乱数を定期的に更新する。具体的には、乱数カ
ウンタのカウント値をランダムなものとするために、特別図柄判定用乱数や補助当り判定
用乱数などに対し、乱数の更新（割込み毎に＋１加算）と、乱数カウンタが一周するごと
に、乱数カウンタのスタート値の変更処理を行う。なお、内部抽選用乱数（大当り判定用
乱数）は、上記乱数生成回路で生成されるので、ここでは更新されない。
【０３２１】
　次いで、エラー管理処理を実行する（ステップＳ０８９）。このエラー管理処理では、
各種のスイッチやセンサ類に係る検出情報や、払出制御基板２９からの状態信号などに基
づき、遊技動作にエラー（異常）が生じたか否かを監視し、エラーが生じた場合には、そ
のエラー種別を特定可能なエラーコマンドを演出制御部２４に送信し、エラー種別に応じ
たエラー処理を実行する。またエラーが解除された場合には、エラー解除コマンドを演出
制御部２４に対して送信して、エラー解除処理を実行する。
【０３２２】
　次いで、賞球管理処理を実行する（ステップＳ０９０）。この賞球管理処理では、上記
入賞カウンタの確認を行い、入賞がある場合には、賞球数を指定する払出制御コマンドを
払出制御基板２９に送信する。払出制御基板２９は、払出制御コマンドを受信した場合、
これに含まれる賞球数情報に基づき、遊技球払出装置１９を制御し、指定された賞球数の
払い出し動作を実行させる。
【０３２３】
　次いで、普通図柄管理処理を実行する（ステップＳ０９１）。この普通図柄管理処理で
は、普通図柄変動表示ゲーム（普通図柄の変動表示動作）に関して必要な処理を実行する
。ここでは、普通図柄始動口センサ３７ａに遊技球が検出されたか否かを監視し、遊技球
が検出された場合には補助当り抽選に必要な所定の遊技情報（補助当り判定用乱数など）
を取得し（普図乱数取得処理）、その遊技情報を保留データ（普図作動保留球）として、
最大保留記憶数（ここでは、４個）まで保留記憶する（普図保留記憶処理）。そして、所
定の変動表示開始条件が成立した場合、普図作動保留球に基づく補助当り抽選を行い、そ
の補助当り抽選結果に基づく普通図柄の変動パターンの選択および普通図柄の停止表示態
様（普通停止図柄）を決定する。またここでは、普通図柄を変動表示動作させるために、
変動中であれば変動表示用のＬＥＤ表示用データを作成し、変動中でなければ、停止表示
用のＬＥＤ表示用データを作成する（普通図柄表示データ更新処理）。
【０３２４】
　次いで、普通電動役物管理処理を実行する（ステップＳ０９２）。この普通電動役物管
理処理では、普電開放遊技の実行に必要な処理を実行する。ここでは、補助当り抽選の抽
選結果が当りの場合に、普通電動役物ソレノイド４１ｃに対するソレノイド制御用データ
の設定処理を実行する。ここで設定されたソレノイド制御用データは、後述のステップＳ
１００のソレノイド管理処理にて、励磁信号に変換され、普通電動役物ソレノイド４１ｃ
に対して励磁信号が出力される。これにより、開閉蓋４７の開閉動作パターンが制御され
る。
【０３２５】
　次いで、特別図柄管理処理を実行する（ステップＳ０９３）。この特別図柄管理処理で
は、特別図柄変動表示ゲームに関する処理を実行する。この特別図柄管理処理では、主に
、先読み判定や特別図柄変動表示ゲームにおける大当り抽選を行い、その抽選結果に基づ
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いて特別図柄の変動パターン（先読み変動パターン、変動開始時の変動パターン）や特別
停止図柄などを決定する。なお、特別図柄管理処理の詳細は図１０にて後述する。
【０３２６】
　次いで、特別電動役物管理処理を実行する（ステップＳ０９５）。この特別電動役物管
理処理では、主に、大当り抽選結果に基づき、当選となった当りに応じた当り遊技の実行
制御や、大当り遊技後の移行先遊技状態の設定処理など、当り遊技に必要な処理を行う。
特別電動役物管理処理は、当選種別に応じた当り遊技を実行制御する特別遊技制御手段と
して働く。なお、特別電動役物管理処理の詳細は図１７にて後述する。
【０３２７】
　次いで、右打ち報知情報管理処理を実行する（ステップＳ０９７）。この右打ち報知情
報管理処理では、「右打ち有利」な遊技状態（当り遊技中、電サポ有り状態中（時短状態
または確変状態））下である場合に、右打ち表示装置３９ｂを点灯させるためのＬＥＤデ
ータを作成し、「左打ち有利」な遊技状態下（通常状態）である場合には、右打ち表示装
置３９ｂを消灯させるためのＬＥＤデータを作成する。
【０３２８】
　次いで、ＬＥＤ管理処理を実行する（ステップＳ０９８）。このＬＥＤ管理処理では、
普通図柄表示装置３９ａ、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂ、右打ち表示装置３９ｂなど
の各種ＬＥＤ表示装置に対する制御信号（ダイナミック点灯データ）の出力制御を実行す
る。上記普通図柄管理処理（ステップＳ０９１）、特別図柄管理処理（ステップＳ０９３
）、右打ち報知情報管理処理（ステップＳ０９７）などで作成されたＬＥＤ表示用データ
に基づく制御信号は、このＬＥＤ管理処理で出力される。
【０３２９】
　次いで、外部端子管理処理を実行する（ステップＳ０９９）。この外部端子管理処理で
は、枠用外部端子基板２１を通して、各種の外端信号を作成して、ホールコンピュータＨ
Ｃなどの外部装置に対して出力制御を実行する。
【０３３０】
　次いで、ソレノイド管理処理を実行する（ステップＳ１００）。このソレノイド管理処
理では、普通電動役物管理処理（ステップＳ０９２）や特別電動役物管理処理（ステップ
Ｓ０９４）で設定されたソレノイド制御データに基づき、普通電動役物ソレノイド４１ｃ
や大入賞口ソレノイド５２ｃに対して励磁信号の出力制御を実行する。これにより、可動
翼片４７や開放扉５２ｂを駆動制御し、下始動口３５や大入賞口５０の開閉動作を実現す
る。
【０３３１】
　次いで、全レジスタを退避して（ステップＳ１０１）、領域外プログラムに属する性能
表示モニタ処理を実行し（ステップＳ１０２）、その後、全レジスタを復帰する（Ｓ１０
３）。性能表示モニタ処理では、性能表示器９９に表示するベース値の算出や表示制御に
関しての必要な処理を実行する。
【０３３２】
　次いで、ＷＤＴのカウント値をクリアする（ステップＳ１０４）。これにより、割込み
ごとにＷＤＴがリセットされ、カウント値が初期値に戻される。
【０３３３】
　以上のステップＳ０８１～ステップＳ１０４の処理を終えると、タイマ割込処理を終了
して、次のタイマ割込みが発生するまで、主制御側メイン処理を実行する。
【０３３４】
　＜１９．特別図柄管理処理：図１０＞
　次に、図９中の特別図柄管理処理（ステップＳ０９３）について説明する。図１０は、
特別図柄管理処理の詳細を示すフローチャートである。
【０３３５】
　図１０において、ＣＰＵ２０１は、まず特図１側（上始動口３４側）に関する「特図１
始動口チェック処理」を行い（ステップＳ３０１）、続いて、特図２側（下始動口３５側
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）に関する「特図２始動口チェック処理」を実行する（ステップＳ３０２）。この特図１
始動口チェック処理と特図２始動口チェック処理の詳細は図１１にて後述する。
【０３３６】
　ステップＳ３０１～Ｓ３０２の始動口チェック処理を終えると、小当り中フラグの状態
を判定する（ステップＳ３０３）。この「小当り中フラグ」とは、小当り遊技中であるか
否かを指定するためのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）である場合には小当り
遊技中である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）である場合には小当り遊技中
ではない旨を示す。なお、本実施形態では小当りを設けていないが、以下では、当り種別
に「小当り」が含まれるものとして説明する。
【０３３７】
　上記小当り中フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）の場合（ステップＳ３０３：≠５ＡＨ）、
次いで、条件装置作動フラグの状態を判定する（ステップＳ３０４）。この「条件装置作
動フラグ」とは、大当り遊技中であるか否かを指定するためのフラグで、当該フラグがＯ
Ｎ状態（５ＡＨ）である場合には大当り遊技中である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態
（００Ｈ）である場合には大当り遊技中ではない旨を示す。
【０３３８】
　小当り遊技中（ステップＳ３０３：＝５ＡＨ）、または大当り遊技中である場合には（
ステップＳ３０４：＝５ＡＨ）、ステップＳ３０６～Ｓ３０８の特別図柄の変動表示動作
に関する処理を行わずに、そのままステップＳ３０９の特別図柄表示データ更新処理に進
む。したがって、小当り遊技中または大当り遊技中のいずれかである場合には、特別図柄
の変動表示動作は行われない。つまり、当り遊技中は、特別図柄の停止表示態様が、小当
り図柄または大当り図柄で確定表示されたまま保持される。
【０３３９】
　一方、ステップＳ３０４において、上記条件装置作動フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）の
場合（ステップＳ３０４：≠５ＡＨ）、すなわち、小当り遊技中でもなく大当り遊技中で
もない場合（ステップＳ３０３：≠５ＡＨ、かつステップＳ３０４：≠５ＡＨ）、特別図
柄動作ステータス（００Ｈ～０３Ｈ）に応じた処理を行う。なお「特別図柄動作ステータ
ス」とは、特別図柄の挙動を示すステータス値であり、このステータス値は処理状態に応
じて変更され、ＲＡＭ２０３の特別図柄動作ステータス格納領域に格納される。
【０３４０】
　ステップＳ３０５の特別図柄動作ステータス分岐処理では、上記特別図柄動作ステータ
スが「待機中（００Ｈ、０１Ｈ）」「変動中（０２Ｈ）」「確認中（０３Ｈ）」のいずれ
のステータス値であるかに応じてステップＳ３０６～Ｓ３０８のいずれかの処理を実行す
る。具体的には、特別図柄動作ステータスが「待機中（００Ｈ、０１Ｈ）」である場合に
は、特別図柄変動開始処理（ステップＳ３０６）を、「変動中（０２Ｈ）」である場合に
は、特別図柄変動中処理（ステップＳ３０７）を、「確認中（０３Ｈ）」である場合には
、特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）を実行する。ここで上述の「待機中」と
は、特別図柄の挙動が次回変動のための待機状態である旨を示し、「変動中」とは特別図
柄の挙動が変動（変動表示）中である旨を示し、上記「確認中」とは特別図柄の変動が終
了して停止（確定）表示中（特別図柄確認時間中）である旨を示す。これらの処理により
、特別図柄の変動表示動作（変動開始および変動停止を一セットする表示動作）が実現さ
れることになる。なお、本発明と関連の深い、特別図柄変動開始処理（ステップＳ３０６
）と、特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）とについての詳細は、それぞれ図１
２、図１６Ａ～図１６Ｂにて後述する。
【０３４１】
　上記ステップＳ３０６～Ｓ３０８のいずれかの処理を終えると、後述のステップＳ３０
９の特別図柄表示データ更新処理を行う。この特別図柄表示データ更新処理では、特別図
柄が変動中であるか否かを判定し、変動中であれば、所定時間毎に点滅を繰り返す特別図
柄のデータ（変動中の７セグ点滅表示用データ）を作成し、特別図柄が変動中でなければ
、停止表示用のデータ（停止表示中の７セグ点滅表示用データ）を作成する。ここで作成
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した特別図柄の表示データは、図９のＬＥＤ管理処理（ステップＳ０９８）でＬＥＤデー
タとなって出力され、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂにおける特別図柄の変動表示およ
び停止表示が実現される。特別図柄表示データ更新処理を終えると、特別図柄管理処理を
抜けて、図９のステップＳ０９５の特別電動役物管理処理を実行する。
【０３４２】
　＜１１．特図１始動口チェック処理：図１１＞
　図１１を参照して、特図１始動口チェック処理（図１０のステップＳ３０１）について
説明する。図１１は、特図１始動口チェック処理の詳細を示すフローチャートである。こ
の特図１始動口チェック処理は、所定の始動条件の成立に基づいて実行される入賞時処理
としての役割を果たし、主に、上始動口３４に遊技球が入賞したときの保留記憶に関する
処理や、先読み判定に関する処理を中心に構成される。なお、特図１始動口チェック処理
と特図２始動口チェック処理とは、その処理内容が、特図１側に関するものであるか、そ
れとも特図２側に関するものであるかの違いだけで、実質的には、同じ処理内容である。
したがって、ここでは、重複記載を避けるために、特図１始動口チェック処理に着目して
説明する。
【０３４３】
　図１１において、ＣＰＵ２０１は、まず上始動口３４において入賞（入賞球）を検出し
たか否かを判定する（ステップＳ３１１）。
【０３４４】
　上始動口３４（特図１側始動口）の入賞を検出した場合（ステップＳ３１１：ＹＥＳ）
、特図１作動保留球数が４以上であるか否か判定する（ステップＳ３１２）。すなわち、
特図１作動保留球数が最大保留記憶数（ここでは、４個）未満であるか否かを判定する。
なお、上始動口３４の入賞検出がなかった場合は（ステップＳ３１１：ＮＯ）、何もしな
いで特図１始動口チェック処理を抜ける。
【０３４５】
　特図１作動保留球数が４以上である場合、つまり、最大保留記憶数を超えるオーバー入
賞が発生した場合（ステップＳ３１２：ＹＥＳ）、オーバー入賞を指定するオーバー入賞
コマンド（特図１の場合はＢ００６Ｈ、特図２の場合はＢ１０６Ｈ）を演出制御部２４に
送信する（ステップＳ３２４）。一方、特図１作動保留球数が４以上でない場合、つまり
４未満の場合は（ステップＳ３１２：ＮＯ）、特図１作動保留球数に１加算（＋１）して
（ステップＳ３１３）、ステップＳ３１４の処理に進む。
【０３４６】
　ステップＳ３１４の処理に進むと、今回発生した特図１作動保留球に係る特別図柄変動
表示ゲーム１に利用される各種乱数を取得する（ステップＳ３１４）。具体的には、各種
の乱数カウンタから大当り判定用乱数、特別図柄判定用乱数、変動パターン用乱数の現在
値を取得し、その取得した乱数値を領域内ＲＡＭの保留記憶エリアに格納する。この保留
記憶エリアは、図柄変動表示ゲームに係る所定の遊技情報を作動保留球（保留データ）と
して記憶する領域であり、この保留記憶エリアには、保留データとしての上記の各種乱数
値が特別図柄１の変動表示動作に供されるまで（特別図柄変動表示ゲーム１実行時まで）
、始動条件の成立順（入賞順）に保留記憶されていく。なお、上記保留記憶エリアには、
特別図柄１側と特別図柄２側とに対応した保留記憶エリア（特別図柄１に対応する特図１
保留記憶エリア（第１の保留記憶エリア）と、特別図柄２に対応する特図２保留記憶エリ
ア（第２の保留記憶エリア））とが設けられており、それぞれ最大作動保留球数分の保留
データを格納可能となっている。
【０３４７】
　次いで、上記「保留加算コマンド」の下位バイト側（ＥＶＥＮＴ）に相当するコマンド
データ（入賞コマンド１）に、先読み判定を禁止する先読み禁止データ（ＥＶＥＮＴ：「
９ＦＨ」）を取得し（ステップＳ３１５）、続いて、「先読み禁止条件」が成立している
か否かを判定する（ステップＳ３１６）。この「先読み禁止条件」とは、特図１始動口チ
ェック処理中の場合は特図１作動保留球側を対象とした先読み判定を禁止（先読み予告を
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禁止）する条件（特図１先読み禁止条件）であり、特図２始動口チェック処理中（不図示
）の場合は、特図２作動保留球側を対象とした先読み判定を禁止（先読み予告を禁止）す
る条件（特図２先読み禁止条件）である。本実施形態では、特図１作動保留球よりも特図
２作動保留球が高確率で発生しうる「電サポ有り状態を伴う遊技状態（時短状態や確変状
態）」であれば‘特図１先読み禁止中’とし、逆に、特図２作動保留球よりも特図１作動
保留球が高確率で発生しうる「電サポ無し状態を伴う遊技状態（通常状態や潜確状態）」
であれば‘特図２先読み禁止中’としている。したがって、ステップＳ３１６の判定処理
では、現在の遊技状態が、時短状態または確変状態である場合、特図１先読み禁止条件成
立中として、その判定結果が‘ＹＥＳ’となる。また、先読み禁止条件として、特定の遊
技モード中（たとえば、前兆モード中）の場合を先読み禁止とすることもできる。
【０３４８】
　ここで本実施形態では、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）種別により、現在の遊
技モードを特定可能であるため（図２８のＴｃｏｄｅの欄参照）、遊技モードを判定する
場合は、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）の値を判定すればよいが、変動パターン
選択モード（Ｔｃｏｄｅ）とは別途に、各遊技モード自体を識別可能な識別子（たとえば
、遊技モード判定番号ＹＭ）を設けて、これにより、現在の遊技モードを判定してもよい
。たとえば、一般モードに属する遊技モードに「一般モードＡ」と「一般モードＢ」とを
設けた場合、これらは変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）が同一であるが、遊技モー
ドとしては別の遊技モードとして管理したいケースである。いずれにしても、現在の遊技
状態（内部遊技状態または遊技モード）に基づく何らかの処理を行う場合（遊技状態に関
する情報が必要となる遊技処理を行う場合）、現在の内部遊技状態、現在の変動パターン
選択モード、または現在の遊技モードを識別可能な識別子（遊技状態判定番号ＹＪ、変動
パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ、前述の遊技モード判定番号ＹＭなど）の１または複数
の識別子を適宜用い、遊技動作を処理可能な構成とすればよい。本実施形態では、変動パ
ターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）の値により、遊技モードが特定可能であるものとして説
明する。
【０３４９】
　特図１先読み禁止条件が成立している場合（ステップＳ３１６：ＹＥＳ）、先読み判定
に関する処理（ステップＳ３１７～Ｓ３２１）をスキップし、後述のステップＳ３２２の
処理に進む。この場合、今回の特図１作動保留球を対象とした先読み判定が実行されず、
先読み禁止データ（ＥＶＥＮＴ：「９ＦＨ」）を持つ保留加算コマンドが作成されること
になる（後述のステップＳ３２２参照）。これにより、今回の作動保留球の先読み予告の
実行が禁止状態に制御される（今回の作動保留球を対象とする先読み予告が実行されない
）。
【０３５０】
　特図１先読み禁止条件が成立していない場合（ステップＳ３１６：ＮＯ）、次いで、設
定エラーフラグがＯＮ状態（５ＡＨ）であるか否かを判定する（ステップＳ３１７）。設
定エラーフラグがＯＮ状態である場合（ステップＳ３１７：＝５ＡＨ）、すなわちＲＡＭ
エラー（設定異常エラー）が生じている場合、先読み判定に関する処理（ステップＳ３１
７～Ｓ３２１）をスキップし、後述のステップＳ３２２の処理に進む。この場合も今回の
作動保留球を対象とした先読み判定が実行されず、先読み禁止データ（ＥＶＥＮＴ：「９
ＦＨ」）を持つ保留加算コマンドが作成されて、これにより先読み予告は実行されない。
換言すれば、上記先読み禁止データ（９ＦＨ）は、先読み判定に関する処理（ステップＳ
３１８～Ｓ３２１）が未実行であることを指定するデータともいえる。
【０３５１】
　設定エラーフラグがＯＮ状態でない場合（ステップＳ３１７：≠５ＡＨ）、「設定値コ
マンド」を送信した後、乱数判定処理を実行する（ステップＳ３１８）。この乱数判定処
理は、‘先読み判定’処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留
球が変動表示動作に供される際に実行される「変動開始時の当落抽選（後述の図１２のス
テップＳ４１０）」を事前に判定する‘先読み当落判定’を行う。
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【０３５２】
　（設定値コマンド）
　上記「設定値コマンド」は、現在の設定値を特定可能な情報が含まれ演出制御部２４側
にて、当該設定値に基づく予告演出（後述の設定示唆演出）を現出制御する際に利用され
る。この設定値コマンドは、始動口チェック処理にて、作動保留球が発生するごとに送信
されるようになっている。これにより、演出制御部２４側では、正しい設定値情報に基づ
き、作動保留球に係る予告演出（たとえば、先読み予告演出に関連する設定示唆演出）を
現出制御可能となっている。
【０３５３】
　ステップＳ３１８の乱数判定処理では、まず「当り乱数判定テーブル（図示せず）」を
取得し、大当り判定用乱数値を取得する。そして、取得した大当り判定用乱数値と当り乱
数判定テーブルとに基づき、今回の作動保留球を対象とした当落抽選（先読み当落判定）
を実行し、その抽選結果（先読み当落結果）を取得する。
【０３５４】
　上記当り乱数判定テーブルには、特図１作動保留球（特別図柄変動表示ゲーム１）と特
図２作動保留球（特別図柄変動表示ゲーム２）のそれぞれに対応した当り乱数判定テーブ
ル（特図１用当り乱数判定テーブル、特図２用当り乱数判定テーブル）が設けられている
。特図１始動口チェック処理中においては「特図１用当り乱数判定テーブル」が、特図２
始動口チェック処理中においては「特図２用当り乱数判定テーブル」が参照される。この
当り乱数判定テーブルは、後述の「特別電動役物作動判定用乱数判定処理（図１２のステ
ップＳ４１０）」において、当落抽選を行う際にも利用される。
【０３５５】
　これらの当り乱数判定テーブルには、大当り抽選確率状態（高確率と低確率）別に、当
落種別（大当りか、小当りか、ハズレかの別）を決定するための判定領域（判定値）と、
大当り判定用乱数値（大当り判定用乱数の大きさ：６５５３６）とが関連付けて定められ
ており、具体的には、大当り判定用乱数値がいずれの判定値に属するか否かにより、当落
種別が決定されるようになっている。
【０３５６】
　本実施形態の場合、上記当り乱数判定テーブルには、設定値（設定１～６）ごとに対応
した当り判定テーブル（設定１～６に応じて、少なくとも大当りの抽選確率がそれぞれ異
なるテーブル）が設けられている。また本実施形態の場合、低確率時の大当り抽選確率に
対する高確率時の大当り抽選確率の割合は（確率上昇割合：高確率／低確率）、各設定値
において同一であり、その割合は１０を超えない値に設定されている。たとえば、設定６
「低確率時１／１８９、高確率時１／６３」、設定５「低確率時１／１９８、高確率時１
／６６」、・・・、設定２「低確率時１／２３１、高確率時１／７７」、設定１「低確率
時１／２４０、高確率１／８０」で、大当りに当選するようになっている。なお、確率上
昇割合は、各設定値で異なっていてもよい。
【０３５７】
　上記したステップＳ３１８の乱数判定処理を終えると、次いで、特別停止図柄データ作
成処理を実行する（ステップＳ３１９）。この特別停止図柄データ作成処理は、‘先読み
判定’処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留球が変動表示動
作に供される際に実行される「変動開始時の図柄抽選（後述の図１２のステップＳ４１１
）」を事前に判定する‘先読み図柄判定’を行う。
【０３５８】
　上記特別停止図柄データ作成処理では、ステップＳ３１８で得られた先読み当落結果と
、今回の処理対象の特別図柄種別（特図１、特図２の別）とに応じた「図柄テーブル（図
示せず）」を選択する。そして、ステップＳ３１４で得られた特別図柄判定用乱数値を取
得して、選択した図柄テーブルと、取得した特別図柄判定用乱数値とに基づき、今回の作
動保留球を対象とした図柄抽選（先読み図柄判定）を実行し、その抽選結果（先読み図柄
結果）を取得する。
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【０３５９】
　上記「図柄テーブル」には、大当り種別、小当り種別、ハズレ種別を決定するための「
大当り図柄テーブル」、「小当り図柄テーブル」、「ハズレ図柄テーブル」が含まれ、各
図柄テーブルが特別図柄種別に対応して設けられている。これらの図柄テーブルは、後述
の特別停止図柄作成処理（図１２のステップＳ４１１）において、変動開始時の図柄抽選
を行う際にも利用される。
【０３６０】
　図柄テーブルには、当選種別（図柄種別）を決定するための判定領域（判定値）と、特
別図柄判定用乱数値（たとえば、特別図柄判定用乱数値の大きさ：２００）とが関連付け
て定められており、具体的には、特別図柄判定用乱数値がいずれの判定値に属するか否か
により、所定の図柄抽選率に従い、当選種別が決定され、その抽選結果を示すデータとし
て、特別図柄判定データおよび特別停止図柄番号が取得される。なお本実施形態では、大
当りの場合には、図４の図柄抽選率に従いいずれかの大当りが決定される。また、図示し
ていないが、特図１側のハズレ種別にはハズレＡとハズレＢとが設けられており、その図
柄抽選率は、ハズレＡは９５％、ハズレＢは５％となっている。ハズレＢが選択された場
合は、Ｎリーチ以外のリーチ（たとえば、ＳＰリーチ以上のリーチ）が高確率で選択され
るようになっている（図２６参照）。また、特図２側のハズレ種別は、ハズレＡの１種類
である。なお、ハズレの種類は特に制限されず、１または複数設けることができる。
【０３６１】
　上記「特別図柄判定データ」とは、当選種別（当選の種類：大当り種別、小当り種別、
およびハズレ種別）を識別するデータであり、具体的には、当り種別（確変大当り１～７
、時短大当り１～２）と図示しないハズレ種別（ハズレＡ、ハズレＢ）のいずれに当選し
たのかを識別するためのデータである。この特別図柄判定データは、当選種別情報が必要
とされる処理（たとえば、後述の図１２のステップＳ４１２の遊技状態移行準備処理、ス
テップＳ４１３の特別図柄変動パターン作成処理、大当り遊技の実行制御に関する処理（
図１７の特別電動役物管理処理）などにおいて利用される。また上記の「特別停止図柄番
号」とは、特別図柄表示装置に停止表示する特別停止図柄態様を指定するデータであり、
主制御部２０側において特別図柄の停止図柄種を特定する際に利用される。なお、普通図
柄についても特別図柄と同じように、普通図柄判定データや普通停止図柄番号が設けられ
ている。
【０３６２】
　なお、全設定で共通の図柄テーブルを定めてもよいが、設定に応じた図柄テーブルを定
めてもよい。たとえば、下記（Ａ）（Ｂ）のように構成することができる。
　（Ａ）各設定値の一部または全部において、１または複数の当選種別の図柄選択率が異
なる。たとえば、確変大当り１の図柄抽選率を、設定値が高いほど相対的に高確率となる
ように定めることができる。
　（Ｂ）各設定値の全部または一部において、確変突入率（少なくとも高確率状態を伴う
大当り（確変大当りおよび／または潜確大当り）の合算図柄抽選率）が異なる。たとえば
、特図１側の確変突入率が５０％（図４の確変大当り１～３の図柄抽選確率参照）である
が、たとえば、設定１～６の確変突入率を、たとえば「４０％、４２％、４４％、４６％
、４８％、５０％」という具合に、という具合に、設定値が高いほど相対的に高確率（確
変に突入し易い）となるように定めることができる。また、時短突入率（時短大当りの合
算図柄選択率）についても同様である。
　いずれにしても、設定が高くなるに従い、出玉性能（機械割）が遊技者にとって有利と
なるように定めればよい。
【０３６３】
　上記したステップＳ３１９の特別停止図柄データ作成処理を終えると、次いで、始動口
入賞時乱数判定処理を実行する（ステップＳ３２０）。この始動口入賞時乱数判定処理も
‘先読み判定’処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留球が変
動表示動作に供される際の「変動開始時の変動パターン」を事前に判定する‘先読み変動



(72) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

パターン判定’を行う。具体的には、後述の図１２に示す「特別図柄変動パターン作成処
理（ステップＳ４１３）」の結果を先読み判定する。
【０３６４】
　詳しくは、上記特別停止図柄データ作成処理（ステップＳ３１９）で得られた先読み図
柄判定の結果（少なくとも乱数判定処理（ステップＳ３１８）で得られた当落抽選結果）
と、ステップＳ３１４で取得した変動パターン用乱数（乱数値の大きさ：１００００）と
を利用し、今回の作動保留球に係る「変動開始時の変動パターン」を先読み判定する。な
お、先読みパターン判定は、変動開始時の変動パターンを事前に判定するものであるため
、変動開始時に利用される変動パターン振分テーブルと基本的構成を同じにする別途設け
た「先読み判定テーブル」を参照して行う。ただし本実施形態の場合は、プログラム容量
の軽減を図るべく、図２４～図２７に示す変動パターン振分テーブルが「入賞時（先読み
判定時）・変動開始時兼用」として設けられており、入賞時および変動開始時の双方にお
いて、当該変動パターン振分テーブルを参照し、ステップＳ３１４の処理で取得された変
動パターン用乱数値に基づき、変動開始時の変動パターンを先読み判定する。
【０３６５】
　変動開始時の変動パターンに関する先読み判定について、図２４の「当り変動パターン
振分テーブル」を用いて説明する。図２４に示す「確」の表記は確変大当り、「時」の表
記は時短大当りを意味し、「確１、２、３、４、５、６、７」の表記は確変大当り１～７
、「時１、２」は時短大当り１、２を意味する。図２４を参照して、たとえば、今回の先
読み図柄結果が「確変大当り１（確１）」であり、現在の遊技状態（変動パターン選択モ
ードＴｃｏｄｅが「一般モード（００Ｈ）」であり、変動パターン用乱数が「通常変動直
撃当り」の判定値（判定領域０～４９）に属する値である場合は、図示のＥＶＥＮＴ１「
２１Ｈ」が取得される（“通常変動直撃当り”のＥＶＥＮＴ１の欄を参照）。なお、図示
のアラビア数字は判定値（判定領域の大きさ）を示し（図２５～図２７も同様）、たとえ
ば、変動パターン用乱数が判定値０～４９に属する場合は「通常変動直撃当り」が選択さ
れ（選択率：５０／１００００）、判定値５０～１２９に属する場合は「通常中Ｎリーチ
Ｂ」が選択され（選択率：８０／１００００）、判定値１３０～２０９に属する場合は「
通常中ＳＰリーチＡ」が選択され（選択率：８０／１００００）、・・・、判定値９８５
０～９９９９に属する場合は「特殊リーチ」が選択される（選択率：１５０／１００００
）ようになっている。
【０３６６】
　上記「ＥＶＥＮＴ１」は、保留加算コマンドの作成に利用されるデータ（入賞コマンド
データ１）であり、保留加算コマンドの２バイト目（下位バイト）のデータである。これ
により、ステップＳ３１５で取得された先読み禁止データ「９ＦＨ」が、本処理にて、先
読み変動パターンの内容を特定するデータ値に更新され、先読み変動パターンが指定され
る。なお、保留加算コマンドの１バイト目（上位バイト）のデータ（作動保留球数に関す
るデータ）は、後述のステップＳ３２２において取得される。
【０３６７】
　なお、先読み変動パターン判定では、先読み判定時の作動保留球数は考慮されない。そ
の理由は、次の通りである。変動開始時の変動パターンの判定段階では作動保留球数を考
慮して変動パターン決定されるようになっている（たとえば、図２６～図２７の作動保留
球数の欄参照）。しかし、先読み判定時においては、先読み判定時の作動保留球数が変動
開始時の作動保留数と必ずしも一致しないため、正確な変動開始時の変動パターン（詳細
パターン）を判定することができない。したがって、先読み変動パターン判定では、先読
み判定時の作動保留球数は考慮せずに、変動開始時の変動パターンの骨子となる変動パタ
ーン種別（基本パターン）について判定する。たとえば、図２６に示す「ハズレ変動パタ
ーン振分テーブル」の通常変動４ｓ～通常変動１２ｓ、通常中ＮリーチＡの欄を参照すれ
ば、変動開始時には、通常変動４ｓ～通常変動１２ｓのいずれの通常変動であるか、また
は通常中ＮリーチＡを特定するために、それぞれ異なるデータ（ＣＯＭ２（変動パターン
指定コマンドデータ）の欄参照）が取得されるが、先読み判定時では作動保留球数によら
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ず、通常変動４ｓ～通常変動１２ｓと通常中ＮリーチＡとが共通のデータ（ＥＶＥＮ１「
０１Ｈ」）が取得される。
【０３６８】
　ステップＳ３２０の始動口入賞時乱数判定処理を終えると、次いで、現在の作動保留球
数および特別図柄種別に基づき、上位バイト側の入賞コマンドデータ２（ＭＯＤＥ）を取
得する。ここでは、特図１作動保留球１個～４個に応じて「Ｂ６Ｈ～Ｂ９Ｈ」、特図２作
動保留球１個～４個に応じて「ＢＢＨ～ＢＥＨ」が取得される。
【０３６９】
　そして、取得した入賞コマンドデータ２（ＭＯＤＥ：作動保留球数（今回発生した作動
保留球を含む現存の作動保留球数）および特別図柄種別情報）と、下位バイト側の上記入
賞コマンドデータ１（ＥＶＥＮＴ：先読み変動パターン情報）とに基づいて、「保留加算
コマンド」を作成し（ステップＳ３２２）、これをＲＡＭ２０３に格納することなく（以
後、保留加算コマンドに関するデータは不必要のため）、演出制御部２４に送信する（ス
テップＳ３２３）。なお、本実施形態では、先読み変動パターン情報と、先読み判定時の
作動保留球数（作動保留球数および特別図柄種別情報）とを１つのコマンド（保留加算コ
マンド）で送信する構成となっているが、本発明はこれに限られない。先読み変動パター
ン情報と、作動保留球数および特別図柄種別情報と、別々のコマンドで送信してもよい。
具体的には、先読み変動パターン情報を特定可能な第１コマンド（入賞時コマンド）と、
作動保留球数および特別図柄種別情報を特定可能な第２コマンド（保留加算コマンド）と
を送信する構成としてもよい。この場合、演出制御部２４は第１コマンドと第２コマンド
とを受信した場合に先読み予告に関する演出処理（後述の先読み予告抽選など）を実行可
能な構成とすればよい。
【０３７０】
　なお、先読み禁止中である場合や設定値データに異常が発生した場合は、先読み禁止デ
ータ「９ＦＨ」がそのまま維持されるため、「先読み禁止データ」を持つ保留加算コマン
ドが演出制御部２４に送信されることになる（ステップＳ３１５→Ｓ３２２またはＳ３１
６→Ｓ３２２の処理ルート参照）。
【０３７１】
　上記保留加算コマンドが主制御部２０から送信されると、これを受けた演出制御部２４
は、その保留加算コマンドに含まれる情報が、「先読み禁止指定以外」であれば、先読み
予告の実行可否に関する抽選（先読み予告抽選）を行い、これに当選した場合には、先読
み予告の演出シナリオを作成し、そのシナリオに基づいて、今回の作動保留球を対象とす
る先読み予告を現出制御する。一方、「先読み禁止指定」であれば、先読み予告抽選を実
行せずに、或いは、先読み予告抽選を実行するがその抽選結果を強制的にハズレとして処
理し、先読み予告の発生を禁止する。この実施形態では、先読み禁止中の場合か、または
設定異常エラーが生じている場合のいずれも、先読み禁止指定の保留加算コマンドを送信
する構成となっているが、その理由は下記の通りである。
【０３７２】
　本実施形態の場合、設定異常エラーが生じても遊技動作を強制的に停止制御することは
しない。その理由は第１に、設定異常エラーの解消は、既に説明したように、設定変更操
作を行うことにより解消されるが、営業中の設定変更操作は、法的要請の観点から射幸心
煽る事項として禁止事項に該当する可能性が高い。第２に、設定異常エラーが生じた際、
直ちに遊技動作処理を強制的に停止させてしまうと、突然の遊技停止に、遊技者が不信感
を抱いてしまう。たとえば、仕掛り中の図柄変動表示ゲームが正常動作時に実行されたも
のである場合や、大当り遊技中の場合などに、偶々、設定異常エラーが発生して、直ちに
遊技ができない状態に制御してしまうと、遊技者が本来得られるべき利益が消失してしま
い、遊技者の不信感を招く。このような事情を考慮し、設定異常エラーが発生した場合は
エラー報知を行うに止めて、遊技進行自体は条件付きであるが、そのまま進行させる。「
条件付きであるが」と表現したのは、設定異常エラーが発生した場合には、先読み予告を
禁止したり、図柄変動表示ゲームの結果を強制的にハズレとするからである（図１１のス
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テップＳ３１７（＝５ＡＨ）、後述の図１２のステップＳ４０９（＝５ＡＨ）の処理ルー
ト参照）。
【０３７３】
　以上により、特図１始動口チェック処理を抜けて、続いて、特図２始動口チェック処理
（ステップＳ３０２）を実行する。
【０３７４】
　＜２１．特別図柄変動開始処理：図１２＞
　次に、図１０中の特別図柄変動開始処理（ステップＳ３０６）について説明する。図１
２は、特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。
【０３７５】
　図１２において、ＣＰＵ２０１は、まず特図２作動保留球数がゼロか否かを判定し（ス
テップＳ４０１）、特図２作動保留球数がゼロでない場合には（ステップＳ４０１：ＮＯ
）は、特図２作動保留球数対象とした変動開始時の処理（ステップＳ４０３～Ｓ４１６）
を実行する。一方、特図２作動保留球数がゼロの場合には（ステップＳ４０１：ＹＥＳ）
、続いて特図１作動保留球数がゼロか否かを判定し（ステップＳ４０２）、特図１作動保
留球数がゼロでない場合には（ステップＳ４０２：ＮＯ）は、特図１作動保留球数を対象
とした変動開始時の処理（ステップＳ４０３～Ｓ４１６）を実行する。このステップＳ４
０１とＳ４０２の処理により、特図１作動保留球と特図２作動保留球のどちらを優先的に
変動表示動作に供するか（どちらの作動保留球を消化していくか）の「優先変動順位」が
定まる。本実施形態では、特図１作動保留球と特図２作動保留球の双方に作動保留球が存
在する場合、特図２作動保留球を優先的に消化させる。
【０３７６】
　なお、特図２作動保留球数と特図１作動保留球数の双方の作動保留球数がゼロである場
合（ステップＳ４０１：ＹＥＳ、かつステップＳ４０２：ＹＥＳ）、「作動保留球なし」
の状態となる。この「作動保留球なし」の状態は、特別図柄が待機中であり、かつ保留記
憶無しの状態となった場合である。そこで「作動保留球なし」になった場合は、ステップ
Ｓ４１７に進み、特別図柄動作ステータスが上記「作動保留球なし」の状態を示す「待機
中（００Ｈ）」であるか否かを判定する（ステップＳ４１７）。
【０３７７】
　上記「作動保留球なし」の状態となったときの特別図柄動作ステータスが「待機中（０
１Ｈ）」であった場合には（ステップＳ４１７：ＮＯ）（後述の図１６Ａの特別図柄確認
時間中処理中のステップＳ４７２参照）、特別図柄動作ステータスを「待機中（００Ｈ）
」に切り替える（ステップＳ４１８）。そして、演出制御コマンドとして、客待ち中コマ
ンド（ＢＡ０４Ｈ）を演出制御部２４に送信して（ステップＳ４１９）、特別図柄変動開
始処理を抜ける。演出制御部２４が上記客待ち中コマンドを受信した場合、所定の実行条
件に基づき、遊技機１に係る遊技の説明やその紹介（デモンストレーション）のためのデ
モムービーが流れる「客待ち演出（デモ表示）」を現出させる。具体的には、客待ち中コ
マンドを受信した後、遊技が開始されずに、つまり作動保留球が発生せずに（保留加算コ
マンドを受信することなく）、所定時間（たとえば、１８０秒）が経過した場合、客待ち
演出を現出させる。客待ち演出開始までの待機時間（１８０秒）が経過するまでは、今回
の図柄変動表示ゲームの終了後に停止した装飾停止図柄の表示状態が引き続き表示され、
装飾ランプ４５は所定の発光パターンで発光し、スピーカ４３は、消音状態（所定の音演
出を実行していてもよい）とする「デモ開始待ち演出」が現出され、客待ち演出開始まで
この状態が維持される。また、演出制御部２４は、客待ち演出（デモ表示）の開始後、所
定の移行条件（節電モード移行条件）を満たした場合に、客待ち演出を終了して「節電モ
ード」に移行させる。この実施形態の場合、客待ち演出（デモ表示）の開始後、作動保留
球が発生せず、かつメニュー画面（遊技設定画面）に切り替わることなく、所定時間（た
とえば、１２０秒）が経過した場合、演出モードを節電モードに移行させ、液晶表示装置
３６に節電用画面（たとえば、液晶画面に「節電中です」の文字表示）を表示させ、装飾
ランプ４５やその他の演出用ＬＥＤの一部またはすべてを消灯させるように制御する（節
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電制御）。
【０３７８】
　特図１作動保留球数または特図２作動保留球数がゼロでない場合（ステップＳ４０１：
ＮＯまたはＳ４０２：ＮＯ）、ステップＳ４０３～Ｓ４１６を順次実行していく。なお、
以下に説明するステップＳ４０３～Ｓ４１６の処理の仕方については、特図１作動保留球
を対象とするか、特図２作動保留球を対象とするかの違いだけで、その内容は実質的には
同じである。したがって重複記載を避けるため、特に必要が無い限り、どちらの作動保留
球を対象とした処理であるかを区別せずに説明していく。
【０３７９】
　ステップＳ４０３に進むと、今回の変動表示動作に供する特図側の作動保留球数を１減
算し（ステップＳ４０３）、減算後の作動保留球数情報を含む「保留減算コマンド」を演
出制御部２４に送信する（ステップＳ４０４）。
【０３８０】
　次いで、特別図柄作動確認データを格納する（ステップＳ４０５）。この特別図柄作動
確認データは、今回の変動開始側の特別図柄種別を指定する情報であり、特図１が変動開
始側であるならば「００Ｈ」を、特図２が変動開始側であるならば「０１Ｈ」を特別図柄
作動確認データに格納する。
【０３８１】
　次いで、ＲＡＭ２０３の保留記憶エリアに格納されている保留データをシフトして（ス
テップＳ４０６）、保留４記憶エリアをゼロクリアする（ステップＳ４０７）。このステ
ップＳ４０６～Ｓ４０７の処理では、保留記憶数ｎ＝１に対応する保留記憶エリア（保留
１記憶エリア）に格納されている保留データを読み出し、領域内ＲＡＭの判定用乱数記憶
エリアに格納するとともに、保留ｎ記憶エリア（ｎ＝２、３、４）に対応する保留記憶エ
リアに格納されている保留データを、それぞれ‘ｎ－１’に対応する保留記憶エリアに格
納し（ステップＳ４０６）、保留４記憶エリアをクリアして空き領域を設ける（ステップ
Ｓ４０７）。これにより、特別図柄変動表示ゲームの開始順番は、作動保留球数ｎ（ｎ＝
１、２、３、４）の順番と一致し、始動口入賞時に取得された作動保留球がいずれの保留
記憶エリアに対応するものであるかが特定されるとともに、新たな作動保留球の保留記憶
が可能となっている。
【０３８２】
　次いで、遊技状態情報送信処理を実行する（ステップＳ４０８）。遊技状態情報送信処
理では、「遊技状態指定コマンド」を演出制御部２４に送信する。ここでの遊技状態指定
コマンドには、ゲーム開始時の遊技状態を特定可能な遊技状態情報が含まれる。演出制御
部２４は、遊技状態指定コマンドを受信すると、これに含まれる情報に基づき、遊技状態
を把握し、主制御部２０側で管理される遊技状態と整合性を保つ形で演出モードを管理す
る。遊技状態指定コマンドに含ませる遊技状態情報は、目的の遊技処理を行う際に最低限
必要な情報であればよく、たとえば、「内部遊技状態（遊技状態判定番号ＹＪ）」および
／または「変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ」を含む情報とすることができる。また
、遊技状態指定コマンドとして、遊技状態判定番号ＹＪを特定可能な「内部遊技情報コマ
ンド」および／または変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）を特定可能な「振分モード
指定コマンド」を送信可能な構成とすることができる。
【０３８３】
　またここでは、必要に応じて、特別図柄時短回数カウンタに関する情報（時短回数情報
）を含む「時短回数コマンド」と、特別図柄確変回数カウンタに関する情報（ＳＴ回数情
報）を含む「ＳＴ回数コマンド」が送信される。演出制御部２４は、これらのコマンドに
含まれる情報に基づいて、残り時短回数や残りＳＴ回数を把握し、その残り時短回数また
は残りＳＴ回数を演出的に報知する「残余回数表示演出（たとえば、カウントダウン表示
）」を現出制御可能に構成されている。具体的には、残余回数表示演出として、時短モー
ド中であれば「残余時短回数表示演出」を現出させ、ＳＴモード中であれば「残余ＳＴ回
数表示演出」を現出させる。なお、本処理で送信される時短回数コマンドとＳＴ回数コマ
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ンドは、今回のゲーム分が減算されていないカウンタ値が送信されるため（カウンタ減算
処理は、ゲーム終了時に係る図１６Ａ～図１６Ｂの特別図柄確認時間中処理中（Ｓ４７９
、Ｓ４８４）で行う）、演出制御部２４が、把握したカウンタ値にデクリメント処理を適
宜に施し、残余回数表示演出を現出可能な構成となっている（後述の天井回数コマンドに
ついても同様）。ただしこの実施形態の場合、時短回数コマンドは特別図柄時短回数カウ
ンタがゼロ以外（当該時短回数カウンタ≠０）の場合に送信され、また、ＳＴ回数コマン
ドも同様に、特別図柄確変回数カウンタがゼロ以外（当該確変回数カウンタ値≠０）の場
合に送信される。勿論、カウンタ値がゼロであっても、ゼロである情報を含む時短回数コ
マンドやＳＴ回数コマンドを送信する構成としてもよい。
【０３８４】
　なお、遊技状態に応じて、時短回数コマンドだけを送るのか、ＳＴ回数コマンドだけを
送るのか、それとも双方のコマンドを送るのかを定めることができる。ただし、無限系の
天井特典が付与される場合、具体的には、時短回数の制限が無い「無限時短」や、ＳＴ回
数の制限が無い「無限確変」ないし「無限潜確」、あるいは、実質的に制限がない回数（
６５５３６回など）が設定されて時短回数やＳＴ回数が「無限回数」とみなせる無限時短
、無限確変、または無限潜確が付与される場合、その特典中に係る遊技状態（本実施形態
では、天国モード）においては、制御負担軽減のために、時短回数コマンドやＳＴ回数コ
マンドは送信しない構成としてもよい。また、大当り当選により付与される時短状態また
は確変状態が、次回大当りまで継続するものである場合も同様に、時短回数コマンド、Ｓ
Ｔ回数コマンドを送信しない構成としてもよい。
【０３８５】
　また、上記「残余回数表示演出」は、時短モード、ＳＴモード、天国モードのいずれの
遊技モードにおいても現出可能に構成することができる。なお、無限系に係る残余回数表
示演出は、残り回数が無限であること報知する演出態様が好ましい。たとえば、画像表示
演出であれば、「残り∞回」や「次回大当りまで継続」などである。
【０３８６】
　（残余天井回数表示演出について）
　また、ステップＳ４０８の遊技状態情報送信処理では、残り天井ゲーム数情報（後述の
天井カウンタに関する情報）を含む「天井回数コマンド」も送信される。演出制御部２４
は、天井回数コマンドに含まれる情報に基づいて、天井到達までの残りゲーム数を把握し
、上記「残余天井回数表示演出」を現出制御する。本実施形態の場合、この残余天井回数
表示演出は、前兆モード（前兆演出モード）中にカウントダウン表示という形で現出され
る。
【０３８７】
　上記「残余天井回数表示演出」は、天井ゲームの監視対象（カウント対象）期間の全部
または一部の期間において現出可能である。本実施形態であれば、「一般モード中」およ
び／または「前兆モード中」で現出可能である。また、通常モードで残余天井回数表示演
出を現出させる場合、一般モードと前兆モードとで、異なる演出態様とすることができる
。たとえば、一般モード中は、液晶画面の隅部に小さな表示領域に残り天井回数を報知し
（カウントダウン表示を小さく表示）、前兆モード中は、液晶画面の中央部の広い表示領
域に残り天井回数を報知（カウントダウン表示を大きく表示）することができる。
【０３８８】
　（設定値が正常時の処理ルート：Ｓ４２０を辿る処理ルート）
　次いで、設定エラーフラグがＯＮ状態（５ＡＨ）であるか否かを判定する（ステップＳ
４０９）。設定エラーフラグがＯＮ状態でない場合（ステップＳ４０９：≠５ＡＨ）、上
記「設定値コマンド」を演出制御部２４に送信し、次いで、図１３に示す天井機能管理処
理を実行する（ステップＳ４２０）。
【０３８９】
　＜１３．天井機能管理処理：図１３＞
　上記天井機能管理処理（ステップＳ４２０）について説明する。図１３は、天井機能管
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理処理（ステップＳ４２０）の詳細を示すフローチャートである。この天井機能管理処理
は、主に、天井ゲーム数までの残りゲーム数を管理する処理となっている。
【０３９０】
　図１３において、ＣＰＵ２０１は、まず、「天井カウンタ」がゼロか否かを判定する（
ステップＳ９０１）。この天井カウンタは、残り天井ゲーム数を管理（監視）するための
カウンタであり、本実施形態の場合、天井特典付与に関するデータの設定契機となるゲー
ム数を管理するためのカウンタとして利用される（後述のステップＳ９０３～Ｓ９０４（
天井フラグをＯＮ）、図１２中の遊技状態移行準備処理（ステップＳ４１２）の詳細を示
す図１５のステップＳ９１５参照）。上記「天井カウンタ」は、特定事象の実行回数また
は成立回数あるいは発生回数などをカウントするカウント手段として機能し、天井発動契
機（天井特典付与契機）の到来を監視する機能部として働く。ここでいう「特定事象」と
は、図柄変動表示ゲームの実行（当り変動またはハズレ変動）、大当りまたは小当りある
いはハズレの当選、特定の遊技状態への移行（特定の遊技モードへの移行または特定の変
動パターン選択モードへの移行、あるいは特定の内部遊技状態への移行）、大当り遊技ま
たは小当りの実行などの他、遊技に関する特定条件の成立などの特定の事象である。本実
施形態では、天井カウンタの値を監視して、天井機能発動契機の到来を判定するようにな
っている。斯様なカウント手段は、たとえば、後述の特典付与形態の変形例１、変形例２
（図３３、図３４、付与形態（α）～（μ））などにおいて、天井発動契機あるいは所定
の特典付与契機の到来を監視するための機能部として利用される。
【０３９１】
　天井カウンタがゼロである場合（ステップＳ９０１：ＹＥＳ）、何もせずにそのまま天
井機能管理処理を抜ける。上記天井カウンタに初期値がセットされるのは、上記した図８
に示す主制御側メイン処理中の領域内ＲＡＭクリア（ステップＳ０３１）によりＲＡＭク
リアされた場合や、他の遊技モードから通常モードに移行する場合、つまり内部遊技状態
が通常状態に移行する場合（後述の図１６ＢのステップＳ４８１、Ｓ４８６参照）などで
ある。
【０３９２】
　一方、天井カウンタがゼロでない場合（ステップＳ９０１：ＮＯ）、天井カウンタを１
減算し（ステップＳ９０２）、その減算結果がゼロでなければ（ステップＳ９０３：ＮＯ
）、そのまま天井機能管理処理を抜け、ゼロであれば（ステップＳ９０３：ＹＥＳ）、天
井フラグをＯＮ状態（５ＡＨ）にセットする（ステップＳ９０４）。この天井フラグは、
天井カウンタがゼロになったか否かを指定するためのフラグであり、後述のステップＳ４
１２の遊技状態移行準備処理で利用される（図１５のステップＳ９１５参照）。以上によ
り、天井機能管理処理抜ける。
【０３９３】
　再び図１２の説明に戻り、ステップＳ４２０の天井機能管理処理を終えると、次いで、
特別電動役物作動判定用乱数判定処理を実行する（ステップＳ４１０）。この特別電動役
物作動判定用乱数判定処理では、大当り判定用乱数値を利用し、今回の変動表示動作に供
される作動保留球を対象とした「変動開始時の当落抽選」を実行する。本処理の基本的な
処理手順は、既に説明した図１１のステップＳ３１８の乱数判定処理と同じ処理手順であ
るので、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。
【０３９４】
　この特別電動役物作動判定用乱数判定処理では、まず特別図柄作動確認データに基づき
、今回の処理対象側の当り乱数判定テーブル（たとえば特図１側が処理対象であれば、特
図１用の当り乱数テーブル）を取得する。次いで、上記判定用乱数記憶エリアに格納され
た大当り判定用乱数値を取得し、大当り判定用乱数値と当り乱数判定テーブルとに基づく
当落抽選を実行する。そして、その抽選結果が「大当り」当選であれば大当り判定フラグ
を「５ＡＨ」に設定し、「小当り」当選であれば小当り判定フラグを「５ＡＨ」に設定し
、「大当り」および「小当り」のいずれにも当選しなかった場合、つまり‘ハズレ’の場
合には、大当り判定フラグと小当り判定フラグの双方に「００Ｈ」を設定する。
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【０３９５】
　次いで、図１４に示す天井発動管理処理を実行する（ステップＳ４２１）。
【０３９６】
　＜１４．天井発動管理処理：図１４＞
　図１４は、図１２中の天井発動管理処理（ステップＳ４２１）の詳細を示すフローチャ
ートである。この天井発動管理処理では、天井特典付与に係る必要な設定処理を行う。
【０３９７】
　図１４において、ＣＰＵ２０１は、まず、大当り判定フラグがＯＮ状態であるか否か、
つまり、今回のゲーム結果が「大当り」であるか否かを判定する（ステップＳ９２０）。
【０３９８】
　大当り判定フラグがＯＮ状態でない場合（ステップＳ９１１：≠５ＡＨ）、次いで、天
井発動フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）であるか否かを判定する（ステップＳ９２１）。この
「天井発動フラグ」とは、天井機能を発動させるか否か（天井特典を付与するか否か）を
指定するためのフラグであり、当該フラグがＯＮ状態の場合には天井特典の付与する旨を
指定し、当該フラグがＯＦＦ状態の場合には天井特典を付与しない旨を指定する。天井発
動フラグは、後述のステップＳ４１２の遊技状態移行準備処理にて、天井カウンタがゼロ
になった場合にＯＮ状態に設定されるフラグである（遊技状態移行準備処理の詳細を示す
図１５のステップＳ９１５～Ｓ９１６参照）。この天井発動フラグがＯＮにである場合は
、今回のゲームにおいて天井発動契機が到来したと判定され（ステップＳ９２１：＝５Ａ
Ｈ）、天井特典を付与するために必要な処理（ステップＳ９２２～Ｓ９２５）が実行され
る。一方、天井発動フラグがＯＮ状態でない場合には（ステップＳ９２１：≠５ＡＨ）、
天井発動契機が到来していないとして、何もせずに天井発動管理処理を抜ける。
【０３９９】
　上記天井発動フラグがＯＮ状態である場合には（ステップＳ９２１：＝５ＡＨ）、天井
特典付与（天井発動）に必要な処理を実行する。ここではまず、後述の遊技状態移行準備
処理（ステップＳ４１２）で設定された各状態バッファの値を、対応する状態フラグおよ
びカウンタに設定する（ステップＳ９２２：状態フラグ設定処理）。これにより、指定さ
れた天井特典状態に制御される。本実施形態の場合は、有限時短（時短回数１００回の時
短状態）が指定され、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）が、前兆モードの「０１Ｈ
」から天井モードの「０６Ｈ」に更新されるようになっている。そして、天井特典付与時
の終了処理として、各々の状態バッファをクリアし（ステップＳ９２３：天井発動時の各
種設定処理）、次いで、天井フラグと天井発動フラグをＯＦＦ状態（００Ｈ）に設定する
（ステップＳ９２４～Ｓ９２５）。次いで、遊技状態情報送信処理（ステップＳ９２６）
を実行し、天井発動管理処理を抜ける。ここでの遊技状態情報送信処理では、有限時短（
時短状態）情報を含む遊技状態指定コマンドを演出制御部２４に送信する。これにより、
今回のゲーム（１０００ゲーム目）の開始とともに有限時短状態に制御され、後述の特別
図柄変動パターン作成処理（ステップＳ４１３）において天井モードに基づく特別図柄の
変動パターンが選択され、天井演出モード下における演出が現出されることになる。
【０４００】
　ステップＳ９１１の説明に戻り、大当り判定フラグがＯＮ状態の場合（ステップＳ９１
１：＝５ＡＨ）、何もせずに天井発動管理処理を抜ける。したがって、大当りに当選した
場合は、天井ゲームであっても「天井発動禁止状態」に制御され、大当りに当選した場合
の処理が優先的に実行される。したがって、天井特典が付与されるには、１０００ゲーム
間ハマったことが条件とされる。このように本実施形態では、ハマリゲーム数（ハズレの
連続回数）の監視対象遊技区間を通常モード（通常状態）の１０００ゲーム間とし、この
ゲーム間ハマった場合に天井特典を付与するようになっている。
【０４０１】
　（天井特典の発生タイミングの変形例１）
　なお、大当りに当選した場合、天井機能を禁止状態に制御せずに、天井特典を付与して
もよい。ただしこの場合は、今回のゲームに限り（１ゲーム限り）の天井特典となる。今
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回のゲーム終了後、大当り遊技が開始されるからである。しかし、１ゲーム限りの天井特
典であっても、電サポ有り状態を伴う時短状態や確変状態が付与される場合には、今回の
図柄変動表示ゲームが終了するまでの間は電サポの恩恵を受けることができる。具体的に
は、下始動口３５への入賞が容易になり、特図２側の作動保留球が発生し易くなる、とい
う利点がある。天井特典として、電サポ有り状態を伴う遊技状態を付与する場合には、今
回のゲームにおいて、少なくとも図７に示す「右打ち指示画像７７９」を現出させ、遊技
者に右打ちを促すことが好ましい。
【０４０２】
　（天井特典の発生タイミングの変形例２）
　本実施形態では、ゲーム開始を契機に天井特典を付与する構成について説明したが本発
明はこれに限らず、ゲーム終了を契機に天井特典を付与する構成であってもよい。すなわ
ち、天井ゲーム終了時を天井発動契機とする構成である。この変形例の場合、図柄変動表
示ゲームの終了後、直ちに天井特典が付与されることになる。たとえば、天井特典が有限
時短である場合、１０００ゲームの終了直後から時短状態中とすることができる。また、
天井特典が「強制当り」である場合は、１０００ゲーム終了後、強制当りによる大当り遊
技（強制当り遊技）が開始されることになる。なお、ゲーム終了時を天井発動契機とする
場合、天井発動管理処理（ステップＳ４２１）を、たとえば、図柄変動表示ゲーム終了時
の処理に係る、後述の特別図柄確認時間中処理（図１６Ｂ）中のステップＳ４９５の処理
の後で実行すればよい。
【０４０３】
　（天井特典の発生タイミングの変形例３）
　また本実施形態では、１０００ゲーム目に天井特典を付与するものと説明したが本発明
はこれに限らず、第１の付与条件が成立後、第２の付与条件が成立したことに基づき、天
井特典を付与してもよい。たとえば、１０００ゲームハマった場合（第１の付与条件が成
立）、天井特典付与権利を成立させ、所定の前兆ゲーム数の消化後に天井特典を付与する
（天井特典の付与を一旦保留し、複数ゲーム先に予定する）。この場合、複数種類の前兆
ゲーム数を設け（たとえば、１～１６ゲーム）、抽選（前兆ゲーム数抽選）により前兆ゲ
ーム数を決定することができる。抽選で前兆ゲーム数を決定する場合、全設定（設定１～
６）で、各前兆ゲーム数の抽選確率を同じにしてもよいが、設定値に応じた抽選確率を定
めることが好ましい。たとえば、設定値が高いほど相対的に少ないゲーム数が選択され易
く、設定値が低いほど相対的に多いゲーム数が選択され易いという様に、各前兆ゲーム数
の抽選確率を設定値に応じて定めれば、ゲーム数の違いによる設定推測要素を遊技者に与
えることができる。また、特定の前兆ゲーム数（たとえば、７ゲーム）が選択された場合
は、高設定確定や設定６確定などのように、設定値に応じた抽選確率を定めることができ
る。
【０４０４】
　（天井特典の発生タイミングの変形例４）
　上記の変形例３では、所定の前兆ゲーム数が消化されるまで天井特典付与権利を一旦保
留状態とする例、つまり、その権利保留期間がゲームの実行回数に依存する例について説
明した。しかし、権利保留期間がゲームの実行回数に依存するものではなく、時間経過に
依存するものであってもよい。たとえば、天井ゲームの開始時から所定時間経過した場合
、天井特典を付与するという「時限式」の天井付与形態である。具体的には、天井ゲーム
に係る図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミングで天井特典を付与する。この場合、天井
ゲームの開始時から天井特典開始までのインターバル時間を利用して、有限時短が間も無
く発生する旨を事前報知する演出、たとえば図７に示す「右打ち指示画像７７９」を現出
させて、左打ち中の遊技者に対して遊技者に右打ちを促すようにし、無駄打ちをさせない
ようにすることができる。
【０４０５】
　再び図１２の説明に戻り、ステップＳ４２１の天井発動管理処理を終えると、特別停止
図柄作成処理を実行する（ステップＳ４１１）。この特別停止図柄作成処理では、ステッ
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プＳ４１０の当落抽選結果と特別図柄判定用乱数値とを利用し、「変動開始時の図柄抽選
」を実行する。本処理の基本的な処理手順は、既に説明した図１１に示す特別停止図柄デ
ータ作成処理（ステップＳ３１９）と同じ処理手順であるので、重複記載を避けるために
適宜省略して説明する。
【０４０６】
　ここではまず、特別図柄作動確認データ（特図種別）と、上記ステップＳ４１０の当落
抽選結果とに応じた図柄テーブル（大当り図柄テーブル、小当り図柄テーブル、ハズレ図
柄テーブルのいずれか）を選択する。たとえば、特別図柄作動確認データが００Ｈ、大当
り判定フラグが５ＡＨである場合、すなわち、今回の変動開始側が‘特図１側’であり、
当落抽選結果が‘大当り’である場合には、「特図１用大当り図柄テーブル」が選択され
る。そして、上記判定用乱数記憶エリアに格納された特別図柄判定用乱数値を取得し、選
択した図柄テーブルと特別図柄判定用乱数値とに基づく図柄抽選を実行し、その抽選結果
である特別図柄判定データおよび特別停止図柄番号を、領域内ＲＡＭの対応領域にそれぞ
れ格納する。
【０４０７】
　ステップＳ４１１の特別停止図柄作成処理を終えると、次いで、遊技状態移行準備処理
を実行する（ステップＳ４１２）。
【０４０８】
　＜１５．遊技状態移行準備処理：図１５＞
　上記遊技状態移行準備処理（ステップＳ４１２）について説明する。図１５は、遊技状
態移行準備処理の詳細を示すフローチャートである。
【０４０９】
　この遊技状態移行準備処理では、大当りに当選した場合に、その大当り遊技後の移行先
遊技状態（図４参照）を指定するためのデータを所定のバッファ（状態バッファ）に格納
するための処理と（ステップＳ９１１～Ｓ９１４）、ハズレであって、天井フラグがＯＮ
状態の場合に、天井特典を指定するためのデータを所定のバッファに格納するための処理
（ステップＳ９１５、Ｓ９１６、Ｓ９１７）とに分かれている。先ず、前者の「大当りに
当選した場合」の処理内容について説明する。
【０４１０】
　（大当りに当選した場合）
　大当り判定フラグがＯＮ状態の場合（ステップＳ９１１：＝５ＡＨ）、図２２に示す「
遊技状態移行テーブル選択テーブル」を取得する（ステップＳ９１２）。次いで、取得し
た大当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルを参照して、現在の遊技状態（当選時の遊
技状態（本実施形態では、遊技状態判定番号ＹＪ））と当り種別（特別図柄判定データ）
とに応じた遊技状態移行テーブル（ＪＴＴＢＬ－１～５のいずれか）を取得し（ステップ
Ｓ９１３）、その取得した遊技状態移行テーブルに定められたデータを各種の状態バッフ
ァに格納する（ステップＳ９１４：状態バッファ設定処理）。この遊技状態移行テーブル
は、目的の遊技状態に移行させるための各種データが定められている。本実施形態に係る
遊技状態移行テーブルには、ＪＴＴＢＬ－１～５が設けられており、詳しくは、図２２に
示すように、ＪＴＴＢＬ－１は「時短Ａ」、ＪＴＴＢＬ－２は「時短Ｂ」、ＪＴＴＢＬ－
３は「確変Ａ」、ＪＴＴＢＬ－４は「確変Ｂ」、ＪＴＴＢＬ－５は「確変Ｃ」に移行させ
るための各種データが定められている。
【０４１１】
　上記状態バッファに格納された値は、後述の図１８に示す大当り終了処理（（図１７の
ステップＳ５０９、その詳細を示す図１８のステップＳ５９２参照）で読み出され、ＲＡ
Ｍ２０３の所定の記憶領域（各々の状態バッファに対応したフラグ記憶領域やカウンタ記
憶領域）に格納される。これにより、大当り遊技後の遊技状態（図４の移行先遊技状態）
が指定される。
【０４１２】
　なお、上記各種の状態バッファの役割は、下記の通りである。
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　（α）「普電役物開放延長移行状態バッファ、普通図柄時短移行状態バッファ、普通図
柄確変移行状態バッファ、特別図柄時短状態移行状態バッファ、特別図柄確変移行状態バ
ッファ」
　内部遊技状態を指定するための各機能のＯＮ／ＯＦＦの指定データが設定される。具体
的には、開放延長機能の作動状態を指定する普電役物開放延長状態フラグ、普通図柄時短
機能の作動状態を指定する普通図柄時短状態フラグ、普通図柄確変機能の作動状態を指定
する普通図柄確変状態フラグ、特別図柄時短機能の作動状態を指定する特別図柄時短状態
フラグ、特別図柄確変機能の作動状態を指定する特別図柄確変状態フラグ用のデータが設
定される。
　（β）「特別図柄時短回数カウンタバッファ」
　時短回数（電サポ回数）を指定するためのデータ（特別図柄時短回数カウンタ用のデー
タ）が設定される（図１６Ａ～図１６ＢのステップＳ４７８～Ｓ４８１参照）。
　（γ）「特別図柄確変回数カウンタバッファ」
　ＳＴ回数を指定するためのデータ（特別図柄確変回数カウンタ用のデータ）が設定され
る（図１６ＢのステップＳ４８３～Ｓ４８６参照）。
　（δ）「特別図柄変動回数カウンタ１～３バッファ」
　特定の変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）の継続回数を指定するためのデータ（特
別図柄変動回数カウンタ用のデータ）が設定される。
　（ε）「変動パターン振分指定番号１～３バッファ」
　所定の更新条件が成立した場合に、更新先となる変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ
）を指定するデータ（変動パターン振分指定番号Ｔｃｏｄｅ用のデータ）が設定される。
【０４１３】
　たとえば、現在の遊技状態が「通常状態（ＹＪ＝００Ｈ）」であり、「確変大当り２（
５Ｒ確変ＳＴ７５）」に当選した場合は、図２１に示す遊技状態移行テーブル選択テーブ
ルに基づき、「ＪＴＴＢＬ－４」、つまり、確変Ｂ用の遊技状態移行テーブル（図２２参
照）が取得される。このケースでは、普電役物開放延長移行状態バッファ～特別図柄確変
移行状態バッファにそれぞれ「５ＡＨ（ＯＮ指定）」が設定され、特別図柄時短回数カウ
ンタバッファに「１００回（電サポ回数１００回）」が設定され、特別図柄確変回数カウ
ンタバッファに「７５回」が設定される。これにより、大当り遊技後の移行先遊技状態が
「ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回」（確変状態７５回転終了後、時短状態２５回転に移
行）が指定されることになる。また遊技モード移行指定データとして、変動パターン振分
指定番号１バッファには「０２Ｈ（ＳＴ序盤指定）」が設定され、特別図柄変動回数カウ
ンタ１バッファには「２５回（ＳＴ序盤モード継続回数）」が設定され、また変動パター
ン振分指定番号２バッファには「０２Ｈ（ＳＴ中盤指定）」が設定され、特別図柄変動回
数カウンタ２バッファには「５０回（ＳＴ中盤モード継続回数）」が設定される。これに
より、「ＳＴ序盤モード２５回⇒ＳＴ中盤モード５０回⇒時短モード」という遊技モード
移行形態が指定されることになる。
【０４１４】
　（Ｓ．ＳＴ回数・時短回数の変形例：設定値に応じてＳＴ回数または時短回数が異なる
ケース）
　なお本実施形態では、同じ大当りが当選した場合に、設定値よらず同じ遊技状態移行テ
ーブルが選択されるものとして説明した。つまり、現在の設定が１～６のいずれであって
も、たとえば、確変大当り１に当選した場合には、ＪＴＴＢＬ－３により指定される確変
状態（確変Ａ（ＳＴ１００モード））に移行される。しかし本発明はこれに限らず、同じ
大当りが当選した場合であっても、設定値に応じて、ＳＴ回数の異なる確変状態に移行さ
せたり、時短回数の異なる時短状態に移行させてもよい。この場合、少なくとも上記特別
図柄確変回数カウンタおよび／または特別図柄時短回数カウンタに係るデータ値が、設定
値に応じて異なる遊技状態移行テーブルを選択可能に構成すればよい。
【０４１５】
　また上記では同じ大当りが当選したケースについて説明したが、異なる大当り同士に着
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目して次に述べる構成とすることもできる。たとえば、設定値に応じて、特定のＳＴ回数
の有無または特定の時短回数の有無を定めてもよい。具体的には、第１設定値の場合には
特定のＳＴ回数を付与する特定大当りが存在し、第２設定値の場合にはその特定大当りが
存在しないという構成とすることができる。すなわち、第１設定値の場合には大当り抽選
対象に「特定大当り」が含まれるが、第２設定値の場合には大当り抽選対象に「特定大当
り」が含まれない、という構成である。
【０４１６】
　以上のような構成とすることにより、特定の確変大当り（潜確大当りであってもよい）
や特定の時短大当りに当選した場合、下記（ＳＡ）、（ＳＢ）に述べるような遊技性を作
り出すことができる。
【０４１７】
　（ＳＡ）たとえば、特定の確変大当りに当選した場合、各設定値（設定１～６）でそれ
ぞれ異なるＳＴ回数を設定してもよいし（それぞれＳＴ回数の異なる確変状態に移行され
る）、少なくとも１の設定値において異なるＳＴ回数を設定してもよい（少なくとも１の
設定値が、他の設定値とは異なるＳＴ回数の確変状態に移行される）。代表例として、前
者の例であれば、同じ確変大当りに当選した場合に、たとえば「設定１～６のＳＴ回数を
１００回～１０５回」（ＳＴ回数に応じていずれかの設定値が判明するケース）とするこ
とができる。後者の例であれば、同じ確変大当りに当選した場合に、たとえば「設定１～
５はＳＴ回数１００回、設定６は１０１回」（ＳＴ回数１０１回消化で設定６確定のケー
ス）や、「設定１～４はＳＴ回数１００回、設定５、６は１０１回」（ＳＴ回数１０１回
消化で高設定確定のケース）、「少なくとも第１設定値はＳＴ回数１００回、第２設定値
は１０５回」などとすることができる。
　また、異なる確変大当り着目したケースであれば、たとえば「大当り抽選対象となる当
り種別のうち、第１当りに当選した場合は第１ＳＴ回数（たとえば、ＳＴ１００回）とし
、第２当りに当選した場合は第１ＳＴ回数とは異なる第２ＳＴ回数（たとえば、１０５回
）とし、第１設定値の場合には、少なくとも第２当りは含まれない」構成とすることがで
きる。
　これらの構成の場合、或る確変大当りに当選した場合に、設定値に応じてＳＴ回数が異
なるため、ＳＴ回数に応じた設定示唆を行うことが可能になる。具体的には、特定のＳＴ
回数であった場合、設定１～６のいずれかが判明したり、特定の設定値領域（低設定領域
、高設定領域、設定１否定、設定６確定など）であることが判明する。換言すれば、設定
示唆演出が持つ機能（設定示唆）を「ＳＴ回数」を利用して作り出す、といった斬新性の
ある遊技性を創出することができる。
【０４１８】
　（ＳＢ）また、特定の時短大当りに当選した場合も同様に、各設定値（設定１～６）で
それぞれ異なる時短回数を設定してもよいし、少なくとも１の設定値が異なる時短回数を
設定してもよい。また、異なる確変大当り着目したケースであれば、たとえば「大当り抽
選対象となる当り種別のうち、第１当りに当選した場合は第１時短回数（たとえば、時短
１００回）とし、第２当りに当選した場合は第１時短回数とは異なる第２時短回数（たと
えば、１０５回）とし、第１設定値の場合には、少なくとも第２当りは含まれない」構成
とすることができる。これらの場合も上述した（ＳＡ）の構成と同様に、特定の時短回数
であった場合に、設定１～６のいずれかである、あるいは特定の設定値領域（低設定領域
、高設定領域、設定１否定、設定６確定など）など、時短回数に応じた設定示唆を行うこ
とが可能になり、設定示唆演出が持つ機能（設定示唆）を「時短回数」を利用して作り出
す、といった斬新性のある遊技性を創出することができる。
【０４１９】
　なお、本例の特定の大当りは、１または複数の大当りとすることができる。なお、特定
の大当りとしては、図柄抽選率が最も低い大当り（たとえば、確変大当り１）または最も
有利度（利益状態）が低い大当りとすることが好ましい。その理由は、次に述べる通りで
ある。図柄抽選率が最も低い大当りは、中々当選することができない「レアな大当り」と
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しての位置付けである。そのため、当該大当りに当選した場合には、特典として“設定示
唆”という有利情報を遊技者に提供することが好ましい。また、最も有利度（利益状態）
が低い大当りは、苦労して大当りに当選させても利益が低く、遊技者にとり残念な大当り
となってしまい、遊技者の遊技意欲を減退させる恐れがある。そこで、当該大当りに当選
した場合には、“設定示唆”という有利情報を遊技者に提供して、遊技者の遊技意欲の減
退を防止することが好ましい。
【０４２０】
　上記（ＳＡ）の構成は、たとえば下記（ＳＡ－１）の構成とすることができる。
　（ＳＡ－１）
　始動手段が遊技球を検出したことを契機に、複数種類の当りを対象に抽選を実行する抽
選手段と、
　図柄の変動表示を行い、当該図柄の停止表示態様により上記抽選手段による抽選結果を
表示する図柄表示手段と、
　上記抽選手段による抽選結果が当りである場合、当り遊技を実行制御する当り遊技実行
制御手段と、
　上記当り遊技が終了した後、図柄の変動回数が所定の上限回数に達するまでの間、上記
当りとなる抽選確率が所定の通常確率よりも高確率となる高確率状態（具体的には、高確
率状態伴う遊技状態：確変状態または潜確状態）に制御可能な確率変動制御手段を備え、
　複数段階に変更可能な設定値に応じて上記当り抽選の結果が所定結果となる確率が異な
る遊技機であって、
　複数段階に変更可能な設定値には、第１設定値と第２設定値とが少なくとも含まれ、
　上記確率変動制御手段は、
　上記設定値が上記第１設定値である場合、抽選手段により第１当りが当選した場合には
第１上限回数に達するまでの間、上記高確率状態に制御し、
　上記設定値が上記第２設定値である場合、上記抽選手段により上記第１当りが当選した
場合には上記第１上限回数とは異なる第２上限回数に達するまでの間、上記高確率状態に
制御するように構成することができる。
【０４２１】
　また、上記（ＳＡ－１）を下記（ＳＡ－２）のように構成してもよい。
　（ＳＡ－２）
　上記確率変動制御手段は、
　上記抽選手段により上記第１当りが当選した場合には上記第１上限回数に達するまでの
間、上記高確率状態に制御し、
　上記抽選手段により上記第２当りが当選した場合には上記第１上限回数とは異なる第２
上限回数に達するまでの間、上記高確率状態に制御し、
　上記設定値が第１設定値の場合には、上記抽選手段による抽選結果の中に少なくとも第
２当りは含まれない、という構成とすることができる。
【０４２２】
　なお、上記（ＳＢ）の構成とする場合には、確率変動制御手段の替りに「始動手段への
入球状態が通常遊技状態（通常状態）よりも有利な入球有利状態（電サポ状態）を伴う有
利遊技状態（時短状態）に制御する有利遊技状態制御手段」を設ける。そして、
　上記有利遊技状態制御手段は、
　上記設定値が上記第１設定値である場合、上記抽選手段により上記第１当りが当選した
場合には第１上限回数に達するまでの間、上記有利遊技状態に制御し、
　上記設定値が上記第２設定値である場合、上記抽選手段により上記第１当りが当選した
場合には上記第１上限回数とは異なる第２上限回数に達するまでの間、上記有利遊技状態
に制御する、という構成にすればよい。
【０４２３】
　（大当り非当選（ハズレ）であって、天井フラグがＯＮ状態の場合）
　再び図１５の説明に戻る。大当り判定フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）でなく（ステップＳ
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９１１：≠５ＡＨ）、天井フラグがＯＮ状態の場合（ステップＳ９１５：＝５ＡＨ）、天
井発動開始前処理（天井特典を付与するための前処理）の一環として、天井発動フラグを
ＯＮ状態（５ＡＨ）に設定する（ステップＳ９１６）。本処理で、ＯＮ状態に設定された
天井発動フラグは、次ゲームにおける上記天井発動管理処理（ステップＳ４２１）で確認
される。
【０４２４】
　次いで、図２３に示す「天井用遊技状態移行テーブル」を取得する（ステップＳ９１７
）。図２３では、各種天井特典に対応する天井用遊技状態移行テーブルとして、ＪＴＴＢ
Ｌ－６～ＪＴＴＢＬ１１（有限時短～無限潜確）を例示してある。実際には、天井特典種
に応じて、必要な天井用遊技状態移行テーブルを設ければよい。
【０４２５】
　次いで、取得した天井用遊技状態移行テーブルに定められたデータを上記した状態バッ
ファに格納する（ステップＳ９１４：状態バッファ設定処理）。これら状態バッファに格
納された値は、上記天井発動管理処理（ステップＳ４２１、図１４中のステップＳ９２２
参照）で読み出され、上記大当りに当選した場合と同様に、ＲＡＭ２０３の所定の記憶領
域（各々の状態バッファに対応したフラグ記憶領域やカウンタ記憶領域）に格納される。
これにより、天井特典に係る遊技状態が指定されることになる。なお、図示の「＊（回）
」「＊（Ｈ）」は任意のデータ値であり、遊技性や設計値に応じた適宜な値を設定可能で
あることを意味する。たとえば、本実施形態の場合、天井特典として「有限時短（時短回
数１００）」を代表的に説明しているので、この場合は、図示の「有限時短」の欄に示す
ようなデータ値が定められている。
【０４２６】
　なお、大当り判定フラグと天井フラグとが共にＯＦＦ状態（００Ｈ）である場合（ステ
ップＳ９１１が≠５ＡＨであり、かつステップＳ９１５≠５ＡＨの場合）、何もせずにそ
のまま遊技状態移行準備処理を抜ける。
【０４２７】
　再び図１２の特別図柄変動開始処理の説明に戻る。上記ステップＳ４１２の遊技状態移
行準備処理を終えると、次いで、特別図柄変動パターン作成処理を実行する（ステップＳ
４１３）。特別図柄変動パターン作成処理では、少なくとも現在の遊技状態と上記ステッ
プＳ４１１の図柄抽選結果（特別図柄判定データ）とに応じた変動パターン振分テーブル
（図２４～図２７）を取得し、取得した変動パターン振分テーブルと変動パターン用乱数
値とに基づき（変動パターン抽選）、変動パターンを決定する。本実施形態の場合、現在
の設定値、現在の変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）、図柄抽選結果、および作動保
留球数（今回の変動表示動作に供される作動保留球を除く、現存する作動保留球数０～３
個：ステップＳ４０３参照）に応じた「変動パターン振分テーブル」が取得されるように
なっている。。
【０４２８】
　（変動パターン振分テーブル：図２４～図２７）
　図２４～図２７に、変動パターン振分テーブルを示す。図２４は「一般用、前兆用、天
井用、時短用、天国時短用」の各当り変動パターン振分テーブルを、図２５は「ＳＴ序盤
用、ＳＴ中盤用、ＳＴ終盤用」の各当り変動パターン振分テーブル」を、図２６は「一般
用、前兆用、天井用、時短用、天国時短用」の各ハズレ変動パターン振分テーブルを、図
２７はＳＴ序盤用、ＳＴ中盤用、ＳＴ終盤用の各「ハズレ変動パターン振分テーブル」を
示したものである。また、図２４と図２５に示す「ＦＢ１～ＦＢ１７」は当選時に選択さ
れる当り変動パターン振分テーブル種別を、図２６と図２７に示すの「ＦＨ１～ＦＨ２２
」はハズレ時に選択される当り変動パターン振分テーブル種別を示す。
【０４２９】
　なお、図２４および図２６に示す変動パターン振分テーブルの「天国時短」（「時短／
天国時短」欄参照）については、時短モードと共通のテーブルとなっている。共通のテー
ブルとしている理由は、制御負担の軽減の観点からである。天井特典と同じ遊技状態を設
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けている場合には、天井特典とその遊技状態とで共通の変動パターン振分テーブルを設け
ることができる。勿論、天井特典に応じた専用の変動パターン振分テーブルを設けてもよ
い。たとえば、有限時短や無限時短の場合は「天国時短専用の変動パターン振分テーブル
」、有限確変や無限確変の場合は「天国確変専用の変動パターン振分テーブル」、有限潜
確や無限潜確の場合は「天国潜確専用の変動パターン振分テーブル」などである。
【０４３０】
　また、図示はしていないが、変動パターン振分テーブルは、設定値（設定１～６）に対
応する変動パターン振分テーブルが設けられている。すなわち、設定値に応じて、１また
は複数の特定の変動パターンが抽選される確率が異なる場合があり、たとえば、その特定
の変動パターンに係る演出の出現率の違いにより、設定推測要素を与えることができるよ
うになっている。
【０４３１】
　図２４～図２７に示す通り、各変動パターン振分テーブルには、１または複数種類の変
動パターンが、遊技状態（変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ））、作動保留球数（今
回変動表示動作に供される作動保留球を除く、現存する作動保留球数）、図柄抽選結果、
および変動パターン用乱数値に関連付けて定められている。変動パターンの種類は、図示
の通り、種々の変動パターンが設けられている。当選期待度の高低については、次のよう
な関係である。同種のリーチ同士間の関係は、Ｎリーチ同士では「ＮリーチＡ＜Ｎリーチ
Ｂ」、ＳＰリーチ同士では「ＳＰリーチＡ＜ＳＰリーチＢ＜ＳＰリーチＣ」となっている
。異種のリーチ同士の関係は、「ＮリーチＡ＜ＮリーチＢ＜ＳＰリーチＡ＜ＳＰリーチＢ
＜ＳＰリーチＣ＜特殊リーチ」の関係である。また「煽りリーチ」は、主に、通常モード
において、特図２側始動口である下始動口３５に入賞があった場合に選択される特殊なリ
ーチとして設けられている。
【０４３２】
　なお、疑似連や他の予告演出が複合的に実行される場合、当選期待度が変化しうる。た
とえば「ＳＰリーチＢ＜疑似３＋ＳＰリーチＡ」のように、当選期待度が相対的に低いＳ
ＰリーチＡであっても、疑似連が伴うと、ＳＰリーチＢやＳＰリーチＣよりも当選期待度
が高くなる場合がある。また、この実施形態の場合、疑似４が伴うと、ＳＰリーチＢ以上
の発生が確定するものとなっている。また図示では、Ｎリーチが「疑似連無し」となって
いるが、実際には、疑似連を伴うＮリーチ、たとえば、疑似２～３＋ＮリーチＡ、疑似２
～３＋ＮリーチＢなどが含まれ、疑似３以上が伴う場合に、ＳＰリーチの発生が確定する
ものとなっている。
【０４３３】
　特別図柄変動パターン作成処理は、既に述べた、先読み変動パターン判定処理である始
動口入賞時乱数判定処理（図１１のステップＳ３２０）と、基本的には同じである。ここ
では、変動パターン振分テーブルが参照され、変動パターン用乱数値に応じた変動パター
ンが決定される（図２４～図２７に示す変動パターン指定コマンドデータＣＯＭ２が取得
される）。変動パターンが決定されると、対応する変動時間が決定される（図示の「ＴＩ
ＭＥ」の欄参照）。この変動時間（図柄変動表示ゲームの実行時間）は、領域内ＲＡＭの
タイマ管理領域である「特別図柄役物動作タイマ」に設定される。そして、決定した変動
パターンの内容を演出制御部２４側に知らせるべく、演出制御コマンドとして、その変動
パターン内容を特定可能な変動パターン情報を含む「変動パターン指定コマンド」を作成
し、これを演出制御部２４側へと送信する。具体的には、特別図柄変動パターン作成処理
では、変動開始時の変動パターンを指定するための「変動パターン指定コマンド」を決定
に関する処理として、下記（Ａ）～（Ｄ）の処理を含んで構成されている。
【０４３４】
　（Ａ）「変動パターン振分テーブル」を決定する“変動開始時変動パターン振分テーブ
ル決定処理”と、
　（Ｂ）上記（Ａ）で決定された「変動パターン振分テーブル（図２４～図２７）」を参
照し、作動保留球数と、ステップＳ３１４の処理で取得された変動パターン用乱数値とに
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基づき、変動パターンを決定し、対応する変動パターン指定コマンドのコマンドデータ（
ＣＯＭ２）を取得する“変動パターン指定コマンドデータ取得処理”（変動パターン抽選
処理）と、
　（Ｃ）変動パターン決定処理で決定された変動パターンに対応する変動時間を決定して
、領域内ＲＡＭのタイマ管理領域である「特別図柄役物動作タイマ」に設定する“変動時
間設定処理”と、
　（Ｄ）上記（Ｂ）で取得した変動パターン指定コマンドを演出制御部２４に送信するた
めの“コマンド送信処理”と、を含んで構成される。
【０４３５】
　このようにして決定された変動パターンに関する情報には、少なくとも、当り・ハズレ
の別の当落抽選結果（本実施形態の場合、詳細な図柄抽選結果情報は、装飾図柄指定コマ
ンドに含まれる）や、現在の遊技状態、変動時間情報、特定の予告演出の実行指定情報（
リーチ演出の有無およびその種別や、疑似連指定情報など）を含むことができる。主制御
部２０は、その内容を特定可能な「変動パターン指定コマンド」を演出制御部２４に送信
し、この変動パターン指定コマンドに含まれる情報は、演出制御部２４側にて、今回の図
柄変動表示ゲームに係る演出シナリオ（装飾図柄の変動表示、各種予告演出、変動中の設
定示唆演出など）を決定する際に利用される。
【０４３６】
　（変動パターンに関連する特徴的要素について）
　ここで、複数種類のＳＴモードを有する点と、天井機能を有する点とに着目しながら、
変動パターンに関連する特徴的要素について説明する。
【０４３７】
　（変動状態について）
　各遊技モードにおける上記変動状態（高速、中速、低速変動状態）は、専ら、図２６～
図２７に示すハズレ変動パターン振分テーブルに定められた変動パターン群およびその選
択率により実現される。たとえば、図２７に示す「ＳＴ中用ハズレ変動パターン振分テー
ブル」を参照すれば、ＳＴ序盤では、高速変動状態を実現すべく、特図２側の通常変動（
通常変動パターンに属する変動パターン）の変動時間が２ｓ（秒）という最も変動時間が
短い最短変動パターン（ＳＴ序盤通常変動２ｓ）が高確率で選択されるようになっている
。また、ＳＴ中盤とＳＴ終盤では、それよりも変動時間が長い変動パターン（ＳＴ中盤通
常変動３ｓ、ＳＴ終盤通常変動４ｓ）が高確率で選択されるようになっており、これによ
り、中速変動状態や低速変動状態を実現する。また、図２７に示すように、ハズレ時にお
いては「ＳＴ終盤、ＳＴ中盤、ＳＴ序盤」モードの順にリーチ変動パターンが選択され易
く（この実施形態では、ＳＴ序盤中はリーチ変動パターンの選択率がゼロ）、かつその変
動時間も相対的に長時間となっている。この点にからも、ＳＴ序盤、ＳＴ中盤、およびＳ
Ｔ終盤モードのこの順に、図柄変動表示ゲームの平均消化時間が相対的に長時間となるよ
うになっている。
【０４３８】
　また、ＳＴ序盤モードでは、ハズレ時には通常変動種別（ＳＴ序盤通常変動２ｓ、８ｓ
）しか選択されない。つまり、ＳＴ序盤中（１～２５ゲーム以内）は、リーチが掛かった
時点で「当確」となる（大当り当選時は、「直撃リーチ」が選択される（図２５参照））
。本実施形態では、ＳＴ序盤モードで当選となった場合、当り種別によらず、共通の変動
パターン振分テーブル「ＦＢ９」が選択されるようになっているが、本発明はこれに限ら
ず、ＳＴ中盤モードやＳＴ終盤モードと同じように、当り種別に応じて異なる変動パター
ン振分テーブルが選択される構成としてもよい。
【０４３９】
　また、ＳＴモードが複数種類あることを利用して、下記（Ｉ）または（ＩＩ）のような
構成とすることができる。
　（Ｉ）ＳＴモードの最終回目専用のＴｃｏｄｅを設け、当該最終回目に特定の変動パタ
ーン（最終煽り変動）を選択可能な構成としてもよい。最終回目専用のＴｃｏｄｅは、Ｓ
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Ｔ序盤モード、ＳＴ中盤モード、およびＳＴ終盤モードの少なくともいずれか１つのＳＴ
モードで設けることができる。たとえば、図２５（大当り時）の備考２～４に示す「ＳＴ
序盤最終煽りＡ、ＳＴ中盤最終煽りＡ、ＳＴ終盤最終煽りＡ」や、図２７（ハズレ時）の
備考２～４に示す「ＳＴ序盤最終煽りＢ、ＳＴ中盤最終煽りＢ、ＳＴ終盤最終煽りＢ」な
どである。この場合、次のような演出を現出させることができる。代表的に、ＳＴ序盤モ
ードの最終ゲーム（ＳＴ中の２５ゲーム目）を例にとり説明すれば、当該最終ゲームにお
いて、大当り時には「ＳＴ序盤最終煽りＡ」が選択され、ハズレ時には「ＳＴ序盤最終煽
りＢ」が選択される。このとき、ＳＴ序盤最終煽りＡ、Ｂに係る図柄変動表示ゲームのい
ずれにおいても、ゲーム開始から所定時間の間（ゲーム開始から所定の変動時間が経過す
るまで）、共通の特定演出を現出させ、ハズレであるか大当りであるかをしばらく秘匿状
態にして、遊技者の緊張感を煽る。そして、ハズレであればリーチを掛けずにそのまま「
ハズレ図柄（バラケ目）」で停止させ、大当りであればリーチを掛けて「図柄揃い（当り
図柄）」で停止させる。特に本実施形態の場合は、ＳＴ序盤中は「リーチ」が掛かった時
点で当確となるため、上記共通の特定演出として、リーチが掛かるか否かを煽るような演
出を現出させれば、遊技者の緊張感や当選期待感を煽ることができる。なお、最終煽りＡ
（当り時）と最終煽りＢ（ハズレ時）の変動時間は同一の変動時間としてもよいが、ハズ
レ時よりも大当り時の変動時間を長時間として、リーチ演出後、当選を祝福する祝福演出
や、当選した大当り種別に応じて偶数図柄揃いから奇数図柄揃いの昇格表示または偶数図
柄揃いから偶数図柄揃いへの非昇格表示を報知可能な昇格演出などの特定の演出を現出さ
せることが好ましい。
【０４４０】
　（ＩＩ）当選した大当り種別（１または複数の特定の大当り種別でもよい）を演出的に
秘匿状態として、移行先遊技状態を秘匿状態とする場合（図柄変動表示ゲーム中の演出お
よび当り中演出において、当選した大当り種別を秘匿状態とする場合）、たとえば、ＳＴ
序盤モードの最終ゲーム（ＳＴ２５ゲーム目）で、ハズレ時には、ＳＴ序盤最終煽りを利
用して、ＳＴモードが終了するのか継続するか否かの「継続煽り演出」を現出させる。た
とえば、現在の遊技モードがＳＴ２５モードである場合には、継続煽り演出の結果として
、ＳＴ非継続を報知する継続失敗演出を現出し、ＳＴ７５またはＳＴ１００モードである
場合には、ＳＴ継続を報知する継続成功演出を現出させる。
【０４４１】
　上述の（Ｉ）（ＩＩ）のいずれの構成も、ＳＴ最終ゲーム目において遊技者の緊張感を
煽り、ＳＴモードにおける遊技の面白みを向上させることができる。また、上記のような
「最終煽り変動」は、全ＳＴモードまたは一部のＳＴモードで選択可能に構成してもよい
。ただし、ＳＴ序盤モードのような「高速変動状態」をなすＳＴモードにおいて、最終煽
り変動を選択可能に構成することが好ましい。「高速変動状態」下の場合、大当りに当選
することなくハズレ続けてしまうと、ＳＴ（確変状態）があっという間に終了してしまい
、遊技者のガッカリ感が強くなる。そこで、最終回目に「最終煽り変動」を選択させ、遊
技者の緊張感を持続させるようにすることが、遊技の面白みを向上させる点で好ましいか
らである。また、ＳＴ最終ゲーム目に限らず、最終ゲームよりも１または複数ゲーム手前
のゲームから「最終煽り」を連続的に選択させる構成としてもよい。たとえば、ＳＴ２３
～２５ゲーム目の３ゲーム間は「最終煽り」を連続して選択する。
【０４４２】
　（天井モードに係る変動パターンついて）
　また、図２６に示すハズレ変動パターン振分テーブを参照して、天井モードでは、図示
の「天井」の欄に示す通り、特図種別および作動保留球数によらず、共通の「天井変動」
が選択されるようになっている。ただし本実施形態の場合、ハズレ種別が複数種類あるた
め「特図種別、作動保留球数、およびハズレ種別」によらず「共通の天井変動」が選択さ
れる。このようにする理由は、次に述べる通りである。第１に、天井到達時においては、
少なくとも特図種別および作動保留球数などによらずに共通の天井演出を現出させ、天井
発動（天井特典の付与）を報知することが好ましい。第２に、天井ゲーム１ゲーム限り（
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１回転限り）のために、変動パターン振分テーブルを複数種類用意したり、これに基づく
演出を現出したりするのは、制御負担が増し、制御負担軽減の観点から好ましくない、と
いう理由からである。また、当りの場合も、上述の「ハズレ」の場合と同様に、演出面と
制御負担軽減の観点から、次に述べる構成としてある。既に説明したように、天井ゲーム
（１０００ゲーム目）において、偶々、大当りに当選となった場合には、天井演出モード
に係る演出を現出するのではなく、通常演出モード中（たとえば、一般モード中または前
兆モード中）に係る当選時の演出を現出させることが好ましい（上記「７－４－１．天井
モード中の演出について」の記載参照）。そこで本実施形態では、図２６に示すハズレ変
動パターン振分テーブルの「天井」の欄に示すように、大当りに当選時は、通常モード中
（一般モードおよび／または前兆モード）に係る当り変動パターン振分テーブルＦＢ１～
ＦＢ４のうち、「ＦＢ２」が選択されるようになっている。なお、「ＦＢ２」に限らず、
ＦＢ１～ＦＢ４のいずれでもよい。
【０４４３】
　（前兆モードに係る変動パターンついて）
　また、図２６示すハズレ変動パターン振分テーブルの「前兆モード」に着目すれば、こ
の実施形態の場合、前兆モード中は、通常モードのうちで、変動状態が最も速い高速変動
状態（通常モード中、平均消化時間が最速の遊技モード）とされるようになっている。こ
れは、遊技者の心境を考慮したものである。遊技者の多くは、天井間近になると「ここま
で来たら、さっさと天井に到達したい」、「早く、天井特典を得たい」という気持ちが強
くなると考えられる。そこで本実施形態では、前兆モード中の平均消化時間を高速化して
ある。また、この実施形態の場合、前兆モード中の大当り当選時は、図２４に示すように
、一般モードと共通の当り変動パターン振分テーブルＦＢ１～ＦＢ４を採用しているが、
本発明はこれに限らず、前兆モード専用の当り変動パターン振分テーブルを設けてもよい
。たとえば、前兆モード中専用の当り変動として「前兆当り変動」を設けることができる
（図２４の備考２「前兆当り変動」参照）。
【０４４４】
　また、前兆モード中の最終ゲーム目が「ハズレ」の場合には、上記「事前発射誘導報知
演出」を現出させるために、特定の変動パターン（比較的長い変動時間を持つ変動パター
ン）を選択可能な構成としてもよい（図２６の備考２「前兆最終変動」参照）。この事前
発射誘導報知演出は、電サポ有り状態が生起する当該ゲームが到来する前のゲームで「打
ち方」を指示する演出である点で、従来の電サポ有り状態が発生する当該ゲーム（確変ま
たは時短が生起するゲーム）で「右打ち」を指示したり、電サポ無し状態となった当該ゲ
ームで「左打ち」を指示したりするといった発射誘導報知演出、つまり、実際に電サポの
有り無しが生じる当該ゲームで打ち方を指示する報知演出とは性格を異にするものである
。この点で、事前発射誘導報知演出は、天井特典を搭載する遊技機特有の演出である。
【０４４５】
　再び図１２の説明に戻る。上記ステップＳ４１３の特別図柄変動パターン作成処理を終
えると、次いで、今回の変動開始側に対応する変動中フラグをＯＮ状態（５ＡＨ）に設定
する（ステップＳ４１４）。上記「変動中フラグ」とは特別図柄１、２のどちらが変動中
であるかを示すフラグで、当該フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）である場合には特別図柄が変
動中である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）である場合には特別図柄が停止
中である旨を示す。本実施形態では、特図１対応の「特別図柄１変動中フラグ」と、特図
２対応の「特別図柄２変動中フラグ」を扱う。たとえば、特図１側が今回の処理対象（変
動開始側）であれば、特別図柄１変動中フラグをＯＮ、特別図柄２変動中フラグをＯＦＦ
に設定する。
【０４４６】
　次いで、ステップＳ４１１の特別停止図柄作成処理で得られた図柄抽選結果情報を特定
可能な装飾図柄指定コマンドを作成し、これを演出制御部２４に送信する（ステップＳ４
１５）。装飾図柄指定コマンドには、変動側の特別図柄種別と当選種別（図柄抽選結果）
とに関する情報が含まれる。この装飾図柄指定コマンドは、主として、リーチ状態を形成
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する際の装飾図柄の組合せ（リーチ図柄を構成要素となる図柄種）や、最終的に停止表示
させる装飾図柄（装飾停止図柄）の組合せや、図柄変動表示ゲームにおいて当選種別に対
応する予告演出などを決定する際に利用される。演出制御部２４は、変動パターン指定コ
マンドと装飾図柄指定コマンドを受信すると、これらのコマンドに含まれる情報に基づい
て、今回の装飾図柄変動表示ゲームを開始し、図柄変動表示ゲーム中における各種演出を
現出制御する。
【０４４７】
　そして、変動開始時設定処理として、特別図柄動作ステータス「変動中（０２Ｈ）」に
切り替え（特別図柄動作ステータスに０２Ｈを格納）、判定用乱数記憶エリアに００Ｈを
格納する（ゼロクリアする）（ステップＳ４１６）。
【０４４８】
　以上により、この特別図柄変動開始処理を抜けると、図１０の特別図柄表示データ更新
処理（ステップＳ３０９）を行い、かくして特別図柄の変動表示が開始されることになる
。これにより、特別図柄管理処理（ステップＳ０９３）を抜けて、図９の特別電動役物管
理処理（ステップＳ０９５）に進む。
【０４４９】
　（設定異常エラーが生じたケースについて：Ｓ４０９→Ｓ４１１の処理ルート）
　ステップＳ４０９の判定処理の説明に戻り、ステップＳ４０９において、設定エラーフ
ラグがＯＮ状態（５ＡＨ）である場合、つまり設定異常エラーが発生中の場合（ステップ
Ｓ４０９：＝５ＡＨ）、ステップＳ４１０の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（当落
抽選）をスキップし、ステップＳ４１１の特別停止図柄作成処理を実行する。すなわち、
設定異常エラーが発生した場合には、変動開始時の当落抽選を実行せず、今回の当落抽選
結果は、常に「ハズレ」として処理される（強制ハズレ制御）。設定異常エラーの場合は
、エラー専用の変動パターンを設け、これを選択することが好ましいが、既存の特定の変
動パターンが選択されるように構成してもよい。既存の変動パターンを選択する場合は、
「設定異常エラー」という深刻なエラーが生じていることを考慮し、当選期待感を煽るよ
うなリーチ変動パターン種別は選択せずに、通常変動パターン種別のみを選択することが
好ましい。なお、強制ハズレという状況下では、最早、遊技の意味を成さないため、長変
動パターン種別を選択することが好ましく、より好ましくは、最長の通常変動パターン（
本実施形態では、通常変動１６ｓ）だけを選択する。また、設定異常エラーの場合には、
「遊技続行不可」として、図柄変動表示ゲーム自体を開始させない（図柄変動を開始させ
な）構成としてもよい。この場合には、遊技機の電源がＯＦＦになるまでエラー報知を継
続する。なお本実施形態では、図８に示す設定変更処理（ステップＳ０２３）が実行され
て設定異常エラーが解除されるまでは、電源を再投入してもエラー報知が継続される。
【０４５０】
　＜Ａ．特別図柄変動中処理：図１０＞
　次に、図１０に示す特別図柄変動中処理（ステップＳ３０７）について説明する。
【０４５１】
　特別図柄変動中処理において、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイマにセット
された特別図柄の変動時間Ｔが経過したか否かを判定する。変動時間Ｔが経過していない
ならば（変動時間Ｔ≠０）、特別図柄が変動中であるので、何もしないでこの特別図柄変
動中処理を抜ける。特別図柄の変動時間Ｔが経過したならば（変動時間Ｔ＝０）、演出制
御コマンドとして、特別図柄の変動が終了したことを示す「変動停止コマンド（ＢＦ０１
Ｈ）」を演出制御部２４に送信する。演出制御部２４は、変動停止コマンドを受信すると
、特別図柄の変動時間経過して特別図柄変動表示ゲームが終了したことを把握し、変動表
示中の装飾図柄を停止表示（確定表示）させる。これにより、特別図柄変動表示ゲームの
終了とともに、装飾図柄変動表示ゲームも終了される。
【０４５２】
　次いで、特別図柄の変動停止時の設定処理として、領域内ＲＡＭの該当領域に、特別図
柄確定信号出力時間（たとえば、１００ｍｓ）、確定表示時間（たとえば、５００ｍｓ）
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を格納し、特別図柄動作ステータスを「確認中（０３Ｈ）」に切り替え（特別図柄動作ス
テータスに０３Ｈを格納）、特別図柄変動中フラグにＯＦＦ状態を格納する。そして、特
別図柄の変動停止時の設定処理を終えると、特別図柄変動中処理を抜ける。上記「特別図
柄確定信号出力時間」とは、枠用外部端子基板２１からホールコンピュータＨＣに対し、
特別図柄が確定表示された旨を報知する特別図柄確定信号の出力時間を確保するための余
裕時間である。また「確定表示時間」とは、特別図柄の変動表示が終了して特別図柄の停
止表示した際、その停止表示を保持する時間（停止表示時間）である。
【０４５３】
　以上の特別図柄変動中処理を抜けると、図１０の特別図柄表示データ更新処理（ステッ
プＳ３０９）を行い、特別図柄管理処理を抜けて、図９のステップＳ０９５の特別電動役
物管理処理に進む。
【０４５４】
　＜１６．特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図１６Ａおよび図１６Ｂ＞
　次に、特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）について説明する。図１６Ａおよ
び図１６Ｂは、図１０の特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）の詳細を示すフロ
ーチャートである。
【０４５５】
　図１６Ａおよび図１６Ｂにおいて、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイマがゼ
ロであるか否かを判定する（ステップＳ４７１）。ここでの特別図柄役物動作タイマには
、「確定表示時間」が設定されている（上記特別図柄変動中処理のステップＳ３０７参照
）。上記特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は（ステップＳ４７１：ＮＯ）、
何もしないでこの特別図柄確認時間中処理を抜ける。
【０４５６】
　特別図柄役物動作タイマがゼロになったならば（ステップＳ４７１：ＹＥＳ）、今回の
特別図柄変動表示ゲームが終了したとして、特別図柄動作ステータスを「待機中（０１Ｈ
）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに０１Ｈを格納）（ステップＳ４７２）、現在
の遊技状態情報をＲＡＭの遊技状態判定領域に格納する（ステップＳ４７３）。
【０４５７】
　次いで、大当り判定フラグを取得し、大当り判定フラグの状態を判定する（ステップＳ
４７４）。
【０４５８】
　（大当り判定フラグがＯＮ状態の場合）
　上記ステップＳ４７４の判定で、大当り判定フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）の場合（ステ
ップＳ４７４：＝５ＡＨ）、大当り図柄停止時の各種設定処理を行う（ステップＳ４７５
）。ここでは、図示の通り、大当り判定フラグをＯＦＦ状態（００Ｈ）に設定し、大当り
に当選したとして条件装置作動フラグをＯＮ状態（５ＡＨ）に設定し、その他、大当り遊
技中を低確率および電サポ状態無しの状態に設定する（各種フラグやカウンタをクリア）
。また、天井フラグと天井発動フラグとをＯＦＦ状態（００Ｈ）に設定し、天井カウンタ
をクリア（００Ｈ）する。
【０４５９】
　（大当り判定フラグがＯＦＦ状態の場合）
　上記ステップＳ４７４の判定で、大当り判定フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）の場合（ス
テップＳ４７４：≠５ＡＨ）、次いで、小当り判定フラグを取得し、小当り判定フラグの
状態を判定する（ステップＳ４７６）。小当り判定フラグがＯＦＦ状態（００Ｈ）の場合
（ステップＳ４７６：≠５ＡＨ）、すなわち、大当りでもなく小当りでもない「ハズレ」
の場合には、ステップＳ４７８の処理に進む。
【０４６０】
　一方、小当り判定フラグがＯＮ状態（５ＡＨ）の場合（ステップＳ４７６：＝５ＡＨ）
、小当り図柄停止時の各種設定処理を行う（ステップＳ４７７）。ここでは、小当り図柄
停止時の各種設定処理（小当り遊技開始前処理）として、小当り判定フラグに００Ｈ（Ｏ
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ＦＦ状態）を格納し、小当り中フラグに５ＡＨ（ＯＮ状態）を格納する。上記小当り図柄
停止時の各種設定処理を終えると、ステップＳ４７８の処理に進む。
【０４６１】
　ステップＳ４７８の処理に進むと、特別図柄時短回数カウンタ（残り時短回数）がゼロ
であるか否かを判定する（ステップＳ４７８）。特別図柄時短回数カウンタがゼロである
場合（ステップＳ４７８：ＹＥＳ）、ステップＳ４８３の処理に進む。
【０４６２】
　一方、特別図柄時短回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４７８：ＮＯ）、今回
の変動回数の消化分として、特別図柄時短回数カウンタを１減算し（ステップＳ４７９）
、減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８０
）。
【０４６３】
　減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４８０：ＮＯ）、特
別図柄時短状態の終了回数に達していないので、何もしないでステップＳ４８３の処理に
進む。一方、減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロの場合（ステップＳ４８０：ＹＥ
Ｓ）、特別図柄時短状態の終了回数に達したとして、時短終了時の設定処理を行う（ステ
ップＳ４８１）。
【０４６４】
　（時短終了時の設定処理：ステップＳ４８１）
　ここでは、時短終了時の設定処理として、電チューサポート機能（普通図柄確変機能、
普通図柄時短機能、および開放延長機能）をＯＦＦ状態に設定し（普電役物開放延長状態
フラグ、普通図柄時短状態フラグ、普通図柄確変状態フラグにそれぞれ００Ｈに設定）し
て、「電サポ無し状態」への移行設定を行う。また、特別図柄時短機能の作動を終了させ
るために、特別図柄時短機能をＯＦＦ状態（特別図柄時短状態フラグに００Ｈに設定）に
設定し、遊技状態報知ＬＥＤ出力番号（複合表示装置３８ｃの状態報知データ）に非特別
図柄時短状態を指定する００Ｈを格納する（「０１Ｈ」の場合は、特別図柄時短状態指定
）。
【０４６５】
　ステップＳ４８１の「時短終了時の設定処理」が実行されるケースは、遊技モードが「
時短モード」から通常モード（一般モード）に移行するケース、具体的には、内部遊技状
態が「時短状態」から「通常状態」に移行するケースである。したがってここでは、次ゲ
ームから通常状態（一般モード）に移行することに伴い、残り天井ゲーム数のカウントを
開始するべく、天井カウンタに初期値（９９９回）を設定する。本実施形態では、天井カ
ウンタ値がゼロとなるゲームは、天井ゲーム直前のゲーム（９９９ゲーム目）となってお
り、この天井ゲーム直前のゲームにて、天井特典開始前の各種設定処理、具体的には、上
記遊技状態移行準備処理（図１２のステップＳ４１２）において、天井発動フラグがＯＮ
状態（５ＡＨ）に設定され、天井特典を指定するためのデータが各状態バッファに格納さ
れる（図１５のステップＳ９１５～Ｓ９１７、Ｓ９１４）。そして、次ゲーム（天井ゲー
ム）開始時における上記天井発動管理処理（図１２のステップＳ４２１）において、当該
状態バッファのデータが読み出されて、遊技状態指定に係る各種のフラグやカウンタに設
定される（図１４のＳ９２１～Ｓ９２６）。これにより、天井ゲームの開始とともに天井
特典が付与されるようになっている。なお、天井カウンタに初期値として「１０００」を
セットしてもよく、この場合には、天井カウンタがゼロになったか否か、つまり１０００
ゲーム目であるか否かを監視し、ゼロであるならば、状態バッファを介さずに、直接的に
、天井特典に関する指定データを各種フラグやカウンタにセットする処理にすればよい。
【０４６６】
　（ゲーム終了を契機に天井特典を付与する場合の制御処理）
　ここで、ゲームの終了時（図柄停止時）に天井特典を付与する構成とする場合には、既
に説明したように、サブルーチンである「天井発動管理処理（ステップＳ４２１）」を、
たとえば、図柄変動表示ゲーム終了時に係る特別図柄確認時間中処理の最後の処理（後述
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のステップＳ４９５）の後、天井発動管理処理（ステップＳ４２１）を実行させればよい
。この場合、本実施形態のように天井カウンタには９９９をセットした場合には９９９ゲ
ーム終了時に天井特典が付与され、１０００をセットした場合には１０００ゲーム終了時
に天井特典が付与される。いずれにしても、遊技に関する特定事象（ここでは、通常状態
中のハズレ回数）をカウントして、そのカウント値が所定値（ここでは、ゼロ）となった
場合に天井機能発動契機または天井特典を付与可能に構成すればよい。なお、本実施形態
の処理の仕方（図１２～図１６Ｂ参照）を採用すれば、旧機種ではゲーム開始時を天井発
動契機としていたが、新機種ではゲーム終了時を天井発動契機としたい場合に設計変更を
容易になり、旧機種と新機種との間の互換性を高めることができるという利点がある。
【０４６７】
　ステップＳ４８１の時短終了時の設定処理を終えると、次いで、遊技状態更新処理を実
行する（ステップＳ４８２）。ここでは、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）を時短
モードの「０５Ｈ」から一般モードの「００Ｈ」に更新する。更新後の遊技状態情報は、
後述のステップＳ４９５にて、遊技状態指定コマンドにより演出制御部２４に送信される
。したがって、ステップＳ４８１の時短終了時の設定処理が実行される場合、後述のステ
ップＳ４９５にて送信される遊技状態指定コマンドは、「一般モード」を指定する情報が
含まれ、この遊技状態指定コマンドにより演出制御部２４は、今回のゲームで時短モード
（時短状態）が終了した旨を把握し、次ゲームから一般モード（通常状態）に移行される
旨を把握する。これにより、次回の図柄変動表示ゲームでは、「一般モード」に基づく特
別図柄の変動パターンが選択され、「一般演出モード」下における演出が現出されること
になる。
【０４６８】
　次いで、特別図柄確変回数カウンタ（残りＳＴ回数）がゼロであるか否かを判定する（
ステップＳ４８３）。特別図柄確変回数カウンタがゼロである場合（ステップＳ４８３：
ＹＥＳ）、何もせずにステップＳ４８８の処理に進む。一方、特別図柄確変回数カウンタ
がゼロでない場合（ステップＳ４８３：ＮＯ）、今回の特別図柄の変動回数消化分として
、特別図柄確変回数カウンタを１減算し（ステップＳ４８４）、その減算後の特別図柄確
変回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８５）。
【０４６９】
　減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４８５：ＮＯ）、Ｓ
Ｔ回数が終了していないので、何もせずにステップＳ４８８の処理に進む。しかし減算後
の特別図柄確変回数カウンタがゼロの場合（ステップＳ４８５：ＹＥＳ）、ＳＴ回数が終
了したとして、確変終了時の設定処理を実行する（ステップＳ４８６）。ここでは、確変
終了時の設定処理として、確変状態に関する機能をＯＦＦ状態に設定して確変状態を終了
させる。ただし、特別図柄時短回数カウンタの値に応じて処理内容が異なる。以下、詳述
する。
【０４７０】
　（１）“減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロであり、かつ特別図柄時短回数カウ
ンタがゼロでない場合”、この場合は、今回のゲームでＳＴ回数がゼロとなりＳＴモード
の終了となるが、時短回数が残っているため、次ゲームから時短モードに移行されるケー
スである。つまり、ＳＴ２５モード中にＳＴ回数２５回が終了した場合か、またはＳＴ７
５モード中に、ＳＴ回数７５回が終了した場合である（図２２に示す遊技状態移行テーブ
ルの「ＪＴＴＢＬ－４、５」を参照）。したがってこの場合は、特別図柄確変機能だけを
ＯＦＦ状態（００Ｈ）に設定して（特別図柄確変状態フラグに００Ｈを格納）確変状態か
ら時短状態への移行設定を行い、遊技状態判定番号ＹＪを「０２Ｈ（時短状態）」に更新
する。なお、ＳＴ２５、ＳＴ７５、ＳＴ１００モードの場合に本処理が実行される場合、
変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）の更新については後続のステップＳ４９１で行う
。
【０４７１】
　（２）一方、“減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロであり、かつ特別図柄時短回
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数カウンタもゼロである場合”、この場合は、今回のゲームでＳＴ回数がゼロとなり、か
つ時短回数もゼロとなるケース、すなわち、ＳＴ１００モードに滞在したが、今回のゲー
ムでＳＴ１００モードが終了するケースである（図２２に示す遊技状態移行テーブルの「
ＪＴＴＢＬ－３」を参照）。したがってこの場合は、確変状態の終了に要する処理として
、電チューサポート機能（普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）
をＯＦＦ状態に設定し（普電役物開放延長状態フラグ、普通図柄時短状態フラグ、普通図
柄確変状態フラグにそれぞれ００Ｈを格納）、また、特別図柄時短機能と特別図柄確変機
能とをＯＦＦ状態（特別図柄時短状態フラグと特別図柄確変状態フラグにそれぞれ００Ｈ
を格納）、遊技状態報知ＬＥＤ出力番号００Ｈを格納し、天井カウンタに初期値を設定し
、遊技状態判定番号ＹＪを「００Ｈ（通常状態）」に更新する。なお、潜確状態を終了さ
せる場合（有限潜確大当りを設けた場合）も同様である。これにより、ＳＴ１００モード
（確変状態）が終了され、次ゲームから通常モード（一般モード）に移行される。なお、
ＳＴ１００モードの場合、特別図柄確変回数カウンタがゼロとなる場合には特別図柄時短
回数カウンタもゼロとなるため（今回のゲームでＳＴ回数がゼロになる場合には、時短回
数もゼロになる。）、特別図柄時短回数カウンタがゼロになった際に実行される上記「時
短終了時の設定処理（ステップＳ４８１）」にて、電チューサポ―ト機能などの時短状態
に係る機能はＯＦＦに設定することが可能なため、本処理においては特別図柄確変機能だ
けをＯＦＦにし、確変状態に係る全機能（特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図
柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）がＯＦＦに設定されるようにして
もよい。また、天井カウンタの設定についても、上記「時短終了時の設定処理（ステップ
Ｓ４８１）」にて、初期値（９９９回）を設定してもよいし、本処理で設定してもよい。
【０４７２】
　上記ステップＳ４８６の確変終了時の設定処理を終えると、次いで、特別図柄変動回数
カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８８）。ここでの特別図柄変動回
数カウンタの判定処理は、主に、ＳＴモードにおける変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄ
ｅ）の切り替えゲーム（更新ゲーム）の監視である。
【０４７３】
　特別図柄変動回数カウンタがゼロである場合（ステップＳ４８８：ＹＥＳ）、何もしな
いでこの特別図柄確認時間中処理を抜ける。一方、特別図柄変動回数カウンタがゼロでな
い場合（ステップＳ４８８：ＮＯ）、今回の変動回数の消化分として、特別図柄変動回数
カウンタを１減算し（ステップＳ４８９）、その減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼ
ロであるか否かを判定する（ステップＳ４９０）。
【０４７４】
　減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４９０：ＮＯ）、変
動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）の更新ゲームでないとして、何もしないでこの特別
図柄確認時間中処理を抜ける。
【０４７５】
　減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロの場合（ステップＳ４８９：ＹＥＳ）、変動
パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）の更新ゲームが到来したとして、遊技状態更新処理を
実行する（ステップＳ４９１）。ここでは、ＳＴモードにおける変動パターン選択モード
（Ｔｃｏｄｅ）の更新処理を行う。変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）の更新が行わ
れるのは、（α）ＳＴ序盤モードが終了する場合、（β）ＳＴ中盤モードが終了する場合
、（γ）ＳＴ終盤モードが終了する場合などである。正確には、ＳＴ２５、ＳＴ７５、Ｓ
Ｔ１００モードに応じた更新処理が行われる。
【０４７６】
　ＳＴ２５モードの場合は、ＳＴ序盤モードが終了すると時短モードに移行されるため、
変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）をＳＴ序盤モードの「０２Ｈ」から時短モードの
「０５Ｈ」に更新する。
【０４７７】
　ＳＴ７５モードの場合は、ＳＴ序盤モードが終了するとＳＴ中盤モードに移行されるた
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め（更新１回目）、このときは、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）を、ＳＴ序盤モ
ードの「０２Ｈ」からＳＴ中盤モードの「０３Ｈ」に更新する。そして、ＳＴ中盤モード
が終了すると時短モードに移行されるため（更新２回目）、このときは、変動パターン選
択モード（Ｔｃｏｄｅ）を、ＳＴ中盤モードの「０３Ｈ」から時短モードの「０５Ｈ」に
更新する。
【０４７８】
　ＳＴ１００モードの場合は、ＳＴ序盤モードが終了するとＳＴ中盤モードに移行される
ため（更新１回目）、上述のＳＴ７５モードの場合と同じく、変動パターン選択モード（
Ｔｃｏｄｅ）を、ＳＴ序盤モードの「０２Ｈ」からＳＴ中盤モードの「０３Ｈ」に更新す
る。その後、ＳＴ中盤モードが終了するとＳＴ終盤モードに移行されるため（更新２回目
）、このときは、変動パターン選択モード（Ｔｃｏｄｅ）を、ＳＴ中盤モードの「０３Ｈ
」からＳＴ終盤モードの「０４Ｈ」に更新する。そして、ＳＴ終盤モードが終了するとＳ
Ｔ終盤モードに移行されるため（更新３回目）、このときは、変動パターン選択モード（
Ｔｃｏｄｅ）を、ＳＴ終盤モードの「０４Ｈ」から一般モードの「００Ｈ」に更新する。
【０４７９】
　上記したステップＳ４９１の処理は、所定の変更条件の成立に基づき、特別図柄の変動
パターンの選択条件を更新（変更）する変動パターンモード更新手段として働く。
【０４８０】
　次いで、ステップＳ４９１の遊技状態更新処理を終えると、次いで、特図変動回数カウ
ンタ更新処理を行う（ステップＳ４９２）。ここでは、（１）ＳＴ序盤モードのＳＴ回数
２５回が消化された後、ＳＴ中盤モードの継続期間（ＳＴ回数５０回）を設定する処理（
特別図柄変動回数カウンタ２の値を設定する処理）、（２）ＳＴ中盤モードのＳＴ回数５
０回が消化された後、ＳＴ終盤モードの継続期間（ＳＴ回数２５回）を設定する処理（特
別図柄変動回数カウンタ３の値を設定する処理）を行う（更新される特別図柄変動回数カ
ウンタの値については、図２２の遊技状態移行テーブルの特別図柄変動回数カウンタ１～
３バッファの欄を参照）。本実施形態では、ステップＳ４８８～Ｓ４９１の処理により、
ＳＴ序盤、ＳＴ中盤、ＳＴ終盤モードを実現する。
【０４８１】
　次いで、前兆モード移行管理処理を実行する（ステップＳ４９３）。前兆モード移行管
理処理では、天井カウンタを確認して、天井カウンタの値が前兆モード移行契機ゲーム数
である否かを判定する。本実施形態の場合、９９０ゲーム目から前兆モードに突入するた
め（図７参照）、今回のゲームで天井カウンタＮが９８９ゲーム目を示す場合に（天井カ
ウンタＮ＝１０）、前兆モードへの移行設定処理を行う。具体的には、変動パターン選択
モード（Ｔｃｏｄｅ）を、一般モードの「００Ｈ」から前兆モードの「０１Ｈ」に更新す
る。これにより、次ゲームの９９０ゲーム目から前兆モードに移行され、前兆モードに基
づく特別図柄の変動パターンが選択され、前兆演出モード下における演出が現出される。
【０４８２】
　上記ステップＳ４９３の前兆モード移行管理処理を終えると、次いで、遊技状態情報送
信処理を実行する（ステップＳ４９５）。この遊技状態情報送信処理は、図１２に示す特
別図柄変動開始処理中の遊技状態情報送信処理（ステップＳ４０８）と同じく、遊技状態
指定コマンドを送信する。ただし、ここで送信される遊技状態指定コマンドは、ゲーム終
了時に係る遊技状態に関する情報、すなわち、上記ステップＳ４８２、Ｓ４９１、Ｓ４９
４などで更新された内容を含む情報である。したがって、本処理で送信される遊技状態指
定コマンドにより、演出制御部２４は、遊技状態の移行が生じるか否かを把握し、今回の
ゲーム終了時に、演出モードの移行制御を行うことができる。たとえば、９８９ゲーム目
が終了後、９９０ゲーム目が開始されていなくとも、９８９ゲーム目が終了直後に、一般
演出モードの昼背景から前兆モード中の夜背景に切り替え表示することができる。
【０４８３】
　以上のステップＳ４９５の遊技状態情報送信処理を終えると、特別図柄確認時間中処理
を抜けて、図１０の特別図柄表示データ更新処理（ステップＳ３０９）を行い、特別図柄
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管理処理（ステップＳ０９３）を抜けて、図９の特別電動役物管理処理（ステップＳ０９
５）に進む。
【０４８４】
　＜２３．特別電動役物管理処理：図１７＞
　次に、図９中の特別電動役物管理処理（ステップＳ０９５）について説明する。図１７
は、ステップＳ０９５の特別電動役物管理処理の詳細を示すフローチャートである。
【０４８５】
　図１７において、ＣＰＵ２０１は、まず小当り中フラグの状態を判定する（ステップＳ
５０１）。上記小当り中フラグがＯＮ状態の場合（ステップＳ５０１：＝５ＡＨ）、小当
り処理を行い（ステップＳ５０４）、この特別電動役物管理処理を抜ける。この小当り処
理では、小当り遊技動作を制御するための必要な処理が実行される。
【０４８６】
　上記小当り中フラグがＯＦＦ状態の場合（ステップＳ５０１：≠５ＡＨ）、次いで、条
件装置作動フラグの状態を判定する（ステップＳ５０２）。条件装置作動フラグがＯＦＦ
状態の場合（ステップＳ５０２：≠５ＡＨ）、この場合は、小当り遊技中ではなく（ステ
ップＳ５０１：≠５ＡＨ）、大当り遊技中でもないので、何もしないでこの特別電動役物
管理処理を抜ける。
【０４８７】
　条件装置作動フラグがＯＮ状態の場合（ステップＳ５０２：＝５ＡＨ）、特別電動役物
動作ステータス（００Ｈ～０４Ｈ）に応じた処理を行う（ステップＳ５０３：特別電動役
物ステータス分岐処理）。なお「特別電動役物動作ステータス」とは、特別変動入賞装置
５２の挙動を示すステータス値であり、このステータス値は処理状態に応じて変更され、
領域内ＲＡＭの特別電動役物動作ステータス格納領域に格納される。特別電動役物動作ス
テータスには、大当り遊技開始前の待機状態である旨を指定する「開始処理中（００Ｈ）
」、ラウンド遊技開始前の待機状態である旨を指定する「作動開始処理中（０１Ｈ）」、
ラウンド遊技が実行中である旨を指定する「作動中（０２Ｈ）」、次回のラウンド遊技を
継続させるか否かの判定中である旨を指定する「継続判定中（０３Ｈ）」、大当り遊技終
了時の終了処理中である旨を指定する「大当り終了処理中（０４Ｈ）」が含まれる。
【０４８８】
　ステップＳ５０３の特別電動役物動作ステータス分岐処理では、特別電動役物動作ステ
ータス値が「開始処理中（００Ｈ）」「作動開始処理中（０１Ｈ）」「作動中（０２Ｈ）
」「継続判定中（０３Ｈ）」「大当り終了処理中（０４Ｈ）」のいずれかのステータス値
であるかに応じてステップＳ５０５～Ｓ５０９のいずれかの処理を実行する。これらの処
理は大当り遊技を実行制御する処理であり、ステップＳ５０５～Ｓ５０９の処理を経て、
各種当りに対応する当り遊技が実現される。以下に、ステップＳ５０５～Ｓ５０９の処理
内容について説明する。
【０４８９】
　＜大当り遊技制御処理（ステップＳ５０５～Ｓ５０９）＞
　（９－１．大当り開始処理）
　ステップＳ５０５の「大当り開始処理」について説明する。大当り遊技開始時には、特
別電動役物動作ステータスが、初期値の「開始処理中（００Ｈ）」に設定されている。し
たがって「大当り」となった場合は、まずこの「大当り開始処理」が実行される。
【０４９０】
　大当り開始処理に入ると、ＣＰＵ２０１は、まず、大当り遊技を開始する際に必要な設
定処理（開始時の設定処理）として、役物連続作動装置作動フラグにＯＮ状態に設定する
。これにより、特別電動役物の連続作動（ラウンド遊技）が許容状態となる。そして、特
別電動役物動作ステータスを「作動開始処理中（０１Ｈ）」に更新し、ラウンド数をカウ
ントする「連続回数カウンタ」に初回の１Ｒ目を指定する０１Ｈを設定する。次いで、今
回当選した当り種別（特別図柄判定データ）に応じて、領域内ＲＡＭの該当領域に、今回
の大当りに対応する「最大ラウンド数」、また特別図柄役物動作タイマに「開始インター
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バル時間」を設定する。「開始インターバル時間（開始ＩＮＴ）」とは、特別図柄の確定
表示時間が経過して（図１６ＡのステップＳ４７１参照）大当りが確定した後、特別変動
入賞装置５２が作動するまで（１Ｒ目のラウンド遊技が開始されるまで）のインターバル
区間であって、オープニング演出区間を定めた時間幅を指す。
【０４９１】
　次いで、「大当り開始コマンド」を演出制御部２４に送信し、この大当り開始処理を抜
ける。なお「大当り開始コマンド」には、オープニング演出の開始を指示する役割の他、
今回の大当り種別とその大当り当選時の遊技状態とを特定可能な情報が含まれ、演出制御
部２４において、大当り遊技中に展開される一連の当り演出（大当り種別ごとに対応する
オープニング演出、ラウンド中演出、ラウンド終了演出、およびエンディング演出など）
を決定する際にも利用される。かくして、大当り遊技が開始される。
【０４９２】
　（９－２．特別電動役物作動開始処理）
　次に、ステップＳ５０６の「特別電動役物作動開始処理」について説明する。
【０４９３】
　特別電動役物作動開始処理に入ると、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイマが
ゼロであるか否かを判定する。ここでの特別図柄役物動作タイマには、ラウンド開始前イ
ンターバル時間が設定されている。このインターバル時間としては、初回のラウンド（１
Ｒ目）では、上記「大当り開始処理（ステップＳ５０５）」で設定された「開始インター
バル時間（開始ＩＮＴ）」が監視されるが、２Ｒ目以降で本処理（ステップＳ５０６）を
通過するときは、「開放前インターバル時間」、具体的には、今回のラウンド遊技が終了
して次回ラウンド遊技が開始されるまでのラウンド間のインターバル時間（Ｒ間ＩＮＴ）
が監視される。この特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は、今回のラウンド遊
技が終了していないので、何もしないでこの特別電動役物作動開始処理を抜ける。
【０４９４】
　一方、特別図柄役物動作タイマがゼロ、つまり開放前インターバル時間（１Ｒ目の場合
は、開始インターバル時間）が経過したならば、大当り種別（特別図柄判定データ）と現
在のラウンド数（連続回数カウンタ値）とに応じた大入賞口５０の開閉動作パターンを設
定する（大入賞口開閉動作設定処理）。ここでは、大入賞口開閉動作時間（最大開放時間
）を特別図柄役物動作タイマに格納し、大入賞口ソレノイド５２ｃを制御するためのソレ
ノイド用制御データ（ラウンド数に対応して実行される大入賞口開閉動作パターン用デー
タ）を設定する。
【０４９５】
　また大入賞口開放開始動作に伴い、大入賞口開放コマンドを演出制御部２４に送信する
。この「大入賞口開放コマンド」には、現在のラウンド数情報が含まれ、演出制御部２４
において、ラウンド数に対応するラウンド中演出を現出させる際に利用される。そして、
特別電動役物動作ステータスを「作動中（０２Ｈ）」に切り替えて、この特別電動役物管
理処理を抜ける。これにより、大入賞口５０が上記大入賞口開閉動作時間を上限に開放さ
れ、今回のラウンド遊技が開始される。
【０４９６】
　（９－３．特別電動役物作動中処理）
　次に、ステップＳ５０７の「特別電動役物作動中処理」について説明する。
【０４９７】
　特別電動役物作動中処理に入ると、ＣＰＵ２０１は、まず大入賞口５０への入賞球数が
最大入賞数に達したか否かを監視し、最大入賞数に達した場合には特別図柄役物動作タイ
マをゼロクリアする。これにより、上記「特別電動役物作動開始処理（ステップＳ５０６
）」で設定されたタイマ値が強制的にゼロになり、最大入賞数に達したことを以って、開
放中の大入賞口５０が閉鎖されることになる。また、ここでは、大入賞口５０に入賞があ
るごとに、「大入賞口入賞コマンド」を演出制御部２４に送信する。この大入賞口入賞コ
マンドには、大入賞口への入賞発生情報と賞球数情報とが含まれ（設定値情報も含ませて
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もよい）、大入賞口５０に入賞した旨を報知する入賞演出に利用される他、入賞演出を利
用した設定示唆演出の現出制御にも利用される。たとえば、最大入賞数を超えるオーバー
入賞があった場合、設定値に応じて定められた出現率に従い、通常のオーバー入賞演出に
替えて、特別なオーバー入賞演出を現出する。
【０４９８】
　なお、特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間、つまり、大入賞口開放動作時間
（最大開放時間）が経過するか、または最大入賞数に達するまでの間は、何もしないで、
そのまま特別電動役物作動中処理を抜ける。
【０４９９】
　最大入賞数に達するか、または最大開放時間が経過して、特別図柄役物動作タイマがゼ
ロになったならば、今回のラウンド遊技が終了したとして、特別電動役物動作ステータス
を「継続判定中（０３Ｈ）」に切り替え、特別図柄役物動作タイマに残存球排出時間（１
９８０ｍｓ）を格納する。この「残存球排出時間」とは、大入賞口が閉鎖された後、大入
賞口内部の残存球を排出するための余裕時間を指す。また大入賞口閉鎖（ラウンド遊技終
了）に伴い、ラウンド間インターバルコマンドを演出制御部２４に送信する。この「ラウ
ンド間インターバルコマンド」は、ラウンド遊技終了情報や現在のラウンド数情報を含み
、演出制御部２４において、次回ラウンドまでのラウンド間インターバル（Ｒ間ＩＮＴ）
中の演出（ラウンド間インターバル演出）を現出させる際に利用される。以上により、こ
の特別電動役物作動中処理を抜ける。
【０５００】
　（９－４．特別電動役物作動継続判定処理）
　次に、ステップＳ５０８の「特別電動役物作動継続判定処理」について説明する。
【０５０１】
　特別電動役物作動継続判定処理に入ると、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイ
マがゼロであるか否かを判定する。ここでの特別図柄役物動作タイマには、大入賞口閉鎖
後の残存球排出時間（１９８０ｍｓ）が設定されているので（ステップＳ５０７参照）、
この残存球排出時間が経過したか否かが判定される。上記特別図柄役物動作タイマがゼロ
になるまでの間は、何もしないでこの特別電動役物作動継続判定処理を抜ける。
【０５０２】
　特別図柄役物動作タイマがゼロ（残存球排出時間経過）になったならば、連続回数カウ
ンタの値を取得して、現在のラウンド数が最大ラウンド数に達したか否かを判定する。最
大ラウンド数に達していない場合には、ラウンド遊技継続時の処理として、連続回数カウ
ンタに１加算（＋１）し、「開放前インターバル時間」を特別図柄役物動作タイマに格納
し、特別電動役物動作ステータスを「作動開始処理中（０１Ｈ）」に切り替える。
【０５０３】
　一方、現在のラウンド数が最大ラウンド数に達した場合には、最終ラウンド終了時の設
定処理として、「終了インターバル時間（終了ＩＮＴ）」を特別図柄役物動作タイマに格
納し、特別電動役物動作ステータスを「終了処理中（０４Ｈ）」に切り替える。上記「終
了インターバル時間」とは、最終ラウンド目のラウンド遊技が終了して残存球排出時間経
過した後、大当り遊技が終了するまでのインターバル区間であって、エンディング演出区
間を定めた時間幅を指す。
【０５０４】
　そして、エンディング演出の開始を指示する「大当り終了コマンド」を演出制御部２４
に送信して、特別電動役物作動継続判定処理を抜ける。これにより、最大ラウンド数目の
ラウンド遊技が終了される。なお、上記大当り終了コマンドには、今回の大当り種別とそ
の当選時の遊技状態とに関する情報、つまり大当り遊技終了後の遊技状態を特定可能な情
報が含まれ、演出制御部２４において、大当り遊技後の演出モードを決定する際にも利用
される。
【０５０５】
　（９－５．大当り終了処理：図１８）
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　次に、ステップＳ５０９の「大当り終了処理」について説明する。図１８は、大当り終
了処理の詳細を示すフローチャートである。
【０５０６】
　図１８において、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを
判定する（ステップＳ５９１）。ここでの特別図柄役物動作タイマには、上記終了インタ
ーバル時間（終了ＩＮＴ）が設定されているので、ここでは、この終了インターバル時間
が経過したか否かが判定される。特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は（ステ
ップＳ５９１：ＮＯ）、何もしないでこの大当り終了処理を抜ける。
【０５０７】
　一方、特別図柄役物動作タイマがゼロ（終了インターバル時間経過）になったならば（
ステップＳ５９１：ＹＥＳ）、状態フラグ設定処理を実行する（ステップＳ５９２）。こ
こでは、既に説明した「遊技状態移行準備処理（図１２のステップＳ４１２）」において
設定された状態バッファの各々の値を、状態バッファに対応するフラグ領域やカウンタに
それぞれ設定する。これにより、大当り遊技後の遊技状態が指定される。
【０５０８】
　次いで、大当り終了時の各種設定処理を実行する（ステップＳ５９３）。ここでは、大
当り遊技制御処理中に利用した各種のデータ（たとえば、ステップＳ５０５～Ｓ５０９で
利用したフラグやカウンタ値）をクリアし、遊技状態報知ＬＥＤ出力番号を更新し、特別
電動役物動作ステータスを「開始処理中（００Ｈ）」に切り替える。
【０５０９】
　上記大当り終了処理を終えると、大当り遊技に関する一連の制御処理が終了して、今回
の大当り遊技が終了される。なお、以上に説明した大当り遊技に関する一連の制御処理は
、天井特典による「強制当り」が付与される場合も同様である。
【０５１０】
　＜１９．演出制御部側の処理：図１９～図２０＞
　次に、図１９～図２０を参照して、本実施形態の演出制御部２４側における演出制御処
理について説明する。演出制御部２４側の処理は、主に、所定のメイン処理（演出制御側
メイン処理：図１９）と、ＣＴＣからの定時割込みで起動されるタイマ割込処理（演出制
御側タイマ割込処理：図２０）とを中心に構成される。
【０５１１】
　＜１９．演出制御側メイン処理：図１９＞
　図１９は、演出制御部側のメイン処理（演出制御側メイン処理）を示すフローチャート
である。演出制御部２４は、遊技機本体に対して外部から電源が投入されると、図１９に
示す演出制御側のメイン処理を開始する。
【０５１２】
　この演出制御側のメイン処理において、演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、まず遊技
動作開始前における必要な初期設定処理を行う（ステップＳ１００１）。ここでは、初期
設定処理として、たとえば、コマンド受信割込み設定、可動体役物の起点復帰処理、ＣＴ
Ｃの初期設定、タイマ割込みの許可、マイクロコンピュータの各部を含めてＣＰＵ内部の
レジスタ値の初期設定などを行う。
【０５１３】
　上記初期設定処理を終えると、正常動作時の処理として、所定時間ごと（１６ｍｓ）に
ステップＳ１００３～Ｓ１０１１のメインループ処理を行い、それ以外ではステップＳ０
１０１２の演出用ソフト乱数更新処理を繰り返し行う。
【０５１４】
　ステップＳ１００２の処理において、ＣＰＵ２４１は、メインループ更新カウンタを参
照して、メインループ処理の実行契機となるメインループ更新周期（カウンタ値＞１５）
が到来したか否かを判定する（ステップＳ１００２）。上記メインループ更新カウンタは
、１ｍｓ毎に実行される後述の演出制御側タイマ割込処理中でインクリメントされるカウ
ンタである（図２０のステップＳ１０５７参照）。本実施形態では、１６ｍｓ程度ごとに
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メインループ処理を行うようになっており、ステップＳ１００２の判定処理にて、メイン
ループ更新カウンタ値を判定し、その値が「１５」より大きい場合には（ステップＳ１０
０２：ＹＥＳ）、メインループ処理の実行タイミングが到来したとして、ステップＳ１０
０３～Ｓ１０１１の処理を実行し、それ以外の場合には、メインループ更新周期が到来す
るまで（ステップＳ１００２：ＮＯ）、各種演出抽選用乱数の更新を行う（ステップＳ１
０１２）。
【０５１５】
　上記メインループ更新周期が到来した場合（ステップＳ１００２：ＹＥＳ）、メインル
ープ更新カウンタをゼロクリアし（ステップＳ１００３）、次いで、エラー処理を実行す
る（ステップＳ１００４）。ここでは、エラー中におけるエラー報知用の演出シナリオの
設定やエラーが解除された際のエラー解除処理などを実行する。なお、演出手段に関する
エラー（可動体役物エラー、音声ＩＣエラーなど）は、ここで監視される。
【０５１６】
　次いで、デモ・節電モード処理を実行する（ステップＳ１００５）。このデモ・節電モ
ード処理では、デモ開始待ち演出、客待ち演出、および節電モードに必要な設定処理を実
行する。
【０５１７】
　次いで、演出スイッチ入力処理を実行する（ステップＳ１００７）。この演出スイッチ
入力処理では、操作手段（演出ボタン１３、方向キー７５）の操作状態を監視し、操作を
検出した場合には、その操作に応じた演出制御処理を実行する。操作手段の入力状態は、
後述の図２０中のボタン入力状態更新処理（ステップＳ１０５２）にて監視される。
【０５１８】
　次いで、コマンド解析処理を行う（ステップＳ１００８）。このコマンド解析処理では
、コマンド受信バッファに演出制御コマンドが格納されているか否かを監視し、演出制御
コマンドが格納されていればこのコマンドを読み出し、読み出した演出制御コマンドに対
応した演出処理を実行する。なお、主制御部２０側からのストローブ信号に基づく割込み
が生じた際、図示しないコマンド受信割込処理が実行される。このコマンド受信割込処理
により、演出制御コマンドが取得され、そのデータは、ＲＡＭ２４３のコマンド受信バッ
ファに格納される。
【０５１９】
　コマンド解析処理では、たとえば、変動パターン指定コマンドを受信した場合、まずそ
のコマンドの内容を解析し、その内容である特別図柄の変動パターン情報を取得し、ＲＡ
Ｍ２４３の所定領域に格納する。図柄変動表示ゲーム中の演出は、まだこの時点では決定
せず、変動パターン指定コマンドに続いて送られてくる装飾図柄指定コマンドを受信した
場合に決定される。つまり、ここで格納された変動パターン情報と装飾図柄指定コマンド
に含まれる情報（図柄抽選結果情報）とに基づき、図柄変動表示ゲーム（装飾図柄変動表
示ゲーム）中の演出シナリオ（装飾図柄の変動表示、予告演出など）が決定されるように
なっている。たとえば、変動パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンドとが受信され
た場合、コマンド解析処理において、これらコマンドに含まれる情報（変動パターン情報
と当選種別情報）に基づいて、１または複数種類の演出パターンを決定する。ここで決定
される演出パターンは、演出シナリオを構成する要素としての「パーツ演出」として働く
。続いて、上記決定された演出パターン（パーツ演出）を、どのようなタイミングで、ど
れだけの演出時間幅をもって現出させるかについてのタイムスケジュールを決定し、これ
により演出シナリオを構成して、その演出シナリオのデータをＲＡＭ２４３の所定領域に
格納する。この演出シナリオに組み込まれた種々の演出パターン（パーツ演出）が、次々
に、あるいは複数同時展開されることにより、広義の意味での「演出シナリオ」が実現さ
れる。なお本実施形態では、変動パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンドとに含ま
れる情報に基づき、図柄変動表示ゲーム中の演出シナリオを決定しているが本発明はこれ
に限らず、少なくとも変動パターン指定コマンドに含まれる情報に基づき決定することが
できる。変動パターン指定コマンドには、当落情報と変動パターン情報とが含まれるので
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、当り種別（図柄抽選情報）自体を必要としない場合には、この変動パターン指定コマン
ドに基づいて、図柄変動表示ゲーム中の演出シナリオを構成することもできる。
【０５２０】
　またたとえば、「保留加算コマンド」を受信した場合には、先読み予告抽選により先読
み予告（保留変化予告および／または変動中先読み予告）を実行するか否かを決定し、先
読み予告を実行する場合には、その演出シナリオを決定して、その演出シナリオのデータ
をＲＡＭ２４３の対応領域に格納し、先読み予告の実行の際に適宜利用する。また、他の
先読み予告、たとえば、天井用保留変化予告（図３２）を現出させる場合も同じように、
天井用保留変化予告を実行する場合には、その演出シナリオのデータをＲＡＭ２４３の対
応領域に格納し、天井用保留変化予告の実行の際に適宜利用する。これにより、通常の先
読み予告（保留変化予告、変動中先読み予告）や、天井専用の先読み予告（天井用保留変
化予告）の現出を実現する。
【０５２１】
　上記コマンド解析処理を終えると、続いて、シナリオ更新処理を実行する（ステップＳ
１００９）。このシナリオ更新処理では、演出シナリオの実行に必要なタイマの内容を更
新、当該タイマ値に基づいて演出シナリオを進行する処理を実行する。上記タイマの代表
的なものは、演出の発生タイミングに関するタイムスケジュールを管理する演出シナリオ
タイマである。たとえば、特別図柄が変動表示されている変動期間（特別図柄変動期間）
内と実質的に同一期間内である、装飾図柄が変動表示されている変動期間（装飾図柄変動
期間）内において、その時間軸上で、どのような演出パターンを、どれだけの時間幅をも
って、どのような演出手段で現出させるかについての時間的なスケジュールがこのタイマ
により管理される。斯様な演出シナリオタイマは、後述のＬＥＤ駆動データ更新処理（ス
テップＳ１０１１）や演出役物動作更新処理（ステップＳ１０５３）においても利用され
る。ここでは、この演出シナリオタイマを監視し、一の演出の発生時期が到来すると、ス
ピーカ４６用の音データと、画像表示制御用の液晶コマンドとを作成し、それぞれをＲＡ
Ｍ２４３の指定領域に格納する。なお、光表示装置用のＬＥＤデータに関しては後述のＬ
ＥＤ駆動データ更新処理（ステップＳ１０１１）で、可動体役物用のモータ制御データに
関しては後述の演出役物動作更新処理（ステップＳ１０５３）で作成される。
【０５２２】
　次いで、サウンド出力処理を行う（ステップＳ１０１０）。このサウンド出力処理では
、ステップＳ１００９のシナリオ更新処理で作成された音データを取得し、再生する音デ
ータが有る場合には、音チャネル毎に設定されている音データに基づき、フレーズやボリ
ュームなどのデータを音響制御部（音源ＬＳＩ）に出力し、音響制御部を通じてスピーカ
４６から音演出を現出させる。これにより、演出シナリオに沿った音演出が実現される。
【０５２３】
　次いで、ＬＥＤ駆動データ更新処理を実行する（ステップＳ１０１１）。このＬＥＤ駆
動データ更新処理では、演出シナリオデータと演出シナリオタイマとに基づき、装飾ラン
プ１３や各種演出用ＬＥＤなどの光表示装置用のＬＥＤデータを作成し、光表示制御部を
通じて装飾ランプ部４５やＬＥＤを点灯点滅させる。これにより、演出シナリオに沿った
光演出が実現される。
【０５２４】
　以上により、メインループ処理を終了すると、次のメインループ更新周期が到来するま
で、ステップＳ１０１２の演出用ソフト乱数更新処理を行う。
【０５２５】
　＜３１．演出制御側タイマ割込処理：図２０＞
　次に図２０を参照して、演出制御側のタイマ割込処理について説明する。図２０は、演
出制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。この演出制御側タイマ割込処理は
、ＣＴＣからの一定時間（１ｍｓ）ごとの割込みで起動され、演出制御側メイン処理実行
中に割り込んで実行される。
【０５２６】
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　図２０において、ＣＰＵ２０１は、タイマ割込みが生じると、レジスタの内容をスタッ
ク領域に退避させた後（ステップＳ１０５１）、ボタン入力状態更新処理を実行する（ス
テップＳ１０５２）。このボタン入力状態更新処理では、操作手段（演出ボタン１３、方
向キー７５）からの操作検出信号の入力状態を監視し、操作検出信号を受信したことを確
認した場合、その検出情報をＲＡＭ２４３の所定領域に格納する。この操作検出情報は、
図１９シナリオ更新処理（ステップＳ１００９）にて、遊技者参加型演出やメニュー画面
やメニュー項目に係る情報などを表示する際に利用される。本実施形態では、１回押し、
長押し、連打などの検出も可能となっている。
【０５２７】
　次いで、演出役物動作更新処理を実行する（ステップＳ１０５３）。この演出役物動作
更新処理では、演出シナリオデータと演出シナリオタイマとに基づき、可動体役物用のモ
ータ制御データを作成する処理を行う。
【０５２８】
　次いで、ＳＯＬ・ＭＯＴ出力処理を行う（ステップＳ１０５４）。このＳＯＬ・ＭＯＴ
出力処理では、上記演出役物動作更新処理で作成された可動体役物用の制御データを駆動
制御部に出力する。駆動制御部は、制御データに基づく制御信号を、動作対象とする可動
体役物の可動体役物モータに出力しその動作を制御する。これにより、演出シナリオに沿
った可動体役物（時計型役物８０、花型役物９０など）による可動体演出が実現される。
【０５２９】
　次いで、液晶コマンド送信処理を行う（ステップＳ１０５５）。この液晶コマンド送信
処理では、図１９のシナリオ更新処理（ステップＳ１００９）で作成された液晶コマンド
が有る場合には、表示制御部（液晶制御ＣＰＵ）に液晶コマンドを送信し、液晶表示装置
３６に対する画像表示制御を実行させる。これにより、演出シナリオに沿った画像演出が
実現される。
【０５３０】
　次いで、ＲＴＣ情報取得処理を実行する（ステップＳ１０５６）。このＲＴＣ情報取得
処理では、ＲＴＣにより計時される日時情報（ＲＴＣ情報）を取得する。このＲＴＣ情報
は、ＲＴＣ情報に基づく演出を現出する際に利用される。
【０５３１】
　次いで、メインループ更新カウンタをインクリメントする（ステップＳ１０５７）。こ
のメインループ更新カウンタは、上述の演出制御側のメイン処理中のステップＳ１００３
でリセットされ、本処理でインクリメントされる。したがって、ステップＳ１０５７が実
行される際には、メインループ更新カウンタ値は０～１５のいずれかとなっている。
【０５３２】
　上記ステップＳ１０５７の処理を終えると、退避していたレジスタの内容を復帰させ（
ステップＳ１０５８）、タイマ割込処理を終了して、次のタイマ割込みが発生するまで演
出制御側メイン処理を実行する。
【０５３３】
　〔特典付与形態の変形例１：図３３〕
　上記実施形態では、通常モード中（少なくとも内部遊技状態が通常状態中）に、大当り
に当選することなく、所定のゲーム数が実行された場合、天井特典を付与する構成につい
て説明した。しかし本発明はこれに限らず、たとえば、下記付与形態（α）～付与形態（
ζ）とすることができる。
【０５３４】
　＜付与形態（α）：図３３（イ）＞
　（α）遊技モードまたは内部遊技状態とは無関係に、実行ゲーム数をカウントし、大当
りに当選することなく、当該カウントされたゲーム数が所定のゲーム数（たとえば、１０
００ゲーム目）に達した場合に天井特典を付与する（図３３（イ）参照）。本構成の場合
、通常モード（通常状態）のみならず、時短モード（時短状態）中や確変モード（確変状
態）中に実行されたゲーム数もカウントされる。したがって、純粋に、今回の大当りから
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何ゲームハマったのかに応じて、天井特典を付与することができる。
【０５３５】
　＜付与形態（β）：図３３（ロ）＞
　（β）「低確率状態を伴う遊技状態（低確遊技状態）」中のゲーム数をカウントし、大
当りに当選することなく、当該カウントされたゲーム数が所定のゲーム数（たとえば、１
０００ゲーム目）に達した場合に天井特典を付与する。本例の場合、高確率状態を伴う遊
技状態（高確遊技状態）中に実行されたゲーム数はカウント対象から除外される。ここで
、「低確率状態を伴う遊技状態」とは、内部遊技状態に着目した場合は「通常状態」また
は「時短状態」が該当し、遊技モードに着目した場合は「通常モード」または「時短モー
ド」が該当する。
【０５３６】
　図３３（ロ）は、代表的に、時短大当り１（移行先遊技状態が時短Ａ）と、確変大当り
３（移行先遊技状態がＳＴ２５モード（確変Ｃ））と、確変大当り２（移行先遊技状態が
ＳＴ７５モード（確変Ｂ））と、確変大当り１（移行先遊技状態がＳＴ１００モード（確
変Ａ））とを、本例（付与形態（β））に適用したケースを示したものである。図示では
、三者を比較し易いように、いずれも「電サポ１００回を付与する大当り」を示してある
。各大当りについて、電サポ終了後（１０１ゲーム目）から天井ゲーム（１０００ゲーム
目）までに必要なゲーム数（本例において「必要ゲーム数Ｘ」と称する）は次の通りとな
る。
【０５３７】
　図３３（ロ）を参照して、時短Ａ大当りの場合、大当り遊技終了後から時短回数１００
回の時短状態に移行され、この時短回数１００回分がカウント対象とされる。したがって
、必要ゲーム数Ｘは「９００ゲーム」となる（図３３（ロ）の「時短Ａ」参照）。
　一方、ＳＴモード移行契機大当りの場合には、ＳＴモードに応じて、電サポ終了後から
天井到達までのゲーム数が異なる。具体的には、図３３（ロ）の「ＳＴ２５」、「ＳＴ７
５」、「ＳＴ１００」を参照して、
　ＳＴ２５モード（ＳＴ回数２５回＋時短回数７５回）の場合、ＳＴ２５回終了後の時短
回数７５回分がカウント対象とされるため、必要ゲーム数Ｘは「９２５ゲーム」となる。
　ＳＴ７５モード（ＳＴ回数７５回＋時短回数２５回）の場合、ＳＴ７５回終了後の時短
回数２５回分がカウント対象とされるため、必要ゲーム数Ｘは「９７５ゲーム」となる。
　ＳＴ１００モード（ＳＴ回数１００回）の場合、電サポ終了までの１００ゲーム間はＳ
Ｔモード中となるため、この１００ゲーム分はカウント対象から除外される。したがって
、必要ゲーム数Ｘは１０００ゲームとなる。ＳＴモードの場合は、相対的に利益度合が低
いＳＴモードほど、電サポ終了後から天井ゲーム数までの必要ゲーム数が少なくなる。
【０５３８】
　図示の関係を纏めれば、上記「必要ゲーム数Ｘ」に関し、「時短Ａ（時短回数１００回
）＜ＳＴ２５モード＜ＳＴ７５モード＜ＳＴ１００モード」の関係となる。すなわち、利
益度合が相対的に低い遊技モード（内部遊技遊技状態）に移行されるほど、電サポ終了後
からの天井到達までの必要ゲーム数（通常モード（通常状態）中における必要ゲーム数）
が減少する、という特異な関係となる。この「通常モード（通常状態）で実行すべき必要
ゲーム数が減少する」という点は、天井特典とは別の性格の救済機能であるともいえる。
【０５３９】
　＜付与形態（γ）：図３３（ハ）＞
　（γ）特定の変動パターン選択モード（特定のＴｃｏｄｅ）中のゲーム数をカウントし
、大当りに当選することなく、当該カウントされたゲーム数が所定ゲーム数に達した場合
に天井特典を付与する。本例の理解を容易なものとするために、仮想的な遊技機として、
通常モードに相当する遊技モードとして、変動パターン選択モードが異なる「通常Ａモー
ド」と「通常Ｂモード」の２つの遊技モードを含む複数種類の遊技機モードを移行制御可
能な遊技機を例にとり説明する。この場合、図３３（ハ）に示すように、たとえば、カウ
ント対象を「通常Ｂモード」における実行ゲーム数とする。この場合、「通常Ａモード」
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の実行ゲームはカウント対象外となるため、通常Ａモードでいくらゲームが実行されても
天井特典が付与されることがないが、「通常Ｂモード」中に実行されたゲーム数が所定の
ゲーム数に達すれば天井特典が付与される、という構成とすることができる。なお、「通
常Ａモード」と「通常Ｂモード」の移行条件（変動パターン選択モードの移行条件）とし
ては、たとえば、「小当りに当選した場合にモード移行を生じさせる」または「実行ゲー
ム数（変動回数）に応じて、モード移行を生じさせる」などがある。本例を利用して、下
記（Ａ）または（Ｂ）のような遊技性を作り出すことができる。
【０５４０】
　［（Ａ）小当り当選に起因して、変動パターン選択モードの移行を生じさせるケース］
　小当り当選に起因して変動パターン選択モードの移行を生じさせるケースについて説明
する。本ケースの例として、たとえば、特図１側に小当り（当選確率１／５０）を設け、
変動パターン選択モードの移行に関し、「通常Ａモード」中に小当り（昇格抽選）に当選
した場合に「通常Ｂ」に移行させ（小当り遊技後に通常Ｂモードに移行する）、「通常Ｂ
モード」中に再度小当りに当選した場合（転落抽選）に当選した場合に「通常Ａモード」
に移行させる（小当り遊技後に通常Ａモードに移行する）。そして、天井特典付与に関し
、「通常Ｂモード」中において小当りまたは大当りに当選することなく所定のゲーム数（
たとえば、７０ゲーム）ハマった場合に（通常Ｂモード中に７０ゲーム連続してハズレの
場合）天井特典を付与する。本ケースの場合、通常Ａモード中にいくらハマっても天井特
典が付与されることはないが、通常Ｂモード中に７０ゲームハマった場合には天井特典が
付与される。したがって、通常Ｂモードを遊技者に有利な“天井特典付与チャンス期間”
つまり「チャンスゾーン」として機能させるという斬新な遊技性を作り出すことができる
。なお、小当りは複数設けてもよく、たとえば、通常Ａモード中に第１小当りに当選した
場合に通常Ｂモードに移行させ、通常Ｂモード中に第２小当りに当選した場合に通常Ａモ
ードに移行させてもよい。この場合、第１小当りと第２小当りとが異なる当選確率であっ
てもよいし、同一の当選確率であってもよい。また、設定値に応じた小当りの当選確率を
定めることができる。たとえば、設定値が高いほど第１小当り（通常Ｂモード（チャンス
ゾーン）への移行契機となる小当り）の当選確率を高くなるようにし、第２小当り（通常
Ａモードへの移行契機となる小当り）の当選確率を低く定めれば、高設定になるほど、通
常Ｂモードからの転落確率が低くなる。つまり、設定値が高くなるなるほど、天井特典の
付与確率が高くなる、という遊技性を作り出すことができる。なお、小当りの当選確率、
カウント対象の変動パターン選択モード、天井特典付与のゲーム数については、遊技性を
考慮して適宜定めることができる。
【０５４１】
　［Ｂ：変動回数に起因して変動パターン選択モードの移行を生じさせるケース］
　次に、変動回数に起因して変動パターン選択モードの移行を生じさせるケースについて
説明する。本ケースの例として、たとえば、変動パターン選択モードの移行に関し、通常
Ａモード中に第１ゲーム数（たとえば、５０ゲーム）実行された場合に「通常Ｂモード」
に移行させ、「通常Ｂモード」中に第２ゲーム数（たとえば、４０ゲーム）実行された場
合に「通常Ａモード」に移行させる。そして、通常Ｂモード中のゲーム数が所定のゲーム
数（たとえば、４００ゲーム）に達した場合に天井特典を付与する。この例では、通常Ｂ
モードに１０回移行されると天井到達ゲーム数の４００ゲームに達することができる。な
お、天井到達ゲーム数を固定的なものとするのではなく、たとえば、４００ゲーム、６０
０ゲーム、８００ゲームなどの複数種類のゲーム数を設け、抽選によりいずれかのゲーム
数を決定可能に構成してもよい。この場合、天井到達ゲーム数がランダム化され、遊技の
面白みを向上させることができる。また、設定値が高いほど相対的に少ないゲーム数（４
００ゲーム）が選択され易く、設定値が低いほど相対的に多いゲーム数（８００ゲーム）
が選択され易いという様に、天井到達ゲーム数の抽選確率を設定値に応じて定めれば、高
設定ほど天井特典の恩恵を付与し易くしたり、逆に低設定ほど天井特典の恩恵を付与し易
くしたりすることができる。また、天井到達ゲーム数の違いにより、設定推測要素を遊技
者に与えることもできる。
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【０５４２】
　また、特定の変動パターン選択モードのゲーム数をカウント対象とするのではなく、「
特定の変動パターン選択モードへの移行回数」をカウント対象としてもよい。この場合、
特定の変動パターン選択モード（本例の場合、通常Ｂモード）への移行回数が所定回数（
たとえば、１０回）に達した場合に天井特典を付与することができる。また、複数種類の
上記移行回数を設け（たとえば、７回、８回、９回、１０回など）、抽選（移行回数抽選
）によりいずれかの移行回数を決定可能な構成してもよい。この場合、設定値が高いほど
相対的に少ない移行回数（たとえば、７回）が選択され易く、設定値が低いほど相対的に
多い移行回数（たとえば、１０回）が選択され易いという様に、移行回数の抽選確率を設
定値に応じて定めれば、高設定ほど天井特典の恩恵を付与し易くしたり、逆に低設定ほど
天井特典の恩恵を付与し易くしたりすることができる。また、天井到達ゲーム数の違いに
より、設定推測要素を遊技者に与えることもできる。
【０５４３】
　＜付与形態（δ）＞
　また、特別図柄変動表示ゲームの実行回数（特別図柄の変動回数）をカウント対象とす
るのではなく、（δ）「普図変動表示ゲームの実行回数（普図の変動回数）」をカウント
対象としてもよい。この場合、低確率状態（通常状態および／または時短状態）を伴う遊
技状態中の「普通図柄の変動回数」をカウントすることが好ましい。たとえば、通常モー
ド（通常状態）中の普図変動表示ゲームの実行回数をカウントして、所定のゲーム数（た
とえば、２０００ゲーム目）に達した場合、天井特典を付与することができる。
【０５４４】
　＜付与形態（ε）＞
　また（ε）条件装置が作動しない「小当り」の当選回数をカウントし、大当りに当選す
るこなく、そのの当選回数が所定回数に達した場合に天井特典を付与することができる。
たとえば、小当りの当選確率を１／１００とし、小当りの当選が１０回に達した場合に、
天井特典を付与する。なお、「小当り」の当選回数に替えて、小当りに当選した場合の特
別電動役物の作動回数（小当り遊技の実行回数）をカウントしてもよい。また、複数種類
の上記当選回数を設け（たとえば、７回、８回、９回、１０回）、抽選（天井移行当選回
数抽選）によりいずれかの回数を決定可能に構成してもよい。この場合、設定値が高いほ
ど相対的に少ない当選回数（たとえば、７回）が選択され易く、設定値が低いほど相対的
に多い当選回数（たとえば、１０回）が選択され易いという様に、各当選回数の抽選確率
を設定値に応じて定めれば、高設定ほど天井特典の恩恵を付与し易くしたり、逆に低設定
ほど天井特典の恩恵を付与し易くしたりすることができる。また、天井到達ゲーム数の違
いにより、設定推測要素を遊技者に与えることもできる（次に述べる「付与形態ζ」も同
様）。
【０５４５】
　＜付与形態（ζ）＞
　また（ζ）「補助当り」の当選回数をカウントして、所定の当選回数に達した場合に、
天井特典を付与することができる。この場合、少なくとも補助当り抽選確率が低確率状態
（普通図柄確変機能非作動）を伴う遊技状態（通常状態および／または潜確状態）におけ
る当選回数をカウントすることが好ましい。なお、「補助当り」の当選回数に替えて、普
電開放遊技の実行回数をカウントしてもよい。
【０５４６】
　上記付与形態（ε）および（ζ）の付与形態は、天井特典を付与する条件が、図柄変動
表示ゲームの実行回数（図柄の変動回数）に依存しない点に特徴がある。
【０５４７】
　なお、上記実施形態、付与形態（α）や付与形態（β）について、所定のゲーム数（天
井ゲーム数）に達した場合に天井特典を付与すると説明したが、本発明はこれに限らず、
上記付与形態（γ）のように、所定の抽選（天井ゲーム数抽選）により天井ゲーム数を決
定可能に構成してもよい。具体的には、複数種類の天井ゲーム数を設け（たとえば、５０
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０ゲーム、７００ゲーム、１０００ゲーム）、抽選によりいずれかの天井ゲーム数を決定
可能な構成とすることができる。この場合も設定値が高いほど相対的に少ないゲーム数が
選択され易く、設定値が低いほど相対的に多いゲーム数が選択され易いという様に、各天
井ゲーム数の抽選確率を設定値に応じて定めることができる。
【０５４８】
　〔特典付与形態の変形例２（分割特典付与形態）：図３４〕
　上記実施形態と特典付与形態の変形例１では、天井発動契機が１回（１０００ゲーム目
に天井特典を付与）の形態について説明したが、本発明はこれに限られない。たとえば、
複数回（少なくとも２回）の特典発動契機（小特典付与契機）を定め、各特典発動契機に
よる付与される小特典により、大特典（たとえば、天井特典と同等の利益）を付与可能な
構成とすることができる（分割特典付与形態）。この変形例２は、複数回の特典発動契機
を利用するという点で、「遊技者を大ハマリから救済するために特典を付与する」という
目的よりも、特定の遊技状態（たとえば、通常状態（通常モード））中のベースアップ」
の目的が強いものとなっている。
【０５４９】
　この変形例２の代表例としては、たとえば、大当り間で付与する時短回数に上限を設け
、その上限の時短回数を複数回に分けて付与する構成である。具体的には、時短回数１０
０回の有限時短という“大特典（天井特典に相当）”を、時短回数２５回の有限時短とい
う“小特典”により４回に分けて付与（分割付与）する構成である。したがって、本変形
例は下記の関係式（１０）を満たす。
【０５５０】
　付与する時短回数の上限（以下「上限時短回数」と称する）をＸ回、付与回数をＹ回、
上限時短回数分を分割した回数（以下「分割時短回数」と称する）をＺｋ回（ｋ＝１～Ｙ
：以下、単に「Ｚ」と表記する場合がある）とした場合、
　「ΣＺｋ＝Ｘ　ｋ＝１～Ｙ」・・・式（１０）
　を満たす。たとえば、上限時短回数Ｘを１００回、分割付与回数Ｙを４回とした場合、
次回大当りに当選するまでに、４回付与した場合における分割時短回数の合計（Ｚ１＋Ｚ
２＋Ｚ３＋Ｚ４）が、上限時短回数の１００回（Ｚ１＋Ｚ２＋Ｚ３＋Ｚ４＝１００）とな
るように時短状態を付与する。なお、分割時短回数Ｚｋは、それぞれ同一または略同一の
分割時短回数としてもよいし、少なくとも１つが異なる分割時短回数としてもよい。すな
わち、同一または略同一利益の小特典を分割付与する構成であってもよいし、異なる小特
典を分割付与する構成であってもよい。前者の例としては、たとえば、時短回数２５回を
４回に分けて付与し上限時短回数１００回とする（同一の分割時短回数を付与）、後者の
例としては、たとえば、初回～４回目の分割時短回数を「２０回、２０回、２０回、およ
び４０回」とする（一部が異なる分割時短回数）、「１５回、３５回、２０回および３０
回」とする（それぞれ異なる分割時短回数）などである。また、ハマリゲーム数が相対的
に多くなるほど、利益度合が相対的に高い小特典を付与する構成としてもよい。たとえば
、初回～４回目の分割時短回数を「１０回、２０回、３０回および４０回」とすることが
できる。
【０５５１】
　なお、上限時短回数Ｘ、付与回数Ｙ、および分割時短回数Ｚをどのような値に定めるか
は、遊技性などを考慮して適宜定めることができる。たとえば、上限時短回数Ｘを「上限
時短回数Ｘ＞大当りによる最大時短回数」の関係を満たす回数（たとえば、３００回）に
定めることができる。しかし、過度な特典付与にならないように、上限時短回数Ｘを、少
なくとも「上限時短回数Ｘ≦大当りによる最大時短回数（１００回）」を満たす関係また
は「大当りによる最小時短回数（５０回）≦上限時短回数Ｘ＜大当りによる最大時短回数
（１００回）」を満たす関係とすることが好ましい。
【０５５２】
　また、特典発動契機（付与回数Ｙ）は複数存在すればよく、たとえば、「遊技状態によ
らず、何ゲーム目に付与するかまたは何ゲーム実行された場合に付与するか」、「特定の
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遊技状態の何ゲーム目に付与するか」、「特定の遊技状態で何ゲーム実行された場合に付
与するか」などについても適宜定めることができる。
【０５５３】
　また、上限時短回数分の時短回数（大特典）が付与された後は、これ以上の時短状態は
付与されず、次回大当りまで特典は付与されないようになっている。大特典の付与を終え
た後は、十分な特典が付与された、換言すれば、救済機能を果たしたものとして、以後、
次回大当りまで特典を付与しない。しかし、別途、天井特典（図７、図２３）を付与して
もよい。たとえば、分割特典付与が終了した後、次回大当りに当選することなく、所定の
ゲーム数が１０００ゲームハマった場合に、天井特典を付与することができる。また、複
数の特典発動契機のうち少なくとも１つにおいて、設定示唆演出を現出可能に構成するこ
とができる。この場合、特典発動契機（特典付与ゲーム）が到来により特典付与に加えて
設定示唆情報も得ることができるため、遊技の面白みを向上させることができる。
【０５５４】
　またここでは、大特典として有限時短を付与する構成について説明したが、有限確変ま
たは有限潜確にも適用することができるのは勿論のことである。この場合、上述の「時短
回数」を「ＳＴ回数」に、「時短状態」を「確変状態」または「潜確状態」に適宜読み替
えれば、有限確変（大特典）を分割付与（小特典の有限確変を複数回付与）する構成、ま
たは有限潜確（大特典）を分割付与（小特典の有限潜確を複数回付与）する構成の概念に
なる点は自明である。たとえば、上限時短回数Ｘを「上限ＳＴ回数Ｘ」、分割時短回数Ｚ
を「分割ＳＴ回数」などと適宜読み替えればよい。その一例として、上記式（１０）であ
れば、付与するＳＴ回数の上限（上限ＳＴ回数）をＸ回、付与回数をＹ回、上限ＳＴ回数
分を分割した回数（分割ＳＴ回数）をＺｋ回（ｋ＝１～Ｙ）とした場合、「ΣＺｋ＝Ｘ　
ｋ＝１～Ｙ」を満たす、と読み替えればよい。
【０５５５】
　（変形例２の具体例：図３４）
　本変形例（変形例２）は、大別すると、「所定のゲーム数が実行される毎に小特典を付
与していく」といった周期的（定期的）に特典を付与する“周期的付与形態”と、周期的
には分割付与しない“非周期的付与形態”とがある。図３４を用いて、先ず、周期的付与
形態について説明する。
【０５５６】
　［周期的付与形態］
　＜Ａ．周期的付与形態の具体例１（付与形態（κ））：図３４（イ）＞
　図３４（イ）は、周期的付与形態の一例（付与形態（κ））を示したものである。図３
４（イ）は、大当りによる電サポ終了後（図示のｐ０）の通常状態（通常モード）中に、
図柄変動表示ゲームが所定のゲーム数（ここでは、１００ゲーム）実行される毎に（図示
のｐ１、ｐ３、ｐ５、ｐ７）、小特典の「時短回数２５回（分割時短回数２５回）の有限
時短」を付与するものである。ここでは、付与回数を４回とし、この計４回の小特典を付
与することを以て、大特典である「時短回数１００回の有限時短（上限時短回数１００回
の時短状態）」の付与を完結するケースを示している。
【０５５７】
　詳しくは図３４（イ）に示すように、電サポ終了後（ｐ０）の１～１００ゲーム目（ｐ
１）までの１００ゲーム間は通常状態に制御され（分割付与無し期間）、１０１ゲーム目
に初回の特典発動契機（特典付与契機）が到来して、小特典の有限時短（時短回数２５回
）が付与され、１０１～１２５ゲーム目（ｐ２）までの２５ゲーム間が時短状態に制御さ
れる（初回の小特典による時短状態に制御）。
　次いで、１２６～２２５ゲーム目（ｐ３）までの１００ゲーム間は再度通常状態に制御
され（分割付与無し期間）、２２６ゲーム目に２回目の特典発動契機が到来して、小特典
の有限時短（時短回数２５回）が付与され、２２６～２５０ゲーム目（ｐ４）までの２５
ゲーム間が時短状態に制御される（２回目の小特典による時短状態に制御）。
　次いで、２５１～３５０ゲーム目（ｐ５）までの１００ゲーム間は再度通常状態に制御
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され（分割付与無し期間）、３５１ゲーム目に３回目の特典発動契機が到来して、小特典
の有限時短（時短回数２５回）が付与され、３５１～３７５ゲーム目（ｐ６）まで時短状
態に制御される（３回目の小特典による時短状態に制御）。
　そして、３７６～４７５ゲーム目（ｐ７）まで再度通常状態に制御されて、４７６ゲー
ム目に最終回（４回目）の特典発動契機が到来して、小特典の有限時短（時短回数２５回
）が付与され、４７６～５００ゲーム目（ｐ８）まで時短状態に制御（４回目の小特典に
よる時短状態に制御）され、以上を以て、大特典である「時短回数１００回の有限時短」
の付与が完結する。すなわち、周期的（１００ゲーム毎）に小特典（時短回数２５回）が
４回に分けて分割付与され、電サポ終了後から５００ゲームハマると上限時短回数１００
回分のすべてが付与されることになる。このような付与形態は、換言すれば、「通常状態
中の実行ゲーム数１００回＋時短回数２５回」という遊技期間を１セットとして最大４セ
ットを付与することと同事象になり、リミッタ機能を備えた特典付与機能ともいえる。な
お、演出モードについては図示を省略してあるが、上記実施形態（図６、図７）のように
、通常状態（通常モード）であれば通常演出モードに、時短状態（時短モード）であれば
時短演出モード（空戦モード）のように、遊技状態に応じた演出モードに移行制御可能に
構成すればよい。
【０５５８】
　（無限系の特典を付与する場合について）
　上記の例では、大特典として有限時短を分割付与する構成について説明したが、上限時
短回数が無限、すなわち「無限時短」を分割付与する構成とすることもできる。大特典が
「無限時短」の場合には、たとえば、次回の大当りに当選するまで、１００ゲーム毎に、
所定の分割時短回数（小特典）を永続的に付与していく構成とすればよい。また、図３４
（イ）と同じく１００ゲーム毎に分割時短回数２５回を付与するが、４７６ゲーム目（最
終付与目のｐ７）に、分割時短回数として無限回数を付与する構成としてもよい。この場
合は、５０１ゲーム目以降も時短状態が継続されうることになる。勿論、上限ＳＴ回数が
無限の無限確変や無限潜確を分割付与する構成とすることができる。この場合、既に説明
したのと同様に、上述の「時短回数」を「ＳＴ回数」、「時短状態」を「確変状態」また
は「潜確状態」に適宜読み替えればよい。
【０５５９】
　＜Ｂ．周期的付与形態の具体例２（付与形態（κ））：図３４（ロ）＞
　上述の付与形態（κ）では、「天井特典を分割付与する」という周期的付与形態につい
て説明した。次に、その他の周期的付与形態として、大当りの当選によって付与される利
益状態の「無限時短」、「有限時短」、「無限確変」、「有限確変」、「無限潜確」、ま
たは「有限潜確」などを、複数回の特典発動契機により分割付与する構成（付与形態（λ
））について説明する。
【０５６０】
　本例は、大当りの当選によって付与される時短状態（無限時短、有限時短）、確変状態
（無限確変、有限確変）、潜確状態（無限潜確、有限潜確）などの利益を、複数回の特典
発動契機により分割付与していく構成である。つまり、上記実施形態のように（図４、図
６～図７等を参照）大当り遊技後に全時短回数や全ＳＴ回数を直ちに付与するのではなく
、長期間の遊技期間にわたり小出しに付与していく構成である。本例では、時短大当りの
場合は、大当りにより付与される時短回数が「上限時短回数」（大特典）に相当し、分割
付与される時短回数が上記「分割時短回数」（小特典）に相当する。また、確変大当りま
たは潜確大当りの場合は、大当りにより付与されるＳＴ回数が「上限ＳＴ回数」（大特典
）に相当し、分割付与されるＳＴ回数が上記「分割ＳＴ回数」（小特典）に相当する。図
３４（ロ）に、その具体例を示す。
【０５６１】
　図３４（ロ）は、本例（付与形態（λ））の代表例として、時短回数がそれぞれ異なる
時短大当りα～γ（時短回数５０回の有限時短大当り、時短回数１００回の有限時短大当
り、無限時短大当り）に当選したケースを例示してある。図（Ａ）は、時短回数５０回の
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時短大当り（図４の時短大当り２に相当）に当選した場合に時短回数を分割せずに付与す
る通常付与のケースを示し、図（Ｂ）は、時短回数１００回の時短大当り（図４の時短大
当り１に相当）に当選した場合に、その時短回数１００回を２回に分けて分割付与するケ
ース（分割時短回数５０回を２回に分けて分割付与するケース）を示し、図（Ｃ）は、無
限（実質無限となる回数を含む）の時短回数を付与する時短大当りに当選した場合に、初
回に時短回数５０回を付与し、２回目に無限回数を付与するケースを示したものである。
【０５６２】
　図３４（ロ）を参照して、図（Ａ）～（Ｃ）に示すように、時短大当りα～γのいずれ
かに当選した場合には、どの大当りに当選した場合も、最初に時短回数５０回が付与され
、その後、当選した大当り種別に応じて異なる遊技遷移を辿る。ここで、図示のように、
演出モードを共通化するように定めた場合には、次に述べる遊技性を作り出すことができ
る。
【０５６３】
　（時短回数秘匿遊技）
　時短大当りα～γが当選した場合に、図柄変動表示ゲーム中の演出（装飾停止図柄を含
む予告演出など）および当り中演出において当選した大当り種別を秘匿状態とする。そし
て、大当り遊技後の演出モードも、初回の時短回数５０回（１～５０ゲーム間）まで共通
の時短演出モード（空戦モード：図２９～図３１参照）であり（図示のａ０～ｐ０の区間
）、その後の５１ゲーム目～１５０目までも共通の通常演出モード（たとえば、一般演出
モード）である（図示のｐ０～ｐ１の区間）。したがって、１５０ゲーム目が経過するま
で当選した大当り種別が演出から秘匿され、この間、遊技者は時短大当りβまたは時短大
当りγの当選に期待を寄せながら遊技に興じることになる。ここで、今回当選した大当り
が時短大当りαであった場合は、１５１ゲーム目以降（ｐ１以降）も通常演出モードが継
続されるため、この時点で、今回当選した大当りが時短大当りαであったことが判明する
ことになる。しかし、当選した大当りが時短大当りβまたは時短大当りγの場合はいずれ
も１５１ゲーム目に時短状態が発生して、再度、時短演出モードに移行されるため、この
段階では、時短大当りβまたは時短大当りγのどちらに当選したのかは秘匿状態である。
したがって、遊技者は、時短状態が２００ゲーム（図示のｐ２）で終了しないことを願い
ながら（時短大当りγの当選に期待を寄せながら）遊技に興じることになる。そして、２
０１ゲーム以降も時短状態が継続すれば、当選した大当りが時短大当りγ、つまり無限時
短であることが確定し、遊技者は安心して、次回大当りまで高ベース状態下にて遊技を進
めることができる。このように、秘匿状態の時短回数を段階的に公開していくことにより
、遊技者の電サポ継続への期待感、電サポ終了の緊張感、電サポ継続が判明したときの高
揚感を煽るといった遊技性（時短回数秘匿遊技）を作り出すことができる。なお、無限時
短が判明する２０１ゲーム以降の時短状態下は、通常の時短演出モード（空戦モード）と
してもよいが、図示のように、通常の時短演出モードとは異なる特別な時短演出モード（
たとえば、空戦モードとは異なる背景表示（不図示）となる）を現出させ、無限時短であ
ったことを確定的に報知してもよい。
【０５６４】
　なお上記では、時短回数がそれぞれ異なる時短大当りα～γ（時短回数５０回の有限時
短大当り、時短回数１００回の有限時短大当り、無限時短大当り）の三者の関係について
説明したが、少なくとも時短回数が異なる２つの時短大当りであれば、上記のような時短
回数秘匿遊技を実現することができる。また図３４（ロ）の例では、時短回数がそれぞれ
異なる時短大当りα～γについて説明したが、ＳＴ回数がそれぞれ異なる複数の確変大当
り（たとえば、ＳＴ回数５０回の有限確変大当りα、ＳＴ回数１００回の有限確変大当り
β、無限確変大当りγ）についても同事象であり、この場合は、秘匿状態のＳＴ回数を段
階的に公開していくといった「ＳＴ回数秘匿遊技」を実現することができる。
【０５６５】
　［非周期的付与形態］
　＜付与形態（μ）＞
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　上記した付与形態（κ）（λ）では、周期的に小特典を付与していく形態を説明したが
、非周期的に小特典を付与していく形態であってもよい（非周期的付与形態）。たとえば
、特典発動契機が２００ゲーム目、３５０ゲーム目、６００ゲーム目、および８００ゲー
ム目などである。非周期的付与形態とする場合には、複数の特典発動契機を抽選により決
定可能な構成としてもよいし、特典発動契機シナリオ（複数の特典発動契機ゲーム数が予
め定められているシナリオ）を複数設け、抽選によりいずれかの特典発動契機シナリオを
決定可能な構成としてもよい。その他の点（大特典、小特典に関する事項など）は、上記
した付与形態（κ）（λ）で述べたものと重複するため、詳細な説明は省略する。
【０５６６】
　［その他の付与形態］
　＜付与形態（ν）＞
　上記分割特典付与形態では、大特典の利益を上限に小特典を分割付与する形態について
説明した。しかし大特典の利益を上限としない構成としてもよい。たとえば、周期的また
は非周期的に「特定特典」を付与していくが、その付与される利益の上限は設けない、と
いう構成である。端的言えば、大特典が無限系特典（無限時短、無限確変または無限潜確
）であり、小特典が有限系特典（所定の時短回数の時短状態、所定のＳＴ回数の有限確変
または所定のＳＴ回数の有限潜確）であり、小特典を付与回数Ｙに制限なく、次回の大当
りまで、周期的または非周期的に付与していくという構成である。本例は、付与回数Ｙに
制限が無い点（無限回数である点）で、上限のある「分割付与」とは性格を異にする。本
例について、たとえば、図３４（イ）を用いて説明すれば、小特典の「時短回数２５回の
有限時短」を周期的に付与（通常状態中の１００ゲーム毎に付与）するが、その付与がｐ
８時点（４回目）で完結することなく、次回の大当り当選まで永続的に付与するという付
与形態となる。また、たとえば図３４（ロ）（Ｃ）を用いて説明すれば、ｐ２の時点で、
付与する特典を「無限時短」に切り替えるのではなく、小特典の「時短回数５０回の有限
時短」を、ｐ２以降も周期的に付与（通常状態中の１００ゲーム毎に付与）するという付
与形態となる。なお、付与回数が所定の規定回数または所定の規定ゲーム数に達した場合
、小特典の有利度（利益状態）を高くしてもよい。たとえば、図３４（イ）を用いて説明
すれば、付与回数が１０回に達した場合、現在の小特典の「時短回数２５回の有限時短」
よりも相対的に有利度が高い「時短回数５０回の有限時短」（中特典）とすることができ
る。小特典から中特典への切替条件は、所定の規定付与回数および／または所定の規定ゲ
ーム数に達した場合とすることができる。
【０５６７】
　上記した実施形態は、下記の構成（１）～構成（６）とすることができる。なお括弧内
は実施形態における対応要素を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。
　（１）遊技領域（図２の遊技領域３ａ）に遊技球を発射可能な発射手段（発射装置１３
、図３）と、
　始動手段（始動口３４、３５）が遊技球を検出したことを契機に、複数種類の当りを対
象に抽選を行う抽選手段（図１５のＳ４１０）と、
　上記抽選手段による抽選結果が当りである場合、当り遊技を実行制御する当り遊技実行
制御手段（図１７）と、
　図柄の変動表示を行い、当該図柄の停止表示態様により上記抽選手段による抽選結果を
表示する図柄表示手段（特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂ）と、を備える遊技機であって
、
　上記当りとなる抽選確率が所定の通常確率の低確率状態を伴う低確遊技状態と、当該通
常確率よりも高確率となる高確率状態を伴う高確遊技状態とを制御可能な遊技状態制御手
段（図１２のＳ４１２、図１５、図１８、図２１、図２２）と、
　所定の開始条件が成立した後、上記当り遊技実行制御手段により上記当り遊技が発生さ
れずに、上記低確遊技状態で実行された図柄の変動回数が所定の上限回数（たとえば、１
０００回）に達した場合に通常状態よりも遊技者に有利な特典遊技状態（天井特典（図７
、図２３））に制御する特典遊技状態制御手段（図７（天井モード、天国モードの欄）、
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図１２のＳ４２０～Ｓ４２１、Ｓ４１２、図１３～図１５、図２３、図３３など）と、を
備える、
　ことを特徴とする遊技機。
　（２）始動手段への入球状態が通常遊技状態よりも有利な入球有利状態（たとえば、電
サポ有り状態）を伴う有利遊技状態（たとえば、時短状態）に制御する有利遊技状態制御
手段（図６（時短モードの欄）、図１２のＳ４１２、図１５、図１６Ａ～図１６Ｂ、図１
８、図２１、図２２、図２８など）をさらに備え、
　上記有利遊技状態制御手段は、上記当り遊技後に上記有利遊技状態を制御可能に構成さ
れた、
　ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（３）上記特典遊技状態と上記有利遊技状態とは、遊技者に対する有利度が異なる（た
とえば、天井特典による時短回数と、大当りによる時短回数とが異なるケース）、
　ことを特徴とする上記（２）に記載の遊技機。
　（４）上記有利遊技状態制御手段は、
　上記抽選手段により当選した当り種別に応じて、少なくとも第１有利遊技状態（たとえ
ば、時短Ｂ）と、当該第１有利遊技状態よりも有利度が高い第２有利遊技状態（たとえば
、時短Ａ）とを少なくとも制御可能に構成された、
　ことを特徴とする上記（２）に記載の遊技機。
　（５）上記特典遊技状態制御手段は、
　上記特典遊技状態として上記第１有利遊技状態に制御する（たとえば、天井特典による
時短回数が時短Ｂと同じ５０回の時短状態が付与されるケース）、
　ことを特徴とする上記（４）に記載の遊技機。
　（６）上記特典遊技状態制御手段は、
　上記特典遊技状態として上記第２有利遊技状態に制御する（たとえば、天井特典による
時短回数が時短Ａと同じ１００回の時短状態が付与されるケース）、
　ことを特徴とする上記（４）に記載の遊技機。
　（７）遊技状態に関連する複数種類の演出モードを制御可能な演出制御手段をさらに備
え（演出制御部２４）、上記特典遊技状態に係る演出モードと上記有利遊技状態に係る演
出モードとは異なる演出モードである（たとえば、時短演出モード（図６、図２９）、天
国演出モード（図７））、
　ことを特徴とする上記（２）～（６）のいずれかに記載の遊技機。
【０５６８】
　また上記した実施形態と、その変形例に関する付与形態（付与形態（α）～（μ）：図
３３～図３４））は、下記の（構成Ａ）～（構成Ｇ）とすることができる。
　（構成Ａ）
　遊技領域に遊技球を発射可能な発射手段と、
　始動手段が遊技球を検出したことを契機に、当りに関する抽選を実行する抽選手段と、
　図柄の変動表示動作を行い、当該図柄の停止表示態様により上記抽選手段による抽選結
果を表示する図柄表示手段と、
　所定の発生条件に基づき、遊技者に有利な利益状態を発生可能な利益状態発生手段と、
を備えた遊技機であって、
　上記利益状態発生手段は、
　上記抽選手段による抽選に当選した場合、当り遊技を実行制御する当り遊技実行制御手
段と、
　上記当り遊技が終了した後、第１利益状態を発生させる第１利益状態発生手段と、
　所定の開始条件が成立した後、上記当り遊技が実行されることなく、特定発生条件が成
立した場合に第２利益状態を発生させる第２利益状態発生手段と、を備える、
　ことを特徴とする遊技機。
　（構成Ｂ）
　上記第１利益状態と第２利益状態とは同一の利益状態である、
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　ことを特徴とする上記構成Ａの遊技機。
　（構成Ｃ）
　上記第１利益状態と第２利益状態とは異なる利益状態である、
　ことを特徴とする上記構成Ａに記載の遊技機。
　（構成Ｄ）
　上記第１利益状態よりも上記第２利益状態の方が利益状態が低い、
　ことを特徴とする上記構成Ａに記載の遊技機。
　（構成Ｅ）
　上記第１利益状態は、上記当り遊技の終了後に開始された後、所定遊技期間が経過した
場合に終了し、
　上記第２利益状態は、上記特定発生条件の成立後に開始された後、所定遊技期間が経過
した場合に一旦終了し、再度上記特定発生条件が成立した場合に上記第２利益状態が再開
される、
　ことを特徴とする上記構成Ａまたは上記構成Ｂに記載の遊技機。
　（構成Ｆ）
　上記第１利益状態は、上記当り遊技の終了後に開始された後、所定の遊技回数が経過し
た場合に終了し、
　上記第２利益状態は、上記特定発生条件の成立後に開始された後、上記当り遊技に当選
するまで継続する、
　ことを特徴とする上記構成Ａまたは上記構成Ｃに記載の遊技機。
　（構成Ｇ）
　上記第１利益状態は、上記当り遊技の終了後に開始された後、第１遊技期間が経過した
場合に終了し、
　上記第２利益状態は、上記特定発生条件の成立後に開始された後、上記第１遊技期間よ
り短い第２遊技期間が経過した場合に終了し、再度上記特定発生条件が成立した場合に上
記第２利益状態が再開される、
　ことを特徴とする上記構成Ａ、上記構成Ｃ、上記構成Ｄのいずれかに記載の遊技機。
【０５６９】
　〔第２実施形態〕
　＜電サポ有り状態下における出玉性能＞
　ところで、近年では、法的要請により、射幸心を煽ることを適度に抑制することが求め
られている。時短状態または確変状態では、電サポ有り状態となり、通常状態（電サポ無
しの低ベース状態）よりも高ベース状態下に制御される。この電サポ有り状態（高ベース
状態）下は、遊技者が通常状態よりも持ち玉を減らすことなく、次回の大当り当選を狙え
るという遊技者に有利な遊技状態である。しかし、射幸心を煽ることを抑制するためにベ
ース値（いわゆる、出玉率：「セーフ球数／アウト球数」×１００）を過度に下げてしま
うと、電サポ有り状態でありながら遊技者の持ち玉が減少するスピードが速まり、遊技者
の遊技意欲を減退させてしまうばかりか、結果的に、遊技者の使用する金額（消費金額）
が増えるという事態を招来してしまい、遊技者の遊技意欲を減退させてしまう。特に、天
井特典として無限時短や無限確変が付与された場合には、遊技者の殆どが次回の大当りが
当選するまで遊技を続行するため、次回の大当り当選までのゲーム数が嵩めば嵩むほど持
ち玉も減少して行ってしまう。すなわち、遊技者にとっては、散々大ハマリをした上に天
井特典中においても投資金額が増えてしまう事態に直面してしまい、遊技意欲が著しく減
退してしまう。このように、折角の天井特典の恩恵を受けようとして遊技を続行しても使
用金額も増加していくでは、ハマリ救済機能としての天井機能の意義が没却され、かえっ
て射幸心を煽ることにも成り兼ねないという問題がある。
【０５７０】
　そこで、持ち球が極端に減少しない工夫が必要となる。たとえば、高ベース状態の出玉
率（ベース値）が、少なくとも「１００％≦出玉率」とすることが、遊技者の遊技意欲お
よび射幸心の抑制の観点から適切なものであるといえる。好ましくは「１００％≦出玉率
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≦１２０％～１３０％」である。このような高ベース状態の出玉率を実現するための具体
的構成について、以下詳細に説明する。
【０５７１】
　本実施形態の場合、既に説明したように、遊技状態に応じて「左打ち」か「右打ち」の
どちらか有利な方向に打ち分けるため、電サポ無し状態下であれば「左打ち有利」となる
ため、左流下経路３ｂに属する一般入賞口４３ａ～４３ｄ（第１一般入賞手段）と上始動
口３４（第１始動手段）とには入賞可能性があるが、右流下経路３ｃに属する一般入賞口
４３ｅ（第２一般入賞手段）と下始動口３５（第２始動手段）は入賞することはない。一
方、電サポ有り状態下であれば「右打ち有利」となるため、右流下経路３ｃに属する一般
入賞口４３ｅと下始動口３５（特図２始動口）とには入賞可能性があるが、左流下経路３
ｂに属する一般入賞口４３ａ～４３ｄと上始動口３４（特図１始動口）とには入賞するこ
とはない。また、一般的な遊技機では、電サポ無し状態（通常状態または潜確状態）中の
出玉率（低ベース時出玉率）は概ね３０％～４０％（少なくとも１００％未満、好ましく
は、５０％未満）、電サポ有り状態（時短状態または確変状態）中の出玉率（高ベース時
出玉率）は概ね８０％～９５％で、いずれも出玉率が１００％未満である（打ちっぱなし
にしていた場合）。仮に遊技機１で説明すれば、想定される出玉率の設計値は、たとえば
、電サポ無し状態中の１分当りの平均入賞個数に関し、一般入賞口４３ａ～４３ｄ（賞球
数３個）がそれぞれ２個、０．６個、０．４個、１．０４個であり、上始動口３４（賞球
数４個）が「５．５２個」であれば低ベース時出玉率は３４．２％となり、他方、電サポ
無し状態中の１分当りの平均入賞個数に関し、一般入賞口４３ｅ（賞球数３個）が１２．
５個、下始動口３５（賞球数１個）が５８．２個であれば高ベース時出玉率は９５．７％
である。
【０５７２】
　ここで、本実施形態に係る遊技機１のように、遊技状態に応じて「左打ち」か「右打ち
」かに打ち分けが必要となる遊技機の場合、上記高ベース時出玉率を極端に減少させない
ためには、一般入賞口４３ａ～４３ｅ（賞球数３個）、上始動口３４（賞球数４個）、下
始動口３５（賞球数１個）の配置構成や賞球数を工夫することにより実現できる。具体的
には、下記（Ａ）～（Ｈ）の手法により実現可能である。
【０５７３】
　（Ａ）一般入賞口４３ｅおよび／または下始動口３５（普通変動入賞装置４１側の始動
口（電チュー付始動口））の賞球数を増やす。具体的には、左流下経路３ｂに属する一般
入賞口の賞球数よりも右流下経路３ｃに属する一般入賞口の賞球数の方が多い賞球数に定
める。または、左流下経路３ｂに属する一般入賞口の賞球数よりも下始動口３５の賞球数
の方が多い賞球数に定める。あるいは、左流下経路３ｂに属する一般入賞口の賞球数より
も、右流下経路３ｃに属する一般入賞口および下始動口３５の賞球数の方を多い賞球数に
定める。たとえば、一般入賞口４３ｅを４個としたり、下始動口３５を２個とするなどで
ある。
【０５７４】
　（Ｂ）少なくとも一般入賞口４３ｅの数を増やす（右流下経路３ｃに属する一般入賞口
の数を１個から２個に増やし、右打ち時の一般入賞口に対する入賞個数（入賞個数／分）
を底上げする）。具体的には、左流下経路３ｂに属する一般入賞口の数（設置数）よりも
右流下経路３ｃに属する一般入賞口の数（設置数）の方が多くなるように構成する。本実
施形態では、左流下経路３ｂに属する一般入賞口が４個（一般入賞口４３ａ～４３ｄ）配
置されているが、たとえば、これを１個とし、右流下経路３ｃに属する一般入賞口４３ｅ
をそれよりも多い２個～４個とするなどである。
【０５７５】
　（Ｃ）少なくとも一般入賞口４３ｅの入賞率（入球率）を高める（たとえば、１２．５
個／分から２０個／分に上昇させる）。複数の一般入賞口４３ｅを設ける場合には、少な
くとも１つの入賞率を高める。具体的には、左流下経路３ｂに属する一般入賞口の入球率
Ｎよりも右流下経路３ｃに属する一般入賞口の入球率Ｍが高くなるように定める。
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　なお、本実施形態の場合、一般入賞口４３ａ～４３ｄが複数配置されているため、次の
ように構成してもよい。一般入賞口４３ａ～４３ｄのうち最も低い入球率を「Ｎｍｉｎ」
とし、最も高い入球率を「Ｎｍａｘ」とした場合、次の関係式（式１）または（式２）を
満たすように構成することができる。
　（式１）「Ｎｍｉｎ＜Ｍ」
　（式２）「Ｎｍａｘ＜Ｍ」
　また、本実施形態の場合、一般入賞口４３ｅが１個であるが、複数個設けられている場
合には、次のように構成してもよい。複数の一般入賞口４３ｅのうち、最も低い一般入賞
口４３ｅの入球率を「Ｍｍｉｎ」とし、最も高い入球率を「Ｍｍａｘ」とした場合、次の
関係式（式３）～（式６）のいずれかを満たすように構成することができる。
　（式３）「Ｎ＜Ｍｍｉｎ」（左流下経路３ｂに属する一般入賞口が１つの場合）
　（式４）「Ｎｍｉｎ＜Ｍｍｉｎ」
　（式５）「Ｎｍａｘ＜Ｍｍｉｎ」
　（式６）「Ｎｍａｘ＜Ｍｍａｘ」
【０５７６】
　（Ｄ）普電開放遊技の開始ＩＮＴ（可動翼片４７の開放開始までのインターバル時間）
および／または終了ＩＮＴ（可動翼片４７の開放動作終了後、普電開放遊技が終了するま
でのインターバル時間）を長くする（たとえば、開始ＩＮＴおよび／または終了ＩＮＴを
５００ｍｓから７００ｍｓにするなど）。この場合、打ちっ放し時の無駄玉（死に玉）を
回避する、いわゆる「止め打ち」により持ち玉を増加させる（出玉率を上昇させる）こと
が可能である。たとえば、打ちっ放しの場合は出玉率（ＢＡ）が９５％程度であり、止め
打ちを行った場合には出玉率１２０％程度とすることができる。この打ち止めは、特に、
下始動口３５の賞球数が多い場合（たとえば、３個～４個程度）である場合に効果を発揮
する。
【０５７７】
　（Ｅ）小当り遊技中の出玉が増えないまたは出玉が減少するような小当り遊技動作を生
起させる小当りを１または複数設ける（本実施形態では、少なくとも特図２側に当該小当
りを設ける）。たとえば、大入賞口の開放時間を短時間（０．１秒～１秒程度）とし、大
入賞口閉鎖期間である「開始ＩＮＴおよび／または終了ＩＮＴ（各ＩＮＴの合計時間でも
よい）」がセコンドオーダの長時間（たとえば、１秒～５秒程度）とする小当り遊技動作
である。このような小当り遊技は、出玉性能が低く、遊技球を打ちっ放しにしている場合
に、出玉が増えない（小当り遊技中の出玉率が１００％）、または出玉が減少しうる（小
当り遊技中の出玉率が１００％未満）。この場合、前述の（Ｄ）と同じく、開始ＩＮＴや
終了ＩＮＴ中に「止め打ち」を駆使すれば、小当り遊技中の出玉性能に反して持ち玉を増
加させることができる。したがって、出玉率を向上させることができる。特に、小当りを
高確率で当選（小当り遊技の発生頻度を高くする）させる、たとえば、少なくとも１／５
～１／２０程度で当選させるようにすれば、その効果は一層高まる。
【０５７８】
　（Ｆ）上始動口３４の賞球数よりも下始動口３５の賞球数の方を少ない賞球数に定める
。電サポ中に頻繁に入賞しうる始動口側の賞球数を多くしてしまうと、止め打ち効果が増
し（技術介入度が高くなる）、遊技者間の不平等感を招来する恐れがある。そこで、出玉
率に大きく影響する入賞口を、下始動口３５以外のその他の入賞口（特に、右流下経路３
ｃに属する一般入賞口）とすることが好ましいからである。
【０５７９】
　（Ｇ）右流下経路３ｃに属する一般入賞口の賞球数よりも下始動口３５の賞球数の方を
少ない賞球数に定める。止め打ちにより入賞率に差が生まれる“下始動口３５”の賞球数
よりも、止め打ちにより入賞率に差が生まれない“右流下経路３ｃに属する一般入賞口（
一般入賞口４３ｅ）”の賞球数を多くすることにより、止め打ちによる攻略要素を少なく
することができる。
【０５８０】
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　（Ｈ）下始動口３５の賞球数は１個であり、右流下経路３ｃに属する一般入賞口の賞球
数は少なくとも２個とする。下始動口３５の賞球数１個とする場合には、入賞率１００％
であったとしても純増個数が０個となり、下始動口３５の開放動作を狙い撃ちして如何に
止め打ちを駆使しようとも遊技者の持ち球は増えることが無い。そこで、下始動口３５の
賞球数は１個とし、右流下経路３ｃに属する一般入賞口の賞球数を少なくとも２個とする
ことにより、止め打ちによる攻略要素を完全に排除するとともに、出玉率の向上を図るこ
とができる。
【０５８１】
　なお、上述の（Ｄ）または（Ｅ）とする場合、止め打ちを駆使する者とそうでない者と
の間に獲得利益の不平等感を招来する恐れがある。そのため、止め打ち効果の無い一般入
賞口に関する上述の（Ａ）～（Ｃ）、（Ｆ）～（Ｈ）の構成を採用することが好ましい。
特に、上述の（Ｂ）（Ｃ）（Ｆ）～（Ｈ）の構成は、止め打ち効果を低下させるとともに
、出玉率を向上させる上で効果的である。また、左流下経路３ｃに属する一般入賞口また
は右流下経路３ｃに属する一般入賞口一般入賞口のいずれも、その設置数を１または複数
とすることができる。
【０５８２】
　（機種タイプに関する変形例）
　本実施形態では、ＳＴタイプの機種について説明した。しかし本発明に係る遊技機は、
ＳＴタイプの機種に限らず、遊技状態の移行形態を下記のように定めた機種、たとえば、
下記（機１）～（機３）の機種としてもよい。
【０５８３】
　（機１）『Ｖ確変タイプ』
　大入賞口内に遊技球が通過可能な特定領域を設け、１または複数の特定の大当り（たと
えば、確変大当り１～７）に当選した場合には、その特定領域に遊技球を通過容易（通過
可能）に構成する一方、他の大当り（たとえば、時短大当り１、２）に当選した場合には
、特定領域の通過を困難または不可能に構成し、特定領域を遊技球が通過した場合（いわ
ゆる「Ｖ入賞」）に限り、特別図柄確変機能を作動させ、確変状態または潜確状態に移行
させるといった、いわゆる「Ｖ確変タイプ」の機種としてもよい。
【０５８４】
　（機２）『転落抽選タイプ』
　高確率状態を伴う遊技状態（潜確状態または確変状態）中の場合、毎ゲーム、所定の転
落確率で、高確率状態から低確率状態への移行抽選（転落抽選）を行うといった、いわゆ
る「転落抽選タイプ」の機種としてもよい。この転落抽選タイプでは、転落抽選に当選す
ると、当該当選ゲーム（転落ゲーム）で低確率状態に移行され（少なくとも特別図柄確変
機能がＯＦＦに設定される）、当該当選ゲームにおける大当り抽選も低確率状態で抽選さ
れるようになっている。転落抽選に当選した場合の遊技状態移行形態には、下記（Ａ）～
（Ｃ）のケースがある。（Ａ）確変状態（ＳＴモード）→時短状態（時短モード）、（Ｂ
）確変状態→通常状態（通常モード）、（Ｃ）潜確状態（潜確モード）→通常状態（通常
モード）。このような転落抽選タイプでは、転落ゲームで、少なくとも低確率状態を伴う
遊技状態に移行される。したがって、通常状態または時短状態中の実行ゲームを天井ゲー
ムのカウント対象とする場合には、転落ゲームを１ゲーム目としてカウントすることが好
ましい。なお、転落ゲームを除いて、その次のゲームを１ゲーム目としてカウントしても
よい。
【０５８５】
　上記実施形態で説明したＳＴタイプの機種と、本例（機２）の転落抽選タイプとは、主
に、「転落抽選（転落抽選手段）の有無」および「転落抽選結果に基づく転落移行制御（
転落移行制御手段）の有無」が異なるだけである。したがって、本実施形態で説明した遊
技性に関する事項（たとえば、図２１～図３４）に関し、転落抽選に当選する前は（高確
率状態を伴う遊技状態中の場合）ＳＴモードに関する実施形態に適用可能であり、転落抽
選に当選した後は（転落抽選に当選して、低確率状態を伴う遊技状態に移行された場合）
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は、通常状態や時短状態（転落移行先の遊技状態）に関する実施形態に適用可能である。
【０５８６】
　ところで、従来の転落抽選タイプは、大当り種別（当選図柄の種別）によらず、転落確
率が１種類しかなく、遊技が単調になりがちで、遊技の面白みに欠けていた。そこで、大
当り種別に応じて、転落確率を複数種類設ける。この場合、各大当りでそれぞれ異なる転
落確率としてもよいし、一部が同一または異なる転落確率としてもよい。上記実施形態に
係る遊技機１が「転落抽選タイプ」とした仮定した場合、たとえば転落確率を、確変大当
り１～３（特図１側）は１／２００、１／１５０、１／１００、確変大当り４～７（特図
２側）は１／２４０のように、特図１側に属する大当りに当選した場合はそれぞれ異なる
転落確率、特図２側の大当りに当選した場合は同一の転落確率とすることができる。また
、転落確率を複数種類設ける手段として、設定値（設定１～６）に応じた転落確率を定め
ることができる。換言すれば、少なくとも第１設定値と第２設定値とで転落確率が異なる
ように構成することができる。たとえば、設定値が相対的に低いほど、転落確率が相対的
に高くなるように定めることができる。
【０５８７】
　また、ＳＴ回数については、各大当りで同一のＳＴ回数としてもよいし、それぞれ異な
るＳＴ回数としてもよいし、一部が異なるＳＴ回数としてもよい。また、ＳＴ回数は、有
限回数だけでなく、無限回数も含むことができる。たとえば、図４に示す確変大当り１～
７のように、ＳＴ回数２５回、７５回、１００回としてもよいし、各大当りのＳＴ回数を
１００回や無限回数などとしてもよい。ただし、転落抽選タイプの場合は、ＳＴ回数を消
化する前に転落抽選に当選すると、強制的に低確率状態に移行されることになる（ＳＴ回
数が強制的にゼロになる）。また、転落抽選に当選した場合、演出手段により設定示唆演
出（転落時設定示唆演出）を実行可能に構成してもよい。この場合、設定値に応じて、転
落時設定示唆演出の実行確率を定めることができる。
【０５８８】
　上記の転落抽選タイプに関して、たとえば、下記（Ｔ１）～（Ｔ３）の構成とすること
ができる。
　（Ｔ１）
　始動条件が成立したことに基づいて、第１の遊技情報（大当り判定用乱数）および第２
の遊技情報（転落判定用乱数）を含む複数種類の遊技情報を取得する取得手段（たとえば
、図１１のＳ３１４：本例の場合、大当り判定用乱数、特別図柄判定用乱数、変動パター
ン用乱数、転落判定用乱数を取得可能に構成する）と、
　上記取得手段により取得された第１の遊技情報に基づき、複数種類の当りに関する抽選
を実行する抽選手段（図１２のＳ４１０）と、
　図柄の変動表示動作を行い、図柄の停止表示態様により上記抽選手段による抽選結果を
表示する図柄表示手段（特別図柄表示装置３８、図１０のＳ３０９）と、
　上記図柄表示手段において図柄が特定の表示態様で停止表示された場合（抽選手段の抽
選結果が当りである場合）、当り遊技を実行制御する当り遊技実行制御手段（図１７）と
、
　上記当り遊技が終了した後、上記抽選手段による当りとなる抽選確率が所定の通常確率
よりも高確率となる高確率状態に制御可能な確率変動制御手段（図１２のＳ４１２、図１
５、図１８、図２１、図２２）と、
　上記高確率状態中である場合、上記第２の遊技情報（転落判定用乱数値）に基づき、上
記高確率状態から低確率状態に移行させるか否かの転落抽選を実行する転落抽選手段（主
制御部２０）と、
　上記転落抽選に当選した場合、上記高確率状態から上記低確率状態に移行制御する転落
移行制御手段（主制御部２０）と、を備える遊技機Ｔであって、
　上記複数種類の当りには、第１当りと第２当りとが少なくとも含まれ、
　上記第１の当りが当選した場合（第１当りによる当り遊技が実行される場合）と、上記
第２の当りが当選した場合（第２当りによる当り遊技が実行される場合）とで、上記転落
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抽選手段による転落抽選確率が異なるように構成することができる。
【０５８９】
　（Ｔ２）
　上記遊技機Ｔは、複数段階に変更可能な設定値に応じて上記大当り抽選の結果が所定結
果となる確率が異なるように構成される。この場合、上記複数段階に変更可能な設定値に
は第１設定値と第２設定値とが少なくとも含まれ、当該第１設定値と当該第２設定値とで
転落確率が異なるように構成することができる。
【０５９０】
　（Ｔ３）
　上記遊技機Ｔは、複数段階に変更可能な設定値に応じて上記大当り抽選の結果が所定結
果となる確率が異なるように構成され、
　上記複数種類の当りには、第１当りと第２当りとが少なくとも含まれ、
　上記複数段階に変更可能な設定値には、第１設定値と第２設定値とが少なくとも含まれ
、
　上記第１の当りが当選した場合と上記第２の当りが当選した場合とで、上記転落抽選手
段による転落抽選確率が異なるように構成され、
　上記設定値が第１設定値の場合には、上記抽選手段による抽選結果の中に少なくとも第
２当りは含まれない、構成とすることができる。
【０５９１】
　なお、上記遊技機Ｔは、複数種類の遊技状態（確変状態、潜確状態、時短状態および通
常状態のうち、確変状態および／または潜確状態を含む少なくとも２つの遊技状態）を制
御可能に構成することができる。また上記（（Ｔ１）～（Ｔ３）において、上記転落抽選
手段による転落抽選に当選した場合に、現在の設定値を示唆する設定示唆演出を実行可能
な設定示唆演出実行手段をさらに備えることができる。
【０５９２】
　（機３）『リミッタ搭載タイプ』
　大当りが当選した場合（特定の大当りが当選した場合でもよい）、確率変動制御手段に
より高確率状態に移行される回数を所定の上限回数（リミット回数）までに制限するリミ
ッタ機能を有する、いわゆる「リミッタ搭載タイプ」の機種としてもよい。このリミッタ
搭載タイプは、たとえば、特許第５０７５３０１号に開示されたいわゆる「リミッタ機（
セットタイプ）」などが該当する。
【０５９３】
　リミッタ搭載タイプの場合、大当り当選回数が所定のリミット回数に達するまで（条件
装置の連続作動回数が所定の上限回数に達するまで）、大当り遊技終了後の遊技状態を高
確率状態を伴う遊技状態（確変状態または潜確状態）に移行させる。たとえば、リミット
回数５回がである場合は、初回の大当りから４回目の大当りまで大当り遊技後の遊技状態
が高確率状態に制御され、最大４回の大当りまで高確率状態下による大当り抽選の恩恵を
受けることができるようになっている。しかし、５回目の大当りに当選すると、リミット
回数に達したとして「リミッタ機能」が作動を開始し（リミッタ機能ＯＮ）、その大当り
遊技終了後の遊技状態が低確率状態を伴う遊技状態（時短状態または通常状態）に移行さ
れる。このリミッタ機能作動中に大当りに当選すると、作動中のリミッタ機能が解除され
（リミッタ機能ＯＦＦ）、再度、リミット回数に達するまで、大当り遊技終了後の遊技状
態が高確率状態を伴う遊技状態に移行される。この点でリミット回数５回とするリミッタ
機の場合は「５回パック機」とも称される。
【０５９４】
　ところで、従来のリミッタ機は、リミット回数が１種類しかなく、遊技が単調になりが
ちで、遊技の面白みに欠けていた。そこで、大当り種別に応じてリミット回数を複数種類
設ける。この場合、各大当りでそれぞれ異なるリミット回数としてもよいし、一部が異な
るリミット回数としてもよい。
【０５９５】
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　たとえば、大当りＡ～Ｄを設け、大当りＡ～Ｄのリミット回数を、２回、３回、４回、
５回とすることができる。また、各大当りに関する図柄抽選率は、適宜定めることができ
る。また、いずれの大当りに当選したかに応じて確変状態に移行させるか、潜確状態に移
行させるかは適宜定めることができる。たとえば、各大当りＡ～Ｃの全部を確変状態また
は潜確状態に移行させてもよいし、１または複数の特定の大当りだけ確変状態に移行させ
てもよい（たとえば、大当りＡに当選した場合には確変状態に移行させ、その他の大当り
Ｂ、Ｃ、Ｄに当選した場合は潜確状態に移行させる）。また、ＳＴ回数は無限回数が好ま
しいが、各大当りで同一のＳＴ回数としてもよいし、それぞれ異なるＳＴ回数としてもよ
いし、一部が異なるＳＴ回数としてもよい。また、ＳＴ回数が有限である場合には、その
ＳＴ回数が終了して通常状態や時短状態に移行されても、リミット回数に達するまでは、
大当り遊技後の遊技状態を、再度、高確率状態を伴う遊技状態に移行させることができる
。なお、大当りＡ～Ｄのうち、特定の大当りに当選した場合に高確率状態に移行させずに
、低確率状態を伴う遊技状態（時短状態または通常状態）に移行させてもよく、時短状態
に移行させるか、通常状態に移行させるかは適宜定めることができる。
【０５９６】
　上記リミッタ機の場合も、本実施形態で説明した遊技性に関する事項（たとえば、図２
１～図３４）について、リミッタ回数到達前の高確率状態を伴う遊技状態に関してははＳ
Ｔモードに関する実施形態に適用可能であり、リミッタ回数到達後の低確率状態を伴う遊
技状態に関しては、通常状態や時短状態（リミット回数到達後の遊技状態）に関する実施
形態に適用可能である。
【０５９７】
　（正面より見た遊技機外観：図３５）
　理解を容易にするために、図３５を参照して、本発明の遊技機を正面より見たときの遊
技機外観について説明しておく。図３５において、枠１０１０は外枠４の前面側に開閉可
能に配置される前枠２と同じもの（以下単に「枠」と略す）であり、枠上部１０１１と枠
中部１０１２と枠下部１０１３から構成され、遊技領域を視認可能とする視認窓を備える
。ここでの枠１０１０は、遊技機を前面（正面）から見た場合に視認される形状と大きさ
を大まかに描いたものである。前枠２の形状と大きさには様々なものが用いられており、
どのような形状寸法のものを採用するかは自由である。ここでの枠１０１０は、上部に位
置する横材からなる枠上部１０１１と、左右両側に位置する縦材からなる枠中部１０１２
と、下側に位置するパネル状の枠下部１０１３とを有し、全体として長方形の視認窓を形
作る長方形の枠形状である。
【０５９８】
　１０２０は、図２で遊技盤３として説明した遊技盤であり、前枠２の裏面に取り付けた
遊技盤収納フレーム内に装着されるか、または外枠４に設けた遊技盤収納フレーム（図示
せず）内に装着される。つまり前枠２側または外枠４のいずれの側に取り付けられる形態
であっても、遊技盤は遊技盤収納フレーム（以下、「本体枠」という）に装着される。こ
の本体枠１０２０に装着された遊技盤１０２０は、遊技機を正面から見て、ガードレール
より内側の遊技球が流下する遊技領域１０２１（図２の遊技領域３ａ）と、ガードレール
より外側の非遊技領域１０２２（図２の遊技盤３の四隅）とを有する。
【０５９９】
　遊技盤１０２０には、正面から見て、遊技領域１０２１の中央にメイン液晶表示装置１
０３１（図２の液晶表示装置３６）が設けられとともに、遊技領域下方にサブ液晶表示装
置１０３２が設けられている。なお１０２３は始動口（図２の上始動口３４）、１０２４
は大入賞口（図２の大入賞口５０）を示す。
【０６００】
　遊技盤１０２０と枠１０１０の関係は、前後方向に見て遊技盤１０２０の前側に枠１０
１０が位置している。このため、遊技盤面はその一部が枠１０１０により覆われている。
すなわち遊技盤面は、その一部が枠上部１０１１、枠中部１０１２、枠下部１０１３の一
部に被われて前側からは見えない箇所がある。メイン液晶表示装置１０３１は、その長方
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形の表示面を有し、その表示面の全部が前側から視認窓を通して見えるように設けられて
いる。換言すれば、メイン液晶表示装置１０３１はその表示面が枠１０１０に隠れない大
きさと形状と配置で設けられている。また遊技盤面内においてメイン液晶表示装置１０３
１よりも下側に位置するサブ液晶表示装置１０３２は、その表示面の下部が枠下部１０１
３により覆われた状態で設けられている。
【０６０１】
　しかし、メイン液晶表示装置１０３１はその一部が枠１０１０の一部により覆われてい
るように設けることもできる。またサブ液晶表示装置１０３２についても、その表示面が
視認窓から全て見えるように、つまり表示面のどの部分も枠下部１０１３により覆われて
いないように設けることができる。これらメイン液晶表示装置１０３１とサブ液晶表示装
置１０３２とを含む液晶表示装置１０３０は、所定の画像を表示可能な表示領域を有する
画像表示手段として働く。サブ液晶表示装置１０３２は適宜省略することができる。
【０６０２】
　枠下部１０１３は、図１の前面操作パネル７に相当するもので、正面から見て、上受け
皿ユニット８に相当する上皿１０１３ａと、下皿１０１３ｂと、ベース部１０１３ｃとで
構成されている。上皿１０１３ａは図１の上受け皿ユニット８を正面から見たものである
。操作手段１０４０の下操作手段１０４１として、上皿１０１３ａに演出ボタン１３が設
けられており、また上操作手段１０４２として演出ボタンが枠中部１０１２に設けられて
いる。
【０６０３】
　枠下部１０１３のベース部１０１３ｃは、図１の前面操作パネル７の下方部分に対応す
るものであり、正面から見てハンドル１０５０（発射操作ハンドル１５）が設けられてい
る。
【０６０４】
　弾球遊技機においては、液晶表示装置の画面以外の場所に、文字、図形、記号若しくは
立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（商標法２条の標章）からな
る識別情報を表示することが行われる。図３６Ａは、遊技盤面、正確には遊技盤の遊技領
域１０２１に、識別情報として機種名「藤丸くん」を付した例であり、図３６Ｂは、前枠
１０１０の枠上部１０１１に、機種名「藤丸くん」を付した例である。
【０６０５】
　＜別実施形態１～４＞
　＜１．別実施形態１：識別情報を液晶画面にも表示する＞
　（１－１：従来の問題点）
　ところで、近年の遊技機においては、これまで説明してきたような遊技者の興趣を損ね
うる課題以外にも様々な課題が生じている。この点について、これから詳しく説明する。
【０６０６】
　今から１０年以上前に市場に投入された遊技機と比較して、現在の遊技機は様々な変化
点を有しているが、ここ数年における特に大きな変化点のひとつとして「遊技機のサイズ
の拡大化」が挙げられる。これまでも、液晶サイズの大型化、盤面サイズの大型化、操作
デバイス（ボタンやレバーなどの操作手段）の大型化などが見て取れたが、遊技機本体の
サイズ（簡単に言うと縦×横のサイズ）にはそれほど大きな変化は見られなかった。
【０６０７】
　遊技機本体のサイズに大きな変化が見られなかった理由として挙げられるのが、遊技機
が設置されるスペースに限りがある（すなわち適正とされるサイズが決まっている）とい
う点である。遊技機を製造するメーカーがその点を無視して自由にサイズ設定した場合、
いざ遊技店舗（パチンコホール）に納品して設置しようとしても、設置スペースに納まり
きらないという問題が生じる。
【０６０８】
　遊技店舗においては、遊技機を設置するための設備を有しており、遊技機と遊技機の間
のスペースも考慮しつつ一列に何台設置するかが決められている。また、遊技機の上部に
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はデータ表示機（大当り回数や現在回転数などを示す表示機：たとえば、図３に示すデー
タカウンタＤＴ）が設置されている。したがって、左右方向に対しても上方向に対しても
、これ以上遊技機のサイズを大きくできないと考えられていたため、遊技機本体のサイズ
にはそれほど大きな変化は見られなかった。
【０６０９】
　しかし、上述したようにここ数年でその状況に変化があり、遊技機本体の左右部分（特
に右側）において、サブ液晶、操作デバイス、発光手段等を設けたり、遊技機本体の上部
において、演出時にはデータ表示機を覆い隠すほどに突出する可動物、もしくは待機状態
ですでにデータ表示機を隠すほど上部に突出した構造物等を設けたり、といったような遊
技機が実際に市場に投入されている。
【０６１０】
　これらはすべて「装飾効果の増大」を目的として為されたものである。そして実際にそ
の効果も表れている（豪華な装飾が施された遊技機を好む遊技者も一定数存在する）と評
価できる一方で、「データ表示機は遊技者が視認可能な状態にしておく」、「本体の左右
部分は遊技機の前扉の開け閉めもあるから邪魔にならないようにしておく」といった従来
の暗黙のルールが破られてしまっているという見方もある。
【０６１１】
　このように、遊技機の一部または全部における転換期を迎えた場合、その代償として従
来達成できていた効果が低下したり、もしくは全く無くなってしまったりすることは少な
からず存在する。
【０６１２】
　これから説明するのは、上述したように、ある目的を達成するために採用した新たな構
成（前述の例で言うと、装飾効果を高めるために遊技機本体のサイズを大きくするという
構成）によって、従来は達成していた効果（前述の例で言うと、遊技機上部を突出させて
いなかったのでデータ表示機が容易に視認可能であった）が失われてしまった場合におい
て、新たな構成を採用した上で、すなわち新規効果も獲得しつつ、従来獲得していた効果
もともに実現するためにどうするかという点について詳しく説明していく。
【０６１３】
　まず、遊技機の拡大化傾向の弊害として、「識別情報」の識別力の低下を課題に挙げて
その解決手段を述べる。識別情報は、下記に示すように、従来から様々な種別・目的のも
のが遊技機に付されていた。
　（ｉ）たとえば、遊技盤における遊技領域外において、「機種名称（機種名）」、「大
当り確率」、「確変突入率」、「賞球数」などがシールに記載されて貼付されている。
　（ｉｉ）たとえば、遊技盤における遊技領域外において、「特別図柄の変動状態」、「
特別図柄の作動保留球数（保留個数）」、「普通図柄の変動状態」、「普通図柄の作動保
留球数」、「大当りラウンド数」などが複数のＬＥＤによって表示されている。
　（ｉｉｉ）たとえば、遊技領域内または遊技領域外においては、「機種名（主題）」、
「機種名（副題）」、「遊技機に登場するキャラクタの顔や名前」、「右打ちや狙えとい
った指示内容」、「遊技方法（遊技説明）」などの識別情報が構造物（可動体、非可動体
）として配置されていたり、遊技盤面や遊技部品に印刷されていたりシールに記載されて
貼付されていたりする。
【０６１４】
　従来、遊技機、たとえば弾球遊技機においては、始動口への入球を契機に、大当りにつ
いての内部抽選を行うとともに、図柄変動表示ゲームを行い、その図柄変動表示ゲーム中
において、上記内部抽選の結果を反映させた種々の予告演出を表示させて遊技を楽しませ
る構成となっている。また、この種の遊技機において、商標的機能（自他商品識別機能等
）の発揮を目的として機種名やメーカー名などを、枠や盤面に配置した遊技機も知られて
いる（たとえば、特開２００１－２５９１６９、特開２０１８－１７５９４９号公報）
【０６１５】
　しかし近年の遊技機の拡大化傾向や装飾効果の過度な追求などを一因として、多数の識
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別情報が配置可能となってしまったがゆえに、識別情報の表示に関する課題（たとえば、
識別情報が見落とされたり、識別情報が異なる識別情報に誤認されたり、識別情報の表示
目的が遊技者、取引者または第三者に正確に伝わらなかったりするなど）が生じていた。
【０６１６】
　そこで本発明の目的は、識別情報の表示に関する課題を解決した遊技機を提供すること
にある。
【０６１７】
　具体的な解決手段は後述するが、これにより、識別情報の表示に関する課題を解決し得
る遊技を提供することができる。
【０６１８】
　なお、もう少し詳細に課題を見てみると、従来は、たとえば機種名を表すロゴが液晶近
傍に配置されていることが多く、遊技者、取引者に対して当該機種であることを示す「ト
レードマーク」や「サービスマーク」としての効果を奏しつつ、所定のタイミング（当選
期待度が高い予告演出発生時など）で可動したり発光したりすることで「演出手段」とし
ての役割も担っていた。
【０６１９】
　しかしながら、先行技術文献の例で言うと（たとえば、特開２０１８－１７５９４９号
の図１）、配置自由度が増した結果、枠にロゴを配置した（すなわち、より高い位置によ
り大きく表示するようにした）ことで以前よりトレードマーク、サービスマークとしての
効果は高まったものの、表示手段との距離が遠くなってしまった（すなわち、遊技者の視
点から外れてしまった）ことで演出手段としての効果が低くなってしまった。
【０６２０】
　（解決手段）
　上述問題点（課題）に対する解決手段として、以下に別実施形態１～４を示す。別実施
形態１～４によれば、自他商品識別機能、出所表示機能、その他性能や特徴を示す表示機
能を有する識別情報としての機能は確保しつつ、当該識別情報を必要に応じて適切な表示
態様で表示することで演出効果も併せ持つ遊技機を提供可能とする。
【０６２１】
　（１－２：別実施形態１の具体例）
　図３８～図４３Ａ、図４３Ｂに、遊技機に種々の識別情報が記載されている例を示す。
なお、説明のために識別情報の種別ごとに図を分けているが、実際の遊技機は異なる種別
の識別情報が混在していてもよい。
【０６２２】
　（識別情報を表示する目的）
　遊技店舗に入店した遊技者がこれから遊技しようとする台を選択する上で、何を選択根
拠とするかは遊技者間で異なる。選択根拠となり得る一例を挙げると、
　（ｉ）遊技店舗に導入・設置されて間もない遊技台、
　（ｉｉ）モチーフとなっている原作のファンである遊技台、
　（ｉｉｉ）自分が好きな性能（大当りしにくいが１回の大当り出玉が多い、または１回
の大当り出玉は少ないが大当りしやすい等）を有している遊技台、などが挙げられる。勿
論、これ以外にも遊技台を選択する理由は人それぞれである。
【０６２３】
　種々の識別情報が遊技機に付されている理由は様々で、たとえば、識別情報の種別が「
機種名称」である場合、その識別情報が付されている理由の一つに、遊技者に対して当該
機種が何の機種であるかという識別力の向上が挙げられる。機種名称が記載されていない
場合、遊技者が目当ての遊技機を探し当てるのが困難であるか、少なくとも容易であると
は言い難い。
【０６２４】
　また、識別情報の種別が「性能表示」である場合、その識別情報が付されている理由の
一つに、遊技者に対して当該機種が有する性能が何であるかという識別力の向上が挙げら
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れる。性能表示が記載されていない場合、当該機種がどのような性能を有しているのかを
識別するのが困難であるか、少なくとも容易であるとは言い難い。
【０６２５】
　いずれの場合にしても、遊技者が遊技機を選択する場合には、遊技機に表示された何ら
かの識別情報を確認することによって、少なくとも目的とする遊技機であるか否かを認識
し、また、上述したいずれかの条件（選択根拠）を満たすかどうかを確認している。
【０６２６】
　以下に、図３８～図４３Ａ、図４３Ｂを用いて、識別情報の種別の説明およびそれぞれ
の識別情報に適した表示位置や表示サイズ等を説明する。
【０６２７】
　（１－２－１：「液晶以外の識別情報」の種別・カテゴリ）
　（イ）機種名称
　まず、機種名称について説明する。
　図３８に示す通り、遊技機１の前枠１０１０上部に、機種名称である「藤丸くん」とい
う標章を付した立体構造物（機種名ロゴ：機種名表示物、ロゴ役物などと称してもよい）
１０９０が配置されている。このロゴ役物（機種名ロゴ）１０９０はメッキ部材で各文字
が縁取られており、各文字の内側には発光手段（フルカラーＬＥＤ等）が、その前面側に
は透光性部材が配置されている。一文字あたりおよそ「縦１０ｃｍ×横１０ｃｍ」の表示
領域を有している。なお、柔らかくて親しみやすい印象を与えることを意図して、フォン
ト（字体）は第１フォント（ここではＰＯＰ体）を採用している。図示したように、機種
名称は、目立つ位置（盤面上部や枠上部１０１１など）に目立つ大きさ（たとえば数メー
トル離れていても視力０．７程度の人が文字を識別できる程度）で記載されていることが
好ましい。
【０６２８】
　なお、ここでいう「ロゴ」（標章）は、文字よりなる「ロゴタイプ」と、記号、絵柄等
よりなる「ロゴマーク」とを含む概念で、ロゴタイプまたはロゴマークのみで構成しても
よいし、ロゴタイプとロゴマークとの両方で構成してもよい。また、ロゴタイプは図案化
、装飾化された文字又は文字列をいうが、ごく一般的な字体を用いた文字またはは文字列
も含むものとする。
【０６２９】
　さらに言及すると、（ａ）「遊技機を選択中の者」に対して目立たせたいのか、（ｂ）
「現在遊技している者」に対して目立たせたいのか、によって適した配置、大きさが異な
る。前者（ａ）であれば、できる限り「上」「手前」「側面」にあると遠くからも視認し
やすいし、後者（ｂ）であれば、できる限り「液晶寄り（液晶周辺）」「盤面」「内側」
にあると視認しやすい。
【０６３０】
　続いて、遊技盤面下部には、機種名称が記載されたシール１０６１が配置されている。
より正確には、１枚のシールに、
　（イ）Ｐ：２０１９年２月より施行された新規則対応機である旨を示すマーク、
　（ロ）藤丸くん：機種名称における「主題（メインタイトル」、
　（ハ）～藤香ちゃんを救え～：機種名称における「副題（サブタイトル）」、
　（ニ）［設定６段階つき］：６段階の設定機能を有する旨を示す記載、
　（ホ）大当り確率：設定１～設定６（１／３００～１／２４０）：最低設定と最高設定
における大当り確率を示す記載、
　（ヘ）確変突入率：６５％：確変突入率を示す記載、
　（ト）賞球数：４＆１＆１０＆１５：始動口１＆始動口２＆その他入賞口＆大入賞口へ
の入賞時賞球数を示す記載、が付記されている。
【０６３１】
　遊技者はここを見ることによって、機種名称および性能表示の両方を知ることが可能で
ある。一方で難点もあり、表示領域（シールのサイズ）が小さいため、よほど近づかない
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とその内容を識別できない点である。
【０６３２】
　なお、上記難点を解消しようと表示領域を大きくした場合、シールのサイズが大きくな
るためコストアップしたり、多くの情報量を有するシールを大きくした場合には配置でき
る場所が限られてしまったりするという問題点が生じることも認識しておく必要がある。
このシールによる表記は、遊技者に柔らかさや親しみやすさを与える意図はないため、文
字のフォントは第２フォント（ここではゴシック体）を採用している。
【０６３３】
　また図４３Ａに示すように、表示手段である液晶表示装置１０３０（一の液晶表示装置
を扱って説明する場合であるため、サブ液晶表示装置１０３２を含め、単に、液晶表示装
置１０３０と称する。以下も同様である）には、「藤丸くん～藤香ちゃんを救え～［設定
６段階つき］」という機種名称１０８０が、所定の表示タイミング（たとえば「客待ち待
機中」、「大当り遊技中」、「特定の予告演出中」など）で表示されうる。液晶表示にお
いては、色を変化させたり、発光させたり、表示サイズを拡大（または縮小）したり、と
いったようにある程度表現自由度が高い。ここでは、メインタイトルを前述したロゴ役物
同様に第１フォント（ＰＯＰ体）で表示し、サブタイトルもそれに合わせて第１フォント
（ＰＯＰ体）で表示しているが、「設定６段階つき」は機種名ではないため第２フォント
（ゴシック体）で表示している。なお、設定つきの情報は遊技者にとっても重要な情報で
あるため、赤字で強調表示している。
【０６３４】
　（ロ）機能名称
　次に、機能名称について説明する。
　機能名称の「機能」とは、「ハンドル」、「電チュー」、「アタッカー（大入賞口）」
等の構造的機能、「大当り遊技」、「確変遊技」、「小当りラッシュ」等の制御的機能、
「３Ｄサウンド」、「フルカラーＬＥＤ」等の品質機能など、遊技機を構成する機能を広
い意味で指す。さらに、これらの機能名称のうち、当業者間で広く普及している用語（一
般名称化しているもの）を一般機能名称（普通機能名称、非特別機能名称でも可）とし、
機種固有の名称を設定したもの（後述する「大吉ＲＵＳＨ」や「ＤＡＮＧＥＲ　ＳＯＵＮ
Ｄ」など）を特別機能名称と分けて呼称してもよい。特に機種固有の名称を設定する理由
としては、たとえば、
　（ｉ）機種イメージを遊技者に印象付けるため、
　（ｉｉ）特典の多寡を遊技者に印象付けるため、
　（ｉｉｉ）商品特長（セールスポイント）を印象づけるため、などがある。
【０６３５】
　図３９に示す通り、遊技機１の遊技盤面１０２０に「ＭＡＸ　ＢＯＮＵＳ」という文字
からなる機能名称１０７０が記載されている。図４の「当りの内容」の欄の確変大当り１
～７および時短大当り１～２における「５Ｒ」、「７Ｒ」、「１０Ｒ」の表記のうち、最
大ラウンド数が最も多い「１０Ｒ大当り（確変大当り４）」が、有利度合が最も大きい。
しかし、別の機種では「４Ｒ大当り」と「８Ｒ大当り」しかない場合もある。したがって
、初見の遊技機において「８Ｒ大当り！」と表示されたとしても、それがその機種におけ
る最大有利度合であるか否かはわかりにくい。
【０６３６】
　そこで、本遊技機においてはこの１０Ｒ大当りを「ＭＡＸ　ＢＯＮＵＳ」と称し、１０
Ｒ大当り中にこの「ＭＡＸ　ＢＯＮＵＳ」の文字が発光することによって、この１０Ｒ大
当りが本機種における最大有利度合であることを認識させるとともに、プレミア感（特別
感）を遊技者に与えている。
【０６３７】
　続いて、遊技盤面１０２０の右下に「大吉ＲＵＳＨ」という文字からなる機能名称１０
７０が記載されている。当該遊技機においては、確変状態（ＳＴモード）を「大吉ＲＵＳ
Ｈ」と称しており、確変状態中はこの大吉ＲＵＳＨの文字が発光するように発光手段が設
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けられている。なお、大吉ＲＵＳＨの文字は一文字ずつ個別点灯するようにはなっておら
ず、あくまでも点灯状態（もしくは特定色点灯状態）と非点灯状態（もしくは非特手色点
灯状態）とを区別できればよい。この点で機種名称を示すロゴ役物１０９０とは異なって
いる。なお、大吉ＲＵＳＨの文字を点灯状態に制御する場合、全ＳＴモードで点灯状態と
してもよいし、遊技者を特別に祝福するという観点から、有利度合が相対的に高いＳＴ７
５モードまたはＳＴモード１００のいずれか、或いは、最も有利度合の高いＳＴ１００モ
ードに限り点灯状態に制御してもよい。また、ＳＴモードに応じて異なる発光色で点灯状
態としてもよい。
【０６３８】
　また、当該遊技機では「確変状態」をこのように機能名称として遊技盤面に表示するよ
うにしているが、これに限らず、たとえば、いわゆる「小当りラッシュ」と称される特別
な機能に対して所定の名称を設けてもよい。いずれにしても、その目的と効果は、遊技機
のもつ機能（大当り遊技、小当り遊技、時短状態（時短遊技）、確変状態（確変遊技）、
小当りラッシュ、ＡＴ（アシストタイム）遊技、ＲＴ（リプレイタイム）遊技、ＡＲＴ（
アシストリプレイタイム）遊技、チャンスモード（ＡＴ遊技などに当選しやすい有利状態
）、その他遊技者に有利な特典遊技）の存在を遊技者に示すとともに、実際にその機能が
ＯＮ（特典遊技が付与される状態）になった場合に、発光状態（点灯／非点灯、特定色点
灯／非特定色点灯、点滅／点灯または消灯＝いずれも前者が機能ＯＮ）によって遊技者に
機能ＯＮを示すことができる。
【０６３９】
　続いて、遊技機枠１０１０の下部１０１３に「ＤＡＮＧＥＲ　ＳＯＵＮＤ」という機能
名称１０７０が立体構造物の表示態様で配置されている。これはスピーカの機能を遊技者
にわかりやすく伝えることを目的として表示された機能名称である。直訳すると「危険な
音」であるが勿論、サウンドが人体に及ぼす危険性はなく、いわゆる「ホラー物」で効果
音によく用いられる重低音が聞き取りやすいということを伝えている。なお、遊技機枠は
メーカーのイメージを定着させることと、コスト上昇を抑えるため、数年間は同じ枠を用
いられることが多い。そのため、ホラー物で用いる遊技機枠と恋愛ドラマ物で用いる遊技
機枠とが同一である場合もある。したがって、「ＤＡＮＧＥＲ　ＳＯＵＮＤ」のように遊
技機枠に機能名称を表示する場合は、なるべく遊技機の端部（たとえば図にあるように下
端部など）や外側面（上面または左右外側面）に表示することが好ましい。これにより、
たとえば恋愛ドラマ物の機種に「ＤＡＮＧＥＲ　ＳＯＵＮＤ」が表示される場合でも、遊
技者の視野に入りにくいため違和感は低減される。同様に、表示色も機種名称と比較して
目立たないようになっており、「ＤＡＮＧＥＲ　ＳＯＵＮＤ」は遊技機枠の色と同系色と
なっている。
【０６４０】
　（ハ）性能表示（大当り確率、出玉、設定機能の有無）
　次に、性能表示について説明する。
　遊技機、特に弾球遊技機における性能表示とは、「大当り確率（低確率時、高確率時）
」、「賞球数」、「カウント数」、「確変突入率＆継続率」、「設定機能の有無」などが
該当する。すなわち、遊技者が遊技機を選択する際のひとつの指標となる情報である。
【０６４１】
　図４０に示す通り、遊技機枠１０１０の左上外側面に「設定１～設定６、１／１９９～
１／１４９」との性能表示１０７１が印刷物（セルシート）により表示されている。また
、遊技機枠の右上外側面に「確変突入率＆継続率、８５％」との性能表示１０７１が同じ
く印刷物（セルシート）により表示されている。いずれも遊技者に目立つように大きな文
字（表示領域の大きさは縦１０ｃｍ、横２０ｃｍ、文字の大きさはその表示領域いっぱい
に記載される大きさ）で記載されている。なお、遊技者へのアピール度を高めるために、
フォントは第１フォント（ＰＯＰ体）により記載され、数字の部分だけ赤字に黒の縁取り
を施している。
【０６４２】
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　これらの性能表示１０７１を遊技機枠１０１０に表示する目的は、遊技する機種をまだ
決定していない（迷っている）遊技者であって、特定の性能を有する機種（たとえば確変
継続率が高い機種や、大当り確率が１／２００より高い機種（ミドルスペックや甘デジタ
イプ）など）が打ちたいと思っている遊技者に対して、当該機種が有する性能をより目立
つ位置に表示することで当該機種が選択される可能性を高くするためである。
【０６４３】
　また、遊技機盤面１０２０の上部には、「設定付き」という設定機マーク（標章）１０
８１がシールとして貼り付けられて表示されている。このシールは当該機種のみでなく、
次機種（当該メーカーが次に開発、販売する機種という意味）以降も使用可能であり、コ
スト面の無駄を削減し得る。さらに、長期にわたって使用することで、遊技者に対して当
該マークの意味（設定付きの機種である旨）を容易に理解しやすくできるという利点があ
る。フォントは、複数機種で共通で使用することを想定し、第３フォント（明朝体）であ
る。
【０６４４】
　さらに、図３８ですでに述べた通り、遊技盤面下部には、機種名称が記載されたシール
１０６１が配置されている。前述の通り、このシールには機種名称だけでなく、当該機種
の性能も詳細に記されている。また、すでに述べた通り、文字のフォントは第２フォント
（ゴシック体）である。
【０６４５】
　したがって、当該遊技機には、遊技機を選択中の遊技者（立っている遊技者）に対して
アピールを行う性能表示と、当該遊技機に決定した遊技者（着席した遊技者）が必要に応
じて確認可能な性能表示とが表示されており、それぞれの目的の達成に適した位置、大き
さ、フォントで表示されていることがわかる。
【０６４６】
　（ニ）警告表示（注意喚起表示、不正防止対策済み表示）
　次に、警告表示について説明する。
　遊技機における警告表示については、いずれもその表示を目にした者に対して注意を与
えるという点で共通するが、その対象者によって大きく２つに分けられる。この２つとは
、遊技者を対象者とする場合と、店員（遊技店舗関係者）を対象者とする場合である。後
者の店員を対象者とする場合、警告表示の例としては、遊技機の設置方法（組立方法等）
やその際に怪我をしやすい（手を挟みやすい）箇所を警告する表示などがこれに該当する
。
【０６４７】
　次に、図４１を用いて、遊技者に対する警告表示の例を説明する。遊技者に対する警告
表示については、さらにいくつかに分類することができる。一つ目は「遊技者に影響する
事柄に対する警告表示（換言すると、「注意喚起表示」）」であり、二つ目は「遊技機に
影響する事柄に対する警告表示（換言すると、「警戒表示」）」である。さらに、三つ目
として「遊技に影響する事柄に対する警告表示（換言すると「忠告表示」）」である。
【０６４８】
　遊技盤面１０２０の上部には、「長時間連続して遊技せず、適度に休憩を取りましょう
」、「台の上部がせり出していますので注意して下さい。（吹き出す）風に注意して下さ
い。（激しい）音や光に注意して下さい」という警告表示１０７２がなされている。また
、遊技機枠の上皿の近傍に「（飛び出す）ボタンに手を挟まないよう注意して下さい」と
の警告表示１０７２がなされている。これらは、前述の「注意喚起表示」に該当する。
【０６４９】
　予測されるリスクについて最低減の注意喚起を行うものの、すべてのリスクを完全に排
除すべく長文になってしまってはかえって読んでもらえないため、簡潔に注意事項を記載
している。なお、操作手段に対する注意喚起表示については、考えられるリスク（手を挟
む、突き指する、ボタンの上に置いていた物が落ちる、ビックリしてタバコを落とす）を
すべて記載することはせず、少なくとも一般的に考えて発生確率が高いものや、発生確率
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は低くとも発生した場合に与える被害が大きいものなど、その重要性を検討して、必要な
注意喚起表示だけを行うようにしている。また、当該注意喚起表示は、いずれも縦２～４
ｃｍ×横３～１０ｃｍ程度の表示領域しか有しておらず、文字のフォントは第２フォント
（ゴシック体）で、文字の色は黒一色である。
【０６５０】
　続いて、遊技盤面１０２０の左下には「不正感知システム搭載！」という文字からなる
警戒表示１０７３が表示されている。これは、前述の「警戒表示」に該当する。遊技機に
対する不正の種類には「電波ゴト」、「磁石ゴト」、「ドツキゴト」「大玉ゴト」などが
あり、それらを監視したり対応したりするために、電波センサ、磁石センサ、振動センサ
、糸切り構造などの対策がなされている。したがって、予め不正対策済みであることを示
し、防犯効果を高めている。
【０６５１】
　この「警戒表示」は、遊技者（より正確には不正を行おうとする者）に対して目立つ表
示であることが好ましいため、図４１では遊技盤面左下に縦１５ｃｍ×横４ｃｍという表
示領域を有する。また、ベースとなる背景色は黄色、文字色は赤色、さらにそのベース部
分を黒で縁取りしており、フォントも目立つように第２フォント（ＰＯＰ体）となってい
る。
【０６５２】
　最後に、遊技機枠１０１０の上部左側には、「役物可動時に［解除ボタン］を押すと役
物を収納することができます」と記載されており、これは「忠告表示」（忠告表示１０７
４）に該当する。すなわち、それを知らなかったとしても、遊技者が怪我をすることもな
ければ、遊技機に不具合が生じるわけではないものの、遊技者が選択可能なひとつの選択
肢を表示している。
【０６５３】
　（ホ）知的財産権使用許諾証（著作権、特許権、商標権など）
　次に、知的財産権使用許諾証について説明する。
　近年の遊技機においては、その大半が著名な版権（たとえば、漫画、アニメ、ドラマ、
映画、小説、スポーツ選手、芸能人等）を元にして作られている。この場合、その版権を
管理する個人または法人が存在するため、その使用にあたっては使用許諾契約を結んだ上
で開発がスタートし、さらに開発途中にはアプルーバルと呼ばれる版権元に開発過程の成
果物を確認してもらう作業を何度も繰り返すことになる。その許諾契約番号や、アプルー
バルが正式に完了している旨を示すのが知的財産権使用許諾証（版権許諾証）であり、版
権元を示すマークのみの場合もあれば、数字やアルファベット等の組み合わせによる識別
番号が付されている場合もある。
【０６５４】
　また、それ以外にも音楽を使用する際には、音楽利用の許諾を包括的に行っている法人
と契約を交わした上で、その旨を示す許諾番号が表示されていることが多い。
【０６５５】
　さらに、版権元がカバーしきれていない知的財産権（特許権や商標権など）を別途使用
したい場合は、さらにその権利者と許諾契約を行う必要があるため、その数に応じてこの
知的財産権許諾証に類する識別情報（標章）は増えていくことになる。
【０６５６】
　図４２を見ると、遊技盤面１０２０の右下、より厳密には遊技盤面における遊技領域外
（外レールの外側）には「ＪｏｙＦｏｒＪｏｙ“オモシロ”さイロイロ。許諾証１２３４
５６」というシール（許諾証シール）１０６２が貼付されている。これは、当該遊技機に
おける版権元として「ＪＦＪ」という会社が許諾証を発行し、その許諾番号が「１２３４
５６」である旨を示している。なお、「“オモシロ”さイロイロ。」は「ＪＦＪ」の企業
キャッチコピーを示している。
【０６５７】
　この標章（許諾証シール）１０６２は版権元が発行するものであるため、企業名を示す
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部分のフォントは企業が指定する特別フォント（第４フォント：オリジナルフォント）で
表示され、許諾証番号を示す部分は汎用的な第２フォント（ゴシック体）で表示されてい
る。
【０６５８】
　続いて、遊技盤面１０２０の左上、より厳密には遊技盤面における遊技領域外（外レー
ルの外側）に「（○にＣマーク）ＪＦＪ監修」というシール（適正証シール）１０６３が
貼付されている。先ほどの許諾証は総合的に版権の使用を許諾した証であり、本適正証シ
ールは前述のアプルーバル作業が適切に完了した旨を示す証である。なお、本適正証シー
ルは開発者サイドで用意するものであるため、フォントは汎用的な第２フォント（ゴシッ
ク体）で表示されている。
【０６５９】
　さらに、液晶表示装置１０３０においても、所定タイミング（たとえば「客待ち待機中
（「デモ開始待ち演出」または「客待ち演出（デモ表示）」中）、「大当り遊技中（たと
えば、開始ＩＮＴ中、終了ＩＮＴ中）」、「特定の予告演出中（たとえば、リーチ演出中
）」など）で「（○にＣマーク）ＪＦＪ」という適正証表示１０６４が行われる。これは
、遊技者に対して当該遊技機において知的財産権に係る権利処理が適切に行われているこ
とを示すものである。なお、前述の通り遊技領域外にシールによって表示されているが、
その表示位置や表示サイズの関係で気付いていないおそれがあるため、念押しの意味で所
定タイミングにおいて当該表示を行うようにしている。なお、フォントは第２フォント（
ゴシック体）や第４フォント（企業オリジナルフォント）などが好ましく、少なくとも第
１フォント（ＰＯＰ体）のような企業のイメージを壊したり誤ったイメージを与えたりす
るフォントは好ましくない。
【０６６０】
　（ヘ）その他表示（キャッチコピー、勧善懲悪）
　最後に、その他表示について説明する。
　なお、「その他表示」とは、あくまでも上述した（イ）機種名称～（ニ）警告表示に属
さないという意味であり、標章が属するカテゴリに「その他表示」があるわけではない。
【０６６１】
　図４３Ａに示す通り、遊技機枠１０１０の上部には「ヒト味違う“オモシロ”さ！」と
いう「キャッチコピー」１０６５が表示されている。このキャッチコピー１０６５は機種
名称を示しているのではなく、当該遊技機を開発した会社のキャッチコピーを示している
。当該遊技機を開発した会社が複数機種にわたって（継続的に）使用しており、ある程度
遊技者に認知されていることを前提として遊技機枠上部という目立つ位置に配置されてい
る。ただし、機種名称よりは表示サイズは小さくなっている。なお、フォントは第４フォ
ント（オリジナルフォント）である。
【０６６２】
　続いて、遊技機枠１０１０の右上には「藤丸くん」が樹脂成形品のフィギュア（立体造
形物）１０６６として配置されている。文字情報はないものの、当該標章（フィギュア）
は離れた場所からも視認しやすい位置に配置されているため、遊技機の「顔」として位置
づけられている。
【０６６３】
　続いて、遊技盤面中央付近には「藤香ちゃん」が可動役物１０６７として配置されてい
る。待機状態（初期位置、待機位置）においては、遊技球が転動可能なステージと重なっ
ているため目から上が視認可能となっており、手も下がった状態（見えない状態）になっ
ている。そして、所定演出発生時においては、上方に移動することによって口より下（顔
の下半分）も視認可能となり、手はピースサインをした状態で上方に飛び出すようになっ
ている。
【０６６４】
　続いて、遊技盤面１０２０の左側には「勧善懲悪」の文字からなる熟語表示１０６８が
印刷されている。当該遊技機は藤丸くんが悪を懲らしめるというコンセプトであるため、
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そのコンセプトをわかりやすく示した四字熟語が遊技盤面に記されているということであ
る。なお、表示サイズは比較的（版権許諾証シールや性能表示シールと比較して）大きく
なっているが、機種名称よりは小さい。また、文字のフォントは第３フォント（明朝体）
となっている。
【０６６５】
　ここで、図４３Ｂを用いて図４３Ａで示した各標章が示す内容と略同一の内容が表示手
段（液晶表示装置）１０３０に表示される場合の例を示す。図４３Ｂの四角の枠は表示手
段１０３０の外枠を表している。この表示手段１０３０には、キャッチコピー表示１０６
５ｂ、キャラクタＡ（男の子キャラ）１０６６ｂ、キャラクタＢ（女の子キャラ）１０６
７ｂ、熟語表示１０６８ｂが表示されているが、これは客待ち演出中の表示例である。遊
技盤面や遊技機枠に表示された各種標章は、互いにある程度の距離を有している（離れて
いる）が、表示手段においては同時かつ近くに表示されることでひとつのイメージが形成
されている。すなわち、当該機種が「勧善懲悪」をコンセプトとした「時代劇」であり（
熟語表示１０６８ｂ）、主要キャラとして男の子キャラ（キャラクタＡ）と女の子キャラ
（キャラクタＢ）が登場し（キャラ１０６６ｂ、１０６７ｂ）、キャッチコピーとして「
一味違う（他機種とは一線を画す）機種」（キャッチコピー表示１０６５ｂ）であるとい
うイメージを植え付けられる。
【０６６６】
　なお、図４３Ａの標章が指し示す内容と図４３Ｂの表示手段に表示される表示物とが違
いに関連性があることは上述の通りであるが、共通点を有するとともに相違点も有してい
る。たとえば、遊技盤面に配置された標章では「勧善懲悪」という四字熟語が表示されて
いるが、表示手段における表示物では「勧善懲悪　時代劇」と情報が追加されている。ま
た、遊技機枠に配置された標章では「藤丸くんの顔」が表示されているが、表示手段にお
ける表示物では「藤丸くんをデフォルメ化」したキャラクタが表示されている。
【０６６７】
　遊技盤面や遊技機枠に標章を表示する場合、その表示サイズ、原作の再現度（キャラク
タの外見や絵のタッチ）などあらゆる面で精巧さを追求できない阻害要因が存在する。そ
の場合に、遊技盤面や遊技機枠にある標章には、必要最低限の表示サイズ（および／また
は情報量）や、必要最低限の原作再現度を確保しておき、それを補完する形で表示手段１
０３０に表示することで、遊技者に各標章の本来のフォント、色合い、絵のタッチ、正確
な情報などを伝えることが可能である。
【０６６８】
　（１－２－２：「液晶以外の識別情報」の配置）
　以上が各種標章（識別情報）の種別についての説明である。上記で説明した通り、各種
標章はその種別に応じて最適表示方法（適した表示位置、適した表示サイズ、適したフォ
ントなど）が異なることが明らかとなった。続いては、標章の「種別」に基づいた最適表
示方法ではなく、標章の「表示位置」に基づいた最適表示方法を説明する。
【０６６９】
　（イ）標章が枠にある
　まず、枠にある標章は、離れて見る（遊技機全体を見渡せる位置から見る）場合にその
標章を目立たせる（一番に目がいく）ことができる。ただし、その要件を満たすには、一
定以上の大きさ（表示サイズ）を有する必要があり、単独要件としては最低でも縦１０ｃ
ｍ×横１０ｃｍの表示サイズ以上を有することが好ましい。また、複合要件としては、枠
以外（すなわち遊技盤面等）に配置された標章と比べて少なくとも同等以上の表示サイズ
を有することが好ましい。この点について詳しくは後述する。
【０６７０】
　また、枠にある標章は、複数機種にわたって継続して使用する標章の場合に、表示位置
の固定化および／または表示方法（シール、印刷、ロゴ、その他の表示方法）の共通化が
図れるため、遊技者への刷り込み効果が期待できたり、コストダウン効果が期待できたり
する。
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【０６７１】
　また、枠にある標章は、近くで見る場合、遊技盤面と比べて凹凸が大きいため、平面領
域を確保することが比較的困難である。したがって、平面領域である上端部（上面、上外
側部）、左右外側面など、着席中の遊技者からは視認しにくい（または視認不能）位置で
あるため、着席中の遊技者以外（たとえば、遊技機を選択中の遊技者や遊技店舗関係者な
ど）に向けた標章を配置することが好ましい。
【０６７２】
　（ロ－１）標章が遊技盤面かつ遊技領域内にある
　まず、遊技盤面（遊技盤３）における遊技領域３ａ内（広義では球誘導レール５の外側
のレール（外レール）より内側の領域、狭義では外レールより内側の領域かつ遊技球が転
動可能な領域）にある標章は、着席している遊技者にその標章を目立たせることができる
。ただし、その要件を満たすためには、やはり一定以上の大きさ（表示サイズ）を有する
必要があり、単独要件としては最低でも縦１０ｃｍ×横１０ｃｍの表示サイズ以上を有す
ることが好ましい。また、複合要件としては、枠に配置された標章と比べて少なくとも同
等以上の表示サイズを有することが好ましい。この点について詳しくは後述する。
【０６７３】
　また、遊技領域３ａ内にある標章は、単なる標章としての役割だけでなく、演出手段と
しての役割を兼ねることも可能である。ただし、その要件を満たすには、発光手段との組
合せ、もしくは液晶表示装置などの表示手段との組合せを必要とする。また、演出手段の
役割を強くした場合には、標章としての役割が十分に果たせないおそれがあるため、その
バランスが求められる。この点について詳しくは後述する。
【０６７４】
　（ロ－２）標章が遊技盤面かつ遊技領域外にある
まず、遊技盤面における遊技領域外（外レールより外側の領域）にある標章は、着席して
いる遊技者（もしくは遊技盤面に意図的に顔を近づけた人）のみ視認可能であるという特
徴がある。そもそも、遊技盤面における遊技領域外の領域（非遊技領域）自体がそれほど
広い領域ではないため、大きな表示サイズの標章を配置することは難しい。なお、非遊技
領域に配置することの利点としては、遊技者が触ることができない（ガラス扉６（透明ガ
ラス）があるため）という点と、遊技球が転動する領域ではないため遊技球によって擦れ
ることがないという点が挙げられる。ただし、非遊技領域は基本的にその部分を意図的に
照らすことは少ないため、非遊技領域にある標章が上述の演出手段としての役割を兼ねる
ことはほとんど無い。
【０６７５】
　（ハ－１）標章が枠に非可動体としてある
　枠に非可動体としてある標章は、基本的には着脱不能な備え付けのロゴやシール、印刷
物等であるため、可動体である場合と比べて凹凸度合いは少ないことが想定される。ただ
し、可動体である場合は可動させるための機構をその周辺に備える必要があるため、配置
や大きさが少し制限されることになるが、非可動体である場合はそのことを気にする必要
がないため、平面的な表示サイズは可動体である場合と比べて大きくすることができる。
【０６７６】
　（ハ－２）標章が遊技盤面に非可動体としてある
　遊技盤面に非可動体としてある標章は、様々な可能性が考えられる。前面をガラスに覆
われているため、遊技者に触れられるおそれがないことから、取り付け強度はそれほど高
くする必要はない。
【０６７７】
　（ニ－１）標章が枠に可動体としてある
　枠に可動体としてある標章は、着脱不能な備え付けのロゴやシールと比べて、凹凸度合
いが多い（上に突出している、手前に突出している等）ことが想定される。ただし、可動
体である場合は可動させるための機構をその周辺に備える必要があるため、配置や大きさ
が少し制限されることになる。また、枠にあるものの大半は遊技者が触れることができる
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ため、その点は遊技盤面にある標章との違いのひとつであると言える。遊技者が触れるこ
とができる場合、意図的にまたは誤って強く触れられる（叩かれる）おそれがあるため、
強度が求められる。可動体であるということは非可動体である場合に比べてどうしても強
度が弱くなりがちであるため、その点を考慮して配置する必要がある。
【０６７８】
　（ニ－２）標章が遊技盤面に可動体としてある。
　遊技盤面に可動体としてある標章は、演出手段としての役割が期待されている標章であ
る。すなわち、第１タイミング（待機状態）においては標章としての役割が重視され、第
２タイミング（演出状態）においては演出手段としての役割が重視される。なお、可動体
の可動の仕方（標章がまとまって動くのか、それとも標章が２以上に分かれるように動く
のか）によっては注意が必要である。この点について詳細は後述する。
【０６７９】
　（ホ）標章が表示手段に表示される位置より上方または下方にある。
　遊技盤面の表示手段より上方に位置する標章は、遊技者の目線の高さに近いこともあり
、演出手段としての役割が期待されたり、注意喚起等のメッセージを伝えたりすることが
意図されている標章である。また、遊技盤面の表示手段より下方に位置する標章は、遊技
者が目線からやや外れているため、見落とされると困るものを配置するのは適していない
。
【０６８０】
　なお、表示手段の上方は、表示手段と外レールとの間に縦５～１０ｃｍ×横１０～１５
ｃｍほどの平面領域（地続きの領域）が確保できるが、表示手段の下方は、表示手段と外
レールの間に始動口や電チュー、大入賞口などの機能構造が存在するため、平面領域を確
保するのは難しい。したがって、大きな標章をひとまとまりで配置する場合には、表示手
段の上方が好ましい。
【０６８１】
　（ヘ）標章が表示手段に表示されるものより大きいまたは小さい。
　遊技盤面に表示される標章で、表示手段により表示される標章よりも表示サイズが大き
い標章は、当該遊技機に表示される標章の中でも上位の表示サイズを持つ標章である。た
とえば機種名称や主役キャラクタ標章等がこれに該当する。また、遊技盤面に表示される
標章で、表示手段により表示される標章よりも表示サイズが小さい標章は、様々な標章が
該当する。なお、遊技盤面に表示する標章と同じ標章（もしくは一部が共通する標章、ま
たは類似内容を示す標章）を表示手段に表示する場合、その目的としては、常時目立たせ
る必要はないものの、所定タイミングでは当該標章を目立たせる必要がある標章である。
具体例としては、注意喚起表示や性能表示等がこれに該当する。
【０６８２】
　（ト）遊技盤の球転動面より奥にある。
　図４４（イ）および（ロ）は、遊技盤において遊技球転動面より奥側に標章（ここでは
特定キャラを模した可動体４４０２）がある例を示している。なお、この可動体４４０２
は、左右一対の可動体駆動手段ａ、ｂ（図示せず）により、たとえば略水平な状態を保っ
たまま、表示手段１０３０の下部前側の下部位置（図４４（イ））と上下方向中間部前側
の上部位置（図４４（ロ））との間で移動可能となっている。なお、可動体４４０２は下
部位置を原点位置とし、所定タイミング（たとえば「客待ち待機中」、「大当り遊技中」
、「特定の予告演出中（たとえば、リーチ終盤の当落報知時）」など））において上部位
置に変位可能である。また、図柄変動中に可動体４４０２が上部位置に変位する場合、変
動中の装飾図柄は右上や左上など、可動体４４０２と重ならない位置に退避して小さく表
示（退避表示）される（図４４（ロ））。なお、遊技者による操作手段の操作を可動体４
４０２が変位する契機としてもよい。
【０６８３】
　また本実施形態では、可動体４４０２が上部位置にあるときには可動体に表記された特
定キャラクタの顔の全体が前側から視認可能であるが、可動体４４０２が原点位置（下部
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位置）にあるときには、特定キャラクタの顔はその大部分が中央表示枠ユニットの後側に
隠れ、上部側の一部分のみが前側から視認可能な状態となっている。
【０６８４】
　このように、可動体４４０２に表記され特定キャラクタは、主要パーツ（上記例では「
顔」）の全体が視認可能な完全視認状態、少なくとも一部が視認不可能（又は視認困難）
な不完全視認状態と、に切り替え可能であり、本実施形態では、リーチ演出中に一時的に
不完全視認状態から完全視認状態に切り替えられるようになっている。
【０６８５】
　（チ）遊技盤の球転動面より手前にある。
　なお、図４４で示したように、特定の標章が、第１表示態様（または第１位置）にある
ときと、第２表示態様（または第２位置）にあるときとで見え方が異なる（視認可能な領
域が変化する、視認可能と視認不能が切り替わるなど）例としては、これに限られず、た
とえば、遊技球の転動面より手前側に標章が位置する場合であってもこれに該当する場合
がある。
【０６８６】
　具体的には、表示手段１０３０の手前側および／または釘の手前側に導光板（イルミパ
ネル）と呼ばれる所定角度から光を照射した場合に所定標章が視認容易となるものが知ら
れている。これを用いると、必要なタイミング以外では標章を目立たなくすることが可能
となる。
【０６８７】
　（１－２－３：枠または遊技盤にある各種標章の発光態様）
　次に、図４５Ａを用いて、遊技機枠１０１０または遊技盤１０２０に表示された各種標
章（各種識別情報）が様々な色に発光態様を変化させる場合の例を示す。
【０６８８】
　（イ）図柄停止中（非デモ中）～（ヘ）図柄変動～停止（図柄揃い停止時）
　図４５Ａ（イ）および（ロ）は、いずれも図柄停止中の表示例を示している。図４５Ａ
（イ）の例では、電源立ち上げ直後（初期設定期間終了後）または遊技者が遊技を終了し
た後であって、装飾図柄１０３３が停止している状態（図ではハズレ図柄の一部に対応す
る「６３４」（バラケ目）で停止）を示している。このとき、機種名ロゴ１０９０は赤系
統の色で一様に点灯している。
【０６８９】
　この状態が所定期間（たとえば６０秒）継続すると、図４５Ａ（ロ）の表示状態に移行
し、遊技機の魅力を端的に表す「デモ演出（客待ち演出（デモ画面））」が行われる。こ
のとき、機種名ロゴ１０９０は機種名称１０８０をアピールするというより、演出手段の
一部としての機能が重視され、デモ演出に合わせて機種名称１０８０の構成要素１０８１
である各文字が別々の色（ここでは「藤丸くん」の各文字が赤色、青色、緑色、桃色）で
点滅している。
【０６９０】
　新たな遊技者が遊技を開始し、始動口に遊技球が入賞すると、図柄の変動が開始し、図
４５Ａ（ハ）の表示状態となる。このとき、機種名ロゴ１０９０は再び赤系統の色で低速
点滅（高輝度発光と低輝度発光を低速で切り替える発光態様）している。機種名ロゴ１０
９０はその大きさ（表示サイズ）ゆえに、発光態様を急速に変化させるとそちらに目がい
きやすい。無闇に高速点滅や様々な色で発光させると遊技者に「当該変動における当選期
待度が高いかも」と誤認させてしまうおそれがある。したがって、変動中においては特定
予告発生時以外、同一系統色で点灯、低速点滅、消灯など目立たない発光態様であること
が好ましい。
【０６９１】
　続いて、図４５Ａ（ニ）は、図柄変動中において特定予告（ここでは「藤丸くん登場予
告」）が発生した場合の表示例を示している。このとき、機種名ロゴ１０９０のベース部
全体が青く発光し、特定予告の発生を遊技者にアピールする発光態様となっている。この
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特定予告は、たとえば、高期待度予告演出や、設定示唆演出（たとえば、設定６確定示唆
）などがある。
【０６９２】
　図４５Ａ（ホ）は、図４５Ａ（ニ）の状態を経て、リーチ演出（たとえば、ＳＰリーチ
）が実行された状態を表している。ここでは味方側として移動式砲台が、敵側として飛行
物体（円盤）が表示されており（たとえば、後述の図８５（ｃ）の移動式砲台９１１、円
盤９１３）、飛行物体を見事撃墜できれば大当りという流れになっている。このとき、機
種名ロゴ１０９０は、味方側のイメージカラー（味方側のキャラクタの色、装着物等の色
、体から湧き上がるオーラの色等によって遊技者が敵味方を判別しやすくしたもの）が赤
色で、敵側のイメージカラーが青色であるものとして、ちょうど「藤丸（二文字）」と「
くん（二文字）」がそれぞれ赤色と青色に分かれて発光しており、互角の状況を表してい
る。
【０６９３】
　なお、結果が出るまでの途中段階で、赤色に発光する割合（文字数、発光面積等）が大
きいことをもって優勢である状況を表すようにしてもよい。この場合、反対に青色に発光
する割合が多ければ、味方側が劣勢である状況を表すものとし、後者より前者の発光態様
（発光パターン）の方が当選期待度が高いものとしてもよい。
【０６９４】
　そして、図４５Ａ（ヘ）が示すように、見事飛行物体を撃墜すると図柄が揃った状態（
大当り図柄）で停止表示される。このとき、機種名ロゴ１０９０は、各文字が様々な色に
発光し、全体で虹色を表しているような発光態様となる。
【０６９５】
　図４５Ａでは、図柄停止中または図柄変動中のいわゆる「非大当り中」の機種名ロゴ１
０９０の発光態様について説明したが、次は、図４５Ｂ（イ）～（ヘ）を用いて、「大当
り中」の発光態様について説明する。
【０６９６】
　（イ）大当り中（開始インターバル）～（ヘ）大当り中（終了インターバル３）
　図４５Ｂ（イ）は、大当り遊技中の開始ＩＮＴ（開始インターバル）中における、表示
手段（液晶表示装置）１０３０の表示画面および機種名ロゴ１０９０の発光パターンの一
例を示している。
【０６９７】
　開始ＩＮＴ中、つまりオープニング期間中は、図４５Ｂ（イ）に示すように、「ＭＡＸ
　ＢＯＮＵＳ」等の文字よりなる機能名称ロゴ画像４６１１と、右側を狙って発射すべき
旨を報知するための発射方向報知画像４６１２とが表示手段１０３０に表示される。この
機能名称ロゴ画像４６１１は、図３９に示した機能名称１０７０を表す標章３９１１と同
じ「ＭＡＸ　ＢＯＮＵＳ」の文字を含んでいるが、いずれも第２フォント（ここではゴシ
ック体）で構成されている。
【０６９８】
　また、このとき、遊技機枠１０１０前側および遊技盤１０２０前側の電飾と機種名ロゴ
１０９０については、特定色（たとえば青色）で全点灯状態となっている。なお、発射方
向報知画像４６１２は、開始ＩＮＴの途中から表示を開始してもよい。この場合、発射方
向報知画像４６１２の表示開始後、たとえば遊技機枠１０１０前側および遊技盤１０２０
前側の電飾を、発射方向報知画像４６１２の示す右方向に流れるように発光させてもよい
。
【０６９９】
　大当りラウンド中は、図４５Ｂ（ロ）に示すように、発射方向報知画像４６１２、進行
中のラウンドを示すラウンド数報知画像（図示せず）、その大当り遊技における獲得球数
を示す獲得球数報知画像（図示せず）の他、キャラクタ等の大当り演出画像４６１３が表
示手段１０３０に表示される。このとき、遊技枠１０１０前側および遊技盤１０２０前側
の電飾については虹色のグラデーション（レインボー発光）で発光する。またこのとき、
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機種名ロゴ１０９０はその周囲とは異なる色（たとえば赤色と青色）で「藤」、「丸」、
「く」、「ん」が流れるように順次切り替わって発光する。なお、これ以外にも略均一に
同一系統色で発光させるか、もしくは消灯させるか、または遊技機枠１０１０と遊技盤１
０２０と機種名ロゴ１０９０が一体的にレインボー発光するようにしてもよい。
【０７００】
　なお、図４５Ｂ（ハ）は、「Ｖ入賞すれば確変突入」という機能を有している機種、い
わゆる「１種２種混合タイプ」の機種（たとえば、特開２０１３－２３６８５１号公報に
記載の遊技機）において見事Ｖ入賞を果たした瞬間の発光態様と表示態様を示している。
「１種２種混合タイプ」とは、具体的には、大入賞口内に遊技球が通過可能な特定領域（
Ｖ領域）設け、大当りに当選した場合（特別図柄表示装置に大当り図柄が停止表示された
場合）には“１種当り”となって大当り遊技が行われ、一方、小当りに当選した場合（特
別図柄表示装置に小当り図柄が停止表示された場合）には、大入賞口を１ラウンド相当分
開放する小当り遊技が行われ、この間に遊技球がＶ領域を通過（Ｖ入賞）した場合には“
２種当り”となり、条件装置および役物連続作動装置が作動して、１種当りと同様の当り
遊技（Ｖ当り遊技）が行われるといったタイプの機種である。ここでは、戦闘機がＶ字状
に３機並ぶとともに、それにＶの字を重ね合わせた画像４６１３ａの表示を行い、機種名
ロゴ１０９０はレインボー発光によって遊技者を祝福している様子を示している。
【０７０１】
　続いて、図４５Ｂ（ニ）は、大当りラウンドが終了し、終了ＩＮＴ（終了インターバル
）期間の様子を表している。ここでは、今回の大当りで獲得した球数を表示する獲得球数
表示画像４６１４が示し、また、機種名ロゴ１０９０はレインボー発光を行っている。
【０７０２】
　そして、図４５Ｂ（ホ）では、デモ演出と同様に本機種の正式名称を表す機種名称表示
４６１５が表示手段１０３０に表示されている。機種名称表示４６１５（第２標章）は、
機種名ロゴ１０９０（第１標章）に対応するものである。なお、本パチンコ機の正式名称
は「藤丸くん　～藤香ちゃんを救え～」であり、機種名称表示４６１５では、第１構成要
素４６１５ａ（藤丸くん）と第２構成要素４６１５ｂ（～藤香ちゃんを救え～）とで構成
されているが、機種名ロゴ１０９０はこのうち第１構成要素のみ表示されている。
【０７０３】
　このように、表示手段１０３０に表示する機種名表示画像（第２標章）４６１５は、遊
技機枠１０１０に表示する機種名ロゴ１０９０（第１標章）に新たな情報（ここでは第２
標章（サブタイトル）の「～藤香ちゃんを救え～」）が付加された構成となっているため
（画像４６１４ａ＋画像４６１４ｂ）、機種名ロゴ１０９０に盛り込む情報は必要最小限
とし、必要に応じて表示手段１０３０側で足りない情報を補足することが可能である。な
お、設定変更機能を搭載していることを示す付加情報である「設定付」を併せて表示して
もよい。
【０７０４】
　機種名表示画像４６１５は、機種名ロゴ１０９０と共通する「藤丸くん」の文字（画像
４６１４ａ）については、機種名ロゴ１０９０と同じ第１フォント（ここではＰＯＰ体）
で構成されている。また、機種名表示画像４６１５における「藤丸くん」以外の「～藤香
ちゃんを救え～」（画像４６１４ｂ）についても、機種名ロゴ１０９０と同じ第１フォン
トを用いている。但し、サブタイトルについては、メインタイトルである「藤丸くん」よ
り小さなフォントサイズを用いている。
【０７０５】
　なお、機種名表示画像４６１５のうち、機種名ロゴ１０９０と共通する部分（画像４６
１４ａ）については共通して第１フォントで表示し、共通していない部分（ここではサブ
タイトル：画像４６１４ｂ）については、その少なくとも一部を機種名ロゴ１０９０と異
なるフォント（たとえば明朝体や行書体）で表示することが好ましい。このようにする理
由は、すでに述べた通り、共通部分である「藤丸くん」は複数機種（新旧機種）にわたっ
て使用されている部分（シリーズにおけるメインタイトル部）であり、「藤丸くん」とい
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うシリーズ機種であるが、販売時期の異なる「藤丸くん１（前々作の機種）」と、「藤丸
くん２（前作の機種）」と、「藤丸くん３（最新機種）」とが同時期に遊技店に設置され
ている可能性もある。その場合に、差別化するためにはサブタイトルを目立たせる必要が
ある。そのため、共通部分とは異なるフォント（使用する字体、文字の大きさ、文字の色
などのいずれか１または複数を異ならせる）とすることで、差別化を実現しうる。また、
将来的に続編機種やリメイク機種等を販売する際にメリットがある。
【０７０６】
　また、この機種名表示画像４６１５が表示手段１０３０に表示されているとき、遊技機
枠１０１０前側の機種名ロゴ１０９０を機種名表示画像４６１５における「藤丸くん」の
表示色と同系色で略均一に発光させてもよい。この場合の機種名ロゴ１０９０の発光色は
、周辺に位置する遊技機枠１０１０および遊技盤１０２０の電飾とは異なる色であること
が望ましい。
【０７０７】
　このように、終了ＩＮＴ（大当り終了インターバル）中に、機種名ロゴ１０９０と同じ
「藤丸くん」を含む機種名表示画像４６１５を表示手段１０３０に表示することにより、
遊技者の視界に入り難い遊技機枠１０１０の上部側に位置する機種名ロゴ１０９０が配置
されているにも拘わらず、機種名ロゴ１０９０に用いられている「藤丸くん」の標章を演
出手段として有効に機能させることが可能である。
【０７０８】
　図４５Ｂ（ヘ）は、大当り遊技終了後に移行する遊技状態（確変状態、時短状態、通常
状態など）を機能名称化して、終了インターバル期間に表示する例を示している。なお、
ここでは、「確変状態」のことを「藤丸タイム」として機種固有の機能名称化を図ってい
る。
【０７０９】
　図４６は、遊技の進行に応じて「機種名ロゴの発光態様」が変化する例（客待ち待機中
）を示した図である。まず、「客待ち待機期間」について説明する。遊技者が遊技を終了
し離席した場合、最後の作動保留球数分の図柄変動が終了して図柄停止中となってから所
定時間（図では１５秒）経過するまで、（イ）デモ開始待ち演出期間として、図柄停止表
示が継続される。この期間は、遊技者が遊技を終了したのか、それとも財布からお金を取
り出したりタバコに火をつけたりしようとしているのか、遊技機は正確に把握することは
できないため、いわゆる判断を保留している期間である。
【０７１０】
　（イ）客待ち前期間が所定時間継続すると、続いて（ロ）客待ち期間に移行する。図４
６に示す通り、表示手段１０３０には、にぎやかし目的の演出表示（図では戦闘機が横切
る演出表示）や操作手段（演出ボタン１３、十字キー７５）表示および操作した場合に音
量や光量が調節できたりメニュー画面を開くことができたりする旨の表示が行われる。な
お、ボタンを操作してメニュー画面を開くと、より詳細な遊技設定が可能である。
【０７１１】
　（ロ）客待ち期間が所定時間（図では３０秒）継続すると、続いて（ハ）デモ演出期間
に移行する。デモ演出期間は、（イ）（ロ）の期間を経たことで、遊技者が離席中である
ものとみなし、新たな遊技客を惹きつけるべくデモンストレーション演出が行われる期間
である。このデモ演出期間を細分化すると、（ハ－１）デモムービー期間（機種イメージ
演出期間）、（ハ－２）機種名表示期間、（ハ－３）その他表示期間（企業ロゴ表示、の
めり込み防止表示やプリペイドカードの取り忘れ防止等の注意喚起表示）に分けられる。
【０７１２】
　そして、この（ハ）デモ演出期間が所定時間（図では９０秒）かけて行われた後、再度
（ロ）客待ち期間に移行し、以降は（ロ）→（ハ）→（ロ）・・・と繰り返される。なお
、デモ演出が行われた時点で遊技者は離席しているものみなしているため、（イ）の客待
ち前には移行しないようにしている。また、図４６ではそれぞれの期間を１５秒、３０秒
、９０秒と定めたがこれに限られず、たとえば頻繁にデモ演出を繰り返すことで隣の台で
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遊技している遊技者に迷惑をかけると機械設計者が判断した場合、客待ち時間をデモ演出
時間より長くするか、少なくとも略同一時間以上としてもよい。
【０７１３】
　さらに、各状態の移行契機は、最終の図柄停止からカウントを開始し、「１５秒経過時
に（ロ）に移行」、「４５秒経過時に（ハ）に移行」、「１３５秒経過時に（ロ）に移行
」するようにしてもよいし、各状態に移行するごとにカウンタをリセットしてその都度状
態指定コマンドを送ったり、２以上のカウンタを用いたりするなどしてもよい。
【０７１４】
　なお、カウンタのリセット条件として、「ハンドルタッチセンサがＯＮになった場合」
、「遊技機枠に設けられた複数の操作手段のいずれかが操作された場合」、「遊技機枠に
設けられた特定の操作手段が操作された場合（有効な操作が行われた場合）」、「遊技球
が発射された場合」、「遊技盤面に設けられた複数の遊技球検出手段のいずれかがＯＮに
なった場合」、「特図始動口に設けられた遊技球検出手段がＯＮになった場合（図柄変動
が開始した場合）」のうちいずれか１つまたは複数の条件を設定してもよい。
【０７１５】
　以上、説明した通り、「図柄停止中かつ非大当り遊技中」という期間においても、（イ
）（ロ）（ハ）もしくは、さらに細分化すると（イ）（ロ）（ハー１）（ハー２）（ハー
３）という期間に分けることができる。したがって、それぞれを第１期間、第２期間、第
３期間（さらに細分化してもよい）と特定することが可能である。これを前提として、各
期間のタイトルロゴ（藤丸くん）の発光態様を見てみると、（ハー１）も最も特徴的であ
り、デモムービーに合わせてカラフルに個別発光している。それ以外の期間も色を変えた
り点滅周期を異ならせたりする場合もあるが、基本的に「藤」と「丸」と「く」と「ん」
の色は略同一色で発光するようにしてある。
【０７１６】
　これは、少し離れた位置から当該遊技機を見た遊技者が、機種名ロゴ１０９０の特定部
分（たとえば「丸くん」）だけが光っている（または異なる色で光っている）状態を見て
、当該遊技機の名称を「丸くん」であると誤認しないようにするためである。なお、デモ
ムービー演出時はそもそも遊技者を惹きつけるために行われるのがデモムービーであるた
め、遊技者の視線は表示手段１０３０に向いているものとして、このタイミングではタイ
トルロゴ１０８０も演出手段としての役割を担っている。
【０７１７】
　このように、機種名ロゴ１０９０が機種名称を示す役割を担う期間（図４６における（
イ）（ロ）または（イ）（ロ）（ハ－２）（ハ－３））を第１期間とし、タイトルロゴ１
０８０が演出手段としての役割を担う期間（図４６における（ハ）または（ハ－１））を
第２期間とし、各期間に応じて発光態様を個別発光主体とするか統一発光（全体発光）を
主体とするかを異ならせるようにしてもよい。
【０７１８】
　（１－２－４：枠または遊技盤にある各種標章を表示手段にも表示する）
　以下に、表示手段１０３０に各種標章（各種識別情報）が表示される具体例を示す。な
お、以下に示す各種標章は、同一内容または類似内容の標章が表示手段１０３０以外の場
所（遊技機枠１０１０や遊技盤１０２０の各部）に表示されていることを前提とする。
【０７１９】
　すなわち、表示手段１０３０以外に常時視認可能に表示されているにも関わらず、さら
に所定タイミングにおいて表示手段１０３０に同一内容または類似内容の各種標章を表示
する意味（目的、効果）について説明する。
【０７２０】
　（Ａ）各種標章を表示手段に表示するタイミングおよび具体的な表示態様（図４７）。
　（イ）機種名称
　図４７（イ）は、機種名称が表示手段１０３０に画像として表示される例である。表示
タイミングは「デモ演出中」、「予告演出中」、「大当り中」などが挙げられる。表示態
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様は図示している通り、メインタイトル４７１１（「藤丸くん」）、サブタイトル４７１
２（「～藤香ちゃんを救え～」）、設定機能の有無を示す標章（設定機能表示標章）４７
１３（「設定６段階付き」）が表示されている。なお、メインタイトル４７１１とサブタ
イトル４７１２はともに機種名ロゴ１０９０と略同一のフォントで表示されている。なお
、表示サイズは機種名ロゴ１０９０の方が大きい。
【０７２１】
　（ロ）機能名称
　図４７（ロ）は、機能名称が表示手段１０３０に画像として表示される例である。表示
タイミングは（何の機能名称を表示するかにもよるが）、「図柄停止時（大当りの場合）
」、「大当り中（開始インターバル期間）」などが挙げられる。表示態様は図示している
通り、大当り開始時に「ＭＡＸ　ＢＯＮＵＳ」という複数種類の中で最も有利度合いの大
きい大当り（たとえば１０Ｒ確変大当り）に当選したことを表す標章（第２標章）４７１
４が第２フォント（ゴシック体）で表示されている。なお、図示していないが、その他の
機能名称（たとえば「藤丸タイム突入確定！」）も同じタイミングで表示してもよい。い
ずれの場合もフォントは遊技盤面１０２０に表示された標章（第１標章）と略同じフォン
トとすることが好ましい。これにより、どの機能が作動（現出、発動、開始等も同義）し
たかを遊技者が把握しやすい。
【０７２２】
　（ハ）性能表示
　図４７（ハ）は、性能表示が表示手段１０３０に画像として表示される例である。表示
タイミングは「デモ演出中」、「図柄変動中（インフォメーション予告等）」、などが挙
げられる。表示態様は図示した通り、性能表示４７３１（「確変突入率　８５％」）が表
示手段１０３０に大きく表示される。なお、表示サイズは表示手段１０３０に表示される
性能表示４７３１（第２標章）の方が遊技盤に表示された性能表示（第１標章）より大き
い。ただし、これは性能表示が商品特長（還元するとセールスポイント）になり得る場合
の例であり、別の例としては、表示義務が課された標章（たとえば将来的にリアルタイム
の出玉率を表示しなければいけなくなった場合に、その値を示す識別情報など）はアピー
ルする意図はないため、必要最低限の表示サイズでもよい。
【０７２３】
　また、同様の思想で、性能表示４７３１（第２標章）の表示目的が遊技者へのアピール
である場合は、第２標章を第１標章より目立つフォント（字体、色等）とし、遊技者への
アピールが目的でない場合は、第２標章と第１標章を略同一フォントとするといったよう
に、同じ性質（ここでは「性能表示」）の標章であっても、その目的によって第１標章と
第２標章のフォントを同一とするか一方を目立たせるか異ならせてもよい。
【０７２４】
　（ニ）警告表示
　図４７（ニ）は、警告表示４７４１が表示手段１０３０に画像として表示される例であ
る。表示タイミングは「デモ演出中」、「エラー発生時（異常検出時）」、「大当り中（
終了インターバル期間）」などが挙げられる。表示態様は図示した通り、表示手段１０３
０の表示画面に大きく注意事項（警告表示）が表示される。なお、遊技盤１０２０に記載
された警告表示は「不正感知システム搭載！」である。このように、遊技盤１０２０に記
載する場合は、すべての情報を詰め込もうとすると文字のサイズが小さくなり、伝えたい
内容が伝わりにくくなってしまう。したがって、遊技盤１０２０には情報量は最小限に抑
えつつ、表示手段１０３０で表示する際には情報量を増やしたり、表示サイズを大きくし
たり、表示色やフォントを目立つようにしたりすることが望ましい。
【０７２５】
　（ホ）知的財産権関連表示
　図４７（ホ）は、知的財産関連表示４７４２が表示手段１０３０に画像として表示され
る例である。表示タイミングは「デモ演出中」、「大当り中（終了インターバル期間等）
」などが挙げられる。表示態様は図示した通り、「（○にＣマーク）ＪＦＪ」という表記
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が表示手段１０３０の右下に表示されている。なお、この知的財産関連表示（著作権許諾
証、著作権許諾番号等も同義）４７４２を表示手段１０３０に表示するタイミングは、当
該表示が示す対象となるものが明確となる期間（音楽に関する著作権許諾番号であれば少
なくとも該当する音楽が流れている期間、遊技機のモチーフとなる版権許諾証であれば少
なくとも機種名称が表示されている期間）に表示されることがより好ましい。
【０７２６】
　（ヘ）その他表示
　図４７（ヘ）は、上記（イ）～（ホ）に含まれないその他表示４７４３が表示手段１０
３０に画像として表示される例である。したがって、表示タイミングは表示される内容に
依存する。たとえば、図示した「ヒト味違う“オモシロ”さ！」とは、遊技機を製造販売
したメーカーの企業キャッチコピーであり、表示するタイミングは主に「デモ演出中」、
「大当り中」などが挙げられる。表示態様は図示している通り、「ヒト味違う“オモシロ
”さ！」という標章（第２標章）が様々な色の文字で構成されており、中央に大きく表示
されている。
　なお、遊技機枠１０１０に同一の標章（第１標章）を表示する場合、すなわち成型品と
して標章を配置する場合、一文字ずつ色を変えるのは相当なコストがかかる。したがって
、第１標章は１色またはせいぜい２色から成る標章とし、第２標章は表示手段１０３０に
カラフルに表示することで、本来の色合い（企業キャッチコピーとして用いる際の正しい
配色の意）を遊技者に伝えることができる。
【０７２７】
　＜遊技の進行に応じて表示手段に表示される各種標章のフォントが異なる実施例＞
　図４８（イ）～（ニ）は、機種名ロゴ１０９０（第１標章）に対応する「藤丸くん」を
含む標章（第２標章）４８１１を表示手段１０３０に表示し、さらに少なくとも２以上の
表示タイミングを持つ場合において、その表示タイミングにおいてそれら標章の表示サイ
ズ、表示色、フォントの少なくともいずれかを互いに異ならせた例を示している。
【０７２８】
　図４８（イ）では、「デモ演出中」に第１機種名表示４８１１（第２標章）が表示され
ている。詳述すると、デモ演出中に当該機種のオリジナルソングである「それいけふじま
るくん」が流れ、その曲のサビ部分に「お～い、ふ～じまるく～ん」という歌詞がある。
その歌詞に合わせて表示手段１０３０に「ふ～じまるく～ん♪」と表示される。これは、
歌詞を伝えるという意味合いと当該機種の機種名称を伝えるという意味合いが含まれてい
る。このように、機種名称を伝える（すなわち、第１標章と表示意図が重なるものを表示
する）場合において、機種名ロゴ１０９０の表記フォントをそのまま表示したのでは、歌
詞を伝えていることが伝わらない。したがって、歌詞に合わせたり、その他の目的に合わ
せたりして第１標章を表示手段に表示する場合は、それらの目的に合わせて第２標章とし
て第１標章とは異なるフォントや異なるサイズ、異なる配列などで表示するようにしても
よい。
【０７２９】
　また、図４８（ロ）では、「図柄変動中」に予告演出として第２機種名表示４８１２（
第３標章）が表示されている。詳述すると、擬似連図柄（その図柄が停止すると再度変動
が最初から開始されるかのように見せる図柄のことで、擬似連図柄を備えることそれ自体
は周知技術）として藤丸くんのキャラクタ表示とこのキャラクタが藤丸くんであることを
示すキャラクタ名称表示が表示されている。ここではこの２つ（キャラクタ表示＋キャラ
クタ名称表示）を併せて第２機種名表示４８１２（第３標章）としている。この第３標章
は、キャラクタ名称を伝えるという意味合いと、当該機種の機種名称を伝えるという意味
合いが含まれている。このように、機種名称を伝える（すなわち、第１標章と表示意図が
重なるものを表示する）場合において、機種名ロゴ１０９０の表記フォントをそのまま表
示したのでは、キャラクタ名称を伝えていることが伝わらない。したがって、キャラクタ
名称であることをわかりやすくするために、対象物（キャラクタ表示）の近傍に表示した
り、その表示サイズを対象物に合わせたり、といったようにそれらの目的に合わせて第３
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標章として第１標章とは異なるフォントや異なるサイズ、異なる配列などで表示するよう
にしてもよい。
【０７３０】
　なお、予告演出として機種名称が用いられる場合、機種名称の形状、配列、配色等を全
く崩さずに使用するとなると、ほとんど使い道がない（使い勝手が悪い）。たとえば、擬
似連図柄として用いるのであれば円形または正方形に近い形の方が図柄に見立てやすいが
、横長の配列をそのまま使用するとなると図柄に見立てづらい。
【０７３１】
　このように、遊技機枠１０１０または遊技盤１０２０に表示された標章（第１標章）と
同一または類似する標章を２以上のタイミングで表示手段１０３０に表示する場合、少な
くとも１つのタイミングでの標章は第１標章とは異なるフォントで使用することが好まし
い。
【０７３２】
　図４８（ハ）および（ニ）は、「藤丸くん」という機種名称に対して、その名称が大当
り名称にも用いられ、「藤丸くんＢＯＮＵＳ」という機能名称を備える場合の例を示して
いる。
【０７３３】
　図４８（ハ）は図柄変動中における「次回予告（高期待度予告）」として用いられる例
である。「次回予告」には複数パターンのバリエーションがあり、たとえば「次回、〇〇
リーチ」や「次回、激熱！」といった発展先や当選期待度を示唆するものが含まれ、その
種類によっても当選期待度が異なるように設定されている。そして、その最上位に位置し
、直接的に大当りを示唆するのがこの「次回、藤丸くんＢＯＮＵＳ」という第３機種名表
示４８１３（第４標章）である。遊技者にとって最高に嬉しい瞬間のひとつでもあるため
、この第４標章はカラフル（いわゆるレインボー）に表示されている。このように、機種
名称と重なるものを表示する場合に、機種名ロゴ１０９０の表記フォントをそのまま表示
した（たとえば黒文字一色表示した）のでは、遊技者がいまいち祝福されている感じを味
わうことができない。したがって、特典を付与する場合や、複数の特典の中でも有利度合
が高い特典を付与する場合などには、それらの目的に合わせて第４標章として第１標章と
は異なるフォントや異なるサイズ、異なる配列などで表示するようにしてもよい。
【０７３４】
　図４８（ニ）は、図４８（ハ）で説明した「藤丸くんＢＯＮＵＳ」がこれから開始され
る際に第４機種名称表示（第５標章）として表示する場合の例を示している。
【０７３５】
　ここでは、図４８（ハ）と同一の目的により第１標章とは異なるフォントとなっている
が、それだけではなく、同一標章（藤丸くんＢＯＮＵＳ）であるにも関わらず第４標章と
第５標章とでフォントが異ならせている点に特長がある。
【０７３６】
　その理由（意図、効果）は、図柄変動中の予告発生時は図柄表示、保留表示、背景表示
、その他オブジェクト表示があるために、表示サイズが制限される場合があるが、大当り
開始時にはそれらの表示がないために、表示サイズはほとんど制限されない。また、当業
界で慣用的に行われているのは「レインボーが表示されたら限りなく大当りに近い」とい
う意識づけであり、予告演出として用いる場合（図４８（ハ））はレインボー表示でもい
いものの、大当り開始時に用いる場合（図４８（ニ））はレインボーで表示してしまうと
別の意味合い（たとえば保留内にさらに大当りが潜んでいることを伝えているとか、設定
機能つきのパチンコの場合最高設定であることを伝えているなど）といったように遊技者
にその表示意図を誤認させてしまうおそれがある。したがって、同一標章であっても表示
タイミングによっては、その目的に合わせて第２標章として第１標章とは異なるフォント
や異なるサイズ、異なる配列などで表示するようにしてもよい。
【０７３７】
　なお、図示していないが、これ以外にもフォントを異ならせる例を以下に示す。
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　たとえば、予告演出中に表示手段１０３０に機種名ロゴ１０９０と同じ「藤丸くん」の
標章を先読み予告画像として表示する場合、この先読み予告画像（第２標章）は、機種名
ロゴ１０９０と同じ「藤丸くん」を含む「藤丸くん高確率ゾーン」の文字を横一列状に配
列したものとする。この先読み予告画像における「藤丸くん」の文字は、機種名ロゴ１０
９０と同じ第１フォント（ここではＰＯＰ体）で構成され、その大きさは機種名ロゴ１０
９０よりも小さくてもよい。なお、先読み予告画像における「藤丸くん」以外の「高確率
ゾーン」の文字についても、機種名ロゴ１０９０と同じ第１フォントを用いる。
【０７３８】
　その上で、先読み予告画像のうち、機種名ロゴ１０９０と同じ「藤丸くん」を冠する「
藤丸くん高確率ゾーン」については機種名ロゴ１０９０と同じ第１フォントとし、他の「
ノーマル高確率ゾーン」については他のフォントを用いるといったように、同一種別の予
告演出（ここでは「先読み予告」）に対しても第１演出（ここでは「藤丸くん高確率ゾー
ン」）と第２演出（ここでは「ノーマル高確率ゾーン」）とがある場合に、機種名ロゴ１
０９０と同一または類似する名称を冠する予告についてはフォントを類似させるようにし
てもよい。
【０７３９】
　なお、説明の便宜上、第１標章をすべて「機種名称」で統一したが、これに限らず第１
標章をすでに説明した「機能名称」、「性能表示」、「警告表示」、「知的財産関連表示
」、「その他表示」としてもよい。この場合、第２～第５標章もこれらに合わせてその表
示タイミングや表示サイズを変更可能であり、少なくとも第１標章と第２～第５標章とで
フォントが異なっていればよい。
【０７４０】
　＜当選期待度に応じてフォントを異ならせる例＞
　図４９（イ）～（ニ）は、機種名ロゴ１０９０（第１標章）に対応する「藤丸くん」を
含む標章（第２標章）を表示手段１０３０に表示する際に、当選期待度に応じてフォント
を異ならせた例を示している。
【０７４１】
　図４９（イ）と（ニ）では、同種類の予告演出（ここでは疑似連予告演出）を実行する
場合に、当選期待度に応じて、たとえば当選期待度が相対的に高い（ここでは５０％）場
合には疑似連図柄４９１１の字体に機種名ロゴ１０９０と異なるフォント（たとえばオリ
ジナルの強調フォント）を用い（図４９（イ））、当選期待度が相対的に低い（ここでは
２５％）場合には疑似連図柄４９１１の字体に所定のフォント（たとえば明朝体）を用い
ている（図４９（ロ））。なお、いずれか一方を機種名ロゴ１０９０と同じ第１フォント
（たとえばＰＯＰ体）を用いるようにしてもよい。
【０７４２】
　また図４９（ハ）と（ニ）では、特定予告演出（ここでは次回予告演出）を実行する場
合に、予告演出毎の確変期待度に応じて、たとえば確変期待度が相対的に高い（ここでは
８０％）予告演出の場合には次回予告画像４９１１の字体に機種名ロゴ１０９０と異なる
フォント（たとえばオリジナルの強調フォント）を用い、確変期待度が相対的に低い（こ
こでは２５％）予告演出の場合には次回予告画像４９１２の字体に所定のフォント（たと
えば明朝体）を用いている（図４９（ロ））。なお、いずれか一方を機種名ロゴ１０９０
と同じ第１フォント（たとえばＰＯＰ体）を用いるようにしてもよい。
【０７４３】
　このように、機種名ロゴ１０９０（第１標章）に対応する「藤丸くん」を含む標章（第
２標章）を表示手段１０３０に表示する場合、当選期待度に応じて字体を異ならせてもよ
い。なお、図４９の例においても図４８と同様に、第１標章を機種名称として説明したが
、この限りではない。
【０７４４】
　＜遊技者の有利度合いに応じて第２標章を表示する例＞
　図５０（イ－１）～（イ－２）、（ロ－１）～（ロ－２）は、機種名ロゴ１０９０（第
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１標章）に対応する「藤丸くん」を含む標章（第２標章）を表示手段１０３０に表示する
際に、遊技者の有利度合いに応じて第２標章を表示するか否かを分けるように構成した例
を示している。
【０７４５】
　図５０（イ－１）は、４Ｒ大当りに比べて遊技者の有利度合いが高い１０Ｒ大当りの場
合に、たとえば開始ＩＮＴにおいて機種名ロゴ１０９０と同じ「藤丸くん」の文字を含む
「藤丸くんボーナス」等の機能名称表示画像５０１１を表示し、図５０（イ－２）は、一
方の４Ｒ大当りの場合に、たとえば開始ＩＮＴにおいて機種名ロゴ１０９０と同じ「藤丸
くん」の文字を含まない「レギュラーボーナス」等の機能名称表示画像５０１２を表示す
る例を示している。
【０７４６】
　また図５０（ロ－１）は、非確変大当りに比べて遊技者の有利度合いが高い確変大当り
の場合に、たとえば開始ＩＮＴにおいて機種名称ロゴ１０９０と同じ「藤丸くん」の文字
を含む「藤丸くんボーナス」等の機能名称表示画像５０１１を表示し、図５０（ロ－２）
は、一方の非確変大当りの場合に、たとえば開始ＩＮＴにおいて機種名称ロゴ１０９０と
同じ「藤丸くん」の文字を含まない「レギュラーボーナス」等の機能名称表示画像５０１
２を表示する例を示している。
【０７４７】
　このように、遊技者の有利度合いに応じて、機種名ロゴ１０９０（第１標章）に対応す
る標章（第２標章）を表示手段１０３０に表示するか否かを異ならせてもよい。
【０７４８】
　＜第１標章に情報を追加した第２標章を表示する例＞
　図５１（イ）～（ニ）は、機種名ロゴ１０９０（第１標章）に対応する「藤丸くん」を
含む標章（第２標章）を表示手段１０３０に表示する際に、情報量を追加した第２標章を
表示するように構成した例を示している。
【０７４９】
　図５１（イ）は、表示手段１０３０に表示される第２標章のうち、第１標章と共通する
文字については第１標章と同じ字体を用いるが、第１標章と共通しない文字の少なくとも
一部については第１標章とは異なる字体を用いるように構成した例を示している。
【０７５０】
　図５１（ロ）は、デモ演出において表示手段１０３０に表示される機種名表示画像５１
２１（第２標章）の一例を示している。図５１（ロ）に示す機種名表示画像５１２１では
、機種名ロゴ１０９０（第１標章）と共通の「藤丸くん」を含む「Ｐ藤丸くん」の文字に
ついては機種名ロゴ１０９０と同じ第１フォント（ここではＰＯＰ体）を用いているが、
それ以外の「～藤香ちゃんを救え～」の文字については、機種名ロゴ１０９０とは異なる
第２フォント（ここではゴシック体）を用いている。なお、機種名ロゴ１０９０と共通す
る「藤丸くん」の文字のみについて機種名ロゴ１０９０と同じ第１フォント（ここではＰ
ＯＰ体）を用い、それ以外の「Ｐ」、「～藤香ちゃんを救え～」の文字については全て機
種名ロゴ１０９０とは異なるフォントを用いてもよい。
【０７５１】
　＜５．別実施形態５＞
　（５－１：正面より見た遊技機外観：図３５）
　図３５は、本発明の遊技機を正面より見たときの遊技機外観を示す。図３５において、
枠１０１０は外枠４の前面側に開閉可能に配置される上記前枠２と同じもの（以下単に「
枠」と略す）であり、枠上部１０１１と枠中部１０１２と枠下部１０１３から構成され、
遊技領域を視認可能とする視認窓を備える。ここでの枠１０１０は、遊技機を前面（正面
）から見た場合に視認される形状と大きさを大まかに描いたものである。前枠２の形状と
大きさには様々なものが用いられており、どのような形状寸法のものを採用するかは自由
である。ここでの枠１０１０は、上部に位置する横材からなる枠上部１０１１と、左右両
側に位置する縦材からなる枠中部１０１２と、下側に位置するパネル状の枠下部１０１３
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とを有し、全体として長方形の視認窓を形作る長方形の枠形状であるとして説明する。
【０７５２】
　１０２０は、図２で遊技盤３として説明した遊技盤であり、前枠２の裏面に取り付けた
遊技盤収納フレーム内に装着されるか、または外枠４に設けた遊技盤収納フレーム（図示
せず）内に装着される。つまり前枠２側または外枠４のいずれの側に取り付けられる形態
であっても、遊技盤は遊技盤収納フレーム（以下、「本体枠」という）に装着される。こ
の本体枠１０２０に装着された遊技盤１０２０は、遊技機を正面から見て、ガードレール
より内側の遊技球が流下する遊技領域１０２１（図２の遊技領域３ａ）と、ガードレール
より外側の非遊技領域１０２２（図２の遊技盤３の四隅）とを有する。
【０７５３】
　遊技盤１０２０には、正面から見て、遊技領域１０２１の中央にメイン液晶表示装置１
０３１（図２の液晶表示装置３６）が設けられとともに、遊技領域下方にサブ液晶表示装
置１０３２が設けられている。なお１０２３は始動口（図２の上始動口３４）、１０２４
は大入賞口（図２の大入賞口５０）を示す。
【０７５４】
　遊技盤１０２０と枠１０１０の関係は、前後方向に見て遊技盤１０２０の前側に枠１０
１０が位置している。このため、遊技盤面はその一部が枠１０１０により覆われている。
すなわち遊技盤面は、その一部が枠上部１０１１、枠中部１０１２、枠下部１０１３の一
部に被われて前側からは見えない箇所がある。メイン液晶表示装置１０３１は、その長方
形の表示面を有し、その表示面の全部が前側から視認窓を通して見えるように設けられて
いる。換言すれば、メイン液晶表示装置１０３１はその表示面が枠１０１０に隠れない大
きさと形状と配置で設けられている。また遊技盤面内においてメイン液晶表示装置１０３
１よりも下側に位置するサブ液晶表示装置１０３２は、その表示面の下部が枠下部１０１
３により覆われた状態で設けられている。
【０７５５】
　しかし、メイン液晶表示装置１０３１はその一部が枠１０１０の一部により覆われてい
るように設けることもできる。またサブ液晶表示装置１０３２についても、その表示面が
視認窓から全て見えるように、つまり表示面のどの部分も枠下部１０１３により覆われて
いないように設けることができる。これらメイン液晶表示装置１０３１とサブ液晶表示装
置１０３２とを含む液晶表示装置１０３０は、所定の画像を表示可能な表示領域を有する
画像表示手段として働く。
【０７５６】
　枠下部１０１３は、図１の前面操作パネル７に相当するもので、正面から見て、上受け
皿ユニット８に相当する上皿１０１３ａと、下皿１０１３ｂと、ベース部１０１３ｃとで
構成されている。上皿１０１３ａは図１の上受け皿ユニット８を正面から見たものである
。操作手段１０４０の下操作手段１０４１として、上皿１０１３ａに演出ボタン１３が設
けられており、また上操作手段１０４２として演出ボタンが枠中部１０１２に設けられて
いる。
【０７５７】
　枠下部１０１３のベース部１０１３ｃは、図１の前面操作パネル７の下方部分に対応す
るものであり、正面から見てハンドル１０５０（発射操作ハンドル１５）が設けられてい
る。
【０７５８】
　図３６Ａは、遊技盤面、正確には遊技盤の遊技領域１０２１に、識別情報として機種名
「藤丸くん」を付した例であり、図３６Ｂは、前枠１０１０の枠上部１０１１に、機種名
「藤丸くん」を付した例である。
　（５－２：従来の問題点）
　従来、弾球遊技機においては、液晶表示装置の画面以外の場所に、文字、図形、記号若
しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（商標法２条の標章）
からなる識別情報を表示することが行われる。たとえば、枠や盤面に機種名称をロゴとし
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て配置するものがあった。また、機種名ロゴが予告演出やリーチ演出に対応して種々の発
光態様を為すことも知られている。さらにまた、機種名ロゴを可動（または変形・合体）
させるものも知られている（たとえば、特開２０１８－１７５９４９号公報）。
【０７５９】
　遊技機に対し文字、図形、記号等を構成要素とする識別情報を表示する場合に、識別情
報の構成要素をどのように配置するかは基本的には自由である。加えて、近年の遊技機は
、正面から見た表示可能領域が増しており、これに伴い識別情報の配置自由度も増してい
る。この結果、演出手段としての効果を重視した表示態様とする傾向が強まり、元来の識
別情報としての機能（たとえば、商標的機能（自他商品識別機能、右機能から派生する出
所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能など））が低下または消失してしまっている、
ということがあった。また、使用態様によっては、不正競争防止法等の他の法律に抵触す
る恐れもある。
【０７６０】
　そこで、弾球遊技機の液晶表示装置の画面以外の場所に識別情報を表示する場合につい
て、別実施形態５では識別情報を構成する要素の「配置」を工夫することにより、また別
実施形態６では識別情報を構成する要素の「光らせ方」（光らせる時期的条件など）を工
夫することにより、また実施形態７では特定識別情報と非特定識別情報との配置を工夫す
ることにより、また実施形態８では特定識別情報の表示態様を工夫することによって、こ
の課題を解決する。
【０７６１】
　（５－３：識別情報を構成する要素の「配置」について（別実施形態５）、図５２、図
５３）
　（別実施形態５が解決しようとする課題）
　識別情報は、遊技機の何処に配置するかによって当該情報が発揮する識別力の大きさが
異なってくる。また、識別情報は、文字、図形等が一続きになっている表示態様で示され
ることによって、本来の識別力を発揮するものであり、識別情報を構成する文字等の配置
の如何および／または発光態様（色彩を含む）の如何によっては意図した識別力を発揮で
きないおそれがある。逆に、識別情報を構成する文字等の配置の仕方および／または発光
態様の付加の仕方によっては、意図したものとは異なる別の識別情報を表示したものと誤
認されてしまうおそれもある。
【０７６２】
　識別情報が液晶表示装置の画面に表示される表示形態は、表示されていなければ識別情
報が識別力を有効に発揮し得ないので、識別情報の配置箇所としてはあまり適切でない。
そこで、まず液晶表示装置の画面以外の場所に識別情報が配置される場合について、その
識別情報を構成する構成要素の「配置」を適正にする表示態様（別実施形態５）について
説明する。
【０７６３】
　（５－４：別実施形態５の具体例）
　図５２（ａ）（ｂ）は液晶表示装置の画面以外の場所（この例では遊技盤１０２０）に
、識別情報として「藤丸くん先生」を配置する場合を例示したものである。このうち（ａ
）は識別情報が意図した識別力を発揮できていると考えられる表示態様例であり、（ｂ）
は意図した識別力を発揮できないと考えられる表示態様例である。
【０７６４】
　図５２（ａ）では、「藤丸くん先生」の各文字を一続きのものとして一行に並べて表示
している。「藤丸くん先生」の各文字は、遊技機の前後方向に見て、遊技盤の遊技球転動
面より前側に突出した位置にある。「藤丸くん先生」の構成要素である各文字は、同じ文
字サイズ、同じフォントのものを等間隔で配置している。このため、「藤丸くん先生」が
一つにまとまった秩序あるものとして評価される。よって、図５２（ａ）は識別情報の「
藤丸くん先生」が意図した識別力を発揮できていると考えられる。この意味で図５２（ａ
）には「ＯＫ」と記してある。
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【０７６５】
　これに対し、図５２（ｂ）では、「藤丸くん先生」が「藤丸くん」と「先生」の２つの
文字列に分離され、二段に配置されている。しかも、上段の「藤丸くん」の文字列は斜め
右上がりに配置されていて、上段と下段の文字列はそれらが互いに非並行となっている。
このため「先生」の文字列は他の文字列から完全に「独立したもの」と見られる状態にあ
る。加えて、「先生」の文字列は単独の「将」と「軍」の文字に分けられ、かつ各々の文
字サイズが大きくなっている。また、各文字は、前後方向に見て、遊技盤の遊技球転動面
より前側に突出した位置にある。それ故、「先生」の文字列は、完全に「藤丸くん」の文
字列とは別個のものとして認識され得る状態にある。
【０７６６】
　さらに、「藤丸くん」の文字列は遊技盤面に印刷物（セルシート）として表示され、「
先生」の文字列はセンターケースに設けられ、遊技盤面から所定の隙間・距離を有する立
体構造物（ロゴ）として表示されている。それ故、「先生」の文字列は「藤丸くん」の文
字列とは一続きの識別情報ではないと認識され得る状態にある。
【０７６７】
　この図５２（ｂ）のように「藤丸くん」の文字列と「先生」の文字列が複数の文字列に
分離されて、それぞれ別個の文字列と認識され得る表示態様となっている場合、次のよう
な問題が生じ得る。
　（ｉ）「藤丸くん先生」全体についての識別力が正常に機能していない。たとえば、こ
の文字列が仮に、遊技機の製作者や販売者等を示す識別情報であったならば、商標的機能
が正常に機能していないことになる（意図した識別力が発揮されない状態となり得る）。
　（ｉｉ）「藤丸くん」単体または「先生」単体に関して他人の権利（たとえば、知的財
産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利）がある場
合、その権利の侵害可能性が高まり、販売等のリスクが大きくなる。したがって、たとえ
ば自己が「藤丸くん先生」の使用等に関して正当な権原を持つ者である場合であっても、
図５２（ｂ）のような表示態様とすることは、自己の製品が他人の権利に抵触するリスク
が高まるため、極力回避すべきである。この意味で、図５２（ｂ）には「ＮＧ」と記して
ある。
【０７６８】
　上記のことから次のことが言える。（ｉ）意図した特定の識別情報であっても、その構
成要素が２行以上に分割されていると、意図した特定の識別情報（本来の識別情報）の表
示と評価され難くなる。（ｉｉ）意図した特定の識別情報であっても、その構成要素が２
行以上に分割されており、かつ、それらが互いに非並行であると、意図した本来の特定の
識別情報の表示と評価され難くなる。（ｉｉｉ）よって、意図した特定の識別情報（本来
の識別情報）の表示であると評価されるためには、識別情報の構成要素を一行で書くのが
よい。もし識別情報を２行以上に分けて表示する場合は、その各文字列を相互に平行にす
る。このように、識別力の低下防止や他者の権利侵害防止のために、以上の点を考慮に入
れた表示態様にするのがよい。
【０７６９】
　図５３は液晶表示装置の画面以外の場所（この例では枠上部１０１１）に識別情報とし
て「あいうえお藤丸くん」を配置する場合を例示したものである。このうち、図５３（ａ
）は識別情報が意図した識別力を発揮できていると考えられる表示態様例であり、図５３
（ｂ）は意図した識別力を発揮できていないと考えられる表示態様例である。
【０７７０】
　図５３（ａ）では、「あいうえお藤丸くん」の各文字を一続きのものとして一行に横並
びに表示している。「藤丸くん先生」の構成要素である各文字は、同じ文字サイズ、同じ
フォントのものを等間隔で配置している。このため、「あいうえお藤丸くん」が一つにま
とまった秩序あるものとして評価される。よって、図５３（ａ）は識別情報の「あいうえ
お藤丸くん」が意図した識別力を発揮できていると考えられる。この意味で図５３（ａ）
には「ＯＫ」と記してある。



(143) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

【０７７１】
　これに対し、図５３（ｂ）では、「あいうえお藤丸くん」が「あ」と「い」と「う」と
「え」と「お藤丸くん」の５つの文字群に分離されているように見える例を示している。
なぜそのように見えるかと言うと、これらは文字相互の間隔が均等ではなく、「あ」と「
い」の文字間が最も長く、「い」と「う」の間および「う」と「え」と「お藤丸くん」の
文字間が次いで長く、「お藤丸くん」を構成する文字の文字間が最も短くなっているため
である。「あ」の文字だけが左側にポツンと存在し、その右側に横に在る「い」「う」「
え」「お藤丸くん」がまとまりのある一群として認識される。すなわち「あ」は別のもの
として認識事項から除外され、「いうえお藤丸くん」が意味のあるグループであるとして
読み取られることになる。
【０７７２】
　この図５３（ｂ）のように文字列が離散的に配置されている表示態様となっている場合
、その中でも比較的文字間隔の近いもの同士である「いうえお藤丸くん」を秩序あるまと
まったものとして評価することになる。よって、「いうえお藤丸くん」の表示に対する評
価としては、「あいうえお藤丸くん」という識別情報により発揮させたかった識別力とは
別のものの評価に変わってしまう。これでは意図した識別力が発揮できないことになり、
不適切な表示態様となってしまう。よって、この図５３（ｂ）のような表示態様とするこ
とは回避されるべきである。この意味で図５３（ｂ）には「ＮＧ」と記してある。
【０７７３】
　上記は識別情報を構成する文字の文字間隔が等しくない場合についての説明であったが
、識別情報を構成する文字の文字サイズが等しくない場合（たとえば「あ」だけ他の文字
の２倍の文字サイズであるなど）や、識別情報を構成する文字のフォントが統一されてい
ない場合（たとえば「あ」だけＰＯＰ体で、その他はゴシック体など）、その他には文字
色が統一されていない場合（たとえば「あ」だけ赤色で、その他は青色など）も、同様に
、意図した識別力が発揮できないことになり、不適切な表示態様となってしまう。
【０７７４】
　上記のことから次のことが言える。（ｉ）意図した特定の識別情報であっても、その構
成要素である文字間隔が等しくなければ、意図した特定の識別情報（本来の識別情報）の
表示と評価され難くなる。（ｉｉ）意図した特定の識別情報であっても、その構成要素で
ある文字のサイズが等しくなければ、意図した特定の識別情報の表示と評価され難くなる
。（ｉｉｉ）意図した特定の識別情報であっても、その構成要素である文字のフォントが
等しくなければ、意図した特定の識別情報の表示と評価され難くなる。（ｉｖ）よって、
意図した特定の識別情報（本来の識別情報）の表示であると評価されるためには、識別情
報の構成要素である文字の文字間隔を均等にして統一する。特定の識別情報の文字のサイ
ズを統一する。特定の識別情報の文字のフォントを統一する。といった点を考慮に入れた
表示態様にするのがよい。
【０７７５】
　上記のように、液晶表示装置以外の場所、たとえば遊技盤や枠に、文字、図形、記号等
からなる識別情報を付する場合には、その識別情報の構成要素についての配置を工夫する
ことで、識別情報の誤認、すなわち意図した識別情報がそれは別の識別情報であると評価
されることを防止することができる。
【０７７６】
　（５－３：別実施形態５の構成例１）
　図５２、図５３で述べた実施形態５は、下記（１）～（１４）のように構成することが
できる。その際、次の（ｉ）または（ｖ）のいずれかの特徴を含ませることができる。
　（ｉ）機種名称の少なくとも一部を表す第１識別情報と、機種名称以外の少なくとも一
部を表す第２識別情報とが、遊技者に視認可能な位置に配置された遊技機において、
　前記第１識別情報は立体形状で配置され、前記第２識別情報は平面形状で配置されてい
る。
【０７７７】
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　これにより、少なくとも第１識別情報は、その文字サイズ、文字間隔、フォントのいず
れか１以上を判断基準とする場合において、多少の相違があったとしても、「立体形状」
という同一系統の装飾（成型、加工）が施されているという共通点を有することで、該１
つの第１識別情報が２つ以上の識別情報に分けて読み取られるリスクを低減できるという
効果が期待できる。なお、前提として「機種名称」と「機種名称以外」とで分けているが
、「機種名称（主題部分）」を第１識別情報とし、「機種名称（副題部分）」を第２識別
情報としても同様の効果は期待できる。
　（ｉｉ）同遊技機において、前記第１識別情報は、そのすべてが１行または１列で配置
され、前記第２識別情報は２行以上または２列以上で配置されている。
　これにより、第２識別情報については２行以上または２列以上で配置することで配置自
由度を高めつつ、第１識別情報については２以上の識別情報に分けて読み取られるリスク
を低減し得るという効果が期待できる。
　（ｉｉｉ）同遊技機において、前記第１識別情報は、そのすべての文字間隔が略同一で
あり、前記第２識別情報は少なくとも一部の文字間隔が異なる。これにより、第２識別情
報については配置自由度を高めつつ、第１識別情報については２以上の識別情報に分けて
読み取られるリスクを低減し得るという効果が期待できる。
　（ｉｖ）同遊技機において、前記第１識別情報は、そのすべての文字サイズが略同一で
あり、前記第２識別情報は少なくとも一部の文字サイズが異なる。
　これにより、第２識別情報については配置自由度を高めつつ、第１識別情報については
２以上の識別情報に分けて読み取られるリスクを低減し得るという効果が期待できる。
　（ｖ）同遊技機において、前記第１識別情報は、そのすべての文字フォントが略同一で
あり、前記第２識別情報は少なくとも一部の文字フォントが異なる。
　これにより、第２識別情報については表現自由度（表示態様の多様性）を高めつつ、第
１識別情報については２以上の識別情報に分けて読み取られるリスクを低減し得るという
効果が期待できる。
　上記（ｉ）～（ｖ）に共通する効果として、「（遊技機を識別する上で）重要性が高い
識別情報」、「（著作権や商標等の関係で）表現自由度の低い識別情報」、「（遊技者か
ら見て）視認性の高い識別情報」等については上記構成により、識別力を高く保ちつつ、
それ以外の識別情報については異なる表示態様（文字サイズ、文字間隔、文字色等）とす
ることで配置自由度や表現自由度を高く保つことが可能である。
【０７７８】
　具体的には次のように構成することができる。
　（１）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備え、
　機種名称の少なくとも一部を表す第１識別情報と、遊技機の性能の少なくとも一部を表
す第２識別情報とが、遊技者に視認可能な位置に配置された遊技機において、
　前記第１識別情報は前記第２識別情報よりも目立たせたい情報であり、
　前記第１識別情報は前記前枠に配置され、
　前記第２識別情報は前記遊技盤に配置されており、
　前記第１識別情報はその構成要素が一続きに表示された非可動体（たとえばロゴ）とし
て設けられている、
　ことを特徴とする遊技機。
　これにより、少なくとも第１識別情報は、その文字サイズ、文字間隔、フォントのいず
れか１以上を判断基準とする場合において、多少の相違があったとしても、「一続きに表
示（装飾、成型、加工）」されているという共通点を有することで、該１つの第１識別情
報が２つ以上の識別情報に分けて読み取られるリスクを低減できるという効果が期待でき
る。
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　（２）前記第１識別情報は前記前枠の可動体（ボタン、その他ギミック）として配置さ
れている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　これにより、少なくとも第１識別情報は、その文字サイズ、文字間隔、フォントのいず
れか１以上を判断基準とする場合において、多少の相違があったとしても、「同一のベー
ス体（上記例では操作手段など）」に表示（装飾、成型、加工、印刷）されているという
共通点を有することで、該１つの第１識別情報が２つ以上の識別情報に分けて読み取られ
るリスクを低減できるという効果が期待できる。
　（３）前記第１識別情報は前記前枠に対し平面状のもの（たとえば印刷物）として配置
されている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（４）前記第１識別情報は前記前枠に対し立体的に（たとえば立体的な構造物として）
配置されている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。この（４）の構成におい
て、前記第２識別情報は平面状に配置されている構成とすることができる（上記特徴（ｉ
））。
　（５）前記第１識別情報は遊技機の前後方向における前記前枠の突出部に配置（凹凸を
有して配置）されている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（６）前記第１識別情報はその構成要素のすべてが１行または１列で配置されている、
ことを特徴とする上記（１）～（５）のいずれかに記載の遊技機。この（６）の構成にお
いて、前記第２識別情報は２行以上または２列以上で配置されている構成とすることがで
きる（上記特徴（ｉｉ））。
　ここまでで共通する効果として、少なくとも第１識別情報については、共通点（立体／
平面、成型／印刷、同一のベース体に記されている、１行または１列で記されている）を
有することで、知的財産権に関する販売上等のリスク（たとえば、商標リスク）を低減に
寄与し得る。
　（７）前記第１識別情報は整列配置（構成要素列の上端ラインと下端ラインが略平行）
であり、前記第２識別情報は非整列配置（構成要素列の上端ラインと下端ラインが非平行
）である、ことを特徴とする上記（１）～（６）のいずれかに記載の遊技機。この（７）
の構成においては、上記（６）との関係で、前記第１識別情報はその構成要素のすべてが
１行または１列で配置され、前記第２識別情報は２行以上または２列以上で配置されてい
る構成とすることができる（上記特徴（ｉｉ））。
　（８）前記第１識別情報は２行以上で、かつ各行が互いに平行となるように配置されて
いる、ことを特徴とする上記（１）～（６）のいずれかに記載の遊技機。
　（９）前記第１識別情報は、その構成要素間の間隔（第１識別情報が文字列からなる場
合はその文字間隔）が同一またはほぼ同一となるように統一されている、ことを特徴とす
る上記（６）～（８）のいずれかに記載の遊技機。この（９）の構成において、前記第２
識別情報は少なくともその一部の構成要素間の間隔が異なる構成とすることができる（上
記特徴（ｉｉｉ））。
　（１０）前記第１識別情報は、その構成要素のサイズ（第１識別情報が文字列からなる
場合はその文字サイズ）が同一またはほぼ同一となるように統一されている、ことを特徴
とする上記（６）～（９）のいずれかに記載の遊技機。この（１０）の構成において、前
記第２識別情報は少なくともその一部の構成要素のサイズが異なる構成とすることができ
る（上記特徴（ｉｖ））。
　（１１）前記第１識別情報は、その構成要素の形状、模様、色彩に関わる属性（文字列
である場合はその文字サイズ、文字列以外の場合はそれらの色彩や配色）が同一またはほ
ぼ同一となるように統一されている、ことを特徴とする上記（６）～（１０）のいずれか
に記載の遊技機。この（１１）の構成において、前記第１識別情報および前記第２識別情
報は文字列からなり、前記第１識別情報は、そのすべての文字フォントが略同一であり、
前記第２識別情報は少なくともその一部の文字フォントが異なる構成とすることができる
（上記特徴（ｖ））。
　（１２）前記第２識別情報は、前記第１識別情報と少なくとも一部が共通する共通識別
情報であり、当該共通識別情報は前記画像表示手段には表示されるが、遊技盤面には表示
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（配置）されていない、ことを特徴とする上記（１）～（１１）のいずれかに記載の遊技
機。
　（１３）前記第２識別情報は、その構成要素の並びが前記第１識別情報と少なくとも一
部について共通する共通識別情報であり、当該共通識別情報は前記画像表示手段には表示
されるが、遊技盤面には表示（配置）されていない、ことを特徴とする上記（１）～（１
１）のいずれかに記載の遊技機。
　（１４）前記第１識別情報は、その構成要素の並びの少なくとも一部が可動体として前
記前枠に配置されており、第１特定期間（客待ちデモ演出期間中）では前記第１識別情報
の構成要素がひとまとまりとなる位置に在り、第２期間（リーチ演出中、予告演出中）で
は前記第１識別情報が分離する位置に移動可能である、ことを特徴とする上記（１）～（
１３）のいずれかに記載の遊技機。
【０７７９】
　（５－４：別実施形態５の構成例２）
　上記別実施形態５の構成例１では、第１識別情報を前枠に配置することを前提としたが
、第１識別情報はセンターケース（センター飾り体４８）に配置すること、すなわち遊技
盤面に配置することもできる。この構成について記載すると次のようになる。
【０７８０】
　（１）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記遊技盤に設けられたセンターケースと、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備え、
　機種名称の少なくとも一部を表す第１識別情報と、遊技機の性能の少なくとも一部を表
す第２識別情報とが、遊技者に視認可能な位置に配置された遊技機において、
　前記第１識別情報は前記第２識別情報よりも目立たせたい情報であり、
　前記第１識別情報は前記センターケース（遊技盤面）に配置され、
　前記第２識別情報は前記遊技盤に配置されており、
　前記第１識別情報はその構成要素が一続きに表示された非可動体（たとえばゴロ）とし
て設けられている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（２）前記第１識別情報は前記センターケースの可動体として配置されている、ことを
特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（３）前記第１識別情報は前記センターケースに対し平面的に（たとえば機種名を印刷
物として）配置されている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（４）前記第１識別情報は前記センターケースに対し立体的に（たとえば立体的な構造
物として）配置されている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。この（４）の
構成において、前記第２識別情報は平面状に配置されている構成とすることができる（上
記特徴（ｉ））。
　（５）前記第１識別情報は遊技機の前後方向における前記センターケースの突出部に配
置されている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（６）前記第１識別情報はその構成要素のすべてが１行または１列で配置され、前記第
２識別情報は２行以上または２列以上で配置されている、ことを特徴とする上記（１）～
（５）のいずれかに記載の遊技機。
　（６）前記第１識別情報はその構成要素のすべてが１行または１列で配置されている、
ことを特徴とする上記（１）～（５）のいずれかに記載の遊技機。この（６）の構成にお
いて、前記第２識別情報は２行以上または２列以上で配置されている構成とすることがで
きる（上記特徴（ｉｉ））。
　（７）前記第１識別情報は整列配置（構成要素列の上端ラインと下端ラインが略平行）
であり、前記第２識別情報は非整列配置（構成要素列の上端ラインと下端ラインが非平行
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）である、ことを特徴とする上記（１）～（６）のいずれかに記載の遊技機。この（７）
の構成においては、上記（６）との関係で、前記第１識別情報はその構成要素のすべてが
１行または１列で配置され、前記第２識別情報は２行以上または２列以上で配置されてい
る構成とすることができる（上記特徴（ｉｉ））。
　（８）前記第１識別情報は２行以上で、かつ各行が互いに平行となるように配置されて
いる、ことを特徴とする上記（１）～（６）のいずれかに記載の遊技機。
　（９）前記第１識別情報は、その構成要素間の間隔（第１識別情報が文字列からなる場
合はその文字間隔）が同一またはほぼ同一となるように統一されている、ことを特徴とす
る上記（６）～（８）のいずれかに記載の遊技機。この（９）の構成において、前記第２
識別情報は少なくともその一部の構成要素間の間隔が異なる構成とすることができる（上
記特徴（ｉｉｉ））。
　（１０）前記第１識別情報は、その構成要素のサイズ（第１識別情報が文字列からなる
場合はその文字サイズ）が同一またはほぼ同一となるように統一されている、ことを特徴
とする上記（６）～（９）のいずれかに記載の遊技機。この（１０）の構成において、前
記第２識別情報は少なくともその一部の構成要素のサイズが異なる構成とすることができ
る（上記特徴（ｉｖ））。
　（１１）前記第１識別情報は、その構成要素の形状、模様、色彩に関わる属性（文字列
である場合はその文字サイズ、文字列以外の場合はそれらの色彩や配色）が同一またはほ
ぼ同一となるように統一されている、ことを特徴とする上記（６）～（１０）のいずれか
に記載の遊技機。この（１１）の構成において、前記第１識別情報および前記第２識別情
報は文字列からなり、前記第１識別情報は、そのすべての文字フォントが略同一であり、
前記第２識別情報は少なくともその一部の文字フォントが異なる構成とすることができる
（上記特徴（ｖ））。
　（１２）前記第２識別情報は、前記第１識別情報と少なくとも一部が共通する共通識別
情報であり、当該共通識別情報は前記画像表示手段には表示されるが、遊技盤面には表示
（配置）されていない、ことを特徴とする上記（１）～（１１）のいずれかに記載の遊技
機。
　（１３）前記第２識別情報は、その構成要素の並びが前記第１識別情報と少なくとも一
部について共通する共通識別情報であり、当該共通識別情報は前記画像表示手段には表示
されるが、遊技盤面には表示（配置）されていない、ことを特徴とする上記（１）～（１
１）のいずれかに記載の遊技機。
　（１４）前記第１識別情報は、その構成要素の並びの少なくとも一部が可動体として前
記前枠に配置されており、第１特定期間（客待ちデモ演出期間中）では前記第１識別情報
の構成要素がひとまとまりとなる位置に在り、第２期間（リーチ演出中、予告演出中）で
は前記第１識別情報が分離する位置に移動可能である、ことを特徴とする上記（１）～（
１３）のいずれかに記載の遊技機。
【０７８１】
　＜６．別実施形態６＞
　（６－１：識別情報を構成する要素の「光らせ方」について（別実施形態６）、図５４
）
　次に、液晶表示装置の画面以外の場所に配置される識別情報について、その構成要素の
「光らせ方」を適正にする表示態様（別実施形態６）について説明する。
【０７８２】
　（６－２：別実施形態６が解決しようとする課題）
　まずは、別実施形態６が解決しようとする課題であるが、別実施形態５の説明でも述べ
たように、識別情報は、文字、図形等が一続きになっている表示態様で示されることによ
って、本来の識別力を発揮するものであり、識別情報を構成する文字等の配置の如何およ
び／または発光態様（色彩を含む）の如何によっては意図した識別力を発揮できないおそ
れがある。逆に、識別情報を構成する文字等の配置の仕方および／または発光態様の付加
の仕方によっては、意図したものとは異なる別の識別情報を表示したものと誤認されてし
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まうおそれもある。
【０７８３】
　別実施形態５では、特に識別情報の「配置」に関する課題についてその解決手段につい
て説明したが、別実施形態６では、特に識別情報の「光らせ方」に関する課題についてそ
の具体的な解決手段を説明していく。
【０７８４】
　図５４（ａ）（ｂ）（ｃ）は、液晶表示装置の画面以外の場所に識別情報として「藤丸
くん先生」を配置する場合に、その識別情報を構成する要素の一部が光っている表示態様
とするときに、どのような環境下ないし条件下で光らせるのが適当かについての説明に供
する図である。ここで「光っている」とは自ら光を放つ場合のみを指すのではなく、反射
して輝く場合を含む概念であってもよい。また、発光制御手段によって「光らせる」とい
う表現をした場合も同様である。
【０７８５】
　さらに、識別情報を構成する要素の一部（たとえば第１構成要素とする）を、同じく当
該識別情報を構成する他の要素（たとえば第２構成要素とする。なお、さらに構成要素を
細分化して第３構成要素以下を定義してもよい）と「光り方を異ならせる」という表現を
した場合、たとえば一方を赤色発光態様、他方を白色発光態様といったように双方が光っ
ている状態のみを指すのではなく、一方が発光していて、他方が消灯しているという状態
を含んでもよい。
【０７８６】
　また、上記例における第１構成要素と第２構成要素とが互いに同一系統色（たとえば白
色）での発光態様である場合であっても、一方が他の部分より輝度または照度が高くなっ
ている状態を意味してもよい。さらに、輝度、照度、明度などの明るさを示す用語によっ
て第１構成要素と第２構成要素の光り方の違いを表現する場合、発光態様を表現するのに
使用されるＬＥＤの数の違い（第１構成要素はＮ個、第２構成要素はＭ個、Ｎ＜Ｍまたは
Ｎ＞Ｍ）や、使用されるＬＥＤの種類の違い（第１構成要素はフルカラーＬＥＤ、第２構
成要素は単色ＬＥＤ）などによって区別してもよい。
【０７８７】
　一例として、「発光制御手段（または演出制御手段）によって、第１構成要素を第２構
成要素よりも明るい発光態様とする」と表現した場合、その具体的手段として、（ｉ）第
１構成要素の背面側に位置するＬＥＤの数（ＬＥＤには砲弾型ＬＥＤ、表面実装型ＬＥＤ
，チップオンボードなどがあるが、この場合、ＬＥＤチップの数を指す）を第２構成要素
の背面側に位置するＬＥＤの数より多くする、（ｉｉ）第１構成要素を単色（白色）ＬＥ
Ｄとし、第２構成要素をフルカラー（ＲＧＢ）ＬＥＤとする、などが挙げられる。
【０７８８】
　なお、明るさはＬＥＤの性能差によるところもあるが、ほぼ同等（同等価格）のＬＥＤ
であれば、白色光の発光効率は「青色ＬＥＤ＋黄色蛍光体（＝単色ＬＥＤ）」＞「赤色Ｌ
ＥＤ＋緑色ＬＥＤ＋青色ＬＥＤ（＝フルカラーＬＥＤ）」＞「近紫外ＬＥＤ＋三色蛍光体
（＝複合ＬＥＤ）」と言われている。今後ＬＥＤの普及率の変化にともない価格差が是正
された場合は、「明るい発光態様とする」方法として単色ＬＥＤを使用するかフルカラー
ＬＥＤを使用するかは適宜選択可能としてもよい。
【０７８９】
　図５４（ａ）は、識別情報が意図した識別力を発揮できていると考えられる表示態様例
であり、図５２（ａ）と同じ内容のものである。すなわち遊技盤１０２０の面内に、識別
情報の「藤丸くん先生」が、その構成要素である文字が一続きになっている表示態様にて
表示されている。ただし、この図５４（ａ）では、客待ち待機中（デモ開始待ち演出」ま
たは「客待ち演出（デモ表示）」中」、特に客待ち演出（デモ表示）中）でなされる識別
情報の表示を扱っている。すなわち弾球遊技機は、図柄が停止してから一定時間が経過し
たことを条件に「デモ表示中」の期間へと移行する。図５４（ａ）は、この「デモ表示中
」の期間へと移行した後の表示を扱っている点で、通常の遊技状態における表示態様を示
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していた図５２（ａ）と異なっている。しかし、「デモ表示中」の期間は遊技が行われて
いない期間であり、識別情報の表示に対する評価は、通常の遊技状態の期間における場合
と大差がないと考えられる。以上の点を考慮し、図５４（ａ）には「（デモ中）ＯＫ」と
記してある。
【０７９０】
　次に図５４（ｂ）は、識別情報が意図した識別力を発揮していない、換言すると、別の
識別情報として認識され得るおそれがある表示例である。図５４（ｂ）も、図５４（ａ）
と同じく「デモ表示中」の期間へと移行した後の表示を扱っている。そして識別情報「藤
丸くん先生」の構成要素である文字が「一続き」の文字列として表示されている点も図５
４（ａ）と同じである。しかし、この図５４（ｂ）の場合は、「藤丸くん先生」を構成し
ている文字列のうちで「先生」の文字部分が他の文字部分とは異なる発光色で発光し、か
つ他の文字部分よりも明るく光っている。この点で、図５４（ａ）と相違している。
【０７９１】
　「先生」の部分を明るく光らせる方法は種々あるが、ここでは半透明の合成樹脂ででき
た文字プレート（「藤丸くん先生」の文字プレート）を、その後方に配置したランプ（Ｌ
ＥＤの場合を含む）により照らす構成とし、「先生」の文字部分の輝度を「藤丸くん」の
文字部分の輝度よりも高くしかつ発光色も異ならせることで、「先生」の部分を明るく輝
かせている。なお、ＬＥＤを採用する例は前述した通りである。
【０７９２】
　上記の先生の文字部分が藤丸くんの文字部分よりも明るく「光っている」期間は、「デ
モ表示中」の期間、つまり遊技が行われずに図柄が停止している期間（非遊技期間）であ
るので、比較的長時間である。また「デモ表示中」の期間は、場合によっては、一日のう
ちで幾度となく、つまり高頻度に移行する期間である。
【０７９３】
　このため、図５４（ｂ）のように、識別情報「藤丸くん先生」の文字列のうちで「先生
」の文字部分が、他の文字部分よりも明るく光っている表示態様で表示されると、この「
先生」の文字部分が単独に存在するのものとして強調されて認識される。つまり「先生」
の表示に対して「商標的に使用している」と判断・評価される可能性が強まる。「先生」
に対し他人が権利を有する可能性を完全には払拭できないことからすると、図５４（ｂ）
のような表示態様とすることは回避されるべきである。この意味で図５４（ｂ）には「（
デモ中）ＮＧ」と記してある。
【０７９４】
　次に図５４（ｃ）の表示例について説明する。図５４（ｃ）も、識別情報「藤丸くん先
生」の構成要素である文字が「一続き」の文字列として表示されている点で、図５４（ｂ
）と同じである。また「藤丸くん先生」を構成している文字列のうちで「先生」の部分が
光っている点も、図５４（ｂ）と同じである。しかし、この図５４（ｄ）の場合は、「藤
丸くん先生」のうちで「先生」の部分が光っている文字列から成る識別情報が、「デモ表
示中」の期間において表示されるのではなく、「予告演出中」の期間において表示される
点で、図５４（ｂ）と相違している。
【０７９５】
　リーチ演出期間中の「予告演出」として、「先生」の部分が光っている「藤丸くん先生
」の文字列を、液晶表示装置１０３０の上辺当りに上辺を覆うように現出させる場合を考
えてみる。このような予告演出を現出させる目的は「当選期待度」を遊技者に伝達するこ
とにあり、この当選期待度の大小を暗示的に報知することが予告演出の主たる役目となる
。それゆえ「予告演出」においては、「藤丸くん先生」の意味内容よりも、（ｉ）光って
いる部分を持つ文字列が現出したかどうか、または文字列の一部が光ったかどうか、また
は、（ｉｉ）光っている部分が何色であったか（青色、黄色、緑色、赤色、Ｄ柄色、金色
、虹色のいずれであったか）、といったことが重要になる。前者の（ｉ）「光っている部
分を持つ文字列が現出したかどうか」という点は、光っている「先生」の部分を単なる発
光手段としてみているものである。また、後者の（ｉｉ）「光っている部分が何色であっ



(150) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

たか」という点は、発光している「先生」の部分を色報知手段としてみているものであり
、青色、黄色、緑色、赤色、Ｄ柄色、金色、虹色の順に当り期待度が大きくなる。
【０７９６】
　このように「予告演出」中であれば、「藤丸くん先生」のうちで「先生」の部分が光っ
ている文字列を現出させたとしても、光っている部分が当選期待度を示すものとして理解
され、その存在や色に注意が向けられることになり、「先生を意味する」という内容自体
に注意が向けられて、光っている部分が認識されることがなくなる。このため、一部分が
光っている文字列などを「予告演出」として現出させる形態であっても、その文字列につ
いての識別力が問題になることはなくなると考えられる。この意味で図５４（ｃ）には「
（予告演出）ＯＫ」と記してある。
【０７９７】
　上記のことから次のことが言える。（ｉ）特定識別情報の一部だけを長時間（または高
頻度で）点灯または消灯すると、点灯または消灯した当該部分を強調することになり、当
該部分だけの識別情報として評価されることになる。（ｉｉ）デモ中（客待ちデモ演出の
期間中）において特定識別情報の一部だけを消灯または異なる発光態様で光らせることは
、上記の長時間にわたり（または高頻度で）点灯または消灯する場合と大差がない。この
ため当該部分だけの識別情報として評価され、商標的な使用態様であるとして評価される
度合が強まる。よって「デモ中（客待ちデモ演出の期間中）」においては、特定識別情報
の一部だけを消灯または異なる発光態様で光らせることは避けるべきである。（ｉｉｉ）
「デモ中（客待ちデモ演出の期間中）」において、意図した特定の識別情報（本来の識別
情報）の表示であると評価されるためには、特定識別情報の全部を同一系統色で光らせる
（または消灯させる）ことが重要である。（ｉｖ）リーチ演出期間中のカットイン予告の
ように、図柄変動中の特定演出発生時という条件下であれば、特定識別情報の構成要素の
一部を個別に光らせても、当該部分について商標的使用の態様として見られる恐れは薄れ
る。したがって、図柄変動中の特定演出発生時という条件下であれば、特定識別情報の構
成要素の一部を個別に光らせて表示させることが可能である。なお、特定演出発生時とい
う条件がなくなった場合、すなわち特定演出非発生時においては、特定識別情報の全部を
同一系統色で光らせる（または消灯させる）ことが、全体を意図した特定識別情報（本来
の識別情報）の表示であると評価される上で必要となる。
【０７９８】
　上記のように、液晶表示装置以外の場所、たとえば遊技盤や枠に、文字、図形、記号等
からなる識別情報を付する場合において、その識別情報を構成する要素の一部が光ってい
る表示態様とするときには、どのような条件下で光らせるかという意味での「光らせ方」
を工夫することで、識別情報の誤認、すなわち意図した識別情報がそれは別の識別情報で
あると評価されることを防止することができる。
【０７９９】
　（６－２：別実施形態６の構成例）
　図５４で述べた別実施形態６は、次の（ｉ）または（ｉｉ）の特徴を含ませて構成する
ことができる。
【０８００】
　（ｉ）２文字以上で構成され、かつ機種名称の少なくとも一部を表す第１識別情報と、
他の第２識別情報とが、遊技者に視認可能に配置される遊技機において、
　前記第１識別情報は、
　発光手段によって視認性が変化し、
　少なくとも非遊技期間中における第１期間において、当該第１識別情報のすべてが同一
系統色で視認可能とされ、
　前記第２識別情報は、
　前記発光手段によって視認性が変化し、
　少なくとも非遊技期間中における第１期間において、当該第２識別情報の一部が前記第
２識別情報と異なる系統色で視認可能とされている。
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【０８０１】
　これにより、第１識別情報および第２識別情報がその発光態様を変化可能に構成されて
いる場合に、少なくとも第１期間において第２識別情報は主に「演出手段」としての役割
・効果を奏しつつ、第１識別情報はあくまでも「一続き」の識別情報であるという点を重
視し、該１つの第１識別情報が２つ以上の識別情報に分けて読み取られるリスクを低減で
きるという効果が期待できる。なお、上記では第１期間における第１識別情報と第２識別
情報の発光態様を示したが、第１識別情報について第１期間と第２期間の発光態様を分け
てもよい。たとえば、機種名称である第１識別情報について、第１期間（たとえば図柄変
動中）は個別の発光態様とすることで主に「演出手段」としての役割を果たし、第２期間
（たとえば図柄停止中）は統一した発光態様とすることで主に「自他商品識別機能」とし
ての役割を果たすようにしてもよい。また、前提として「機種名称」を第１識別情報とし
ているが、「機種名称（主題部分のみ）」を第１識別情報としてもよいし、「機能名称」
を第１識別情報としても同様の効果は期待できる。
【０８０２】
　（ｉｉ）同遊技機において、
　第１識別情報は、第１ＢＧＭ再生中において同一系統色で視認可能とされ、
　第２識別情報は、第１ＢＧＭ再生中において少なくとも一部が別系統色で視認可能とさ
れている。
【０８０３】
　これにより、第１識別情報がその発光態様を変化可能に構成されている場合に、少なく
とも第２期間においては主に「演出手段」としての役割・効果を奏しつつ、少なくとも第
１期間においては、該１つの第１識別情報が２つ以上の識別情報に分けて読み取られるリ
スクを低減できるという効果が期待できる。なお、上記では第１ＢＧＭ再生中（第１期間
）における第１識別情報と第２識別情報の発光態様を示したが、第１識別情報について第
１ＢＧＭ再生中（第１期間）と第１ＢＧＭの非再生中（第２期間）の発光態様を分けても
よい。たとえば、機種名称である第１識別情報について、第１期間は個別の発光態様（た
とえば図柄変動中でテーマ曲が流れている場合は曲に同調した発光態様とするなど）とす
ることで主に「演出手段」としての役割を果たし、第２期間（たとえば図柄停止中）は統
一した発光態様（曲に同調させない発光態様）とすることで主に「自他商品識別機能」と
しての役割を果たすようにしてもよい。また、前提として「機種名称」を第１識別情報と
しているが、「機種名称（主題部分のみ）」を第１識別情報としてもよいし、「機能名称
」を第１識別情報としても同様の効果は期待できる。
【０８０４】
　具体的には、上記別実施形態５の構成例１または構成例２の特徴に加え、または単独の
特徴として、次のように構成することができる。
　（１）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えるとともに、
　始動手段が遊技球を検出したことを契機に、所定の遊技情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記遊技情報に基づき、当り遊技を発生させるか否かに
関する抽選を行う抽選手段と、
　遊技図柄の変動表示動作を行い、当該遊技図柄の停止表示態様により前記抽選手段によ
る抽選結果を報知するための図柄表示手段と、
　前記抽選手段による抽選結果に基づき、リーチ状態を経由して当該抽選結果を報知する
リーチ演出指定用のリーチ変動パターンを含む複数種類の変動パターンのうちからいずれ
かを選択的に決定する変動パターン決定手段と、
　前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに基づき、前記図柄表示手段
における前記遊技図柄の変動表示動作を制御する図柄表示制御手段と、を備え、
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　前記図柄表示手段に前記遊技図柄が特定の表示態様で停止表示された後、前記当り遊技
を実行制御可能に構成された遊技機であって、
　前記前枠または遊技盤面（センターケース）に配置されて視認可能に表示される識別情
報を有しており、
　前記識別情報の構成要素の全部または一部を光らせることが可能な識別情報発光手段を
有し、
　前記識別情報発光手段は、前記遊技図柄の変動表示動作の停止中の第１期間（非デモ演
出中）において前記識別情報の構成要素を同一系統色で光らせる、
　ことを特徴とする遊技機。
　（２）前記識別情報が、２文字以上で構成され、かつ機種名称の少なくとも一部を表す
第１識別情報と、他の第２識別情報とを含み、
　前記第１識別情報は、発光手段によって視認性が変化し、少なくとも非遊技期間中にお
ける第１期間において、当該第１識別情報のすべてが同一系統色で視認可能とされ、
　前記第２識別情報は、前記発光手段によって視認性が変化し、少なくとも非遊技期間中
における第１期間において、当該第２識別情報の一部が前記第２識別情報と異なる系統色
で視認可能とされている（上記特徴（ｉ））、
　ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（３）前記遊技図柄の変動表示動作が一定時間以上行われないことを条件に、前記図柄
停止中の前記第１期間から客待ちデモ演出モードの第２期間に移行させて、前記画像表示
手段の画面をデモ表示とするデモ演出モード移行手段を備えており、
　前記識別情報発光手段は、前記図柄停止中の第２期間（前記客待ちデモ演出モード中）
においては前記識別情報の構成要素を個別に光らせるか、または前記識別情報の構成要素
の一個または複数個を個別に光らせる、ことを特徴とする上記（２）に記載の遊技機。
　（４）前記識別情報発光手段は、前記リーチ演出中（前記遊技図柄の変動表示動作の変
動中における特定演出中）の期間以外の期間（たとえば非変動表示動作中の期間）では前
記識別情報の構成要素を同一系統色で光らせる、ことを特徴とする上記（１）～（３）の
いずれかに記載の遊技機。
　（５）前記識別情報発光手段は、前記リーチ演出中（前記遊技図柄の変動表示動作の変
動中における特定演出中）の期間では、前記識別情報の構成要素の一個または複数個を個
別に光らせる、ことを特徴とする上記（４）に記載の遊技機。
　（６）前記識別情報発光手段は、前記当り遊技の発生中は前記識別情報の構成要素を同
一系統色で光らせる、ことを特徴とする上記（１）～（５）に記載の遊技機。
　（７）前記当り遊技中において所定の条件下で音響演出（ＢＧＭ）を再生させる音響演
出手段を有し、
　前記識別情報発光手段は、前記音響演出（ＢＧＭ）の再生中においては前記音響演出の
旋律に応じて前記遊技図柄を光らせ、前記音響演出（ＢＧＭ）の終了後は前記識別情報の
構成要素を同一系統色で光らせる、ことを特徴とする上記（１）～（６）に記載の遊技機
。
　この（７）の構成においては、第１識別情報は第１ＢＧＭ再生中において同一系統色で
視認可能とされ、第２識別情報は第１ＢＧＭ再生中において少なくとも一部が別系統色で
視認可能とされている構成とすることができる。
【０８０５】
　＜７．別実施形態５、６の実施例＞
　図５５～図５６は、上記実施形態５、６についての実施例（イ）～（ト）を一覧形式で
示したものである。実施例（イ）～（ト）の各図を拡大したものが、図５７～図６２、図
６３である。これらにおいては、特定識別情報（第１特定識別情報）の例として「藤丸く
ん」を扱っている。
【０８０６】
　実施例（イ）～（ト）には、識別情報としての役割を果たしているか否かの観点から、
「○」「△」「×」に区別して、それぞれ３つの事例（ａ）（ｂ）（ｃ）を示してある。
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「○欄」の事例（ａ）は、「藤丸くん」が識別情報としての役割を果たしていると思われ
るものであり、「△欄」の事例（ｂ）は識別情報としての役割を果たしているか判断の難
しいものであり、「×欄」の事例（ｃ）は、識別情報としての役割を果たしていないと思
われるものである。
【０８０７】
　（７－１：間隔について（実施例（イ）、図５５、図５７）
　実施例（イ）（図５７参照）は「藤丸くん」を構成する文字列の文字の「間隔」をどの
ようにすべきかについて例示している。
【０８０８】
　実施例（イ）において、（ａ）は「藤丸くん」を構成する文字列の文字の間隔を等間隔
に配置した場合を示している（各文字のサイズとフォントは同じである）。文字間隔が同
じであるため、（ａ）の「藤丸くん」は、一続きのまとまりのある文字列として認識され
る。よって（ａ）は識別情報としての役割を果たしていると思われるので「○欄」に属す
る。
【０８０９】
　図５７（ｂ）は「藤丸くん」を構成する文字列において、「藤丸」と「くん」の部分と
の間で文字間隔を広げた例である。これは「藤丸」を第１表示部とし、「くん」または「
く」を第２表示部として、意識的に分けたものと同じ結果になる。もはや「藤丸くん」と
いうまとまりのある文字列としては認識されず、かろうじて「藤丸」が意味のあるものと
して評価される。
【０８１０】
　図５７（ｃ）は「藤丸くん」を構成する文字列において、「藤」と「丸くん」の部分と
の間で、文字間隔を広げた例である。「藤丸くん」というまとまりのある文字列としては
全く認識されない。「藤」を第１表示部とし「丸くん」を第２表示部として、意味のない
分け方をしたのと同じ結果になっている。
【０８１１】
　よって、実施例（イ）の結論として、特定識別情報の構成要素（文字列）を第１表示部
と第２表示部とに分ける場合、第１表示部と第２表示部の表示領域の大きさ（または文字
数）が同じかまたは略同じになるようにすることが必要である。また、第１表示部と第２
表示部とに分けた場合でも、両者が一つのまとまりのある文字列として認識されるために
は、第１表示部の文字間隔と第２表示部の文字間隔が略同じになるようにすることが必要
である。
【０８１２】
　（７－２：２行以上にするときの分け方について（実施例（ロ）、図５５、図５８）
　実施例（ロ）（図５８参照）は「藤丸くん」を構成する文字列を２行以上にするときの
分け方について例示している。
【０８１３】
　実施例（ロ）において、（ａ）では「藤丸くん」を構成する文字列
を真ん中で文字数が同じ「藤丸」と「くん」とに分け、同じ遊技盤面内において上下２行
に配置している（各文字のサイズとフォントは同じである）。このため、（ａ）の「藤丸
くん」は、２行に配置されているものの、全体としてまとまりのある文字群として認識さ
れる。よって（ａ）は識別情報としての役割を果たしていると思われるので「○欄」に属
する。
【０８１４】
　図５８（ｂ）は「藤丸くん」を構成する文字列を「藤丸」と「くん」とに分け、「藤丸
」を前枠に配置する一方、「くん」を遊技盤面に配置している。すなわち、「藤丸くん」
を構成する文字列を前枠と遊技盤面に跨って配置している。このため、「藤丸」と「くん
」とがそれぞれ別のものとして強調され、「藤丸くん」というまとまりのある文字列とし
ては認識されなくなる。
【０８１５】
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　図５８（ｃ）は「藤丸くん」を構成する文字列を「藤丸く」と「ん」とに分け、「藤丸
く」を前枠に、そして「ん」を遊技盤面に配置している。これも「藤丸くん」を構成する
文字列を前枠と遊技盤面に跨って配置した例であるため、「藤丸く」と「ん」とがそれぞ
れ別のものとして強調され、「藤丸くん」というまとまりのある文字列としては認識され
ない。
【０８１６】
　よって、実施例（ロ）の結論として、特定識別情報の構成要素（文字列）を第１表示部
と第２表示部とに分ける場合、前枠と遊技盤面に跨らないように配置する（いずれか一方
に配置する）ことが必要である。もしも、定識別情報の構成要素（文字列）を第１表示部
と第２表示部とに分け、前枠と遊技盤面に跨るように配置する必要がある場合には、第１
表示部と第２表示部の表示領域の大きさ（または文字数）が同じかまたは略同じになるよ
うにすることが必要である。
【０８１７】
　（７－３：２行以上にするときの距離感について（実施例（ハ）、図５５、図５９）
　実施例（ハ）（図５９参照）は「藤丸くん」を構成する文字列を２行以上にするときの
距離感について例示している。
【０８１８】
　実施例（ハ）において、（ａ）では「藤丸くん」を構成する文字列
を文字数が同じ「藤丸」と「くん」とに分け、同じ遊技盤面内において上下２行に配置し
ている（各文字のサイズとフォントは同じである）。具体的には、「藤丸」と「くん」と
を同じ液晶表示装置１０３２の上側に配置している。このため「藤丸」と「くん」の距離
間は比較的短く、視覚上の距離感も、２行をまとまりのあるものとして認識される。よっ
て（ａ）は識別情報としての役割を果たしていると思われるので「○欄」に属する。
【０８１９】
　図５９（ｂ）は「藤丸くん」を構成する文字列を「藤丸」と「くん」とに分け、「藤丸
」を液晶表示装置１０３２の上側に、「くん」を液晶表示装置１０３２の表示面内に配置
している。別々の素材に配置されているため、「藤丸」と「くん」との距離感が強まって
いる。よって「藤丸」と「くん」とがそれぞれ別のものとして強調され、「藤丸くん」と
いうまとまりのある文字列としては認識されなくなる。
【０８２０】
　図５９（ｃ）は「藤丸くん」を構成する文字列を「藤丸」と「くん」とに分け、「藤丸
」を液晶表示装置１０３２の上側に、「くん」を液晶表示装置１０３２の下側に配置して
いる。液晶表示装置１０３２の両側に離れて配置されているため、「藤丸」と「くん」と
の距離感は非常に遠いものとなる。よって「藤丸くん」というまとまりのある文字列とし
ては認識されなくなる。
【０８２１】
　よって、実施例（ハ）の結論として、特定識別情報の構成要素（文字列）を第１表示部
と第２表示部とに分ける場合、液晶表示装置１０３２の上側と下側（または液晶表示装置
１０３２の左側と右側）とに分けずに、いずれか一方の側に双方を配置する。また、まと
まったものとして認識され易くするため、平面表記（たとえば面への印刷、印刷物の添付
）と立体表記（構造物）とに分けずに、いずれか一方に統
【０８２２】
　（７－４：２行以上にするときの平行感について（実施例（ニ）、図５６、図６０）
　実施例（ニ）（図６０参照）は「藤丸くん」を構成する文字列を２行以上にするときの
平行感について例示している。
【０８２３】
　実施例（ニ）において、（ａ）では「藤丸くん」を構成する文字列
を「藤丸」と「くん」とに分け、同じ遊技盤面内において「藤丸」を傾斜して配置し、「
くん」を「藤丸」の傾斜と同じ向きに傾斜させて配置している（各文字のサイズとフォン
トは同じである）。このため「藤丸」と「くん」の２つの文字列部分がまとまりのあるも
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のとして認識される。よって（ａ）は識別情報としての役割を果たしていると思われるの
で「○欄」に属する。
【０８２４】
　図６０（ｂ）は「藤丸くん」を構成する文字列を、遊技盤面にアーチ状に（発射レール
の円弧に沿った形で）配置している。よって「藤丸」と「くん」とがそれぞれ別のものと
して認識される度合は弱まっており、「藤丸くん」というまとまりのある文字列として認
識され易い。
【０８２５】
　図６０（ｃ）は「藤丸くん」を構成する文字列を「藤丸」と「くん」とに分け、同じ遊
技盤面内において「藤丸」を傾斜して配置し、「くん」を「藤丸」の傾斜と異なる向きに
配置している。具体的には、「藤丸」はアーチ状に（発射レールの円弧に沿った形で）傾
斜して配置され、「くん」は横方向につまり傾斜角ゼロで配置されている。このため、「
藤丸」と「くん」との平行感がくずれ、「藤丸くん」というまとまりのある文字列として
は認識されなくなる。
【０８２６】
　よって、実施例（ニ）の結論として、特定識別情報の構成要素（文字列）を第１表示部
と第２表示部とに分ける場合、互いに平行になるように配置する必要がある。つまり傾斜
して配置したい場合は、第１表示部を傾斜して配置し、かつ、第２表示部を第１表示部の
傾斜と同じ向きに傾斜させる。あるいは第１表示部と第２表示部とをアーチ状に、つまり
同心円に沿って傾斜させてもよい。
【０８２７】
　（７－５：文字サイズについて（実施例（ホ）、図５６、図６１）
　図６１（ａ）は、前枠に配置する「藤丸くん」について、「藤丸くん」を構成する文字
のサイズおよび文字間隔を同じにして、統一感を出している。
【０８２８】
　図６１（ｂ）は、「藤」「丸」「くん」の順に、文字サイズを徐々に小さくし、文字間
隔もこの順序で大から小へと変化している。よって統一感は弱くなっている。
【０８２９】
　図６１（ｃ）は、「藤」の文字サイズを大きく、「丸くん」の文字については、縦サイ
ズで「藤」の１／２程度に、文字サイズを小さくしている。このように文字サイズが極端
に不揃いであると、「藤丸くん」というまとまりのある文字列としては認識されなくなる
。
【０８３０】
　よって、実施例（ホ）の結論として、特定識別情報を構成する各構成要素（文字）のサ
イズは統一する必要がある。また、特定識別情報を構成する各構成要素（文字）のサイズ
を変える場合は、等間隔で小さくまたは大きくする。
【０８３１】
　（７－６：文字フォントについて（実施例（ヘ）、図５６、図６２）
　図６２（ａ）は、前枠に配置する「藤丸くん」について、「藤丸くん」を構成する文字
のフォント（字体）および色を同じにして、統一感を出している。どのようなフォントを
用いるかは自由であり、たとえば図７９に示すようなものを採用することができる。
【０８３２】
　図６２（ｂ）は、「藤丸」に太字のフォントを、「くん」に細字のフォントを用いて、
「藤丸くん」を２行に表示している。すなわち、（ａ）のように字体の統一、色の統一は
なされていないが、統一感を出すために、ひとまとまりであることが分かるように、２行
全体を囲み線（枠線）を設けている。このように囲みを設けることで一体感を出すことが
できる。
【０８３３】
　図６２（ｃ）は、「藤」に細字のフォントを、「丸く」に太字のフォントを、「ん」に
細字のフォントを用いて、「藤丸くん」を１行に表示している。（ａ）のように字体の統



(156) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

一、色の統一はなされていない。また、統一感を出すための囲み線（枠線）も設けられて
いない。
【０８３４】
　よって、実施例（ヘ）の結論として、一体感を出すためには特定識別情報を構成する各
構成要素（文字）の字体を統一すること、および色を統一することが必要である。特定識
別情報を構成する各構成要素（文字）の一部の字体または色が異なる場合、ひとまとまり
であることが分かるように、（ｉ）囲み線（実線または構造物の凹凸による境界線を含む
）を設けること、（ｉｉ）同一の背景色とすること、（ｉｉｉ）同一の装飾とすること（
たとえば一文字ずつ銀メッキで縁取るなど）などが必要である。
【０８３５】
　（７－７：発光態様について（実施例（ト）、図５６、図６３）
　実施例（ト）（図６３参照）は「藤丸くん」を構成する文字列を光らせるときの発光態
様について例示している。ここにいう「発光態様」は自ら光を発する形態と、他から明る
く照らされる形態とを含むものである。
【０８３６】
　図６３（ａ）は、「通常の遊技状態」の期間または「デモ表示中」の期間における表示
を扱っている。識別情報の「藤丸くん」が一続きの文字列として前枠に表示されている。
【０８３７】
　図６３（ｂ）は「予告演出中」（図柄変動中）の期間での表示を扱っている。すなわち
、図６３（ｂ）は「予告演出中」の期間中に、「藤丸くん」のうちの「くん」の文字部分
が他の「藤丸」の文字部分よりも明るく光る、という状況を説明している。予告演出は「
当選期待度」を遊技者に伝達することを目的としおり、「くん」の文字部分が光った場合
、その光ったこと自体や色に注意が向けられることになり、「くん」の意味する内容には
意識が行かない。このため、商標的使用態様であると認識される恐れはない。
【０８３８】
　これに対し、図６３（ｃ）は「待機中」、すなわち「デモ表示中」（図柄停止中≠大当
り中）の期間へと移行した後の表示を扱っている。「藤丸くん」のうちの「くん」の文字
部分が他の「藤丸」の文字部分よりも明るく光っている。この「デモ表示」の期間中は非
遊技期間であるので、「くん」の文字の使用が商標的使用態様であると認識される恐れが
ある。
【０８３９】
　上記のことから次のことが言える。（ｉ）所定タイミングにおいて、特定識別情報全体
を同一系統色で発光させる表示態様とすることができる。（ｉｉ）所定タイミングにおい
て、特定識別情報全体を点灯（または消灯）させる表示態様とすることができる。ここで
「所定タイミング」とは、図柄停止中（≠大当り中）の場合と図柄変動中の場合とがあり
、ある幅をもったタイミングを指す。すなわち、図柄停止中（≠大当り中）においては、
その少なくとも半分以上の時間を占める期間（つまり幅をもったタイミング）を指し、ま
た図柄変動中）においては、その少なくとも半分以上の時間を占める期間（つまり幅をも
ったタイミング）を指す。（ｉｉｉ）具体的には、図柄停止中は特定識別情報全体を一様
に点灯させ、図柄変動中は特定識別情報の少なくとも一部を点滅（もしくは異なる色で点
灯）させることができる。
【０８４０】
　＜８．別実施形態７、８＞
　（８－１：従来の問題点）
　従来、弾球遊技機においては前枠や遊技盤面に機種名称をロゴとして配置するものがあ
った。また、機種名ロゴが予告演出やリーチ演出に対応して種々の発光態様を為すことも
知られている。さらにまた、機種名ロゴを可動（または変形・合体）させるものも知られ
ている（たとえば、特開２０１８－１７５９４９号公報）。
【０８４１】
　遊技機に対し文字、図形、記号等を構成要素とする識別情報を表示する場合に、識別情
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報の配置箇所をどこにするか、識別情報を２以上配置するか、表示態様をどのようにする
かは自由である。加えて、近年の遊技機は、正面から見た表示可能領域が増しており、こ
れに伴い識別情報の配置箇所や配置個数の自由度も増している。この結果、配置箇所や配
置個数あるいは表示態様によっては、元来の識別情報としての機能が弱められ、異なる識
別情報と誤認されてしまう恐れがある。
【０８４２】
　そこで、別実施形態７では、弾球遊技機の液晶表示装置の画面以外の場所に配置された
特定識別情報を目立たせることにより、また別実施形態８では、特定識別情報の他に非特
定識別情報を有する場合に非特定識別情報の方を目立たせないことにより、この課題を解
決する。
【０８４３】
　（８－２：評価基準）
　まず評価の基準となりうるものについて触れておく。
【０８４４】
　（配置箇所の優位度）
　図３６（Ａ）に示すように、枠１０１０は、側方から見た場合、その枠上部１０１１が
枠中部１０１２および枠下部１０１３に対して前面側に膨出しており、その枠上部正面１
０１１ａが枠中部１０１２および枠下部１０１３の正面よりも前側に突き出て位置してい
る。この結果、遊技機は、その枠上部１０１１が突出して枠上部正面１０１１ａが遊技者
側に近づくことで、遊技者に対し自己の遊技機の存在を強く主張している。
【０８４５】
　図３６（Ａ）は、遊技機の付近で取引業者または遊技者が立っている場合のその者の目
線の高さ位置Ａを示し、図３６（Ｂ）は、遊技機に対して取引業者または遊技者が座って
いる場合のその者の目線の高さ位置Ｂを示している。取引業者が遊技機を購入する場合、
試打室にホールと同様に設置された遊技機に対し、立った状態で遊技台を選択し、座って
試し打ちをするのが普通である。また、遊技者がホールにおいて遊技機で遊ぶ場合も同様
で、立った状態で遊技台を選択し、座って打ち始める。この辺の事情は取引業者と遊技者
とで変らないので、以下では遊技者から遊技機を見た場合を中心に説明をする。
【０８４６】
　遊技者は、ホールにおいて遊技機を探す場合、立った状態で遊技機を視察・確認する。
このとき遊技者の目線の高さ位置は図３６（Ａ）のＡ位置にある。この目線高さ位置Ａは
、遊技機の枠１０１０のうち特に枠上部１０１１に近い。このため「立った状態」で遊技
機を見た場合、遊技者の目を刺激する刺激度合は、遠くからでも視認しやすい枠１０１０
、特に枠上部１０１１が目に付き易く、刺激度合が最も高くなる。この点に加えて、図３
６（Ａ）に示した枠上部１０１１の場合、枠上部正面１０１１ａが正面側に突出している
構造となっている。この構造の遊技機の場合は、正面部位のうち前側に突出している枠上
部正面１０１１ａが特に目に付き易い。よって、枠上部正面１０１１ａが突出している構
造の枠上部１０１１は、枠上部正面１０１１ａが突出していない構造の枠上部１０１１に
比べて刺激度合が高くなる。
【０８４７】
　目線高さ位置Ａから見て、次に目を引く部位は枠中部１０１２であり、さらには枠１０
１０で囲まれた内側の部位である遊技盤１０２０の領域、メイン液晶表示装置１０３１、
サブ液晶表示装置１０３２の表示面に向かうであろうと推測される。
【０８４８】
　次に遊技者が座った場合には、遊技者の目線が遊技盤１０２０に向かった高さ位置Ｂ（
図３６（Ｂ））になる。このとき枠上部正面１０１１ａは視認できなくなる。目を引く部
位は遊技機正面の中程であり、枠中部１０１２の表示領域や、枠１０１０で囲まれた内側
の部位である遊技盤１０２０の領域、すなわち遊技領域１０２１や非遊技領域１０２２が
目に付き易くなり、さらにはメイン液晶表示装置１０３１やサブ液晶表示装置１０３２の
画面内の表示が目に付き易くなり、さらには操作手段１０４０である下操作手段１０４１
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、上操作手段１０４２の面が目に付き易くなると推測される。
【０８４９】
　一方、遊技機に目立つように文字や図形や記号からなる識別情報を配置または表示した
い場合がある。これには、商品識別表示や出所表示との関りが深いと思われる遊技機の「
機種名や製造会社名など」を表示する場合だけでなく、出所表示等との関わりはそれ程深
くないと思われる「プレミアムキャラクターや物語の主人公の名前など」を表示する場合
や、表示態様が物品装飾する意匠とも見られるような場合も含まれる。
【０８５０】
　そのような識別情報の「配置箇所（配置または表示する場所）」として適している遊技
機の部位を、立ち位置での目線高さ位置Ａにおいて目に付き易いか否か（遊技者の目を刺
激する刺激度合）によって区分すれば、（１）枠１０１０（枠上部１０１１、枠中部１０
１２、枠下部１０１３）、（２）遊技盤１０２０（遊技領域１０２１、非遊技領域１０２
２）、（３）液晶表示装置１０３０（メイン液晶表示装置１０３１、サブ液晶表示装置１
０３２）、（４）操作手段１０４０（下操作手段（演出ボタン）１０４１、上操作手段１
０４２）があり、（１）（２）（３）（４）の順に「識別情報の伝達力（商標の指標力に
相当する力）」が強くなる。つまり枠＞遊技盤＞液晶表示装置＞操作手段の順序に識別情
報の伝達力が強くなり、配置箇所としての「優位度」が高くなる。
【０８５１】
　（大きさの優位度）
　次に、識別情報の「大きさ」つまり表示サイズの観点から考える。識別情報が持つ識別
力ないし情報伝達効果（識別情報の自己アピール度）は、識別情報が大きいサイズで表示
されているほど強くなる。したがって「大きさ」に関しては、大きいサイズであるほど「
優位度」が高くなる。たとえば大きさを「大」「中」「小」の３つに区分して考えた場合
、先に記載のものほど識別情報が持つ識別力が強くなる。すなわち、大きさが小＜中＜大
の順に識別情報の自己アピール度が強くなり、表示態様を決める際の「優位度」が高くな
る。
【０８５２】
　（表示期間の優位度）
　次に、識別情報が表示される「表示期間」の観点から考える。識別情報が持つ識別力の
程度ないし情報伝達効果（識別情報の自己アピール度）を「表示期間」の長短で考えると
、表示されている期間が長いほど識別情報の自己アピール度は強くなる。したがって、「
表示期間」に関して表示態様を決める際には、表示されている期間が長いほど有利、つま
り「優位度」が高いものとして扱うことになる。
【０８５３】
　遊技機の場合、識別情報の表示態様には、表示期間として識別情報が「常時」表示され
ている場合と、特定の条件下で「一時的」に識別情報が表示される場合とがある。両者を
比べれば、識別情報が「常時」表示される場合の方が「一時的」に表示される場合よりも
識別力の度合が強い。
【０８５４】
　前者の「常時」表示されているケースとしては、次のように静的表示態様のものと動的
表示態様のものがある。（ａ）識別情報が定常的に存在するように平面的または立体的に
描かれている「静的表示態様」、（ｂ）識別情報が内蔵するランプにて照らされてまたは
自ら発光することによって点灯し、識別情報が連続的に明るく表示（連続点灯）している
「静的表示態様」、（ｃ）識別情報が内蔵するランプによってまたは自ら発光することに
よって点灯し、識別情報が点滅表示または間欠的表示されている「動的表示態様」などで
ある。
【０８５５】
　また後者の特定の条件下で「一時的」に識別情報が表示されるケースとしては、画像表
示装置１０３０の画面において、所定の条件下で所定期間だけ識別情報が表示される場合
がある。たとえば、（ａ）リーチ演出期間中の抽選に当選したことを条件として、リーチ
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演出中に、当選期待度が極めて高い特定演出として識別情報が表示される場合や、（ｂ）
一定時間遊技が行われていないことを条件として、画像表示装置１０３０に発生されるデ
モ画面において識別情報が表示される場合や、（ｃ）大当り遊技中のオープニング期間ま
たはエンディング期間において、画像表示装置１０３０の画面に識別情報が表示される場
合などがある。
【０８５６】
　そして識別情報の「表示期間」については、「一時的」に表示される度合つまり表示頻
度が多くなるほど、識別情報の自己アピール度が強くなりる。つまり「一時的」に表示さ
れる度合が低頻度の場合より高頻度の場合の方が識別情報の自己アピール度が強くなり、
「常時」表示される状態に至って最も識別情報の自己アピール度が強くなる。よって、識
別情報の「表示期間」については、常時＞一時的（高頻度）＞一時的（低頻度）の順に優
位度が高くなる。
【０８５７】
　この画像表示装置１０３０による「一時的」表示である場合は、識別情報が画面に画像
で表示されるため、識別情報は、必ずしも表示されている期間中にわたり同じ表示態様を
保っている必要はない。たとえば識別情報が複数個の文字からなる場合、それらの文字が
一定の大きさや並びや形を保って「一時的」に表示され続けている「静的表示態様」とす
ることもできるし、「一時的」な表示ではあるが、表示中は大きさや形などが変化する「
動的表示態様」であってもよい。
【０８５８】
　要するに「常時」表示されている場合の方が「一時的」に表示される場合に比べ、識別
情報の自己アピール度は強くなる。そして、識別情報が表示される期間は、「一時的」に
表示される度合（表示頻度）が多くなるほど、識別情報の自己アピール度が強くなり、「
常時」表示される場合に識別情報の自己アピール度が最も強くなる。
【０８５９】
　（評価基準のまとめ）
　上記の配置箇所、大きさ、表示期間の場合について整理すると、遊技機に識別情報を設
けて目立たせたい場合、識別情報を何処にどの様に表示したら効果的で有利かという表示
態様の優位度について、次の３つの評価基準（判断尺度）１～３を考慮する（図３６（Ａ
）の下部の記載を参照）。
　（評価基準１：配置箇所）
　識別情報の「配置箇所」については、枠＞遊技盤＞液晶表示装置＞操作手段の順序に識
別情報の自己アピール度が強くなり、優位度もこの順序に高くなる。「配置箇所」につい
て表示態様を決める際には、この優位度の序列に従う。
　（評価基準２：大きさ）
　識別情報の「大きさ」については、表示する大きさを「大」「中」「小」の３つに区分
した場合、大＞中＞小の順に識別情報の自己アピール度が強くなる。よって識別情報の「
大きさ」について表示態様を決める際には、この優位度の序列に従う。
　（評価基準３：表示期間）
　識別情報の「表示期間」については、表示される度合が高まるほど識別情報の自己アピ
ール度が強くなり、「常時」表示されている場合が最も強くなる。したがって、識別情報
の「表示期間」については、常時＞一時的（高頻度）＞一時的（低頻度）の順に自己アピ
ール度が強くなるので、表示態様を決める際には、この優位度の序列に従う。
【０８６０】
　（８－３：液晶表示装置の画面以外の場所に配置された特定識別情報を目立たせる実施
形態（別実施形態７）、図６４、図６５）
　液晶表示装置の画面以外の場所に配置される識別情報について、その配置箇所等を適正
にして目立つようにする表示態様（別実施形態５）について説明する。ここでは特定識別
情報（商標リスクの低いもの）と、非特定識別情報（商標リスクの高いもの、または商標
リスクが不明なもの）とを扱う。商標リスクとは、商標的使用として評価されて商標権の
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侵害となる恐れの程度をいう。特定識別情報も非特定識別情報も識別標識の一種であり、
その商標リスクに差があるだけである。よって「特定識別情報と非特定識別情報」を、「
第１特定識別情報と第２特定識別情報」と称することもできる。
【０８６１】
　図６４の例では、理解を容易にするため、第１特定識別情報として機種名「藤丸くん先
生」を扱い、また第２特定識別情報としてサブタイトル「勧善懲悪」を扱う。しかし、商
標リスクに差から、機種名「藤丸くん先生」を特定識別情報として扱い、サブタイトル「
勧善懲悪」を非特定識別情報として扱うこともできる。
【０８６２】
　図６４（ａ）は、第１特定識別情報である機種名の「藤丸くん先生」を枠上部１０１１
に配置し、第２特定識別情報であるサブタイトルの「勧善懲悪」を遊技盤面に配置してい
る。サブタイトルの「勧善懲悪」は、液晶表示装置１０３２の下方において「勧善」と「
懲悪」に分けて配置されている。この図６４（ａ）の例では、機種名の「藤丸くん先生」
がサブタイトルの「勧善懲悪」よりも上に在るため、また、「藤丸くん先生」のサイズが
「勧善懲悪」よりも大きいため、「藤丸くん先生」が機種名として認識されやすい。
【０８６３】
　これに対し、図６４（ｂ）では、第１特定識別情報と第２特定識別情報の配置関係が逆
転しており、第２特定識別情報であるサブタイトルの「勧善懲悪」が枠上部１０１１に配
置され、第１特定識別情報である機種名の「藤丸くん先生」が遊技盤面、正確には液晶表
示装置１０３２の上方に配置されている。また「藤丸くん先生」のサイズは「勧善懲悪」
よりも小さいため、「藤丸くん先生」が機種名としては認識され難い。
【０８６４】
　よって、第１特定識別情報と第２特定識別情報とを配置する場合、目立たせたい第１特
定識別情報の方を第２特定識別情報よりも上側に、かつ大きく表示することが必要である
。また、識別情報と第２特定識別情報とを配置する場合、目立たせたい第１特定識別情報
の方を第２特定識別情報よりも上側に、かつ大きく表示することが必要である。
【０８６５】
　図６５（ａ）は、第１特定識別情報である機種名の「藤丸くん先生」を枠上部１０１１
に配置し、非特定識別情報の「運命」を遊技盤面の遊技球転動面に配置している。そして
、第２特定識別情報の「炎獄鬼神の怪」を、遊技盤面において立体的にして手前側に膨出
させた面に設けることで、非特定識別情報の「運命」よりも手前側に配置している。「炎
獄鬼神の怪」を枠で囲っているのは手前側に膨出していることを表している。そして文字
サイズは、「藤丸くん先生」＞「炎獄鬼神の怪」＞「運命」の関係にあり、「藤丸くん先
生」が最も大きいサイズになっている。よって「藤丸くん先生」が機種名として認識され
やすい。
【０８６６】
　これに対し、図６５（ｂ）では、第１特定識別情報と第２特定識別情報と非特定識別情
報の配置関係は図６５（ａ）と同じであるが、文字サイズが、「藤丸くん先生」＞「運命
」＞「炎獄鬼神の怪」の関係にあり、「炎獄鬼神の怪」のサイズが「運命」よりも小さく
なっている。また非特定識別情報の「運命」は枠で囲って示すように、立体的に手前側に
隆起した面に形成され、第２特定識別情報がより手前側に配置している。このため、識別
情報の一つでありがなら、第２特定識別情報の「炎獄鬼神の怪」については、これを識別
情報として認識してもらうことが難しい。
【０８６７】
　よって、第１特定識別情報と第２特定識別情報と非特定識別情報とを配置する場合、つ
まり第１特定識別情報と第２特定識別情報の双方とも識別情報として認識してもらうため
には、第２特定識別情報を非特定識別情報より大きくし、あるいは第２特定識別情報を非
特定識別情報より手前側に配置する（たとえば立体的にする）ことが必要である。
【０８６８】
　（８－４：非特定識別情報を目立たせない実施形態（別実施形態８）、図６６）
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　液晶表示装置の画面以外の場所に配置される識別情報について、非特定識別情報を目立
たせないようにする表示態様（別実施形態８）について説明する。ここでは特定識別情報
（商標リスクの低いもの）として機種名「藤丸くん先生」を扱い、また非特定識別情報（
商標リスクの高いもの、または商標リスクが不明なもの）として製造会社のロゴ（シンボ
ルマークと文字の組合せ、シンボルマークのみ、文字のみ）を扱う。ここで扱うロゴは、
図６６に示す「ドットマーク」と「ＦＵＪＩ」の文字を組合せたものであるが、説明の便
宜上「ＦＵＪＩ」と略記する。
【０８６９】
　図６６（ａ）（ｂ）は、識別情報である機種名「藤丸くん先生」を遊技盤面において晶
表示装置１０３２の上側に配置し、非特定識別情報のロゴ「ＦＵＪＩ」を液晶表示装置１
０３２の画面内に現出させる形態を例示している。家紋や製造会社のロゴは商標登録その
他の登録がなされている場合が多く、液晶表示装置１０３２の画面内に長時間表示させて
いると、その登録された商標等を使用していると見られる。特に、図６６（ｃ）に示すよ
うに、これらの非特定識別情報が一定以上の大きさ（たとえば直径５ｃｍ以上）で常時視
認可能である場合や、図６６（ｄ）に示すように非特定識別情報が前枠に配置されている
場合や、立体構造物として表わされている場合には、そのように見られ易い。
【０８７０】
　そこで、図６６（ａ）に示すように、通常はロゴの「ＦＵＪＩ」が一部しか見えない状
態で表示しておく。そして、必要に応じて、一時的に図６６（ｂ）に示すように、ロゴの
「ＦＵＪＩ」が画面内に現出する面積が増えて来て、最終的にロゴ「ＦＵＪＩ」の全体が
視認できるように変化させる構成にする。このように非特定識別情報の表示を一過性のも
のとすれば、ロゴであっても商標的使用態様であるとみられる可能性が低くなる。
【０８７１】
　よって、商標リスクの低い特定識別情報と商標リスクの高い非特定識別情報とを扱う場
合には、非特定識別情報を目立たせないようにする。そのためには、（ｉ）非特定識別情
報を前枠に配置しない、（ｉｉ）遊技盤面において、非特定識別情報を立体構造物ではな
く平面的な表示態様にて配置する、（ｉｉｉ）遊技盤面において非特定識別情報を一定以
下の大きさで配置する、（ｉｖ）非特定識別情報は常時表示する表示態様（立体構造物と
して配置）とせず、液晶表示装置１０３２にて表示する、（ｖ）非特定識別情報は完成体
として配置せず、演出時において完成体となって視認可能になるようにする、といったこ
とが必要である。
【０８７２】
　（９：別実施形態７、８の構成例）
　図６４、図６５、図６６で述べた別実施形態７、８は、具体的には次のように構成する
ことができる。
【０８７３】
　（１）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報（第１識別情報）と非特定識別情報（
第２識別情報）とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記前枠に配置されており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記前枠に配置され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（２）前記特定識別情報は非可動体として配置され、前記非特定識別情報は可動体とし
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て配置されている、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（３）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記遊技盤面に配置されており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記前枠に配置され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（４）前記特定識別情報は非可動体として配置され、前記非特定識別情報は可動体とし
て配置されている、ことを特徴とする上記（３）に記載の遊技機。
　（５）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記画像表示装置に表示される構成であり、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記前枠に配置され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（６）前記特定識別情報は非可動体として配置され、前記非特定識別情報は可動体とし
て配置されている、ことを特徴とする上記（５）に記載の遊技機。
　（７）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　前記画像表示手段に演出を発生させる演出制御手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記画像表示装置に表示され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記前枠に配置され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置され、
　前記特定識別情報は視認可能に常時表示され、前記非特定識別情報は前記演出制御手段
により発生される演出時に表示される、
　ことを特徴とする遊技機。
　（８）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記遊技盤面に設けられたセンターケースと、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えた遊技機であって、
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　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記前枠に配置されており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記センターケースに配置
され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（９）前記特定識別情報は非可動体として配置され、前記非特定識別情報は可動体とし
て配置されている、ことを特徴とする上記（８）に記載の遊技機。
　（１０）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記遊技盤面に設けられたセンターケースと、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記遊技盤面に配置されており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記センターケースに配置
され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（１１）前記特定識別情報は非可動体として配置され、前記非特定識別情報は可動体と
して配置されている、ことを特徴とする上記（９）に記載の遊技機。
　（１２）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記遊技盤面に設けられたセンターケースと、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記画像表示手段に表示され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記センターケースに配置
され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（１３）前記特定識別情報は非可動体として配置され、前記非特定識別情報は可動体と
して配置されている、ことを特徴とする上記（１２）に記載の遊技機。
　（１４）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　前記画像表示手段に演出を発生させる演出制御手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
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、
　前記非特定識別情報は前記画像表示装置に表示され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記センターケースに配置
され、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも大きく配置され、
　前記特定識別情報は視認可能に常時表示され、前記非特定識別情報は前記演出制御手段
により発生される演出時に表示される、
　ことを特徴とする遊技機。
（１５）遊技領域が前面部に設けられた遊技盤を保持する本体枠と、
　前記本体枠の前面側に開閉可能に配置され、前記遊技領域を視認可能な視認窓を備える
前枠と、
　所定の画像を表示可能な表示領域を有する画像表示手段と、
　を備えた遊技機であって、
　当該遊技機に視認可能に表示される特定識別情報と非特定識別情報とを有しており、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも商標的使用とみられ易い識別情報であり
、
　前記非特定識別情報は前記前枠以外の箇所に配置し、
　前記特定識別情報は前記非特定識別情報よりも上方において前記画像表示手段に表示さ
れ、
　前記非特定識別情報は前記特定識別情報よりも小さく配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
（１６）前記非特定識別情報は非可動体として配置されている、ことを特徴とする上記（
１５）に記載の遊技機。
【０８７４】
　＜１０．別実施形態７、８の実施例１、図６７～図７０＞
　この実施例１（図６７～図７０）は、第１識別情報が「前枠」に配置されている場合に
ついて示したものである。
【０８７５】
　この例では、最も目立たせたい識別情報（第１識別情報）として遊技機の「機種名（藤
丸くん）」を扱う。また同時に、機種名以外の識別情報（製造会社名など）も扱う。最も
目立つように表示したい識別情報が機種名（藤丸くん）」であることを前提としているこ
とから、他のいずれの識別情報（たとえば「製造会社名」など）よりも「機種名」が目立
たせるように工夫する。そこで、評価基準（評価尺度）１～３に照らし、機種名の「配置
箇所」「大きさ」「表示期間」の各々について、それぞれ優位度が最上位のものを採用す
る。具体的には、機種名の「配置箇所」については「枠」を、「大きさ」については「大
」を、「表示期間」については「常時」を選択する。
【０８７６】
　この選択結果として、図３５（Ｂ）、図３６（Ａ）の例では、枠上部１０１１に、正確
には枠上部正面１０１１ａに、機種名１０８０として「藤丸くん」の文字を立体的に設け
ている（評価基準１：配置箇所「枠」）。また、この第１識別情報である機種名「藤丸く
ん」の大きさは、枠上部正面１０１１ａの上下方向幅に対して一杯かまたはそれよりはみ
出る程度の大きさ、つまり最大サイズにしてある（評価基準２：大きさ「大」）。また「
藤丸くん」の文字は凸凹表記（凸設または凹設）による物理的な構造として、つまり常時
継続して枠上部正面１０１１ａに存在するように設けている（評価基準３：表示期間「常
時」）。これにより、「藤丸くん」の文字が最も目立つ表示態様にて設けられていること
になり、遊技機の機種名が「藤丸くん」であることが、遊技者に最大限にアピールされる
。
【０８７７】
　図６７は、遊技機に第１識別情報として「機種名」を付すると共に、第２識別情報とし
て「機種名以外」の情報をも付する場合の表示態様を一覧表にしたものである。図６７の
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左側欄には、第１識別情報である「機種名」の「藤丸くん」をどのように付するかについ
て、その表示態様の一例が示されている。また図６７の右側欄には、「機種名以外」の識
別情報（第２識別情報）をどのように付するかについて、その種々の表示態様が一覧表と
してまとめられている。
【０８７８】
　この図６７の「左側欄」の第１識別情報である機種名「藤丸くん」は、図３５（Ｂ）～
図３６（Ａ）で説明したところと同じ表示態様であるので説明を省略する。図６７の「右
側欄」の一覧表においても、第１識別情報は左側欄において示したものと同じ機種名「藤
丸くん」であり、同じ表示態様であることを前提としている。つまり図３５（Ｂ）、図３
６（Ａ）で示したものと同じ「藤丸くん」になっており、枠１０１０の枠上部正面１０１
１ａに（配置箇所：「枠」）、最大サイズにて（大きさ：「大」）、常に現れている形（
表示期間：「常時」）にて設けられている。
【０８７９】
　またこの一覧表（図６７の右側）においては、「機種名以外」の識別情報（第２識別情
報）として「製造会社名」を取り扱っている。この第２識別情報の「製造会社名」の表示
の仕方については、配置箇所の違いや、第１識別情報に対する大きさの違いがあり、それ
らは第１識別情報の「藤丸くん」に対する組合せとして特徴付けられる。そこで、これら
の違いを、第２識別情報の「配置箇所」を遊技機の何処にするかについての（イ）（ロ）
（ハ）の行（横グループ）と、第２識別情報の「大きさ」を如何にするかについての（α
）（β）（γ）の列（縦グループ）との組合せによって区分し、表示態様の特色を明らか
にしている。
【０８８０】
　詳しくは、第２識別情報の製造会社名を表示する「配置箇所」として（イ）枠、（ロ）
遊技盤面、（ハ）液晶表示装置の３行に分けてある。また第１識別情報と第２識別情報を
両者の相対的な比較において第２識別情報の製造会社名をどのような「大きさ」にするか
について、（α）「第１識別情報（機種名）＜第２識別情報（機種名以外）」と、（β）
「第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種名以外）」と、（γ）「第１識別情報（
機種名）＞第２識別情報（機種名以外）」との３列に分けてある。また「表示期間」を「
通常」と「一時的」のいずれにするかついても区分番号１～６にて区分されている。
【０８８１】
　上記一覧表（図６７の右側）において、表示例ａ、ｂ、ｃは第２識別情報（機種名以外
）が枠中部１０１２に設けられている横グループ（イ）に属し、表示例ｄ、ｅ、ｆは第２
識別情報（機種名以外）が遊技盤面（遊技盤１０２０）に設けられている横グループ（ロ
）に属し、表示例ｇ、ｈ、ｉは第２識別情報（機種名以外）が液晶表示装置１０３０に表
示されている横グループ（ハ）に属する。また表示例ａ、ｄ、ｇは（α）「第１識別情報
（機種名）＜第２識別情報（機種名以外）」の縦グループに属し、表示例ｂ、ｅ、ｈは（
β）「第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種名以外）」の縦グループに属し、表
示例ｃ、ｆ、ｉは（γ）「第１識別情報（機種名）＞第２識別情報（機種名以外）」の縦
グループに属する。
【０８８２】
　以下、表示例ａ～ｉについて個々に説明する。
【０８８３】
　（１０－１：表示例ａ、図６８）
　図６８は、図６７の右欄（イ）行のグループに属する表示例ａ、ｂ、ｃの部分を拡大し
て示したものである。
【０８８４】
　図６８の表示例ａ（図６７のイ行α列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられており、また第２識別情報である製造会社名が、「株式会社藤商事」の文
字を枠中部１０１２の表面に凸設または凹設することにより設けられている。第１識別情
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報の「藤丸くん」の大きさは、枠上部１０１１（枠上部正面１０１１ａ）幅（上下方向幅
）に対して最大サイズ（大きさ：「大」）にて配設され、また、第２識別情報の「株式会
社藤商事」の文字はこの第１識別情報の「藤丸くん」よりも大きいサイズにて設けられて
いる。この表示例ａでは第２識別情報の「株式会社藤商事」は枠中部１０１２の横幅より
若干はみ出した大きさとなっている。しかし、第１識別情報「藤丸くん」と第２識別情報
「株式会社藤商事」の大きさは、（α）第１識別情報（機種名）＜第２識別情報（機種名
以外）の関係を保つ限り、枠上部１０１１または枠中部１０１２の横幅内に収まっている
大きさ、または横幅よりはみ出した大きさ、のいずれをも採用することができる。
【０８８５】
　この表示例ａでは、識別情報の大きさが「（α）第１識別情報（機種名）＜第２識別情
報（機種名以外）」の関係にあり（図６７α列）、機種名の「藤丸くん」よりも製造会社
名の「株式会社藤商事」の方が大きい。しかし、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立
つ場所（優位度が最も高い場所）である枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）
に在る。つまり製造会社名の「株式会社藤商事」よりも第１識別情報の「藤丸くん」の方
が高い位置にある。このため、第１識別情報の「藤丸くん」の自己アピール度の方が、枠
中部１０１２に設けられている製造会社名の「株式会社藤商事」よりも大きい。この意味
で、表示例ａは、第１識別情報（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを適切な表示
関係の下で設けた例となる。なお、第１識別情報は非可動体として配置し、第２定識別情
報は可動体として配置することができる。
【０８８６】
　（１０－２：表示例ｂ、図６８）
　図６８の表示例ｂ（図６７のイ行β列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を「枠上部１０１１」の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設する
ことにより設けられ、また第２識別情報が、「藤商事」の文字を「枠中部１０１２」の表
面に凸設または凹設することにより設けられている。製造会社名の「株式会社藤商事」か
ら「株式会社」の文字が省かれて「藤商事」だけになっていることから、製造会社名の表
示であるかどうかが分かり難くなっており、その分だけ商標的使用態様に近づいている。
しかし、製造会社名を表示していると考えられる点では、表示例ａの場合と同じになる。
そこで以下では、説明の便宜上、第２識別情報の「藤商事」なる表示は会社名を表したも
のとして説明する。
【０８８７】
　しかし表示例ｂでは、大きさが「（β）第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種
名以外）」の関係にあり、第１識別情報の「藤丸くん」の大きさに対して第２識別情報の
「藤商事」の大きさが相対的にほぼ同じになっている。なお、第１識別情報「藤丸くん」
と第２識別情報「藤商事」の表示は、「（β）第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（
機種名以外）」の関係を保つ限り、必ずしも枠上部１０１１または枠中部１０１２の横幅
内に収まっている必要はなく、横幅よりはみ出した大きさ、のいずれをも採用することが
できる。
【０８８８】
　この表示例ｂでは、「（β）第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種名以外）」
の関係にあり、機種名の「藤丸くん」と製造会社名の「藤商事」とがほぼ同じ大きさとな
っている。しかし、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立つ場所（優位度が最も高い場
所）である枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に在る、つまり製造会社名の
「藤商事」よりも第１識別情報の「藤丸くん」の方が高い位置にある。このため、第１識
別情報の「藤丸くん」の自己アピール度は、枠中部１０１２に設けられている製造会社名
の「藤商事」よりも大きい。この意味で、表示例ｂは、第１識別情報（機種名）と第２識
別情報（機種名以外）とを適切な表示関係の下で設けた例となる。
【０８８９】
　（１０－３：表示例ｃ、図６８）
　図６８の表示例ｃ（図６７のイ行γ列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
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ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられ、また第２識別情報である製造会社名が「藤商事」の文字を枠中部１０１
２の表面に凸設または凹設することにより設けられている。第１識別情報の「藤丸くん」
の大きさは、枠上部１０１１（枠上部正面１０１１ａ）幅（上下方向幅）に対して最大サ
イズ（大きさ：「大」）にて配設されている。また、第２識別情報の「藤商事」はこの第
１識別情報の「藤丸くん」よりも小さいサイズにて設けられている。すなわち、「（γ）
第１識別情報（機種名）＞第２識別情報（機種名以外）」の関係になっている。この第２
識別情報である「藤商事」の表示サイズが機種名の「藤丸くん」より小さくなっている点
で、表示例ｂと異なる。
【０８９０】
　この表示例ｃでは第２識別情報の「藤商事」は枠中部１０１２の横幅内に収まっている
。しかし、第１識別情報「藤丸くん」と第２識別情報「藤商事」の大きさは、（γ）第１
識別情報（機種名）＞第２識別情報（機種名以外）の関係を保つ限り、枠上部１０１１ま
たは枠中部１０１２の横幅内に収まっている大きさ、または横幅よりはみ出した大きさ、
のいずれをも採用することができる。
【０８９１】
　この表示例ｃでは、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立つ場所（優位度が最も高い
場所）である枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に在る、つまり製造会社名
の「藤商事」よりも第１識別情報の「藤丸くん」の方が高い位置にある。加えて、第１識
別情報（機種名）＞第２識別情報（機種名以外）の関係にあり、機種名の「藤丸くん」の
方が製造会社名の「藤商事」よりも大きい。このため、第１識別情報の「藤丸くん」の自
己アピール度は、枠中部１０１２に設けられている製造会社名の「藤商事」よりも大きい
。この意味で、表示例ｃは、第１識別情報（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを
適切な表示関係の下で設けた例となる。
【０８９２】
　（１０－４：表示例ｄ、図６９）
　図６９の表示例ｄ（図６７のロ行α列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられ、また第２識別情報である製造会社名として、「藤商事」の文字が、遊技
盤面（遊技領域１０２１）に、正確には液晶表示装置よりも下方の位置にて設けられてい
る。このように「藤商事」の文字を遊技盤面に設ける方法としては、遊技盤１０２０の表
面に「藤商事」の文字を凸設または凹設することにより設ける方法、遊技盤１０２０の表
面に「藤商事」の文字を埋め込むことにより段差なくまたは段差有りの形で設ける方法、
遊技盤１０２０を全面的に被うように通常は透明な液晶表示シート（電子ペーパー）を設
け、必要に応じて当該液晶表示シートに「藤商事」の文字を表示させる方法のいずれであ
ってもよい。
【０８９３】
　電子ペーパは、透過型表示装置として前枠２と遊技盤３との間に、遊技盤の遊技領域３
ａを前面側から透視できるように設けられる。電子ペーパの方式としては種々のものがあ
り、マイクロカプセル方式、電子粉流体方式、液晶方式、エレクトロウェッティング方式
のいずれかの方式を用いることができる。なお、これらの方式は現在では公知であるので
、これらの方式についての詳細な説明は省略する。
【０８９４】
　第１識別情報の「藤丸くん」の大きさは、枠上部１０１１（枠上部正面１０１１ａ）幅
（上下方向幅）に対して最大サイズ（大きさ：「大」）にて配設され、また、第２識別情
報の「藤商事」はこの第１識別情報の「藤丸くん」よりも大きいサイズにて設けられる。
また「藤商事」の文字は「藤」「商」「事」が一直線状になく、メイン液晶表示装置１０
３１を取り囲むように配置されている。しかし、第１識別情報「藤丸くん」と第２識別情
報「藤商事」の大きさは、「（α）第１識別情報（機種名）＜第２識別情報（機種名以外
）」の関係を保つ限り、遊技盤面（遊技領域１０２１）内に収まって正面から見える状態
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である必要はなく、意図するメッセージが伝達されるのであれば、つまり機種名や製造会
社名が判読できるのであれば、一部が枠に隠れている状態で設けることができる。
【０８９５】
　この表示例ｄでは、「（α）第１識別情報（機種名）＜第２識別情報（機種名以外）」
の関係にあり、機種名の「藤丸くん」よりも製造会社名の「藤商事」の方が大きい。しか
し、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立つ場所（優位度が最も高い場所）である枠上
部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に在る、つまり製造会社名の「藤商事」より
も第１識別情報の「藤丸くん」の方が高い位置にあるため、その自己アピール度は、遊技
盤面（遊技領域１０２１）に設けられている製造会社名の「藤商事」よりも大きい。この
意味で、表示例ｄは、第１識別情報（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを適切な
表示関係の下で設けた例となる。
【０８９６】
　（１０－５：表示例ｅ、図６９）
　図６９の表示例ｅ（図６７のロ行β列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられ、また第２識別情報である製造会社名として、「藤商事」の文字が遊技盤
面（遊技領域１０２１）に設けられている。この点は、表示例ｄの場合と同じである。
【０８９７】
　しかし表示例ｅでは、第２識別情報である製造会社名「藤商事」が、遊技盤面（遊技領
域１０２１）内の上部、正確にはメイン液晶表示装置１０３２の上方に設けられている点
で表示例ｄと異なる。
【０８９８】
　また表示例ｅでは、大きさが（β）第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種名以
外）の関係にあり、第１識別情報の「藤丸くん」の大きさに対して第２識別情報の「藤商
事」の大きさが、相対的にほぼ同じになっている。この表示例ｅの場合も、第１識別情報
「藤丸くん」と第２識別情報「藤商事」の表示は、（β）第１識別情報（機種名）≒第２
識別情報（機種名以外）の関係を保つ限り、遊技盤面（遊技領域１０２１）内に収まって
正面から全体が見えている状態にある必要はなく、意図するメッセージが伝達されるので
あれば、つまり機種名や製造会社名が判読できるのであれば、一部が枠に隠れている状態
で設けることもできる。
【０８９９】
　この表示例ｅでは、（β）第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種名以外）の関
係にあり、機種名の「藤丸くん」と製造会社名の「藤商事」とがほぼ同じ大きさとなって
いる。また、第２識別情報である製造会社名「藤商事」が、遊技盤面（遊技領域１０２１
）の上方に設けられている。しかし、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立つ場所（優
位度が最も高い場所）である枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に在る、つ
まり製造会社名の「藤商事」よりも第１識別情報の「藤丸くん」の方が高い位置にある。
このため、第１識別情報の「藤丸くん」の自己アピール度は、遊技領域１０２１に設けら
れている製造会社名の「藤商事」よりも大きい。この意味で、表示例ｅは、第１識別情報
（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを適切な表示関係の下で設けた例となる。
【０９００】
　（１０－６：表示例ｆ、図６９）
　図６９の表示例ｆ（図６７のロ行γ列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられ、また第２識別情報である製造会社名として、「藤商事」の文字が遊技盤
面（遊技領域１０２１）内の上部、正確にはメイン液晶表示装置１０３２の上方に設けら
れている。この点は、表示例ｅの場合と同じである。
【０９０１】
　しかし表示例ｆでは、大きさが「（γ）第１識別情報（機種名）＞第２識別情報（機種
名以外）」の関係にあり、第１識別情報の「藤丸くん」の大きさに対して第２識別情報の
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「藤商事」の大きさが、相対的に小さくなっている。この表示例ｆの場合も、第１識別情
報「藤丸くん」と第２識別情報「藤商事」の表示は、「（γ）第１識別情報（機種名）＞
第２識別情報（機種名以外）」の関係を保つ限り、遊技盤面（遊技領域１０２１）内に収
まって正面から全体が見えている状態にある必要はなく、意図するメッセージが伝達され
るのであれば、つまり機種名や製造会社名が判読できるのであれば、一部が枠に隠れてい
る状態で設けることもできる。
【０９０２】
　この表示例ｆでは、第２識別情報である製造会社名「藤商事」が、遊技盤面（遊技領域
１０２１）の上方に設けられている。しかし、「（γ）第１識別情報（機種名）＞第２識
別情報（機種名以外）」の関係にあり、機種名の「藤丸くん」の方が製造会社名の「藤商
事」よりも大きい関係になっている。また、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立つ場
所（優位度が最も高い場所）である枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に在
る、つまり製造会社名の「藤商事」よりも第１識別情報の「藤丸くん」の方が高い位置に
ある。このため、第１識別情報の「藤丸くん」の自己アピール度は、遊技領域１０２１に
設けられている製造会社名の「藤商事」よりも大きい。この意味で、表示例ｆは、第１識
別情報（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを適切な表示関係の下で設けた例とな
る。
【０９０３】
　（１０－７：表示例ｇ、図７０）
　図７０の表示例ｇ（図６７のハ行α列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられ、また第２識別情報である製造会社名として、「藤商事」の文字が、液晶
表示装置１０３０の画面内、この例ではメイン液晶表示装置１０３１の画面内にて表示さ
れるようになっている。
【０９０４】
　ここで「藤商事」の文字は、メイン液晶表示装置１０３１またはサブ液晶表示装置１０
３２の画面内にて表示される場合を想定しており、その例としては、リーチ演出中に当選
期待度が極めて高い特定演出として「藤商事」の文字が表示される場合や、遊技が行われ
ていないときに画像表示装置１０３０に発生するデモ画面において「藤商事」の文字が表
示される場合や、大当り遊技中にの画面に「藤商事」の文字が表示される場合などが挙げ
られる。いずれの場合も、液晶表示装置の画面に「藤商事」の文字が「一時的」に表示さ
れる。
【０９０５】
　この表示例ｇは、後述する表示例ｈ、ｉと共に「藤商事」の文字が「一時的」に表示さ
れるものとして横グループ（ハ）に属する。この横グループ（ハ）のものは、「藤商事」
の文字が「一時的」に表示されるものである点で、「藤商事」の文字が「常時」表示され
る横グループ（イ）（ロ）のもの（表示例ａ～ｆ）とは一線を画する。
【０９０６】
　第１識別情報の「藤丸くん」は、枠上部１０１１（枠上部正面１０１１ａ）幅（上下方
向幅）に対して最大サイズ（大きさ：「大」）にて配設され、また、第２識別情報の「藤
商事」はこの第１識別情報の「藤丸くん」よりも大きいサイズにて設けられる。そして、
「藤商事」の文字の並びの全体が液晶画面内に収まって、全体が正面から見える状態にて
表示される。
【０９０７】
　しかし、第２識別情報「藤商事」の大きさは、「（α）第１識別情報（機種名）＜第２
識別情報（機種名以外）」の関係を保つ限り、液晶画面内に収まって全体が正面から見え
る状態に表示される必要はなく、意図するメッセージが伝達されるのであれば、つまり製
造会社名が判読できるのであれば、一部が枠に隠れている状態で表示することができる。
また第２識別情報「藤商事」の文字の大きさも常に同じ大きさである必要はなく、必要に
応じて変化することも可能であり、文字毎のサイズが異なるように表示してもよい。
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【０９０８】
　この表示例ｇでは、「（α）第１識別情報（機種名）＜第２識別情報（機種名以外）」
の関係にあり、機種名の「藤丸くん」よりも製造会社名の「藤商事」の方が大きい。しか
し、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立つ場所（優位度が最も高い場所）である枠上
部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に在る、つまり製造会社名の「藤商事」より
も第１識別情報の「藤丸くん」の方が高い位置にある。また第２識別情報の「藤商事」は
一時的に表示されるにすぎない。このため、第１識別情報の「藤丸くん」その自己アピー
ル度は、液晶画面に表示される第２識別情報の「藤商事」よりも大きい。この意味で、表
示例ｇは、第１識別情報（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを適切な表示関係の
下で設けた例となる。
【０９０９】
　（１０－８：表示例ｈ、図７０）
　図７０の表示例ｈ（図６７のハ行β列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられ、また第２識別情報である製造会社名として、「藤商事」の文字が、液晶
表示装置１０３０の画面内、この例ではメイン液晶表示装置１０３１の画面内にて表示さ
れる。この点は、表示例ｇの場合と同じである。
【０９１０】
　しかし表示例ｈでは、大きさが「（β）第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種
名以外）」の関係にあり、第１識別情報の「藤丸くん」の大きさに対して第２識別情報の
「藤商事」の大きさがほぼ同じになっている。そして、「藤商事」の文字の並びの全体が
液晶画面内に収まって、全体が正面から見える状態にて表示される。
【０９１１】
　しかし、この表示例ｈの場合も、第２識別情報「藤商事」の大きさは、「（β）第１識
別情報（機種名）≒第２識別情報（機種名以外）」の関係を保つ限り、液晶画面内に収ま
って全体が正面から見える状態に表示される必要はなく、意図するメッセージが伝達され
るのであれば、つまり製造会社名が判読できるのであれば、一部が枠に隠れている状態で
表示することができる。また第２識別情報「藤商事」の文字の大きさも常に同じ大きさで
ある必要はなく、必要に応じて変化するようにすることも可能であり、文字毎のサイズが
異なるように表示してもよい。
【０９１２】
　この表示例ｈでは、「（β）第１識別情報（機種名）≒第２識別情報（機種名以外）」
の関係にあり、機種名の「藤丸くん」と製造会社名の「藤商事」とがほぼ同じ大きさとな
っている。また、第２識別情報である製造会社名「藤商事」が、メイン液晶表示装置１０
３２に表示されるようになっている。しかし、第１識別情報の「藤丸くん」は最も目立つ
場所（優位度が最も高い場所）である枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に
在る、つまり製造会社名の「藤商事」よりも第１識別情報の「藤丸くん」の方が高い位置
にある。また第２識別情報である製造会社名「藤商事」がメイン液晶表示装置１０３２に
表示されるのは一時的であり、常に表示されている訳ではない。このため、第１識別情報
の「藤丸くん」の自己アピール度は、メイン液晶表示装置１０３２に設けられている製造
会社名の「藤商事」よりも大きい。この意味で、表示例ｈは、第１識別情報（機種名）と
第２識別情報（機種名以外）とを適切な表示関係の下で設けた例となる。
【０９１３】
　（１０－９：表示例ｉ、図７０）
　図７０の表示例ｉ（図６７のハ行γ列）では、第１識別情報である機種名が、「藤丸く
ん」の文字を枠上部１０１１の表面（枠上部正面１０１１ａ）に凸設または凹設すること
により設けられ、また第２識別情報である製造会社名として、「藤商事」の文字が、液晶
表示装置１０３０の画面内、この例ではメイン液晶表示装置１０３１の画面内にて表示さ
れる。この点は、表示例ｇ、ｈの場合と同じである。
【０９１４】
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　しかし表示例ｉでは、大きさが（γ）第１識別情報（機種名）＞第２識別情報（機種名
以外）の関係にあり、第１識別情報の「藤丸くん」の大きさに対して第２識別情報の「藤
商事」の大きさが、相対的に小さくなっている。そして、「藤商事」の文字の並びの全体
が液晶画面内に収まって、全体が正面から見える状態にて表示される。
【０９１５】
　この表示例ｉの場合も、第２識別情報「藤商事」の大きさは、（γ）第１識別情報（機
種名）＞第２識別情報（機種名以外）の関係を保つ限り、液晶画面内に収まって全体が正
面から見える状態に表示される必要はなく、意図するメッセージが伝達されるのであれば
、つまり製造会社名が判読できるのであれば、一部が枠に隠れている状態で表示すること
ができる。また第２識別情報「藤商事」の文字の大きさも常に同じ大きさである必要はな
く、必要に応じて変化するようにすることも可能であり、文字毎のサイズが異なるように
表示してもよい。
【０９１６】
　この表示例ｉでは、（γ）第１識別情報（機種名）＞第２識別情報（機種名以外）の関
係にあり、また、第２識別情報である製造会社名「藤商事」は、下方のメイン液晶表示装
置１０３２に小さく表示されるようになっている。つまり機種名の「藤丸くん」の方が製
造会社名の「藤商事」よりも大きい関係になっている。また、第１識別情報の「藤丸くん
」は最も目立つ場所（優位度が最も高い場所）である枠上部１０１１の表面（枠上部正面
１０１１ａ）に在る、つまり製造会社名の「藤商事」よりも第１識別情報の「藤丸くん」
の方が高い位置にある。また第２識別情報である製造会社名「藤商事」がメイン液晶表示
装置１０３２に表示されるのは一時的であり、常に表示されている訳ではない。このため
、第１識別情報の「藤丸くん」の自己アピール度は、メイン液晶表示装置１０３２に設け
られている製造会社名の「藤商事」よりも大きい。この意味で、表示例ｉは、第１識別情
報（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを適切な表示関係の下で設けた例となる。
【０９１７】
　（１０－１０：表示期間）
　図６７の「表示期間」の欄は、上記の表示例ａ～ｉにおいては、表示期間が「常時」で
ある場合（区分番号１、３、５のケース）と「一時的」である場合（区分番号２、４、６
のケース）とがあることを示している。
【０９１８】
　第２識別情報の配置箇所が「枠」である場合（横グループ（イ））において、一方の表
示期間が「常時」（区分番号１）であるとは、第１識別情報および第２識別情報が消える
ことなく常に表示されている形態であり、既に説明したところと同じである。他方の表示
期間が「一時的」（区分番号２）であるとは、第１識別情報および第２識別情報の一方ま
たは双方が一時的に現れて表示される形態であってもよいことを意味している。これには
、たとえば枠１０１０に対しＬＥＤや液晶表示装置などを凸状または凹状にまたはシート
状に設け、これにより文字表示装置を構成しておき、この文字表示装置により第１識別情
報および第２識別情報の一方または双方を必要に応じて点灯させる形態がある。
【０９１９】
　区分番号３、４は、上記の表示例ｄ～ｆにおいては、表示期間が「常時」である場合（
区分番号３のケース）と「一時的」である場合（区分番号４のケース）とがあることを示
している。第２識別情報の配置箇所が「遊技盤面」である場合（横グループ（ロ））にお
いて、一方の表示期間が「常時」（区分番号３）であるとは、第１識別情報および第２識
別情報が消えることなく常に表示されている形態であり、既に説明したところと同じであ
る。他方の表示期間が「一時的」（区分番号４）であるとは、第１識別情報および第２識
別情報の一方または双方が一時的に現れて表示される形態であってもよいことを意味して
いる。これはたとえば第２識別情報について次のように構成することができる。遊技盤１
０２０（遊技領域１０２１、非遊技領域１０２２）の面に対し、直接にＬＥＤや液晶表示
装置を凸状または凹状にまたはシート状に設け、または遊技盤面から浮かせた状態で遊技
盤面に対して平行に透明の液晶シートを設け、これにより文字表示装置を構成しておき、



(172) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

第２識別情報を必要に応じて点灯表示させる形態がある。なお、この区分番号４において
第１識別情報を一時的に表示する形態は、具体的には区分番号２の場合と同様に構成すれ
ばよい。
【０９２０】
　区分番号５、６は、上記の表示例ｇ～ｉにおいては、表示期間が「常時」である場合（
区分番号５のケース）と「一時的」である場合（区分番号６のケース）とがあることを示
している。第２識別情報の配置箇所が「液晶表示装置」である場合（横グループ（ハ））
において、一方の表示期間が「常時」（区分番号５）であるとは、第１識別情報および第
２識別情報が消えることなく常に表示されている形態であり、既に説明したところと同じ
である。他方の表示期間が「一時的」（区分番号６）であるとは、第１識別情報および第
２識別情報の一方または双方が一時的に現れて表示される形態であってもよいことを意味
している。たとえば液晶表示装置１０３０（メイン液晶表示装置１０３１またはサブ液晶
表示装置１０３２）において、第２識別情報の画像表示を所定のタイミングから開始させ
て連続表示する形態や、第２識別情報の画像表示を一定の期間だけ行う形態や、図示して
いないが複数個の液晶表示装置に跨る形で第２識別情報の画像表示を行う形態がある。な
お、この区分番号６において第１識別情報を一時的に表示する形態は、具体的には区分番
号２、３の場合と同様に構成すればよい。
【０９２１】
　（１０－１１：別実施形態の効果）
　上記表示例ａ～ｉによれば、目立たせたい第１遊技情報の機種名「藤丸くん」が第２遊
技情報の製造会社名「藤商事」よりも目立つ態様（配置箇所、大きさ、表示期間）で表示
されているので、商品流通経路における取引業者またはホール内における遊技者が、遊技
機のどの部位の識別情報が機種名であるかを容易に理解して希望する遊技台を見出すこと
ができる。
【０９２２】
　（１０－１２：まとめ）
　以上では、第１識別情報として機種名「藤丸くん」を例にして説明した。このように、
機種名「藤丸くん」のように最も目立たせたい識別情報がある場合、これを上記の第１識
別情報と同じに扱いにすることにより、つまり評価基準１～３（配置箇所、大きさ、表示
期間）の評価尺度に照らして、最も「優位度」の高い所となるように表示することにより
、最も効果的に当該識別情報の持つメッセージを遊技機から遊技者に発信することができ
る。この最も「優位度」の高い所は、第１識別情報が第２識別情報に対して更に目立つよ
うに表示されているという意味のものである。
【０９２３】
　遊技機において何らかの識別情報の表示（たとえば文字表記）があった場合に、それが
特定の識別力を発揮するものであり「第２識別情報」として対比されるべきものであった
場合に、初めて「第２識別情報」が存在することになり、この第２識別情報と第１識別情
報との相対的な比較において「目立つか否か」が定まるのであって、「最も目立つか箇所
」が常に遊技機の物理的な一定の箇所として定まるものではない。
【０９２４】
　また発信するメッセージを持つものである限り、何を第１識別情報として扱うかも自由
であり、最も目立たせたいものがたとえば製造者名「藤商事」であって、これを機種名「
藤丸くん」より優先してアピールしたいときには、製造者名「藤商事」が最も目立たせた
い第１識別情報である。これ以外の識別情報、たとえば機種名「藤丸くん」などは第２識
別情報であるとして扱うことになる。よって図６７の表示例ａ～ｉの場合であれば、それ
ぞれ機種名「藤丸くん」と製造者名「藤商事」の表示場所が入れ替わることになる。
【０９２５】
　（１０－１３：変形例）
　上記別実施形態では、枠１０１０に配置されている第１識別情報の「藤丸くん」および
遊技盤に配置されている第２識別情報「藤商事」は、変形しない表示態様で表示すること
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を前提としている。しかし、第１識別情報および第２識別情報の双方または一方を、変化
する表示態様で表示するようにしてもよい。たとえば文字の大きさが小から大に変化した
り形状が変わったり、一部の文字だけが変化して並びが他と不揃いになる表示態様とする
ことができる。
【０９２６】
　＜１１．別実施形態７、８の実施例２、図７１～図７４＞
　この実施例２（図７１～図７４）は、第１識別情報が「遊技盤面」に配置されている場
合について示したものである。
【０９２７】
　（１１－１：（イ）第２識別情報が「前枠」に在る場合、図７１、図７２）
　図７１（イ）（図７２参照）は、第１識別情報が「遊技盤面」に配置されている構成に
おいて、第２識別情報の「株式会社藤商事」または「藤商事」を「前枠」に配置した例で
ある。ａは「株式会社藤商事」を枠上部に、ｂは「藤商事」を枠上部に、ｃは「藤商事」
を枠中部に設けてあり、この順序に徐々に文字サイズが小さくなっている。枠上部は、位
置的に遊技盤よりも優位度が高いので、不適切な例となる。ｃの「藤商事」は枠中部に設
けており、「藤丸くん」より下側でありかつサイズが小さいので、不適切な度合は軽減さ
れている。
【０９２８】
　要するに、遊技盤面に第１識別情報（機種名）を配置し、前枠に第２識別情報（機種名
以外）を配置する場合、第２識別情報（機種名以外）に対して第１識別情報（機種名）の
方を大きく、第１識別情報（機種名）の方が上にあるようにする。
【０９２９】
　（１１－２：（ロ）第２識別情報が「遊技盤」に在る場合、図７１、図７３）
　図７１（ロ）（図７３参照）は、第１識別情報が「遊技盤面」に配置されている構成に
おいて、第２識別情報の「藤商事」を「遊技盤面」に配置した例である。ａ、ｂ、ｃの各
々において、遊技盤には「藤商事」がそれぞれ液晶表示装置１０３２の下側に設けてあり
、ａ、ｂ、ｃの順序に徐々に文字サイズが小さくなっている。ａは「藤丸くん」が「藤商
事」よりも上側にあるが、サイズが「藤商事」よりも小さいので、不適切な例となる。ｂ
は「藤商事」の文字サイズが小さいので、不適度合は軽減されている。ｃは「藤商事」の
文字サイズが非常に小さくなっているので、不適度合をほとんど感じられなくなる。
【０９３０】
　要するに、遊技盤面に第１識別情報（機種名）と第２識別情報（機種名以外）とを配置
する場合、第２識別情報（機種名以外）に対して第１識別情報（機種名）の方を大きく、
第１識別情報（機種名）の方が上にあるようにする。第１識別情報は非可動体として配置
し、第２識別情報は可動体として配置することができる。
【０９３１】
　（１１－３：（ハ）第２識別情報が「液晶表示装置」に表示される場合、図７１、図７
４）
　図７１（ハ）（図７４参照）は、第１識別情報の「藤丸くん」が遊技盤面において液晶
表示装置の上側に配置されている構成において、第２識別情報の「藤商事」を液晶表示装
置に表示させるようにした例である。第１識別情報の方が第２識別情報の「藤商事」より
も上側にあり、ｇ、ｈ、ｉの順に文字サイズが小さくなっている。「藤丸くん」は「藤丸
くん」より上側にあるので、「藤商事」の文字サイズの大小に拘わらず、機種名と認識さ
れると考えられる。
【０９３２】
　要するに、遊技盤面に第１識別情報（機種名）を配置し、液晶表示装置に第２識別情報
（機種名以外）を表示する場合、第２識別情報（機種名以外）に対して第１識別情報（機
種名）の方を大きく、第１識別情報（機種名）の方が上にあるようにする。第１識別情報
は可動（変形）せず、第２識別情報は可動（変形）する構成とすることができる。また第
１識別情報（機種名）は常時表示され、第２識別情報（機種名以外）は演出時に表示され



(174) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

る構成とすることができる。
【０９３３】
　＜１２．別実施形態７、８の対比例、図７５～図７８＞
　図７５～図７８に示す（イ）（ロ）（ハ）は、図７１～図７４の（イ）（ロ）（ハ）に
おいて、第２識別情報（株式会社藤商事または藤商事）の配置箇所は同じ（前枠、遊技盤
、液晶表示画面）にしたまま、第１識別情報の「藤丸くん」の配置箇所を「遊技盤面」か
ら「液晶表示装置の画面」に変更したものである。液晶表示画面は評価基準１における優
位度が低いため、ここに表示される限り第１識別情報の「藤丸くん」を目立たせることは
困難になる。ただ、同じ液晶表示画面内にて第１識別情報「藤丸くん」と第２識別情報「
藤商事」を表示させる事例ｉについては、その大きさを「藤丸くん」＞「藤商事」とする
ことで、若干ではあるが目立たせることが可能になる。
【０９３４】
　（１３．その他の構成例）
　上述した別実施形態１～８の課題を解決するその他の構成例として、下記にその構成お
よびその効果を説明する。
【０９３５】
　（１）盤面に配置された識別情報と略同一の内容を、表示手段（たとえば、液晶表示装
置）にも表示する。
　（１－１）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「警告（注意喚起）表示」が配置された遊技機において、
　前記警告表示は表示手段より上方および／または下方に配置されるとともに、
　図柄停止中に前記表示手段に前記警告表示と略同一内容の表示が行われる。
【０９３６】
　これにより、注意喚起表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低
限の表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り
中（大当り終了時等）に当該注意喚起表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対して
より強い注意喚起（警告）を促すことができる。なお、表示手段に表示する場合は、遊技
者の興を削がないように、なるべく図柄変動中でないことが好ましい。ただし、警告表示
が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いない旨の内容）が発生した場合（検出センサ
が検出した場合）は、図柄の変動中であっても表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９３７】
　（１－２）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「機能名称表示」が配置された遊技機において、
　前記機能名称表示は遊技領域内に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記機能名称が指す機能が有効となることを示す表示が行われる。
【０９３８】
　これにより、遊技盤面および／または遊技機枠に「〇〇モード（確変、小当りラッシュ
等）」が記載されていることにより、遊技者が当該遊技機にその機能（確変、小当りラッ
シュ等）が存在することを認知可能であり、さらに表示手段で「〇〇モード突入（確変突
入、小当りラッシュ突入）」という表示がなされることにより、実際にその機能が有効と
なった（またはこの表示以降に有効となる）ことを認知可能となるという効果を奏する。
【０９３９】
　（１－３）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「性能表示」が配置された遊技機において、
　前記性能表示は設定機能を有することを示す性能表示であるとともに、
　所定タイミングで前記表示手段に前記性能表示が表示される。
【０９４０】
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　これにより、性能表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害しない。さらに、所定タイミング（たと
えばデモ演出中や図柄変動中、大当り中など）に当該性能表示を表示手段に行うことによ
り、遊技者に対して当該性能（設定機能を有するという性能表示）が伝わりやすくなる。
【０９４１】
　なお、表示手段に表示する場合は、表示手段以外に配置された性能表示よりも詳しい性
能表示であることが好ましい。たとえば、表示手段以外には「設定機能付き」としか表示
されていない場合に、表示手段では「６段階の設定機能付き」などがそれに該当する。
【０９４２】
　さらに、表示手段以外に直接的に「設定機能付き」と表示されている場合に、表示手段
では「特定予告が出現すると高設定の期待度アップ」などのインフォメーション表示を行
うことにより間接的に「設定機能付き」であることを伝えてもよい。直接的または間接的
に表示する場合のいずれにおいても、表示手段の表示を見た時点ではじめて遊技者が当該
性能を遊技機が有していることに気づくことで、その後遊技盤面に配置された性能表示に
気づく、もしくは店舗に備え付けられている機種ガイドや遊技機メーカーが作成・配布し
ている小冊子などを確認する、といった導線となる点が上記構成の効果であると言える。
【０９４３】
　（１－４）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「知的財産関連表示」が配置された遊技機において、
　前記知的財産関連表示は楽曲の使用に関する表示であるとともに、
　少なくとも該当する楽曲が流れるタイミングで前記表示手段に前記知的財産関連表示が
表示される。
【０９４４】
　これにより、知的財産関連表示を遊技盤面もしくは遊技機枠に常時視認可能に表示しつ
つも、最低限の表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害しない。さらに、該当す
る楽曲が流れるタイミング（再生中だけでなく再生直前および／または再生直後も含んで
もよい）で当該知的財産関連表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対して権利処理
が適切に行われていることが伝わりやすくなる。
【０９４５】
　なお、表示手段に表示する場合は、表示手段以外に配置された性能表示よりも詳しい性
能表示であってもよい。たとえば、表示手段以外には「許諾番号１２３４５６」としか表
示されていない場合に、表示手段では「楽曲名あいうえお、許諾番号１２３４５６」とし
たり、その他作詞家情報や作曲家情報を表示したりしてもよい。これにより、遊技盤面に
配置された知的財産関連表示が示す対象が何であるかが遊技者に伝わりやすくなる。
【０９４６】
　なお、知的財産関連表示が示す内容が、１の楽曲に対する使用許諾ではなく、２以上の
楽曲に対する包括的な使用許諾である場合、そのすべての楽曲の再生時に当該知的財産関
連表示を表示手段に表示すると情報過多となる（遊技者が不快に感じる）おそれがあるた
め、所定タイミング（デモ演出中やたとえば大当り開始時など）に代表して表示するよう
にしてもよい。
【０９４７】
　（２）盤面に配置された識別情報と略同一の内容を、液晶にも略同一フォントで表示す
る。
　（２－１）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「機種名表示」が配置された遊技機において、
　前記機種名表示は表示手段より上方に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記機種名表示と略同一内容の表示が略同一フォントで行われる。
【０９４８】
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　これにより、タイトルロゴと表示手段に表示される機種名表示のフォントが同一である
ため、機種名（特に機種名から想起されるイメージ）の統一を図ることができる（統一し
たイメージを伝えることができる）。このようにしない場合、タイトルロゴはポップで楽
しげなイメージ、表示手段による機種名表示は朽ち果てて今にも崩れ落ちそうなイメージ
、といったように当該機種はどのようなイメージの機種であるか遊技者がしっかり把握で
きないおそれがある。
【０９４９】
　（２－２）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「機能名称表示」が配置された遊技機において、
　前記機能名称表示は遊技領域内に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記機能名称が指す機能が有効となることを略同一フォントで表示する
。
【０９５０】
　これにより、遊技盤面および／または遊技機枠に「〇〇モード（確変、小当りラッシュ
等）」が記載されていることにより、遊技者が当該遊技機にその機能（確変、小当りラッ
シュ等）が存在することを認知可能であり、さらに、表示手段で「〇〇モード突入（確変
突入、小当りラッシュ突入）」という表示がなされることにより、実際にその機能が有効
となった（またはこの表示以降に有効となる）ことを認知可能となるという効果を奏する
。また、この効果に加えて、機能名称（特に機能名称から想起されるイメージ）の統一を
図ることができる（統一したイメージを伝えることができる）。
【０９５１】
　（２－３）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「知的財産関連表示」が配置された遊技機において、
　前記知的財産関連表示は遊技領域内に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記知的財産関連表示を略同一フォントで表示する。
【０９５２】
　これにより、知的財産関連表示を遊技盤面もしくは遊技機枠に常時視認可能に表示しつ
つも、最低限の表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害しない。また、遊技盤面
および／または遊技機枠に知的財産関連表示（たとえば「許諾番号１２３４５６」）が記
載されていることにより、当該遊技機が適切な権利処理が行われていることを遊技者が認
知可能である。
【０９５３】
　なお、表示手段に表示する場合は、表示手段以外に配置された性能表示よりも詳しい性
能表示であってもよい。たとえば、表示手段以外には「許諾番号１２３４５６」としか表
示されていない場合に、表示手段では「楽曲名あいうえお、許諾番号１２３４５６」とし
たり、その他作詞家情報や作曲家情報を表示したりしてもよい。これにより、遊技盤面に
配置された知的財産関連表示が示す対象が何であるかが遊技者に伝わりやすくなる。
【０９５４】
　なお、１の楽曲に対する使用許諾ではなく、２以上の楽曲に対する包括的な使用許諾で
ある場合、そのすべての楽曲の再生時に当該知的財産関連表示を表示手段に表示すると情
報過多となる（遊技者が不快に感じる）おそれがあるため、所定タイミング（デモ演出中
やたとえば大当り開始時など）にのみ表示するようにしてもよい。
【０９５５】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された知的財産関連表示と、表
示手段に表示された知的財産関連表示とを同一フォントとすることにより、双方が同一種
別の標章であり、その対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【０９５６】
　（２－４）
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　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「警告表示（注意喚起表示）」が配置された遊技機において
、
　前記警告表示は遊技領域内に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記警告表示を略同一フォントで表示する。
【０９５７】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【０９５８】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９５９】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを同一フォントとすることにより、双方が同一種別の標章であり、
その対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【０９６０】
　（２－５）
　表示手段を備え、
遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機に
おいて、
前記第１警告表示と共通する第１警告内容と前記第２警告表示と共通する第２警告内容と
を、互いに異なるタイミングで各警告表示と略同一フォントで前記表示手段に表示する。
【０９６１】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【０９６２】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９６３】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを同一フォントとすることにより、双方が同一種別の標章であり、
その対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【０９６４】
　（２－６）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機
において、
　前記第１警告表示と共通する第１警告内容を所定タイミングで前記第１警告表示と略同
一フォントで前記表示手段に表示し、
　前記第２警告表示と共通する第２警告内容を所定条件が成立した場合に前記第２警告表
示と略同一フォントで前記表示手段に表示する。
【０９６５】
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　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【０９６６】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９６７】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを同一フォントとすることにより、双方が同一種別の標章であり、
その対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【０９６８】
　（３）盤面に配置された識別情報と略同一の内容を、液晶にも異なるフォントで表示す
る。
　（３－１）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「知的財産関連表示」が配置された遊技機において、
　前記知的財産関連表示は表示手段より上方および／または下方に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記知的財産関連表示と略同一内容の表示が異なるフォントで行われる
。
【０９６９】
　これにより、知的財産関連表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、
最低限の表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大
当り中（大当り終了時等）に当該注意喚起表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対
して明確な意思表示（適切な知的財産毛処理ができている旨の意思表示）を行うことがで
きる。また、表示手段による表示時は異なるフォントとすることにより、遊技盤面等に表
示する際はいわゆる標準文字で表示しつつ、表示手段では強調表示したり、知的財産権者
の要求（指定フォントでの表示）を満たしたりすることが可能となる。なお、反対に表示
手段による表示時を標準文字で表示するものとしてもよい。
【０９７０】
　（３－２）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「警告（注意喚起）表示」が配置された遊技機において、
　前記警告表示は表示手段より上方および／または下方に配置されるとともに、
　前記警告表示と共通する警告内容を、前記警告表示とは異なるフォントで前記表示手段
に表示する。
【０９７１】
　これにより、警告表示（注意喚起表示）を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示し
つつも、最低限の表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演
出中や大当り中（大当り終了時等）に当該注意喚起表示を表示手段に行うことにより、遊
技者に対して明確な意思表示（適切な知的財産毛処理ができている旨の意思表示）を行う
ことができる。また、表示手段による表示時は異なるフォントとすることにより、遊技盤
面等に表示する際はいわゆる標準文字で表示しつつ、表示手段では強調表示したり、知的
財産権者の要求（指定フォントでの表示）を満たしたりすることが可能となる。なお、反
対に表示手段による表示時に標準文字で表示するものとしてもよい。
【０９７２】
　（３－３）
　表示手段を備え、
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　遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機
において、
　少なくとも前記第１警告表示と共通する警告内容を、前記第１警告表示とは異なるフォ
ントで前記表示手段に表示する。
【０９７３】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【０９７４】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９７５】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを異なるフォントとすることにより、表示手段において遊技者に強
調した表示を行うことを可能としている。
【０９７６】
　また、警告表示のすべてを表示手段に表示するようにした場合、遊技者に必要以上の警
告表示をされていると感じさせてしまうおそれがあるが、上記構成においては必要な警告
表示を行うため、遊技者に必要以上の不快感を与えることがない。
【０９７７】
　（３－３）
　表示手段を備え、
遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機に
おいて、少なくとも前記第１警告表示と共通する警告内容を、前記警告表示とは異なるフ
ォントで前記表示手段に表示する。
【０９７８】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【０９７９】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９８０】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを異なるフォントとすることにより、表示手段において遊技者に強
調した表示を行うことを可能としている。
【０９８１】
　（３－４）
　表示手段を備え、
遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機に
おいて、前記第１警告表示と共通する第１警告内容と前記第２警告表示と共通する第２警
告内容とを、互いに異なるタイミングで各警告表示と略同一フォントで前記表示手段に表
示する。
【０９８２】
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　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【０９８３】
　そして、第１警告内容と第２警告内容とを異なるタイミングで表示するため、当該警告
内容に応じたタイミングで遊技者に報知できるため、より適切な注意喚起を行うことがで
きる。なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変
動中でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用
いない旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっ
ても表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９８４】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを異なるフォントとすることにより、表示手段において遊技者に強
調した表示を行うことを可能としている。
【０９８５】
　（３－５）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機
において、
　前記第１警告表示と共通する第１警告内容を所定タイミングで前記第１警告表示と略同
一フォントで前記表示手段に表示し、
　前記第２警告表示と共通する第２警告内容を所定条件が成立した場合に前記第２警告表
示と略同一フォントで前記表示手段に表示する。
【０９８６】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【０９８７】
　そして、第１警告内容は予め定めたタイミングで警告表示を表示する一方で、第２警告
内容は所定条件が成立しなければ（警告内容に該当する不正行為等が行わなければ）警告
表示が行われることがないため、必要以上に警告表示を表示して遊技者に必要以上の不快
感を与えることを防止し得る。
【０９８８】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【０９８９】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを異なるフォントとすることにより、表示手段において遊技者に強
調した表示を行うことを可能としている。
【０９９０】
　（４）盤面に配置された識別情報と略同一の内容を、液晶にも略同一配列で表示する。
　（４－１）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「機種名表示」が配置された遊技機において、
　前記機種名表示は表示手段より上方に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記機種名表示と略同一内容の表示が略同一配列で行われる。
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【０９９１】
　これにより、タイトルロゴと表示手段に表示される機種名表示の配列が同一であるため
、機種名（特に機種名から想起されるイメージ）の統一を図ることができる（統一したイ
メージを伝えることができる）。このようにしない場合、タイトルロゴは一行で横書き、
表示手段による機種名表示は二列で縦書き、といったように当該機種の元となる版権のイ
メージを正しく伝えられない、もしくは誤った認識を植え付けてしまうおそれがある。
【０９９２】
　（４－２）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「その他表示（企業キャッチコピーなど）」が配置された遊
技機において、
　前記その他表示は遊技領域内に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記その他表示（企業キャッチコピーなど）と略同一内容の表示が略同
一配列で行われる。
【０９９３】
　これにより、遊技盤面および／または遊技機枠に表示される企業キャッチコピーと表示
手段に表示される企業キャッチコピーの配列が同一であるため、企業キャッチコピー（特
に機種名から想起されるイメージ）の統一を図ることができる（統一したイメージを伝え
ることができる）。このようにしない場合、盤面側（枠側）の企業キャッチコピーはポッ
プで楽しげなイメージ、表示手段による表示は朽ち果てて今にも崩れ落ちそうなイメージ
、といったように当該企業はどのようなイメージであるかを正確に遊技者に伝えることが
できないおそれがある。
【０９９４】
　（４－３）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「知的財産関連表示」が配置された遊技機において、
　前記知的財産関連表示は遊技領域内に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記知的財産関連表示を略同一配列で表示する。
【０９９５】
　これにより、知的財産関連表示を遊技盤面もしくは遊技機枠に常時視認可能に表示しつ
つも、最低限の表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害しない。また、遊技盤面
および／または遊技機枠に知的財産関連表示（たとえば「許諾番号１２３４５６」）が記
載されていることにより、当該遊技機が適切な権利処理が行われていることを遊技者が認
知可能である。
【０９９６】
　なお、表示手段に表示する場合は、表示手段以外に配置された性能表示よりも詳しい性
能表示であってもよい。たとえば、表示手段以外には「許諾番号１２３４５６」としか表
示されていない場合に、表示手段では「楽曲名あいうえお、許諾番号１２３４５６」とし
たり、その他作詞家情報や作曲家情報を表示したりしてもよい。これにより、遊技盤面に
配置された知的財産関連表示が示す対象が何であるかが遊技者に伝わりやすくなる。
【０９９７】
　なお、１の楽曲に対する使用許諾ではなく、２以上の楽曲に対する包括的な使用許諾で
ある場合、そのすべての楽曲の再生時に当該知的財産関連表示を表示手段に表示すると情
報過多となる（遊技者が不快に感じる）おそれがあるため、所定タイミング（デモ演出中
やたとえば大当り開始時など）にのみ表示するようにしてもよい。
【０９９８】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された知的財産関連表示と、表
示手段に表示された知的財産関連表示とを同一配列とすることにより、双方が同一種別の
標章であり、その対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【０９９９】
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　（２－４）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「警告表示（注意喚起表示）」が配置された遊技機において
、
　前記警告表示は遊技領域内に配置されるとともに、
　前記表示手段に前記警告表示を略同一配列で表示する。
【１０００】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【１００１】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【１００２】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを同一配列とすることにより、双方が同一種別の標章であり、その
対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【１００３】
　（２－５）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機
において、
　前記第１警告表示と共通する第１警告内容と前記第２警告表示と共通する第２警告内容
とを、互いに異なるタイミングで各警告表示と略同一配列で前記表示手段に表示する。
【１００４】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【１００５】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【１００６】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを同一配列とすることにより、双方が同一種別の標章であり、その
対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【１００７】
　（２－６）
　表示手段を備え、
　遊技者が視認可能な位置に「第１警告表示」と「第２警告表示」とが配置された遊技機
において、
　前記第１警告表示と共通する第１警告内容を所定タイミングで前記第１警告表示と略同
一フォントで前記表示手段に表示し、
　前記第２警告表示と共通する第２警告内容を所定条件が成立した場合に前記第２警告表
示と略同一配列で前記表示手段に表示する。
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【１００８】
　これにより、警告表示を遊技盤面や遊技機枠に常時視認可能に表示しつつも、最低限の
表示サイズとすることで配置自由度を極端に阻害せず、さらに、デモ演出中や大当り中（
大当り終了時等）に当該警告表示を表示手段に行うことにより、遊技者に対してより強い
注意喚起（警告）を促すことができる。
【１００９】
　なお、表示手段に表示する場合は、遊技者の興を削がないように、なるべく図柄変動中
でないことが好ましい。ただし、警告表示が指し示す内容（振動、磁気、電波等を用いな
い旨の内容）が発生した場合（検出センサが検出した場合）は、図柄の変動中であっても
表示手段に警告表示を表示してもよい。
【１０１０】
　そして、これらの表示を行う上で、表示手段以外に配置された警告表示と、表示手段に
表示された警告表示とを同一配列とすることにより、双方が同一種別の標章であり、その
対象が同一のものを示しているのであることが伝わりやすい。
【１０１１】
　（５）主要標章をバラバラに配置しない。
　（５－１）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（機種名称）と第２標章（警告表示）とが配置され
た遊技機において、
　第１標章は折り返さずに１行で表示し、第２標章は折り返して２行以上で表示するよう
にした。
【１０１２】
　これにより、機種名称などの一定のイメージが定着している標章に対しておかしなとこ
ろで折り返してイメージを損ねることを防止しつつ、警告表示等の固定イメージのないも
のに対しては折り返して表示することで配置自由度を高めることが可能となる。
【１０１３】
　（５－２）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（構造物としての機種名称）と第２標章（印刷物と
しての機種名称）とが配置された遊技機において、
第１標章は正面視で平行に配置し、第２標章は正面視で斜めに配置した。
【１０１４】
　これにより、表示サイズが大きい標章に対して斜めやジグザグに配置した場合誤ったイ
メージを与えてしまうことを防止しつつ、同一内容の標章（上記例では機種名称）であっ
ても、表示サイズが小さい標章に対しては斜めに表示することで配置自由度を高めること
が可能となる。
【１０１５】
　（６）主要標章をバラバラに発光させない。
　（６－１）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（機種名称）と第２標章（機種名称以外）とが配置
された遊技機において、
　少なくとも第１標章は発光態様が変化可能に構成され、
　少なくとも第１期間（図柄停止中かつデモ演出非発生中）では第１標章の全体が同一系
統色での発光態様となるようにした（第２期間ではバラバラ発光でもよい）。
【１０１６】
　これにより、図柄停止中という遊技者が離席中である可能性が高いタイミング（換言す
ると遊技機を模索中の遊技者が目にするタイミング）において、機種名称を統一感のある
発光態様とすることにより、機種名称の一部が欠けた（消灯、異なる色での点灯、異なる
パターンでの点滅）ように見えないため、遊技者に誤った印象や誤った情報を与えるリス
クを低減できる。一方、機種名称ではない標章については標章としての識別機能より発光
手段としての演出機能を優先させることで、遊技者を惹きつける効果を高めることを可能
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とした。
【１０１７】
　（６－２）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（機種名称）と第２標章（機種名称以外）とが配置
された遊技機において、
　少なくとも第１標章は発光態様が変化可能に構成され、
　少なくとも第１期間（低確状態の図柄停止中）は第１系統色での発光態様、第２期間（
高確状態の図柄停止中）は第２系統色での発光態様とし、いずれも第１標章の全体が同一
系統色で発光するようにした。
【１０１８】
　これにより、機種名称においては、通常遊技中と確変遊技中のいずれの場合でも少なく
とも図柄停止中は統一感のある発光態様とすることにより、機種名称の一部が欠けた（消
灯、異なる色での点灯、異なるパターンでの点滅）ように見えないため、遊技者に誤った
印象や誤った情報を与えるリスクを低減できる。さらに、通常遊技中と確変遊技中とで異
なる発光態様とすることにより、遊技者または店員が遊技状態を容易に判別することがで
きる。
【１０１９】
　（７）主要標章を目立たせる。
　（７－１）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（機種名称のメインタイトル）と第２標章（機種名
称のサブタイトル）とが配置された遊技機において、
　第１標章は立体標章（ロゴ役物など）とし、第２標章は平面標章（印刷物など）とした
。
【１０２０】
　これにより、２つ（またはそれより多く）ある標章のうち、少なくとも第２標章より第
１標章の方が目立つため、遊技者が第２標章を特別な意味を持つ標章（上記例では機種名
称の主題）であると誤解するリスクを低減できる。
【１０２１】
　（７－２）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（機種名称）と第２標章（機能名称）とが配置され
た遊技機において、
　第２標章は全体発光は可能、一文字のみを光らせる個別発光は不能とし、
　第１標章は全体発光は可能、一文字のみを光らせる個別発光も可能とした。（第１標章
は文字ごとに区切られ、第２標章は文字ごとに区切られていない、としてもよい）
【１０２２】
これにより、２つ（またはそれより多く）ある標章のうち、少なくとも第２標章より第１
標章の方が目立つため、遊技者が第２標章を特別な意味を持つ標章（上記例では機種名称
の主題）であると誤解するリスクを低減できる。
【１０２３】
　（８）要注意標章を目立たせない。
　（８－１）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（商標的使用に該当すると判断されると困る標章）
と第２標章（商標的使用に該当すると判断されても問題ない標章）とが配置された遊技機
において、
　第１標章は視認容易状態（または視認可能状態）と視認困難状態（または視認不能状態
）とに遷移可能に構成され、少なくとも図柄停止中においては視認困難状態である割合の
方が高くなるようにした。
【１０２４】
　これにより、２つ（またはそれより多く）ある標章のうち、少なくとも第２標章より第
１標章の方が目立つため、遊技者が第２標章を特別な意味を持つ標章（上記例では機種名
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称の主題）であると誤解するリスクを低減できる。
【１０２５】
　（８－２）
　遊技者が視認可能な位置に第１標章（商標的使用に該当すると判断されると困る標章）
と第２標章（商標的使用に該当すると判断されても問題ない標章）とが配置された遊技機
において、
　第１標章は少なくとも第２標章よりも小さい表示サイズで配置されるとともに、
所定タイミングにおいて、盤面に配置されたサイズよりも大きいサイズで表示手段に表示
するようにした。
【１０２６】
　これにより、２つ（またはそれより多く）ある標章のうち、少なくとも第２標章より第
１標章の方が目立つため、遊技者が第２標章を特別な意味を持つ標章（上記例では機種名
称の主題）であると誤解するリスクを低減できる。
【１０２７】
　なお、上記した「（５－３：別実施形態５の構成例１）」、「（５－４：別実施形態５
の構成例２）」、「（６－２：別実施形態６の構成例）」、「（９：別実施形態７、８の
構成例）」、および「（１３．その他の構成例）」述べた構成例において、表示手段（画
像表示手段、発光手段など）を有するものについては、その表示手段に表示される識別情
報（第１識別情報または第２識別情報の別を問わない）の少なくとも一部として、設定示
唆に関する情報が表示されるようにしてもよい。
　機種名ロゴ１０９０を構成する「藤丸くん」の各文字が同一色または別々の色で点灯ま
たは点滅している場合において、「藤丸くん」の各文字のうちで注目する構成要素（たと
えば、「丸」、「くん」）の少なくとも一部が、特定の発色をする場合、たとえば、青色
が設定６確定示唆、赤色が高設定（設定４以上）確定示唆、緑色が設定１否定示唆を表す
ように定め、これにより、第１識別情報および／または第２識別情報が設定示唆演出を兼
ねるようにしてもよい。なお、第１識別情報および／または第２識別情報と併記するよう
な形で（或る時間尺（特定の遊技期間：図柄変動中、大当り遊技中、または客待ち中など
）の中で同時的、重複的、重畳的、複合的に表示）、設定示唆演出を現出させてもよい。
【１０２８】
　＜１３．別実施形態９、図８０～図８１＞
　（１３－１：背景）
【１０２９】
　従来、弾球遊技機や回胴式遊技機やアレンジボールや雀球遊技機など、各種の遊技機が
広く知られている。これらは複数のメーカーから各種の遊技台が製造され、「○○先生」
など長年複数機種にわたり付与されてきたシリーズ機種名や、機種を暗示する代表的シー
ン等が付与されて提供され、それらが島設備に並置される。
【１０３０】
　これらの遊技機の中には、遊技者に付与する利益の期待値を複数段階に設定可能な所謂
「設定機能」を搭載したものが知られている（たとえば、特開２０１６－２６７５６号公
報）。現在のホール内においては、この「設定機能」を搭載した球技機と搭載していない
遊技機とが混在している。したがってホール内において、「設定機能」を搭載した球技機
であるか否かを判別する手掛かりとして、遊技機の「機種名」が何であるかを知ることが
、遊技者にとり重要となっている。
【１０３１】
　弾球遊技機の機種名を遊技者に見えるように遊技機に付与する手法としては、上記別実
施形態で説明したように、たとえば「藤丸くん」を前面枠１０１０に設ける形態（図３５
Ｂ、図６９～図７２）や、「藤丸くん」や「○○先生」などを遊技盤面に設ける形態（図
３５Ｃ、図６６～図６７、図７３）が取りうる。
【１０３２】
　しかし機種名は弾球遊技機の種類ごとに多数存在することから、機種名だけから「設定
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機能」を搭載した球技機であるか否かを判別することが困難である場合がある。このため
、「設定機能」を搭載したものであるか否かの判断を含め、ホール内において希望する機
種名の遊技台を探す場合、目的の遊技台を探し当てるまでに時間をとられ、ホール内を探
し回ることも希ではなかった。またホール内で一度希望する遊技台の設置場所を覚えても
、遊技台の配置替えがなされると、再び希望する機種名の遊技台を探し当てるのに時間を
とられる結果となっていた。
【１０３３】
　そこで、ホール内に設置された場合に、「設定機能」を搭載した遊技機であるか否かを
識別することが容易で、希望する遊技台を見出すことが容易な遊技機の提供が望まれてい
る。
【１０３４】
　（１３－２：設定機情報の付与について、図８０～図８１）
　図８０は、遊技機に設定機情報１０８１を付与した実施形態を例示したものである。こ
こで「設定機情報」とは、設定機能を搭載した遊技機であるか否かを識別するための情報
であり、字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との
結合（商標法２条の標章）からなる識別情報である。
【１０３５】
　図８０では、機種名１０８０に設定機情報１０８１を付加してなる「複合識別情報」を
扱っている。この複合識別情報は、具体的には、図８１（イ）に拡大して示すように、機
種名１０８０の「藤丸くん」を構成する文字列における最後の文字「ん」に続いて、設定
機情報として設定機マーク１０８１ａの「．」を付加し、全体として複合識別情報「藤丸
くん．」として構成したものである。
【１０３６】
　図８０において、この複合識別情報「藤丸くん．」は、前面枠１０１０の箔上部正面１
０１１ａに設けられる。しかし、前面枠１０１０の他の箇所に設けてもよく、また、遊技
盤面に設けてもよい。
【１０３７】
　図８１（イ）を参照して、複合識別情報「藤丸くん．」は機種名情報と設定機情報とを
含んでいるが、設定機情報は設定機マークの「．」であって機種名情報の「藤丸くん」に
比べてサイズが小さく、「藤丸くん」の文字列の最後に付加的に設けられているだけであ
るので、「藤丸くん」の存在の方がサイズおよび字数の点で自己アピール度が強くなって
いる。よって、遊技者は「藤丸くん」が機種名であるとして認識することができる。また
、「．」が設定機能を搭載した遊技機であることを示す設定機マークであることを知って
いる者は、機種名に設定機マーク「．」が付与されていることで、設定機能を搭載した遊
技機であると識別することができる。
【１０３８】
　図８１（ロ）は、機種名１０８０の「藤丸くん」を構成する文字列における最後の文字
「ん」に続いて、設定機情報１０８１として、○形の６個のドットをＦ字状に配置してな
るロゴ（以下、「Ｆ」と略記する）からなる設定機マーク１０８１ｂを付加し、全体とし
て複合識別情報「藤丸くんＦ」として構成した例を示したものである。ロゴ「Ｆ」のサイ
ズは機種名「藤丸くん」の文字列と同じであるが、文字ではなく図案化されたＦ、つまり
記号から構成されており、両者は一見して異質の構成要素と認識することができる。この
相違のため、遊技者は「藤丸くん」が機種名であると理解することができる。また、ロゴ
「Ｆ」が設定機能を搭載した遊技機であることを示す設定機マークであることを知ってい
る者は、機種名に設定機マーク１０８１ｂのロゴ「Ｆ」が付与されていることで、設定機
能を搭載した遊技機であると識別することができる。
【１０３９】
　図８１（イ）（ロ）に示す例では、複合識別情報「藤丸くんＦ」において、設定機マー
ク１０８１ａ、１０８１ｂを白のドットで構成しているが、機種名１０８０と同じ色で表
示してもよい。
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【１０４０】
　（設定示唆演出の確認：図８２～図９１）
　次に、種々の設定示唆演出について説明する。すでに「設定示唆演出」とは何かについ
ての説明は行っているが、以下ではより具体的な実施例を交えて説明していく。なお、設
定示唆を実行する演出手段は、上記「＜６．演出手段＞」にて説明した種々の演出手段の
いずれも用いることができるが、ここでは、本発明との関連の深い、表示手段と発光手段
を用いた設定示唆演出を中心に説明する。
【１０４１】
　また、直近で説明した遊技盤面および／または遊技機枠に設けられた「第１標章（たと
えば、機種名称や主要キャラクタのフィギュアやイラスト等）」や、表示手段に表示され
る第２標章（第１標章と同一または類似した標章もしくは全く別の標章）も設定示唆演出
に用いられる可能性も十分考えられる。したがって、以下では、設定示唆演出について説
明する中で、設定示唆演出と各種標章との関連性についても併せて説明していく。
【１０４２】
　（課題）
　設定示唆演出が実行されるタイミングは、その殆どが遊技中（図柄変動表示ゲーム中や
当り遊技中）であり、設定示唆演出が出現した場合にそれを真っ先に確認（認識）し得る
のは、当然、その台で遊技をしている遊技者である。しかし、設定示唆演出が遊技中に現
出されるものばかりでは下記のような問題が生じうる。
【１０４３】
　（１）第１の問題として、パチンコ遊技機（弾球遊技機）はスロットマシンとは異なり
、遊技の進行が遊技者独自のペースで行われるものではなく、遊技機側に支配される。詳
しくは、スロットマシンの場合、遊技者の都合で始動レバーを叩いてゲームを開始し、そ
の後、遊技者が自由に停止ボタンを押してゲームを終える、という遊技者の都合で１ゲー
ムを終えることができる。これに対して弾球遊技機の場合は、始動口に入賞したことを契
機に変動パターンが選択され、その変動パターンに係る変動時間が１ゲームの実行時間と
して決定されるため、ゲーム開始～終了の期間について遊技者側が介入することはできず
、すべて遊技機側に委ねられる。すなわち、弾球遊技機の場合、スロットマシンのように
、遊技者の都合で遊技を終了させることができず、遊技の進行に係るタイムスケジュール
が遊技機側に支配される。これが意味するところは、設定示唆演出の多くが、その現出（
実行）の開始タイミングも終了タイミングも遊技機側によってコントロールされるという
ことである。したがって、たとえば遊技者が隣の台の演出に気を取られて余所見をしてい
たり、携帯電話を弄ったりしている間に設定示唆演出が終了してしまうことも十分考えら
れる。
【１０４４】
　（２）また第２の問題として、設定示唆演出の実行が終わってから遊技を開始する者、
たとえば、設定示唆演出の実行時に遊技していた前任者が遊技を終えた後、入れ替わりで
遊技を開始する遊技者（後任者）は、前任者が出した設定示唆演出の内容を知る術がない
。
【１０４５】
　（解決手段）
　上記問題点（課題）に対して解決手段として、設定示唆演出（設定値に関する情報）と
いう「有利情報の出現期間の延長（追加）」がある。これについて、図８２～図８５を用
いて詳細に説明する。
【１０４６】
　図８２の（Ａ）～（Ｃ）は、或る図柄変動表示ゲーム中の演出の一例を、（Ｄ）～（Ｆ
）は、その次の図柄変動表示ゲーム中の演出の一例を、（Ｇ）～（Ｋ）は、図柄変動表示
ゲーム終了後の待機中（「デモ開始待ち演出」、「客待ち演出（デモ演出（デモ画面））
」）の演出の一例を示したものである。なお図８２では、実際には、演出モードに係る背
景演出や複数の予告演出が出現するが、説明の便宜のため、図示を省略してある。また、
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説明の便宜のために「図柄変動表示ゲーム」を「図柄変動表示」または「図柄変動」と略
す場合がある。
【１０４７】
　図８２を参照して、今回（１回目）の図柄変動表示が開始した後（図（Ａ））、当該図
柄変動表示中に、特定キャラクタ（藤丸くん）９０１が、後光演出（後光表示）９０２と
ともに出現している（図（Ｂ）：「後光演出９０２＋特定キャラクタ９０１」）。ここで
はこの演出を、仮に上記「設定Ｎ確定演出」に属する“設定６（最高設定）確定演出”と
して説明する。その後、図柄変動表示ゲーム実行期間（変動時間）が経過して、装飾図柄
はハズレ図柄を示す「３５７」で停止表示している（図（Ｃ））。
【１０４８】
　続いて、作動保留球が消化され、次回（２回目）の図柄変動表示が開始される（図（Ｄ
））。本例では、この次回の図柄変動表示開始時において、前回の図柄変動で出現した「
後光演出９０２」および画面右上に小さく特定キャラクタ９０１ａが表示されている。こ
の特定キャラクタ９０１ａは、たとえば、前回の図柄変動表示ゲームの際に出現した特定
キャラクタ９０１を縮小化（いわゆる、ちびキャラ化やスーパーディフォルメ（登録商標
）化など）したものであり、特定キャラクタ９０１に関連する画像（特定の設定示唆演出
が出現したことに対応して現出される演出表示）として表示される。
【１０４９】
　斯様な後光演出９０２と特定キャラクタ９０１ａは、設定示唆演出の実行を認識（確認
）可能な「特定演出（実行確認演出）」として働く。ここで図（Ｅ）～（Ｆ）に示すよう
に、後光演出９０２はすぐに終了しているが、画面右上の特定キャラクタ９０１ａの表示
は、その後の図柄変動表示中も図柄変動停止時も継続している。すなわち、図柄の変動表
示中に設定示唆演出が実行された場合、その図柄変動表示終了後に当該設定示唆演出の実
行を認識可能（確認可能）な表示態様となっている。また、図柄の変動表示中に設定示唆
演出が実行された場合、当該図柄変動表示終了後であり、かつ当該図柄変動停止中にその
設定示唆演出の実行を認識可能な表示態様となっている。
【１０５０】
　その後、図（Ｆ）に示すように、装飾図柄が「６３４」のバラケ目で停止表示し、図柄
変動表示ゲームの結果が“ハズレ”となる。本例では、今回（２回目）の図柄変動表示ゲ
ームを以って、現存する作動保留球がすべて消化されて作動保留球がゼロになり（図（Ａ
）、（Ｅ）～（Ｆ）の保留表示領域７６の保留アイコン参照）、そのまま空き台になった
ものとする。
【１０５１】
　（メニュー画面中の特定キャラクタの表示について：図８２（Ｇ）（Ｈ）（Ｉ））
　装飾図柄が「６３４」のハズレの状態で図柄が停止したまま（デモ開始待ち演出の状態
のまま）空き台となり、遊技台がしばらく放置（図柄停止状態から所定時間（たとえば３
０秒）経過する、および／または図柄停止状態で遊技球を発射しない状態（タッチセンサ
非検出状態）状態で所定時間経過した場合など）されると、図（Ｇ）に示すように、画面
下に「メニュー画面表示→」の文字表示とボタン画像とを含むメニュー表示可能報知演出
９０５が現出し、演出ボタン１３を操作するとメニュー画面（遊技設定画面）を開くこと
ができる旨の報知が開始される。この状態で演出ボタン１３を遊技者が操作すると、図（
Ｈ）に示すような「メニュー画面」が表示され、様々な遊技環境の設定が選択可能となる
が、このとき、特定キャラクタ９０１ａは非表示となる。すなわち、所定の条件下（たと
えば、図柄変動停止状態中の期間（客待ち開始前演出中または客待ち演出中など）におい
て遊技者による操作手段による所定操作が行われた場合、特定演出が非実行（非表示、非
報知）とされ、設定示唆演出の実行が認識不能（確認不能）となる。端的に言えば、図柄
変動停止中に設定示唆演出の実行が認識可能である場合において、操作手段による所定操
作が行われた場合、当該設定示唆演出の実行が認識不能とされるようになっている。これ
は、無闇に特定演出を表示してしまうと、その表示がかえって邪魔になってしまうケース
があることを考慮したためである。なお、設定示唆演出の実行を確認不能（特定演出を一
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時的に非実行）とする期間や遊技状況は、遊技性に応じて異なることが多いため、適宜定
めればよい。
【１０５２】
　なお、図（Ｈ）に示す「メニュー画面」は、操作手段（演出ボタン１３や十字キー７５
）により、様々な遊技環境の設定（（たとえば、音量の設定、光量の設定、演出モードの
設定）を遊技者の好みの設定に選択可能な遊技設定画面に表示されるメニュー項目の一例
を示したものである。ここでは、メニュー画面の一例として、現在の演出モード中で出現
させる敵キャラクタを選択する「キャラクタ選択」、「音量調整」、「光量調整」、「Ｂ
ＧＭ選択」、「戻る（メニュー画面の終了）」などの各種の項目が表示される例を示して
ある。このメニュー画面においては、方向キー７５を操作することによりカーソル（矢印
、指標）９０７が上下に移動して、遊技者が設定したいメニュー項目が選択可能となって
いる。カーソル９０５がメニュー項目を指し示した状態で、遊技者が演出ボタン１３を押
下すれば、そのメニュー項目を決定可能となっている。
【１０５３】
　たとえば、図（Ｈ）に示すメニュー画面中の「キャラクタ選択」という項目を選択した
場合は、図（Ｉ）に示すような「キャラクタ選択画面」が表示される。このキャラクタ選
択画面では、複数の宇宙人９０３（設定示唆演出とは無関係のキャラクタ）と、特定キャ
ラクタ９０１または９０１ａに関連するアイコン画像９０１ｂ（実行された設定示唆演出
に関連する特定画像（特定演出の一つ））とが表示されており、メニュー画面を開いた遊
技者は、ここで設定示唆演出の実行、実行された設定示唆演出の種類、その設定値情報な
どを知ることも可能である。ここには、画面右上に小さく表示されていた特定キャラクタ
９０１ａが「アイコン」と称される「対象を指定しやすく、見分けやすくするために小さ
な絵で表したもの」で表示されている。この遊技者がこのアイコン画像９０１ｂを見るこ
とにより、“設定６（最高設定）確定演出”となる設定示唆演出が現出された事実を知る
ことができる、すなわち、本遊技台の設定値が、最高設定の設定６であることを知ること
ができる。
【１０５４】
　また上記メニュー画面の表示中（ここでは、キャラクタ選択画面）において、カーソル
９０７をこのアイコン画像９０１ｂに合わせることにより、設定示唆演出の現出状況に関
連する特定の遊技情報を報知可能に構成してもよい。この「特定の遊技情報」としては、
たとえば、本日の電源投入後から数えて、その設定示唆演出が何回出現したかといった「
数値情報（出現回数情報）」や、そのアイコン画像が何を意味するかといった設定示唆演
出に関する情報、つまり「設定値情報（示唆情報）」などを確認可能に構成してもよい。
たとえば、液晶画面右側に吹き出し表示したり、メニュー項目の選択決定と同じように、
操作手段によりアイコン画像を選択し決定して別画面（設定示唆演出情報画面）を表示し
たりするなどにより、遊技者が上述の数値情報や示唆情報を表示可能に構成することがで
きる。また、メニュー画面中に、操作手段を所定の手順で操作することによりアイコン画
像の表示と非表示（表示の継続／表示の終了）とを選択可能に構成してもよい。なお、表
示（報知）する示唆情報については、設定示唆演出（ここでは、設定６確定演出）が示唆
する「設定６確定である」という示唆内容そのものを表示してもよいが、曖昧化した情報
、たとえば、設定４以上で選択され易い（現出され易い）、設定４以上確定などの情報を
表示してもよい。また図示では、設定示唆演出に関連する画像（アイコン画像９０１ｂ）
として、特定キャラクタだけがアイコン化して強調的に表示されているが、宇宙人キャラ
９０３もアイコン化して表示してもよい。
【１０５５】
　また図（Ｉ）では、液晶画面内に、特定演出としてのアイコン画像９０１ｂが１つだけ
表示された例を示してあるが本発明はこれに限定されず、現出された設定示唆演出の種類
に応じた“複数種類の特定演出（特定画像）”を表示可能に構成することができる。つま
り、“過去に現出された複数の設定示唆演出が同時的に現出する”（正確には、過去に現
出された設定示唆演出に関連する特定演出が同時的に現出する）、という表示態様とする
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ことができる（後述の図８３～図８４についても同様）。
【１０５６】
　斯様な表示は、遊技者が設定推測や遊技台を選定する際に役立つ表示態様といえる。た
だし、表示領域は限られているため、多くの表示種を設ける場合には、たとえば、操作手
段を利用したスクロール表示などの表示方式により、画面に表示し切れない特定画像（非
表示状態にある特定画像）を表示したり、サブの液晶表示装置（たとえば、メニュー画面
表示用の液晶表示装置）を設けてこれに表示させたりすればよい（表示方式は特に制限は
ない）。また、特定キャラクタ９０１ｂは、アイコン化して表示しているが、その表示態
様は特に限定されず、たとえば、特定キャラクタ９０１ａと同一または類似するものを表
示してもよい。また本例では、キャラクタ選択画面中に特定キャラクタを表示するものと
して説明したが、他の１または複数の他のメニュー項目において表示させるように構成し
てもよい。また、複数種類の特定画像（特定演出）の表示は、図（Ｉ）に示す特定のメニ
ュー項目（キャラクタ選択画面）だけに限らず、図柄変動表示中やデモ画面中（図（Ｅ）
～（Ｋ）参照）などの期間においても可能である。この場合も、スクロール表示やサブの
液晶表示装置などを利用して、複数種類の特定演出を表示可能に構成することができる（
後述の図８３～図８５についても同様）。
【１０５７】
　また図（Ｇ）では、２回目の図柄変動表示が終了した後も特定キャラクタ９０１ａが継
続表示されている例を示してあるが、作動保留球がゼロの場合には、当該図柄変動表示が
終了した後、特定キャラクタ９０１ａを画面上から一旦消去してもよい。この消去タイミ
ングとしては、たとえば、当該図柄変動表示が終了時、客待ち演出開始前（デモ開始待ち
演出中）の所定のタイミング（たとえば、メニュー表示可能報知演出９０５の開始時）、
客待ち演出開始前の状態から所定時間（たとえば、３０秒）経過後などが挙げられる。こ
の場合、特定キャラクタ９０１ａは、上記メニュー画面（図（Ｈ））や、特定のメニュー
項目を選択決定した場合（図（Ｉ））や、後述の図（Ｊ）（Ｋ）に示す客待ち演出中（デ
モ画面中）などに表示（再表示）させることができる。
【１０５８】
　（デモ画面中（客待ち演出中）の特定キャラクタの表示について：図８２（Ｇ）（Ｊ）
（Ｋ））
　図８２（Ｇ）の説明に戻り、図柄停止状態（図柄変動表示ゲーム終了後）でそのまま放
置されると、既に説明したように、所定条件（たとえば、“図柄停止から所定時間（たと
えば１８０秒）が経過する”および／または“図柄停止状態かつタッチセンサによる非検
出状態が所定時間（たとえば、６０秒）経過する”など）を満たしたとして「デモ画面（
デモムービー）」が開始される。図（Ｊ）はデモムービーの前半部の一部を、図（Ｋ）は
デモムービーの後半部の一部を例示したものであり、デモ画面期間中は、この図（Ｊ）～
（Ｋ）の一連のデモムービーが繰り返し再生表示され、遊技台の魅力を効果的にアピール
するようになっている。図（Ｊ）では、遊技機の名称表示（「ＣＲ　藤丸くん戦記」）と
、上空を複数の戦闘機（デモ画面用キャラクタ）が飛び回る演出が表示されており、画面
右上隅部に特定キャラクタ９０１ａが表示されている。また図（Ｋ）では、画面中央に遊
技機の名称が大きく表示され、画面右上隅部に特定キャラクタ９０１ａが表示されている
。つまり、客待ちデモ演出（デモ演出）の実行中に設定示唆演出の実行を認識可能となっ
ている。
【１０５９】
　ここで、特徴的な点は、デモ画面表示が開始されても特定キャラクタ９０１ａの表示は
継続されつつ、デモ画面表示（たとえば上空に複数の戦闘機が飛び回る演出）に登場する
デモ画面用キャラクタ（たとえば、図（Ｊ）に示す戦闘機群）の表示を極力邪魔しないよ
うになっている点である（特定画像退避表示手段）。このようにデモ画面中に特定演出が
現出されることは、遊技台を選定中の遊技者にとっては、遊技台を選ぶ際に役立つ情報（
有利情報）が報知されている状況であるので好適である。
【１０６０】
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　先の例（図８２（Ｄ）～（Ｆ））では、図柄変動表示中に「キャラクタ表示＋後光表示
（特定キャラクタＡ）」を行い、デモ画面表示中は「キャラクタ表示のみ（特定演出Ａ）
」を行うものとした。しかし、必ずしもこの表示態様に限定されるものではない。たとえ
ば、図柄変動表示中に設定示唆演出として「特定キャラクタＡ」または「特定キャラクタ
Ｂ（キャラクタ表示＋文字表示）」などが表示された場合に、次回の図柄変動開始時や次
回の図柄変動表示中の所定のタイミングにおいて、それぞれ個別の特定演出（特定キャラ
クタＡであれば特定演出Ａ、特定キャラクタＢであれば特定演出Ｂ）を実行してもよいし
、また、いずれの場合も「共通の特定演出」（特定キャラクタＡでも特定キャラクタＢで
も共通特定演出Ｃ）を実行してもよい。
【１０６１】
　なお、上記「共通の特定演出」とする場合は、設定示唆演出が示唆する内容が一定レベ
ル以上に似通っていることが好ましい。たとえば設定１（最低設定）である可能性が高い
「設定示唆演出Ａ」と、設定６（最高設定）である可能性が高い「設定示唆演出Ｂ」とが
ある場合に、いずれかの設定示唆演出が実行された後、共通の特定演出（特定キャラクタ
）を実行してしまうと結局設定値が“高いのか低いのか”全くわからない、つまり、設定
示唆演出が現出されたという事実は報知されることになるが、設定推測要素としては役に
立たない情報が報知されうる、ということになってしまう。それではわざわざ特定演出（
実行確認演出）を行う意味がない。
【１０６２】
　そこで、たとえば「設定６確定」の設定示唆演出（設定Ｎ確定演出）や「設定４以上確
定」の設定示唆演出（特定範囲示唆演出）など「確定系の設定示唆演出」に絞って、その
後に特定演出（実行確認演出）を実行するようにしてもよい。具体的には、確定系の設定
示唆演出のうち、中間設定域（設定値３、４）以上が確定する設定示唆演出に絞ってもよ
いし、好ましくは、高設定域が確定する設定示唆演出（たとえば、設定Ｎ以上確定（Ｎ＝
４、５）、または設定Ｎ確定（Ｎ＝４、５、６））に絞って、その後に特定演出を実行す
る、より好ましくは、高設定域が確定する設定示唆演出のうち、設定５以上が確定する設
定示唆演出に絞って、その後に特定演出を実行する。また、機械割の観点に着目して、機
械割１００％を超える設定値が確定するものに絞ってもよい。
【１０６３】
　上記のように特定の設定示唆演出に絞る場合、その効果としては２つある。１つ目の効
果は、情報の集約による表示内容の簡略化である。実行された設定示唆演出の種類に応じ
て無闇に特定画像を表示して、多くの設定示唆演出の出現を個別に示していては表示領域
も足りなくなるし、表示物が煩雑化して余計に分かり難くなる。しかし、適度に情報を集
約して表示することにより、見た目がすっきりするだけでなく、同一レベルの設定示唆演
出が集約されることになるので、情報の精度が増す、という効果がある。
【１０６４】
　また、２つ目の効果は、情報の集約による設定示唆内容の曖昧化である。この「設定示
唆内容の曖昧化」は、前者の１つ目の効果（情報の精度が増す）に逆行するかのようであ
るが、そういうことではない。以下に詳述する。
【１０６５】
　たとえば、第１設定示唆演出で「設定４以上確定の演出」が出現し、第２設定示唆演出
で「設定５の可能性が高い演出」が出現し、第３設定示唆演出で「設定１を否定する演出
（設定２以上確定演出）」が出現したとする。この場合、同一レベルの演出として第１設
定示唆演出と第２設定示唆演出の出現を集約した特定演出として、“設定４以上の可能性
が高い演出が出現したこと示すアイコン（特定演出）”が表示され、メニュー画面におい
てはそれが２回出現したことを知ることが可能となる。
【１０６６】
　しかし、第３設定示唆演出の「「設定１を否定する演出」は同一レベルではないため集
約されない。１つ目の効果として「情報の精度が増す」としたのは、設定４以上の可能性
が高い演出が「２回出現した」という部分である。当然ながら１回出現するよりも２回出
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現した方が、設定推測要素としての信憑性は増す。
【１０６７】
　そして、２つめの効果として「設定示唆内容の曖昧化」としたのは、第１設定示唆演出
で「設定４以上確定の演出」が出ているにも関わらず、特定演出として「設定４以上の可
能性が高い」アイコン表示をしている部分である。
【１０６８】
　これにより、実際に第１設定示唆演出を確認した遊技者（前任者）は「設定４以上確定
である」ことを認識できるのに対し、第１設定示唆演出を確認していない遊技者（後任者
）は「設定４以上の可能性が高い」ということだけを把握できる、といったように情報量
に差を設けることが可能となる。換言すれば、設定推測要素が高い設定示唆演出（第１有
利情報）を確認できた遊技者（上述のケースでは、設定４以上確定を確認した前任者）は
、設定値が明確に確認できたことで有利にゲームを運ぶことができる。
【１０６９】
　一方、そうでない遊技者（上述のケースでは、設定４以上確定を確認してはいないが、
設定４以上の可能性が高い（第１有利情報よりも、遊技情報としての価値が低い第２有利
情報）ということを確認できた後任者）は、当該前任者よりも不安感を持ちながら遊技に
興じることになりうる。このことは、設定推測要素が高い設定示唆演出を確認できた遊技
者は自分だけが知り得る有用な情報を持つことができ、そうでない遊技者は、当該設定示
唆演出を実際に確認できていない以上は同等価値の情報を与えずにある程度の有用な情報
を与える、という“情報提供を平等的とする”という意義がある。斯様な「設定示唆内容
の曖昧化」により、前者と後者との間に情報量の差を設けて、不平等感や不満感を与えな
いようにすることができる。
【１０７０】
　なお、最高設定６を確定的に報知する上記「設定６確定演出」が一度でも出現した場合
は、特定演出として“設定６確定を示すアイコン”を表示し、それ以降はそれ以外のアイ
コンは表示しない（カウントはするが表示しない、またはそもそもカウントもしないなど
）ようにしてもよい。最高設定６が確定した場合には、その他の特定演出を現出させる意
義が無いからである。
【１０７１】
　また、上述した「設定示唆内容の曖昧化」の観点から、「設定６確定演出」については
“設定６確定を示すアイコン”を表示せずに、たとえば、“設定５の可能性が高い”ある
いは“設定４（または５）以上確定”を示すアイコンを表示して、実際に設定６確定演出
を確認できた遊技者だけが、その特典として、設定６であることを知ることができるよう
にしてもよい。
【１０７２】
　また、すべての設定示唆演出の実行後に、対応する特定演出（実行確認演出）を実行す
る必要はない。前述の通り、曖昧な設定示唆や、むしろ低設定の方が選択されやすい設定
示唆演出が出た場合などは、その後に特定演出を行うと逆効果（遊技意欲の減退）になっ
てしまう。また、設定示唆演出が複数のタイミングで実行される遊技機にあっては、その
すべてに対して特定演出を用意することは制御負担に繋がるため、やはり取捨選択の上、
いずれか１または２程度の設定示唆演出を対象にして特定演出を実行することが好ましい
といえる。
【１０７３】
　また、上記特定演出（実行確認演出）の開始タイミング（特定演出開始条件）は、ゲー
ム性などに応じて適宜定めることができる。代表的には、図８２で説明した、次回以降の
図柄変動表示ゲーム中またはメニュー画面あるいはデモ画面中などである。この「次回以
降の図柄変動表示ゲーム」の意には、設定示唆演出が出現したゲームの次ゲーム（変動開
始時、変動中の所定のタイミング、変動終了時など）で表示させることを含む他、当該次
のゲームで表示させずに、設定示唆演出が出現した次のゲームでは出現させずに、複数ゲ
ーム後に表示させることも含む概念である。
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【１０７４】
　また、上記特定演出（実行確認演出）を確認可能な期間（特定演出終了条件）は、適宜
定めることができる。代表的には、たとえば下記（Ａ）～（Ｋ）の１または複数の期間を
採用することができる。（Α）次回または複数回の大当り当選（大当り開始または終了）
まで（特定の大当りをカウントしてもよい）、（Β）図柄変動表示ゲームの実行回数が所
定回数Ｎ（１≦Ｎ）に達するまで、（Γ－１）特定のタイミングから所定時間が経過する
まで（ＲＴＣにより終了タイミングを管理）、（Δ）特定の時刻が到来するまで（ＲＴＣ
により終了タイミングを管理）、（Ε）メニュー画面の表示回数が所定回数Ｍ（１≦Ｍ）
に達するまで、（Ζ）デモ画面（デモムービー）の表示回数が所定回数Ｘ（１≦Ｘ）に達
するまで、（Η）デモ画面（デモムービー）が表示されてから所定時間（たとえば、３０
分～１時間）経過するまで、（Ι）アウト球数（通常時アウト個数および／または全状態
アウト個数）が所定個数（たとえば、１０００発）に達するまで（打ち込み球数で表示終
了タイミングを管理）、（Κ）遊技機の電源を落とすまで、（Λ）設定値を変更（同一設
定の打ち替えを含む）するまで、などとすることができる（後述の図８３～図８５の演出
例についても同様）。
【１０７５】
　なお、特定演出（実行確認演出）については、画像表示演出を利用するだけでなく、光
演出（ＬＥＤを特定の発光パターンで発光させる）、音演出（特定の効果音を出力する、
通常のＢＧＭではなく、特定のＢＧＭに変化するなど）、可動体役物（特定の動作パター
ンで動作させる）のうち、１または複数の演出手段を利用してもよい。たとえば、光演出
を利用する場合、特定のＬＥＤ（専用のＬＥＤでもよい）が、現出された設定示唆演出の
種類に応じて、青色、黄色、緑色、赤色、虹色などに発光させることができる（後述の図
８３の演出例についても同様）。
【１０７６】
　なお、特定演出として遊技盤面および／または遊技機枠に表示された標章を用いること
も考えられる。この場合、同一表示態様で表示する場合の効果、異なる表示態様で表示す
る場合の効果等は先に説明した通りである。
【１０７７】
　また、上記特定演出（実行確認演出）については、過去に出現した設定示唆演出がどの
ような演出態様であるか、設定値情報（示唆情報）がどのような内容であるかなどを、遊
技者が分かり易い演出態様とすることが好ましい。たとえば、設定示唆演出として、図（
Ｂ）に示す「特定キャラクタ９０１（藤丸くん）」を含むキャラクタ系の設定示唆演出が
現出された場合、これに対応する特定演出としては、たとえば、その特定キャラクタを縮
小化やアイコン化したもの（藤丸くんであると容易に認識し易いもの）を表示することが
好ましい（図（Ｄ）～（Ｇ）、（Ｉ）（Ｊ）（Ｋ）など参照）。また、現出された設定示
唆演出に関連する文字情報を、特定演出として現出させることも遊技者が分かり易い演出
態様という点で、好ましいといえる。たとえば、現出された設定示唆演出が「設定４以上
確定」を示唆するものであれば、これに対応する特定演出として「設定４以上確定です！
」の文字情報を表示することができる（後述の図８３の特定演出についても同様）。
【１０７８】
　勿論、必ずしも分かり易い演出態様でなくてもよく、藤丸くんと何らかの関連性（たと
えば、観念的関連性、意匠的関連性など）のあるキャラクタ（たとえば、恋人キャラの藤
香ちゃん、宿敵キャラ）や藤丸くんに関連するアイテムなどを表示してもよいし、藤丸く
んとは何ら関連性の無い他のキャラクタ（たとえば、戦闘機や円盤）やアイテムを表示し
てもよい（後述の図８３の特定演出についても同様）。
【１０７９】
　また、設定示唆演出の種類またはその示唆内容に応じた表示態様（たとえば、色彩およ
び／または形状が異なる表示態様）としてもよい（後述の図８３の特定演出についても同
様）。たとえば、設定２以上確定演出が出現した場合は青色に付したアイテム画像（青色
の勾玉）、設定３以上確定演出が出現した場合は黄色の勾玉、設定４以上確定演出が出現
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した場合は緑色の勾玉、設定６確定演出が出現した場合は虹色の勾玉などである（他の設
定示唆演出（偶数設定示唆演出、奇数設定示唆演出、低設定示唆演出、高設定示唆演出な
どについても同様）。
【１０８０】
　また、図柄変動表示中に現出される設定示唆演出については、上記変動中設定示唆非予
告演出に属するものであってもよいし、上記変動中設定示唆予告演出に属するものであっ
てもよい（後述の図８３の設定示唆演出についても同様）。
【１０８１】
　（演出例２：図８３）
　図８３に、図柄変動表示中に設定示唆演出が現出される他の演出例として、特定の予告
演出中（たとえばリーチ演出中）に設定示唆演出が現出するケースを示す。
【１０８２】
　この図８３の演出例では、図柄変動表示が開始された後（図（Ａ））、その変動表示中
の所定のタイミングにてリーチ演出が開始される（図（Ｂ））。ここでのリーチ演出では
、図（Ｃ）に示すように、移動式砲台９１１が味方キャラ、円盤９１３が敵キャラとして
登場し、移動式砲台９１１と円盤９１３との間で戦闘が繰り広げるといったストーリー仕
立ての演出となっている。リーチ演出が開始されると、「円盤を撃墜せよ！」というミッ
ションが表示され、移動式砲台９１１の攻撃で円盤９１３を撃墜できた場合には“ミッシ
ョン成功”となり、大当り図柄（図柄揃い）が表示されて、今回のゲーム結果が大当りで
あることが報知される。しかし、円盤９１３を撃墜できない場合には“ミッション失敗”
となり、ハズレ図柄が表示されて、今回のゲーム結果がハズレであることが報知される。
【１０８３】
　図（Ｃ）の後の演出が分岐しているところは、このリーチ演出シナリオが複数種類のシ
ナリオが存在することを示している。本例では、代表的に、図（Ｄ１）側の演出が展開さ
れる演出シナリオと、図（Ｅ１）側の演出が展開される演出シナリオの２つのシナリオを
示してある。いずれのシナリオが実行されるかは、変動パターン情報や設定値情報に基づ
く所定の演出抽選により決定される。
【１０８４】
　上記図（Ｄ１）側の演出シナリオは、戦闘中に“戦闘機９１７（通常支援キャラ）”が
味方キャラ側の援軍として登場し、その戦闘機９１７が支援する形で、移動式砲台９１１
による攻撃が行われる演出内容となっている。他方の図（Ｅ１）側の演出シナリオは、“
特定キャラクタ９１９（特別支援キャラ）”が味方キャラ側の援軍として登場し、その特
定キャラクタ９１９（以下、「藤丸くん９１９」と称する）が支援する形で、移動式砲台
９１１による攻撃が行われる演出内容となっている。
【１０８５】
　ここで、大当りへの当選期待度は援軍の登場キャラに応じて異なり、本例では「戦闘機
９１７（通常キャラ）＜藤丸くん９１９（特定キャラ）」であるが、本例では、いずれも
ゲーム結果は「ハズレ」となっている（図（Ｄ２）または図（Ｅ２）参照）。なお、戦闘
機９１７は全設定１～６で選択される可能性があるが、藤丸くん９１９は設定４以上でし
か選択されない、すなわち「設定４以上確定」の設定示唆演出となっている。したがって
、図（Ｅ１）側の演出シナリオは、今回のゲーム結果は「ハズレ」となってしまったもの
の、藤丸くん９１９が出現した時点で“設定４以上”であることが判明したことになる。
【１０８６】
　この図８３の例では、「設定４以上確定」の設定示唆演出（藤丸くん９１９）が出現し
たことに対応して、図（Ｅ２）に示すように、液晶表示装置３６の四辺が、特定画像によ
り縁取られたように表示される。本例では、特定画像として、虹色のエフェクト画像９２
０が額縁状に表示され、４辺が強調表示されている。この虹色のエフェクト画像９２０は
、上記図８２（Ｄ）（Ｇ）～（Ｋ）で説明した特定キャラクタ９０１と同様に、特定演出
（実行確認演出）として働く。
【１０８７】
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　図（Ｅ３）は、エフェクト画像９２０が今回の図柄変動表示ゲームが終了した後（たと
えば、次回以降の図柄変動表示ゲーム中（不図示））も継続表示される例を示してある。
ここで、図（Ｄ３）または（Ｅ３）に示す「メニュー画面表示⇒＋ボタン画像」の表示は
、図８２（Ｇ）のメニュー表示可能報知演出９０５に相当する演出である。なお、このエ
フェクト画像９２０の表示終了条件としては、たとえば、図８２中で説明した上記（Α）
～（Λ）の１または複数を採用することができる。
【１０８８】
　したがって、遊技者が何らかの都合で、藤丸くん９１９の出現を見逃した場合であって
も、そのことをエフェクト画像９２０により気付くことができるし、もし時間の都合など
で辞めてしまう場合であっても、その後の遊技者（後任者）がいち早くこの状況（設定４
以上であることが判明したという状況）を認識することができる。なお、上述の特定画像
（エフェクト画像９２０）はあくまでも一例であり、特定画像（特定演出）については、
当該設定示唆演出が出現したという事実を確認（認識）可能なものであれば、その演出態
様は適宜定めることができる。
【１０８９】
　なお、上記エフェクト画像９２０に代えて（もしくは加えて）、「モノクロ藤丸くん９
１９ｂ」を表示してもよい。また、この場合において、たとえば「カラー藤丸くん９１９
ａ」が表示された場合は設定６が確定し、「モノクロ藤丸くん９１９ｂ」が表示された場
合は設定４以上が確定するといったようにしてもよい。このように、同じ標章（藤丸くん
のイラスト画像）に基づいて作成された標章（文字、図形、記号等）が表示手段に表示さ
れる場合に、色、大きさ、フォント等を互いに異ならせることで設定示唆度合いを異なら
せることが可能となる。
【１０９０】
　（演出例３：図８４）
　図８４に、他の演出例として、大当り遊技中に設定示唆演出が現出するケースを示す。
ここでは、代表的に、上記「Ｖ確変タイプ」を採用した例について説明する。図８４（Ｂ
１）と図８４（Ｃ１）は、大当り中にＶ入賞した場合に現出されるＶ入賞時演出（祝福演
出）を例示したものである。
【１０９１】
　図（Ａ１）は、大当り中のラウンド中演出を示したものであり、ここでは、６Ｒ目に大
入賞口内の特定領域（Ｖ入賞領域）が開放されて、Ｖ入賞領域に遊技球が入賞したものと
して説明する。
【１０９２】
　Ｖ入賞した場合、通常であれば、図（Ｂ１）に示す「Ｖ表示（Ｖ画像９３１）のみ」（
通常Ｖ入賞演出（設定示唆演出が付随しない演出））が表示されるところ、所定条件を満
たした場合（たとえば、設定示唆演出の現出抽選に当選した場合など）には、たとえば「
高設定（設定４以上）確定演出」として、「Ｖ表示（Ｖ画像９３１）＋特定キャラクタ（
円盤９３２）」といった特別なＶ入賞演出（設定示唆付Ｖ入賞演出（設定示唆演出が付随
する演出））が表示される。この「Ｖ表示＋特定キャラクタ」が現出した場合、図（Ｃ２
）に示すように、その大当りが終了して次のゲームが開始した後も、液晶画面右上に、設
定示唆演出に係る特定キャラクタ（円盤９３２）が縮小化した形で表示される（図示の円
盤９３２ａ）。なお、この特定キャラクタの表示は、次のゲーム（すなわち大当り終了後
１回転目）のみ表示されるようにしてもよいし、次回大当りまで表示するようにしてもよ
い。または３分間といった時間管理であったり、総アウト球数３００発といった打ち込み
球数管理であったりしてもよく、その他、その表示終了条件として、たとえば図８２中で
説明した上記（Α）～（Λ）の１または複数の条件を採用することができる。
【１０９３】
　なお本例では、Ｖ確変タイプの遊技機を例にとり説明したが、大当り中に設定示唆演出
を現出可能な遊技機であれば、機種は特に限定されない。たとえば、小当り中に特定領域
を通過した場合（Ｖ入賞した場合）に役物連続作動装置が作動する、いわゆる「１種２種
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混合タイプ」であってもよいし、特図１と特図２とが並行して変動表示可能ないわゆる「
同時変動タイプ」であってもよい。また既に説明した上記「ＳＴタイプ」や「転落抽選タ
イプ」や「一般確変タイプ」などの遊技機であってもよい。また、大当り遊技中に現出す
る設定示唆演出は、上記非変動中設定示唆非予告演出に属するものであってもよいし、非
変動中設定示唆予告演出に属するものであってもよい。
【１０９４】
　（連系型設定示唆演出）
　なお、図８２～図８４で説明した特定演出（図８２の特定キャラクタ９０１ａや図８３
のエフェクト画像９２０や図８４の円盤９３２ａなど）のように、所定の遊技期間、たと
えば、或る設定示唆演出の現出に関連する特定演出（実行確認演出）や複数回転に跨る設
定示唆演出（“設定示唆演出＋設定示唆演出”または“設定示唆演出＋特定演出（実行確
認演出）”）を行う場合、ただ単に設定示唆演出が出現する期間を長くするというだけで
なく、この後にもさらに設定示唆演出が続くのではないかという期待感を遊技者に抱かせ
るようにしてもよい。たとえば、「一の設定示唆演出の実行を条件として、他の設定示唆
演出が実行される」といったような、“第１設定示唆演出の現出（実行）を条件に、第２
設定示唆演出が現出される”という演出態様であり、第１設定示唆演出が「主」、第２設
定示唆演出（特定演出（実行確認演出））が「従」の関係を持つ「連係型設定示唆演出」
を採用してもよい。斯様な「連係型設定示唆演出」を現出させる場合には、たとえば、（
Ｉ）第１設定示唆演出を現出させるか否を決定する第１抽選を実行し、この第１抽選に当
選した場合に、つまり第１設定示唆演出を現出させる場合に、第２設定示唆演出を現出さ
せるか否かを決定する第２抽選を実行する。そして第２抽選に当選した場合に第２設定示
唆演出を現出させることができる。また他には、たとえば（ＩＩ）設定示唆用の演出シナ
リオとして「設定示唆演出を現出しない」、「第１設定示唆演出のみ現出する」「第１設
定示唆演出＋第２設定示唆演出を現出する」および「設定示唆演出を現出しない」を設け
、これらのうちからいずれかを抽選により決定することができる。
【１０９５】
　また「連係型設定示唆演出」を現出させる場合は、第１設定示唆演出により示唆される
設定値情報（示唆情報）よりも第２設定示唆演出により示唆される設定値情報の方が有益
な情報となるように示唆情報に関する禁止則を設けることが好ましい。これは、先行して
現出される第１設定示唆演出がたとえば「設定４以上確定」を示唆するものであり、後に
現出される第２設定示唆演出が「設定２以上確定」を示唆するものであるとすれば、無駄
な設定値情報を遊技者に提供してしまうことになるからである。勿論、上述した禁止則を
設けなくてもよい。設定示唆演出の現出回数が多ければ多いほど、設定推測要素としての
情報の精度を増すことができるからである。たとえば、第１設定示唆演出で「偶数設定」
を示唆し、第２設定示唆演出でも「偶数設定」を示唆するような場合（同一レベルの設定
示唆演出が現出される場合）、連係型設定示唆演出の現出１回を以って「偶数設定の可能
性がより高まった」という情報を得ることができる。また、第１設定示唆演出と第２設定
示唆演出とで少なくとも一部が異なる演出態様とし、後発の第２設定示唆演出の演出態様
に応じた設定値情報を報知することができるようにしてもよい。
【１０９６】
　なお、設定示唆演出（設定値を参照して決定される演出）と、それに該当しない演出（
設定値を参照せずに決定される演出）とを区別する場合、「設定示唆演出と非設定示唆演
出」といった具体的な名称を付すのみならず、「第１演出と第２演出（どちらが第１設定
示唆演出でも可）」といったように数字によって分けたり、「特別演出と通常演出（どち
らが特別演出でも可）」といったように用語によって分けたりしてもよい。その他、アル
ファベット、記号、平仮名、片仮名、漢字、ローマ数字などいずれでもよく、あくまでも
それぞれを区別するための符号であれば何を用いてもよい。
【１０９７】
　また、前述の通り、設定示唆演出には複数種類存在し得る（１つの遊技機において必ず
設定示唆演出が複数存在するという意味ではなく、遊技機に搭載され得る選択肢としての
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設定示唆演出が複数あるという意味）ため、１つの遊技機において設定示唆演出を複数搭
載する場合は、その中のいずれか１つを「第１設定示唆演出」とし、それとは異なる設定
示唆演出を「第２設定示唆演出」、「第３設定示唆演出」、「第４設定示唆演出」（以下
、続く）というように個々に称してもよいし、たとえば３つの設定示唆演出がある場合に
、いずれか１つを「第１設定示唆演出」と個別に称し、それ以外を「第２設定示唆演出」
と総称してもよい。また、いずれか１つを「第２設定示唆演出」と個別に称し、それ以外
を「第１設定示唆演出」と総称してもよい。
【１０９８】
　また、設定示唆演出の中で少なくとも１つの共通点を有する設定示唆演出をカテゴリに
分け、各カテゴリを「第１設定示唆演出」、「第２設定示唆演出」、「第３設定示唆演出
」（以下、続く）としてもよい。カテゴリの例としては、（１）設定示唆に用いられる演
出手段（たとえば、表示手段、可動物、ＬＥＤ、スピーカ等）によって分類されるもの、
（２）設定示唆が行われるタイミング（たとえば、図柄停止時／図柄変動表示中／大当り
中、図柄変動表示中をさらに細分化したもの（たとえば、リーチ前、リーチ中、リーチ後
など）によって分類されるもの、（３）設定示唆の具体性（たとえば選択率は異なるが全
設定で出現し得るもの／設定４以上でしか選択されないもの／設定６でしか選択されない
ものなど）によって分類されるもの、（４）設定示唆演出の演出時間（たとえば５秒未満
／５秒以上１５秒未満／１５秒以上等）によって分類されるもの、などが挙げられる。
【１０９９】
　また、設定示唆演出および特定演出について上記例ではわかりやすく「表示」が行われ
るもので説明してきたが、本発明は必ずしもこれに限定されない。音演出、光演出、およ
び可動体演出、および画像表示演出の少なくともいずれか一つの演出を用いた設定示唆演
出は既に説明した通りであるし、特定演出についても同様に、当該少なくともいずれか一
つの演出を用いたものでもよい。アイコン表示（たとえば、図８２（Ｉ）に示すアイコン
表示のキャラクタ９０１ａ）に替わる例としては、専用または兼用スピーカによる特定音
であったり、専用または兼用ランプ（演出用ＬＥＤなど）による特定発光であったりして
もよい。そして、設定示唆演出も特定演出も各演出手段（液晶表示装置３６、スピーカ４
６、装飾ランプ（ＬＥＤ）４５、可動体役物８０、９０、その他の表示手段など）が、単
独的または複合的（同時的）に実行されるようにしてもよい。
【１１００】
　［設定示唆演出の他の具体例］
　＜設定示唆演出の具体例１：発光手段（ＬＥＤ）の色で設定示唆をする形態：図８５～
図８７＞
　この設定示唆演出の具体例１は、遊技者から見えるように配置されたＬＥＤ（発光手段
）を、設定示唆用の色表示態様（設定示唆色）で発光させ、これにより設定示唆演出を実
行するというものである。本例のようなＬＥＤによる設定示唆演出を「ＬＥＤ設定示唆演
出」とも称する。ここでＬＥＤは、赤、緑、青の三原色のＬＥＤがパッケージにされたフ
ルカラーＬＥＤ（単独のＬＥＤ）か、またはこれらのＬＥＤの集合体と拡散板とからなる
面状の光源（以下、面状ＬＥＤと称する。）であり、必要に応じて、デフォルト（示唆無
し）を白色とし、紫（偶数示唆）、青（奇数示唆）、黄（設定２以上（設定１否定））、
緑（４以上確定）、赤（５、６確定）、虹（６確定）などの色で発光させることを想定し
ている。これらのＬＥＤが発色する色の種別には、保留変化予告で使用している青、緑、
赤、Ｄ柄、虹色と共通のものや、大当り遊技中の所定画像（たとえば、エンディング演出
（終了ＩＮＴ）中に係る表示画像（大当り終了を報知する画像））等の背景色として、青
、黒、緑、金、虹と共通のもの、図柄変動中に現出される特定のキャラクタ（たとえば、
特定の予告演出に係る宇宙人やＵＦＯなどのキャラクタ）に付される色として、銅、銀、
金、虹と共通のものを使用することができる。また、いずれの色がどのような設定値を示
唆するのかは、適宜定めることができる。
【１１０１】
　本例に係るＬＥＤ（設定示唆に利用するＬＥＤ）は、遊技機に既に設けられている演出
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用ＬＥＤ、または設定示唆用に設けた専用のＬＥＤ（設定示唆専用ＬＥＤ）のいずれでも
よく、どの場所のＬＥＤを使用するか、あるいはどの場所に設定示唆専用ＬＥＤを設ける
かは自由であり、既に演出用としてどこかに配置されたＬＥＤを、設定示唆用の発光態様
で発光すること（予告演出と兼用とすること）もできる。先ず、本例に係るＬＥＤについ
て詳細に説明する。
【１１０２】
　たとえば、ガラス扉６の前枠周縁に周方向に装飾用ＬＥＤを複数個設けてなる装飾ラン
プ４５（以下「周囲ＬＥＤ４５」とも称する）の少なくとも一部（周囲ＬＥＤの少なくと
も一部）を設定示唆演出用に使用することができる。しかし、ガラス扉６の外側に設けた
装飾ランプ４５を利用するのではなく、ガラス扉６の内側において設けられているＬＥＤ
を利用することもできる。たとえば、時計盤部８１の数字セクター（図８５に示す符号８
５ａ：以下、「数字表示部８５ａ」と称する）用ＬＥＤ（遊技盤に設けたＬＥＤ）やセン
ター飾り体４８の或る場所に設けられたＬＥＤなどである。
【１１０３】
　図８５に、遊技盤３のセンター飾り体４８の下方の上始動口３４と下始動口３５の背後
壁に面状ＬＥＤ８３ｂを配設し、この面状ＬＥＤ８３ｂの発光態様により設定示唆演出を
行う構成を示す。この構成は、遊技者が普通に遊技している状態で、設定示唆演出を確認
しやすい位置に形成した構成を示す。また、図８６に、数字表示部８５ａに設けられた数
字セクター部を利用して設定示唆演出を行う構成を示す。この数字表示部８５ａを利用す
る形態では、特定箇所の数字セクター部だけを利用する形態（図８６（イ））と、点灯箇
所が変動する形態（図８６（ロ））とがある。
【１１０４】
　詳しくは、前者の図８６（イ）示す構成は、設定示唆内容（設定示唆色）によらず、発
光箇所が固定的な「発光箇所固定タイプ」である。一方、後者の図８６（ロ）に示す構成
は、高設定の期待度が相対的に高い設定示唆内容（設定示唆色）であるほど、発光箇所が
増加していく「発光箇所変動タイプ」である。換言すれば、設定示唆内容（設定示唆色）
に応じて、設定示唆演出の使用領域が変動するタイプである。なお、図８６（イ）または
（ロ）について、特定の設定示唆演出（たとえば、設定６確定示唆）を行う場合、数字セ
クター全域が虹色に発色したり、時計針８２が所定時刻（たとえば、６時）を示したり、
エフェクト（たとえば、グロー、ライト、シャドー、フレアー、グラデーションなど）を
施したりしてもよい。
【１１０５】
　また、図８７に、周囲ＬＥＤ４５を用いて設定示唆演出を行う構成例を示す。図８７（
イ）は周囲ＬＥＤ４５の一部を用いて設定示唆演出を行う構成であり、図８７（ロ）は周
囲ＬＥＤ４５の全部（全領域）を用いて、設定示唆演出を行う構成を示したものである。
図８７（イ）には、４つの構成例を示してあるが、正面左側の２つの構成例（イ－１）と
（イ－２）は、設定示唆演出の周囲ＬＥＤ４５の一か所乃至数ヵ所を領域とした使用領域
小のもの、正面右側の２つの構成例（イ－３）と（イ－４）は、設定示唆演出の周囲ＬＥ
Ｄ４５の使用領域を上半分、下半分の領域としたＬＥＤの使用領域大のものを示してある
。
【１１０６】
　図８７（イ）に示す構成については、図８６（ロ）に示す「発光箇所変動タイプ」とす
ることができる。なお、一旦、ＬＥＤによる設定示唆演出が実行された後、その後も長期
間継続して設定示唆演出を行う場合は（後述の「１－２．ＬＥＤ設定示唆演出の継続期間
について」参照）、図８７（ハ）に示すように、設定示唆演出があった後、周囲ＬＥＤ４
５の一部を設定示唆演出用の領域として使用し、その余の領域を予告演出用として用いる
構成とすることができる（設定示唆優先タイプ）。たとえば、設定示唆無しのデフォルト
である場合、何らかの設定示唆が行われてデフォルト以外の色に変化するまでは、周囲Ｌ
ＥＤ４５全体を予告演出用のＬＥＤとして機能させる。しかし何らかの設定示唆が行われ
てデフォルト以外の色に変化した後は、周囲ＬＥＤ４５の少なくとも一部を設定示唆演出
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用ＬＥＤとして機能させる。なお、予告演出として利用しない場合には、デフォルト色（
たとえば、白色や消灯）で発光させるように制御すればよい（デフォルトが消灯の場合は
消灯させる）。
【１１０７】
　なお、図８６や図８７において、数字表示部８５ａに設けられた数字セクター部や周囲
ＬＥＤ４５の発光に応じて、機種名ロゴ１０９０（第１標章）に対応する「藤丸くん」の
少なくとも一部（構成要素１０８１の一部または全部）を発光させてもよい。たとえば、
機種名ロゴ１０９０に係る機種名称１０８０の「藤丸くん」について、図８７（イ－１）
の場合には「藤」を点灯させる、図８７（イ－２）の場合には「藤」と「丸」とを発光さ
せる、図８７（イ－２）（イ－３）の場合には「藤丸くん」の文字列の上半分または下半
分を発光させる、図８７（ロ）の場合には「藤丸くん」全体を点灯させる等である。この
場合、周囲ＬＥＤ４５の発光色（設定示唆色：ここでは、白、紫、青、黄、緑、赤、虹な
ど）に対応して、機種名ロゴ１０９０の文字（「藤丸くん」の文字列、各文字）の色も同
じ設定示唆色で発光させてもよいし、周囲ＬＥＤ４５の発光色とは異なる色で発光させて
もよい。いずれにしても、機種名ロゴ１０９０の「藤丸くん」の少なくとも一部が、周囲
ＬＥＤ４５の点灯点滅状態に応じて、所定の発光態様で発光可能な構成とすることができ
る。
【１１０８】
　また、図８７（イ）の「設定示唆優先タイプ」とは反対に、周囲ＬＥＤ４５が予告演出
に用いられていない場合には設定示唆演出を行うが、周囲ＬＥＤ４５が予告演出に用いら
れる場合には設定示唆演出よりも優先して予告演出の光演出を現出させる「設定示唆非優
先タイプ」の構成としてもよい（図８７（ニ）参照）。
【１１０９】
　また、客待ち待機中（特に、デモ画面中）の場合は、デモ画面に係る光演出よりも設定
示唆演出を優先する「設定示唆優先タイプ」として構成として、待機画面中であっても周
囲に対して設定示唆演出を報知可能に構成してもよいし、反対に、デモ画面に係る光演出
を優先する「設定示唆非優先タイプ」としてもよい。前者の場合は客待ち待機中であって
も、パチンコホール側が、イベント時などにおいて高設定を導入していることをアピール
できるため、稼働率を向上させることができる。しかし一方で、周囲に報知すると、遊技
者間で、高設定台の奪い合いが起こるという問題も生じうる。したがって、いずれのタイ
プを採用するかは適宜決定すればよい。
【１１１０】
　なお、ＬＥＤを用いて設定示唆演出を行う構成について、上記「発光箇所固定タイプ」
、「発光箇所変動タイプ」、「設定示唆優先タイプ」、「設定示唆非優先タイプ」のいず
れの構成を採用するかは自由である。またこれらを組合せた構成、具体的には、「発光箇
所固定タイプ」および「設定示唆優先タイプ」の構成、「発光箇所固定タイプ」および「
設定示唆非優先タイプ」の構成、「発光箇所変動タイプ」および「設定示唆優先タイプ」
の構成、「発光箇所変動タイプ」および「設定示唆非優先タイプ」の構成のいずれを採用
するかも自由である。
【１１１１】
　（可動体役物に設けられたＬＥＤを用いた設定示唆演出：図８５）
　また、可動体役物に設けられたＬＥＤを用いて設定示唆演出を行ってもよい。たとえば
、第１可動体９１（花心Ａ１または花冠Ａ２）の背面ＬＥＤなどを用いることができる。
また、たとえば疑似連を行う際に、遊技機の適所に設けた「ＮＥＸＴ」などの文字プレー
ト（可動体役物）を可動させ、次回の疑似連が生起することを確定的に報知する構成を採
用しうるが、かかる構成の場合、この「ＮＥＸＴ」の文字プレートの一部や文字などに使
われるＬＥＤの発光態様を利用した設定示唆演出を現出させてもよい。たとえば、図８５
の二転鎖線で示すロゴプレート８５（通常は、センター飾り体４８の背面側に隠すように
配置されている）が、疑似連を発生させるときに落下移動する構成において、このロゴプ
レート８５に表示された「ＮＥＸＴ」の文字（図示せず）の一部または全部を設定示唆色
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（白、紫、青、黄、緑、赤、虹）で発光させる。
【１１１２】
　（設定示唆専用ＬＥＤ：図８５のＬＥＤ８３ａ、８４ａ、８４ｂ、８４ｃ）
　上記したように、装飾ランプ４５のＬＥＤや予告演出のＬＥＤを設定示唆演出に兼用す
ると、通常の装飾効果や予告演出における色表示態様と区別し難くなってしまうので、い
ずれにしても設定示唆専用ＬＥＤを設け、これにより設定示唆演出を行うことが好ましい
といえる。そこで、設定示唆専用ＬＥＤを設ける場合には、下記のような形態がある。
【１１１３】
　たとえば、図８５に示すように、演出ボタン１３（爽快ボタン７０）の周囲に面状ＬＥ
Ｄ８３ａを配設し、この面状ＬＥＤ８３ａを設定示唆専用ＬＥＤとして使用してもよい。
演出ボタン１３の外部のＬＥＤを利用する形態としたのは、演出ボタン１３の内部のボタ
ンＬＥＤ１３ｂを利用すると操作有効期間中（ボタン有効期間）の報知と設定示唆演出の
いずれであるか遊技者が混同してしまう恐れがあるため、これを防止するためである。そ
の他として、図８５に、遊技盤内に設定示唆専用ＬＥＤとして、ＬＥＤ８４ａ、８４ｂ、
８４ｃを設けた例を示す。これらの設定示唆演出専用のＬＥＤは、上述の面状ＬＥＤ８３
ｂと同じく、遊技者から見える場所に設けられる。
【１１１４】
　ＬＥＤ８４ａは遊技盤のセンター飾り体４８の左上部に設けられ、ＬＥＤ８４ｂは液晶
表示装置の下辺縁中央の下部、すなわちセンター飾り体４８の前面装着板４８ａに設けら
れており、これらは、上述した面状ＬＥＤ８３ｂと同じく、遊技者が普通に遊技している
状態で、設定示唆演出を確認しやすい位置に形成した例である。ただし、ＬＥＤ８４ｃは
遊技盤右上隅の非遊技領域の上記各種機能表示部に隣接するように設けられており、通常
の遊技中に遊技者が殆ど視認しない位置に形成されている。すなわち、ＬＥＤ８４ｃの場
合は、遊技領域３ａ内に配設される他のＬＥＤ８４ａ、８４ｂと比べて、演出用ＬＥＤで
あるか否かの区別がし易い位置に形成されている。このため、遊技者が予告演出による光
演出であるか、ＬＥＤ設定示唆演出であるか、混同してしまう恐れを防止することができ
る。特に、設定示唆専用ＬＥＤを非遊技領域内に形成した場合は、予告演出による光演出
と混同することなく、遊技者が設定示唆演出の内容を確認し易いものとなる。
【１１１５】
　なお、装飾ランプ４５などの予告演出に利用されるＬＥＤを設定示唆演出に兼用すると
、通常の装飾効果や予告演出における色表示態様と区別し難くなってしまうので、いずれ
にしても設定示唆専用ＬＥＤを設け、これにより設定示唆演出を行うことが好ましい。
【１１１６】
　（１－１．ＬＥＤ設定示唆演出の具体例）
　次に、上記のＬＥＤによる設定示唆を行う場合の構成例について、特に発生時期（実行
契機）やその継続期間など含む表示態様に着目しながら説明する。
【１１１７】
　ＬＥＤによる設定示唆（ＬＥＤ設定示唆演出）では、ＬＥＤを、たとえば、デフォルト
の白から設定示唆色の「紫、青、黄、緑、赤、虹」のいずれかに変化させることで行うが
、設定示唆色に変化させるタイミング（実行契機）としては、大別して「大当り遊技中」
、「図柄変動表示ゲーム中」、「客待ち待機中（デモ開始待ち演出中またはデモ画面中：
図８２（Ｇ）（Ｊ）参照）」など種々のタイミングがある。
【１１１８】
　先ず、ＬＥＤ設定示唆演出の実行契機の具体例ついて説明する。なお、実行契機が到来
した場合、必ずＬＥＤ設定示唆演出を実行してもよいし、所定の実行抽選に当選した場合
にＬＥＤ設定示唆演出を実行してもよく、また、複数の実行契機が有る場合には、その実
行契機に応じて、実行抽選を行う否かに関し適宜定めることができる。
【１１１９】
　（大当り遊技中に係る実行契機）
　大当り遊技中の実行契機としては、たとえば、大当り終了時、具体的には、終了ＩＮＴ
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（エンディング演出期間）中の所定のタイミングがあるが、大当り遊技の開始時～終了時
までの所定のタイミングで、ＬＥＤ設定示唆演出を現出させることができる。たとえば、
開始ＩＮＴ中（オープニング演出期間）、特定のラウンド数目のラウンド遊技中（特定の
ラウンド中演出期間）、および特定のラウンド数目のＲ間ＩＮＴ中（ラウンド間ＩＮＴ演
出期間）、終了ＩＮＴ（エンディング演出期間）のうち、少なくともいずれか１つの期間
の所定のタイミングで、ＬＥＤ設定示唆演出を実行することができる。
【１１２０】
　また、大当り遊技中にＬＥＤ設定示唆演出を行う場合は、たとえば、下記（ａ１）～（
ａ４）の条件を付してもよい。
　（ａ１）特定の大当りに当選した場合。たとえば、最高有利度の大当り（本実施形態の
場合、１６Ｒ長開放確変）または最低有利度の大当り（たとえば、４Ｒ長開放時短）に当
選した場合、その大当り遊技中に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行させることができる。
　（ａ２）大当り当選回数（特定の大当りをカウントしてもよい）が所定回数に達した場
合、ＬＥＤ設定示唆演出を実行させることができる。
　（ａ３）大当りの連荘回数（連荘中の特定の大当りをカウントしてもよい）が所定回数
に達した場合、ＬＥＤ設定示唆演出を実行させることができる。
　なお、今回の大当りで設定示唆演出を実行した後は、上記（ｂ１）では大当り当選回数
が所定回数に達する毎（たとえば、２回周期で実行契機が到来する）、上記（ｃ１）では
大当りの連荘回数が所定回数に達する毎（たとえば、連荘２回周期（連荘２回、４回、６
回・・・）で実行契機が到来する）に実行契機が到来するように構成することができる。
【１１２１】
　（ａ４）また、大当り遊技中において、特定の演出が実行された場合に、ＬＥＤ設定示
唆演出を実行させることができる。たとえば、大当り遊技中の所定画像（たとえば、エン
ディング演出（終了ＩＮＴ）中に係る表示画像（大当り終了を報知する画像））が表示さ
れる際に（当該所定画像は設定示唆演出として機能するものでもよい）、ＬＥＤ設定示唆
演出を実行する。この場合のＬＥＤ設定示唆演出は、当該所定画像（特定の演出）の実行
が条件とされる点で、上記「連係型設定示唆演出」に属するものといえる（ここでは、所
定画像の表示演出が「主」、本例のＬＥＤによる設定示唆演出が「従」の関係となる）。
ただし、所定画像（特定の演出）と、ＬＥＤ設定示唆演出とが同時的または重複的に実行
される場合であっても、ＬＥＤ設定示唆演出が当該所定画像の実行を条件としていない場
合は、当該特定の演出とＬＥＤによる設定示唆演出とは、それぞれ独立して実行される演
出であり、上記「連係型設定示唆演出」に属するものではない。
【１１２２】
　（図柄変動表示ゲームに係る実行契機）
　また、図柄変動表示ゲームに係る実行契機としては、たとえば、下記（ｂ１）～（ｂ４
）などとすることができる。
　（ｂ１）遊技機の電源投入後、図柄変動表示ゲームの実行回数（図柄変動回数）が所定
回数（たとえば３００回）に達する毎に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行することができる。
　（ｂ２）今回の大当りからの図柄変動回数が所定回数に達した場合、つまり、次回大当
りまでのハマリ回数が所定回数に達した場合に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行させることが
できる。
　（ｂ３）図柄変動表示ゲーム中に、特定の予告演出が実行された場合に、ＬＥＤ設定示
唆演出を実行することができる。特定の予告演出としては、ＳＰリーチ、疑似連３回など
の高期待度予告演出などがあるが、特定の予告演出は特に制限はなく、適宜定めることが
できる。また、特定の先読み予告（たとえば、特定の当選期待度以上の先読み予告（赤色
保留以上））が発生した場合に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行することができる。
　（ｂ４）その他、後述の具体例２～具体例３に示す図柄変動表示ゲームに係る適宜なタ
イミングでＬＥＤ設定示唆演出を実行することができる。
【１１２３】
　（客待ち待機中に係る実行契機）
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　また、客待ち待機中（デモ開始待ち演出中またはデモ画面中）に係る実行契機としては
、たとえば、下記（ｃ１）～（ｃ３）などとすることができる。
　（ｃ１）デモ開始待ち演出中の所定のタイミング（たとえば、デモ開始待ち演出開始か
ら所定時間経過時、デモ開始待ち演出終了時（デモ画面開始時）など）で、ＬＥＤ設定示
唆演出を実行することができる。この場合、デモ開始待ち演出中の表示回数が所定回数（
たとえば、複数回）に達したときを条件としてもよい。作動保留球が無くなった場合に、
ＬＥＤ設定示唆演出を実行可能に構成することで、作動保留球が途切れてゲームが中々開
始できない場合も、設定示唆演出の実行チャンスを与えることにより、遊技者のイライラ
感を緩和することができる。
　（ｃ２）デモ画面（デモムービー（デモ表示））中の所定のタイミング（たとえば、デ
モ画面開始時、デモ画面開始から所定時間経過時など）でＬＥＤ設定示唆演出を実行する
ことができる。この場合、デモ画面の表示回数が所定回数に達したことを条件としてもよ
い。
【１１２４】
　（その他の実行契機）
　その他の実行契機としては、たとえば、下記（ｄ１）～（ｄ４）などがある。
　（ｄ１）遊技機の電源投入時から所定時間が経過した場合、または所定時間が経過する
毎に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行することができる（ＲＴＣまたはソフトカウンタにより
実行契機のタイミングを管理する形態）。
　（ｄ２）特定のタイミング（たとえば、大当り遊技開始／終了時、特定の遊技状態の開
始時／終了時など）から所定時間経過した場合に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行することが
できる。なお、特定のタイミングは適宜定めることができる。
　（ｄ２）特定の時刻（たとえば、午前１１時と午後３時と午後７時など）が到来した場
合に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行することができる（ＲＴＣの時刻情報により実行契機の
タイミングを管理する形態）。
　（ｄ３）アウト球数（たとえば、通常時アウト個数または全状態アウト個数）が所定個
数（たとえば、１０００発）に達した場合、または当該所定個数に達する毎に、ＬＥＤ設
定示唆演出を実行することができる（打ち込み球数で実行契機を管理する形態）。
【１１２５】
　なお、上記した（ａ１）～（ｄ３）の実行契機を複数組合せてもよい。特に、（ｄ１）
の遊技機の電源投入時から所定時間が経過した場合などのように、一日の遊技において実
行契機が１回しか到来しないような場合には、他の実行契機と組合せて、ＬＥＤ設定示唆
演出の実行契機を複数回到来させることが好ましい。
【１１２６】
　（１－２．ＬＥＤ設定示唆演出の継続期間について）
　上記したタイミング（実行契機）に到った場合、ＬＥＤ設定示唆演出が実行されうるこ
とになるが、ＬＥＤ設定示唆演出が実行された場合は、所定の終了条件を満たすまで設定
示唆を継続して行うことができる。
【１１２７】
　詳しくは、或る実行契機が到来した場合に、設定示唆色でＬＥＤを発光させる設定示唆
演出を開始し、以後、今回のＬＥＤの設定示唆色を所定の終了条件が成立するまで継続さ
せるが、ここで“所定の終了条件”とは、たとえば、「次回の実行契機が到来してＬＥＤ
設定示唆演出が再度実行された場合」、「今回のＬＥＤ設定示唆演出実行後に、所定の回
転数（図柄変動回数）が終了するまで」、「特定の予告演出が実行された場合（ＳＰリー
チ発生時、疑似連３回出現時など）」、「デモ開始待ち演出中」や「デモ画面中」等の客
待ち待機中の所定のタイミング、あるいは「電源断まで」など種々の形態があり、終了条
件は、図柄変動表示ゲーム中、大当り遊技中、客待ち待機中の所定のタイミングとするこ
とができる。
【１１２８】
　本例の特徴点の一つは、たとえば「大当り終了画面が表示される期間だけに現出される



(203) JP 2020-168032 A 2020.10.15

10

20

30

40

50

」などというように、その演出時間だけ現出される（比較的短時間で終了する）、という
設定示唆演出とは異なり、今回のＬＥＤ設定示唆演出が複数の遊技期間（長時間）にわた
り現出し続けることが可能にした点である。たとえば、複数のゲーム期間にわたり継続し
て現出されたり、客待ち待機演出中～１または複数のゲーム期間、さらに大当り遊技期間
にわたり現出し続けるようにすることも可能である。斯様な長時間継続してＬＥＤ設定示
唆演出が実行されるという点を利用して、下記のような特徴を有する構成とすることがで
きる。
【１１２９】
　（Ａ－１）構成例１
　たとえば、今回のＬＥＤ設定示唆演出の終了条件が「次回の実行契機が到来してＬＥＤ
設定示唆演出が再度実行された場合」の一例として、大当り終了時にＬＥＤ設定示唆演出
が実行されるケースを代表例にとり説明すれば、一のケースとしては、“１回目の大当り
終了時にＬＥＤ「青色」に発光→２回目の大当り終了時に「緑色」に発光→３回目の大当
り時に「虹色」に発光→以後、変化なし”といった発光パターンの表示態様とする。つま
り、前回の設定示唆情報よりも有益でない情報が報知されないケース、換言すれば、「成
り下がり無し（変化する場合は、昇格のみ）」のケースとする。たとえば、白色（示唆無
し：デフォルト）、紫（偶数示唆）、青（奇数示唆）、黄（設定２以上確定）、緑（４以
上確定）、赤（設定５以上確定）、虹（設定６確定）の色で発光させる場合、“白色→「
紫⇔青（偶数設定示唆と奇数設定示唆との間には有利不利の関係は無く、同等の示唆色（
示唆内容）として扱う。以下同様）」→黄→緑→赤→虹色”という具合に、一方向的な色
変化とする。たとえば、図８６（イ）（ロ）に示すように、設定示唆色の成り下がりが無
いケースである。したがって、今回のＬＥＤ設定示唆演出で、設定６確定の「虹色」が出
現したならば、以後「虹色」を維持し、赤や緑にはならないという設定示唆演出となる。
このように「変化する場合は昇格のみ」とすることで、事象を理解し易い、確認し易い設
定示唆演出とすることができる。また、変化する色を「昇格色のみ」とすることで、遊技
回数が増してＬＥＤ設定示唆演出が実行されるほど（設定示唆昇格チャンスに遭遇するほ
ど）、つまり打てば打つほど、設定値についての推測精度が増すことになる。
【１１３０】
　しかし昇格するケースのみとせず、初回の大当り時に設定６確定の虹色が出たが、２回
目には青色などのランクの低いことを示唆する色に変化可能、という「成り下がり有り（
変化する場合は、降格有り）」のケースも存在可能な構成とすることもできる。この場合
、今回「虹色」が出現しても次回は異なる設定示唆色となるケースがあるが、有益な設定
示唆色が出現しても、専らその設定示唆を出現させた遊技者だけが密かに確認できるとい
う遊技期間を作り出すことができる。このため、後から遊技する他の遊技者が労せずにそ
の設定示唆情報を確認できるチャンスが減少し、苦労してその設定示唆色を出現させた遊
技者と、当該他の遊技者との間の不平等感が生じないようにすることができる。ＬＥＤを
用いて設定示唆演出を行う構成について、上記「成り下がり無し（変化する場合は、昇格
のみ）」とするか、「成り下がり有り（変化する場合は、降格有り）」とするかは、適宜
定めることができる。
【１１３１】
　上記した「設定示唆演出の具体例１（ＬＥＤの色で設定示唆をする）」における好まし
い構成例を示すと次のようになる。なお括弧内は本構成例における対応要素を示すが、本
発明はこれに限定されるものではない。
【１１３２】
　（１）遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段（発射操作ハンドル１５、発射装
置３２）と、
　大当り抽選（大当りに関する抽選）を実行可能な抽選手段（図１２の特別図柄変動開始
処理中のＳ４１０）と、
　図柄の変動表示が可能な図柄表示手段（液晶表示装置３６、または特別図柄表示装置３
８ａ、３８ｂ）と、
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　演出を実行可能な演出手段（たとえば、ランプやＬＥＤ（装飾ランプ４５）を含む光表
示装置４５ａ、液晶表示装置３６、加振装置、風圧装置、音響発生装置４６ａ、可動体役
物８０、９０など）と、
　前記演出手段による演出を実行制御可能な演出制御手段（演出制御部２４）と、
　前記大当り抽選の結果が所定結果である場合、遊技者に有利な特別遊技（大当り遊技）
を実行する特別遊技実行手段（図９の特別電動役物管理処理Ｓ０９５）と、を備え、
　複数段階に変更可能な設定値に応じて前記大当り抽選の結果が所定結果となる確率が異
なる遊技機において、
　前記演出制御手段は、
　前記設定値を示唆する設定示唆演出を実行可能な設定示唆演出実行手段（演出制御部２
４、図３２、図８２～図８６など）を備え、
　前記設定示唆演出実行手段は、
　前記演出手段の演出態様を第１演出態様（たとえば、第１設定示唆色：たとえば、白）
から第２演出態様（第２設定示唆色：たとえば、紫、青、黄、緑、赤）に変更する第１設
定示唆演出と、前記演出手段の演出態様を前記第２演出態様から第３演出態様（第２設定
示唆色：たとえば、虹色）に変更する第２設定示唆演出とを少なくとも実行可能であり、
　前記第１設定示唆演出によって前記演出手段の演出態様が前記第２演出態様に変更され
た場合、前記第２設定示唆演出が実行されるまで該第２演出態様を継続する（次の設定示
唆演出による色変化が生起するまで、第２設定示唆色を継続する）、
　ことを特徴とする遊技機。
【１１３３】
　この（１）に係る構成例は、ＬＥＤの色で設定示唆をする上記「（Ａ－１）構成例１」
のうち、第１設定示唆演出の実行後、次回の第２設定示唆演出が実行されるまで、当該第
１設定示唆演出を継続させる構成例に対応している。表現上は単に「演出手段の演出態様
」となっているが、ＬＥＤの場合の「演出手段のＬＥＤの演出態様」を強く意識している
。なお、「抽選手段」を詳述すれば、「始動手段が遊技球を検出したことを契機に、大当
りに関する抽選を実行可能な抽選手段」であり、また「図柄表示手段」を詳述すれば、「
図柄の変動表示動作を行い、当該図柄の停止表示態様により前記抽選手段による抽選結果
を報知可能な図柄表示手段」である。また「特別遊技実行手段」は、当選種別（当りの種
類：たとえば、図４に示す当選種別）に応じた当り遊技を実行可能に構成される。
【１１３４】
　（２）前記演出制御手段は、
　所定の条件下で、少なくとも現在の設定値に基づき、前記設定値を示唆する設定示唆演
出の実行を抽選する設定示唆演出実行抽選手段を備え、
　前記第２演出態様は、設定値に関連した複数の第２演出態様（たとえば、紫、青、黄、
緑、赤、虹）を含み、
　前記設定示唆演出実行手段は、
　前記設定示唆演出実行抽選手段による抽選に当選した場合に、前記複数の第２演出態様
のいずれかを実行する、
　ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
【１１３５】
　この（２）に係る構成例は、設定示唆演出として設定値に関連した紫、青、黄、緑、赤
、虹などの発光色（設定示唆色）があり、所定の設定示唆演出実行抽選で当選した場合に
、現在の設定値に関連した色に変化するという構成例になっている。ここでの抽選は、た
とえば、現在の設定値と複数の設定示唆色とが関連付けられており、いずれの設定示唆色
とするかの選択率が定めればよい。
【１１３６】
　（３）前記演出手段は、
　第１演出手段と当該第１演出手段とは異なる第２演出手段とを含む複数の演出手段を含
み、
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　前記設定示唆演出実行手段は、
　前記複数の演出手段のうち、少なくとも前記第１演出手段と前記第２演出手段とを用い
て前記第１設定示唆演出を実行可能に構成され（たとえば、ＬＥＤと液晶表示装置３６と
を用いた設定示唆演出を実行）、
　前記第２設定示唆演出が実行されるまで前記第１演出手段（ＬＥＤ）による前記第２演
出態様を継続させ、前記第２設定示唆演出が実行されるより前に、前記第２演出手段（液
晶表示装置３６）による前記第２演出態様を終了させる、
　ことを特徴とする上記（１）または（２）に記載の遊技機。
【１１３７】
　＜設定示唆演出の具体例２：設定値によって役物の完成形が異なるようにする形態：図
８８～図８９＞
　次に、図８８～図８９を用いて、設定示唆演出の具体例２について説明する。本例は、
設定値に応じて、役物の完成形（演出としての完成形）を変更する（異ならせる）ことを
以て、設定示唆を行うというものである。
【１１３８】
　本例に係る設定示唆演出の実行契機（役物完成契機）は、特定の予告演出中の所定のタ
イミングであり、たとえば、遊技者にとって関心度が高い特定事象の発生、またはその発
生可能性を予告、示唆、確定報知するときである。具体的には、
　（ａ）高期待度予告発生時（たとえば、ＳＰリーチ発展時、疑似連３回発生時）、
　（ｂ）図柄変動中のプレミアム演出（当確演出）の発生時、
　（ｃ）図柄変動中の当落報知時（上記昇格演出や復活演出時）、
　（ｄ）確変大当りなどの高有利度大当り当選報知時、
　（ｅ）大当り遊技中の保留連報知時（保留連報知演出の実行時）などがある。
【１１３９】
　上記（ｅ）の「保留連報知演出」とは、少なくとも大当り遊技開始時に存在した作動保
留球の中に大当り当選に係る作動保留球（保留内当選保留球）がある場合、当り演出中、
たとえば、オープニング演出、特定のラウンド数目のラウンド中演出、特定のラウンド数
目後のラウンド間インターバル演出、またはエンディング演出中の所定のタイミングにて
、現存する作動保留球内に保留内当選保留球が存在することを報知する演出態様であり、
本実施形態の場合、いずれの作動保留球が保留内当選保留球であるか（たとえば、３個目
の作動保留球が、保留内当選保留球である旨）も併せて報知されるようになっている。な
お、保留内当選保留球が存在するか否か、或いは、いずれの作動保留球が保留内当選保留
球であるか否かについては、上記保留加算コマンド（先読み判定情報）を受信することに
より、演出制御部２４側で把握可能となっている。また、保留連報知演出の対象となる作
動保留球は、大当り遊技開始前に存在した作動保留球を対象とするだけでなく、大当り遊
技開始後から保留連報知演出の実行タイミング前に発生した作動保留球を対象とすること
ができる。
【１１４０】
　役物の完成形態については、大当り当確予告や当落報知や保留連報知などのような「当
選期待度」に関連した“予告演出上の形態”である場合と、「設定値」に関連した“設定
示唆演出上の形態”である場合とがあるが、ここでは、演出としての完成形が設定値に応
じて異なる（変更される）だけで、その完成形の違いによる当選期待度や予告内容につい
ては同じという“設定示唆演出上の形態”を扱う。たとえば、役物の完成形に、三角形（
△）と星形（☆）とがある場合、いずれも当選期待度１００％の当確報知（当選期待度お
よび予告内容は同じ）であるが、設定示唆という点でみれば、三角形（△）の場合は“低
設定示唆”であり、星形（☆）の場合は“高設定示唆”である（設定値に応じて完成形が
異なる）、という具合である。また、ここでの完成形とは、可動体役物が所定の最終位置
に移動した際または移動する過程で採る形態を意味する。
【１１４１】
　（δ１）本例で扱う役物としては、たとえば、花型役物（第２の可動体役物）９０の第
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１可動体９１と第２可動体９２のように、複数の可動体役物がそれらに施された装飾によ
り、共働して一の意匠（花型）を形作る「合体型役物」（たとえば、花型役物９０）があ
る。このような合体型役物を利用し、（δ１－１）設定値に応じて複数の可動体役物が合
体位置で形成する意匠の完成度合に差を付ける、あるいは（δ１－２）設定値に応じて異
なる一意匠（有意な一意匠）が形成されるようにする。図８８にその一例を示す。
【１１４２】
　（合体型役物を用いた設定示唆演出：図８８）
　図８８は、液晶前面を覆う形で現出される合体型役物を示したものである。図示の可動
体役物には、第１装飾枠５０１ａと第２装飾枠５０１ｂとにより一意匠を形成可能な合体
型の装飾体５０１（図（Ｅ）参照）と、液晶画面略中央部（合体型枠体５０１の略中央部
）まで（最終位置）移動可能なギミック系合体型役物（合体の仕方により、役物５１１、
５１３、５１５、５１７に示す意匠を形成する）とが設けられおり、これらは、設定値に
応じて。その全体的形状が異なる形状を構成可能な合体型役物となっている。なお、役物
５１１、５１３、５１５、５１７は、役物の合体する過程については省略しているが、複
数の可動体が合体した状態を示してある。
【１１４３】
　図８８（Ａ）は、デフォルトの完成形Ａ（デフォルト形態）を示したものである。この
デフォルト形態は、第１装飾枠５０１ａだけが出現し、装飾体５０１としては未完成の形
状である。また、ギミック系合体型役物として、円形型の役物５１１が出現する。
　図８８（Ｂ）は、設定２以上確定を示唆する場合に出現する完成形Ｂを示したものであ
る。この完成形Ｂは、装飾体５０１は上述のデフォルト形態と同一であるが、ギミック系
合体型役物として、斜め十字形の役物５１３が出現するようになっている。装飾体５０１
を未完成形としているのは、図（Ｂ）に示す完成形Ｂは、高設定域（設定４～６）の場合
よりも低設定域（設定１～３）の場合に選択され易い、つまり完成形Ｂ（完成度合が低い
形態）が出現しただけでは“高設定の期待度が薄い”という意味合いを持たせるためであ
る。
【１１４４】
　高設定域が示唆される場合には、第１装飾枠５０１ａと第２装飾枠５０１ｂとが上下で
合体して装飾体５０１を形成し、装飾体５０１を含む完成形となる。
　図８８（Ｃ）は、その装飾体５０１を含む完成形として、高設定域である設定４以上確
定を示唆する場合に出現する完成形Ｃを示したものである。完成形Ｃでは、ギミック系合
体型役物として、十字形の役物５１５が出現するようになっている。
【１１４５】
　そして、最高設定の設定６確定を示唆する場合には、図８８（Ｄ）に示すように、装飾
体５０１と、ギミック系合体型役物として、星形多角形（図示の例は星形八角形型）を有
した役物５１７が出現し、賑やかしが強い派手な演出が現出されるようになっている。ま
た、少なくともギミック系合体型役物５１１～５１７には、その内部に面状ＬＥＤが形成
されており、可動体演出を行う際には、中央部が美しく虹色に光色する。なお、完成形Ａ
～Ｃが出現する際には、ギミック系合体型役物５１１、５１３、５１７を、設定示唆の内
容に応じた色で光色可能な構成としてもよい。たとえば、図（Ａ）の完成形Ａ（デフォル
ト形態）の場合は白色、完成形Ｂを成す場合は黄色、完成形Ｃを成す場合は赤色、完成形
Ｄを成す場合は虹色という具合である。
【１１４６】
　（分離型役物を用いた設定示唆演出：図８９）
　なお、複数の可動体役物が合体して有意な一意匠を形成する合体型役物ではなく、複数
の可動体役物それぞれが有意な一意匠として形成されているが、複数の可動体役物の出現
の仕方によって、異なる観念を想起させるような「分離型役物」を用いて、設定示唆を行
ってもよい。たとえば、図８９に示すように、デフォルトの場合は図（Ａ）人型ギミック
役物５２１（藤丸くん役物）が１つだけが出現し、設定３以上確定を示唆する場合は図（
Ｂ）のように、人型ギミック役物５２１、５２３（藤丸くん役物、藤香ちゃん役物）が出
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現し、この段階では、友人関係を想起させる。そして、設定５以上確定を示唆する場合は
図（Ｃ）のように、人型ギミック役物５２１、５２３（藤丸くん役物、藤香ちゃん役物）
と、「ハート型役物＋ロゴプレート」からなる背景役物５２５とが出現して、カップル（
恋人）のような関係を想起させる、という物語風演出を成す可動体役物群である。また、
上記のように物語風演出を成す可動体役物群でなくてもよく、役物同士に何かしら関連性
のある可動体役物群、たとえば、役物Ａが戦車、役物Ｂが戦闘機、役物Ｃが軍艦を模した
役物、つまり「兵器を模した役物」といったように、単に同じカテゴリー（兵器）に属す
る可動体役物群を採用してもよい。
【１１４７】
　また、設定値によって役物の完成形（最終形）を変更する形態には、下記（δ２）～（
δ５）のものがある。
【１１４８】
　（δ２）「設定値に応じて、動作する役物の数または役物の組合せが異なる」
　この実施形態は、設定値に応じて、最終位置に到達する役物数または役物の組合せが異
なる形態である（完成形を成す役物数または役物の組合せが異なる形態）。すなわち、複
数種類の役物を予め用意しておき、その複数種類の役物のうちで、幾つの可動体役物が最
終位置に到達したか、あるいは複数種類の役物による組合せのうち、いずれの組合せが、
役物が最終位置に到達したことで完成したかなどの違いにより役物の完成形に違いを付け
るものである。これには、たとえば、下記の（Ａ）、（Ｂ）の形態がある。ここでは３種
類の役物Ａ～Ｃを用意し、それぞれに施された装飾が合わさって有意な一意匠を形成する
合体型役物として説明するが、役物Ａ～Ｃが上記分離型役物であってもよい。本明細書中
において特に断りのない限り、合体型役物と分離型役物とを特に区別することなく、「合
体型役物」と称して説明する。
【１１４９】
　（Ａ：設定値に応じて動作する役物数が異なる）
　たとえば、動作する役物数が相対的に多いほど、設定値が相対的に高いことを示唆する
形態である。具体的には、「役物Ａのみ」または「役物Ｂのみ」（デフォルト：設定示唆
無し）、「役物Ａ＋役物Ｂ」（設定２以上確定）、「役物Ａ＋役物Ｂ＋役物Ｃ」（設定４
以上確定）などである。たとえば、上記した図８９の構成例に対応する。
【１１５０】
　（Ｂ：設定値に応じて役物の組合せ（１または複数の組合せ）が異なる）
　たとえば、デフォルトでは「役物Ａのみ」が動くだけ（一の有意な意匠は未完成）とし
設定示唆無しの内容とする。そして、最終位置に到達した可動体役物の数が増えたり、そ
の組合せに応じて、たとえば、「役物Ｂのみ」＝偶数設定示唆、「役物Ｃのみ」＝奇数設
定示唆、「役物Ａ＋役物Ｂ」＝設定２以上確定、「役物Ａ＋役物Ｃ」＝設定４以上確定、
「役物Ｂ＋役物Ｃ」＝設定５以上確定、「役物Ａ＋役物Ｂ＋役物Ｃ」＝設定６確定、など
のように定める。この場合、「役物Ａ＋役物Ｂ＋役物Ｃ」（一の有意な意匠が完成）のと
きは「設定６確定」の報知となる。
【１１５１】
　（δ３）「設定値に応じて役物の動きが異なる」
　この実施形態は、最終位置に移動する役物の動きを設定値に応じて異ならせるものであ
る。すなわち役物のデフォルトの動きが、たとえば「落下運動」であるとすると、これに
他の動作、たとえば、振動や往復運動などの付加的な動きを付けるものである。具体的に
は、デフォルトの場合、役物の動きが「落下のみ」であり、これによる設定示唆は無いが
、振動や往復運動などが加わると何かしらの設定示唆を行うようになっている。たとえば
、「落下＋往復運動小」（偶数設定示唆）、「落下＋往復運動中」（奇数設定示唆）、「
落下＋往復運動大」（設定２以上確定）、「落下＋振動」（設定４以上確定）、「落下＋
振動＋往復運動小」（設定５以上確定）、「落下＋振動＋往復運動大」（設定６確定）な
どである。また、「振動」については、遊技盤３に設けられた可動体役物自体の振動では
なく、対遊技者刺激源手段を用いてもよい。たとえば、発射操作ハンドル１５に設けられ
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た加振装置による振動（操作する手に振動を与える）や、発射操作ハンドル１５または遊
技機の適所に設けられた風圧装置による風圧（遊技者に風圧を与える）であってもよい。
【１１５２】
　なお、上記「合体型役物」の場合には、次のように構成することができる。たとえば設
定値が高いほど、可動体役物の一つまたは全部が、原位置Ａから第１位置Ｂ（移動を開始
すべく待機する開始位置）へ至る準備動作に、通常よりも時間がかかるように構成する。
結果として、第１位置Ｂ（開始位置）への到達が遅れて、第２位置Ｃ（最終位置）に到達
する時期に違いが生じるようにする形態とすることで、設定値に関連した「設定示唆演出
上の形態」とすることができる。合体型役物の場合は、少なくとも可動体役物の１つを設
定値に応じて異る動作とし、その異なる動作パターンを以って完成形へと導くことで、設
定示唆を行うことができる。
【１１５３】
　（δ４）「役物の動作割合が異なる」
　この実施形態は、設定値に応じて、役物が動作（作動）する割合（動作割合）が異なる
形態である。詳しくは、或るタイミングにて役物Ａが動作する場合、従来は、当選期待度
に応じて役物Ａが動作する・しないというものであったが、本形態の場合は、設定値に応
じて動作割合（動作確率）を異ならせることにより、設定示唆を行うというものである。
具体的には、役物Ａが動作する動作確率に関し、設定値が高いほど、相対的に動作確率が
高いまたは低いものとすることができる。たとえば、前者の場合は「設定１の場合は５％
、設定２は８％、設定３は１０％、設定４は１２％、設定５は１５％、設定６は１８％」
、後者の場合はその逆に、「設定１の場合は１８％、設定２は１５％、設定３は１２％、
設定４は１０％、設定５は８％、設定６は５％」とすることができる。また変形例として
、上記「合体型役物」を利用する場合、完成形を成す割合を設定値に応じて異ならせるこ
とができる。たとえば、設定値が高いほど相対的に完成確率が高いまたは低いものとする
ことができる。
【１１５４】
　（δ５）「役物に付随する演出が異なる」
　この実施形態は、役物の動きがたとえば「落下運動」であるとすると、この落下運動に
付随して、たとえば、設定値を推測させる演出（エフェクト演出）を付随して実行させる
ものである。この形態には、エフェクト演出の種類に応じて、下記のような構成とするこ
とができる。
【１１５５】
　たとえば、光演出によるエフェクト演出の場合には、「落下＋白色」（示唆無し：デフ
ォルト）、「落下＋紫」（偶数設定示唆）、「落下＋青」（奇数設定示唆）、「落下＋黄
」（設定２以上確定）、「落下＋緑」（設定４以上確定）、「落下＋赤」（設定５以上確
定）、「落下＋虹色」（設定６確定）などである。光演出については、役物に設けたＬＥ
Ｄを利用してもよいし、装飾ランプ４５などの演出用ＬＥＤを用いてもよい。
【１１５６】
　また、音演出によるエフェクト演出の場合には、「落下＋効果音無し」（示唆無し：デ
フォルト）、「落下＋第１効果音」（偶数設定示唆）、「落下＋第２効果音」（奇数設定
示唆）、「落下＋第３効果音」（設定２以上確定）、「落下＋第４効果音」（設定４以上
確定）、「落下＋第５効果音」（設定５以上確定）、「落下＋第６効果音」（設定６確定
）などである。第１～第６効果音はそれぞれ異なる効果音であるが、演出時間幅は同一で
あっても異なるものであってもよく、適宜定めることができる。なお、少なくとも設定６
確定の第６効果音は、祝福演出的な意味で、他の効果音よりも相対的に演出時間幅を長く
したり、音量が相対的に大きくするなどの派手な効果音とすることが好ましい。
【１１５７】
　また、画像表示（たとえば、キャラクタやアイテム画像）によるエフェクト演出を採用
してもよい。たとえば、「落下＋背景無し」（示唆無し：デフォルト）、「落下＋戦車Ａ
」（偶数設定示唆）、「落下＋戦車Ｂ」（奇数設定示唆）、「落下＋戦車Ｃ」（設定２以
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上確定）、「落下＋戦車Ｄ」（設定４以上確定）、「落下＋戦車Ｅ」（設定５以上確定）
、「落下＋戦車Ｆ」（設定６確定）などである。
【１１５８】
　この（δ５）の形態では、設定値によらず役物自体の動作は同じであるが、設定値に応
じて異なる演出態様（エフェクト演出）を付随させることにより、設定示唆演出として機
能させることができる。このエフェクト演出は、上記した（δ１）～（δ４）にも適用可
能である。たとえば、上記「（δ２）の（Ａ）」の実施形態の場合、「役物Ａ＋役物Ｂ＋
役物Ｃ」は“設定４以上確定”を示唆するものとして説明したが、本例のエフェクト演出
を適用した場合には、「役物Ａ＋役物Ｂ＋役物Ｃ＋緑」は“設定４以上確定”、「役物Ａ
＋役物Ｂ＋役物Ｃ＋赤」は“設定５以上確定”、「役物Ａ＋役物Ｂ＋役物Ｃ＋虹色」は“
設定６確定”のように、動作役物数は同じであってもエフェクト演出を付随させることで
、設定示唆内容を複数種類定めることができる。したがって、設定示唆内容のバリエーシ
ョンを増やすことができる。
【１１５９】
　＜設定示唆演出の具体例３：操作手段の操作を介して設定示唆演出を行う形態：図９０
＞
　この設定示唆演出の具体例３は、演出ボタン１３や方向キー７５などの操作手段の操作
を介して、設定示唆演出を実行する形態である。
【１１６０】
　たとえば、図９０を参照して、ここでは、まず所定の予告演出中（ここでは、ＳＰリー
チ中）に、ボタン操作を受け付けるボタン有効期間（ボタン操作指示中）に入った状態を
示してある（図９０（Ａ））。ボタン有効期間に入ったことを知らせるため、操作前演出
として、ボタンＬＥＤ１３ｂがたとえば白色から黄色点灯色に切り替わるとともに、液晶
表示装置３６において、ボタン予告演出（操作指示演出）が開始され、「押せ！」のメッ
セージからなる操作指示画像１５５と、ボタン操作有効期間の残り時間を示すタイマ画像
１５６と、演出ボタン１３を模したボタン画像１５７とが表示される。
【１１６１】
　そして、ボタン有効期間中に、演出ボタン１３が操作された場合、操作後演出として、
図（Ｂ）や（Ｃ）に示す設定示唆演出が現出される。図（Ｂ）は、その一例として、「設
定４以上確定」を示唆する円盤画像と「第一種接近遭遇」のメッセージが出現することに
より「設定４以上確定」を示唆する設定示唆演出であり、図（Ｃ）は宇宙人画像と「第三
種接近遭遇」のメッセージが出現することにより「設定５以上確定」を示唆する設定示唆
演出を示したものである。なお、この設定示唆演出は予告演出の内容とは無関係のものと
してもよいし、予告演出の内容に関連するもの（たとえば、図８３参照）であってもよい
。また図（Ｄ）または（Ｅ）は、図柄変動中に設定示唆演出（図（Ｂ）または（Ｃ））が
実行中または実行された後（当該図柄変動終了後を含む）、周囲ＬＥＤ４５を用いて、当
該図柄変動中に実行された設定示唆演出（設定示唆内容）に関連した色でＬＥＤ設定示唆
演出が現出される状態を例示してある。
【１１６２】
　本例では、操作手段の操作を介して設定示唆演出を行う形態であるが、その実行契機に
は、種々の契機がある。操作手段の入力は、既に説明したように、所定の操作有効受付期
間（ボタン有効期間）中、その入力の受付が有効化される。したがって本例の対象は、こ
のボタン有効期間中に、ボタン操作が行われた場合に設定示唆演出を実行可能とする構成
である。ボタン有効期間（操作手段の操作に基づき、設定示唆演出の実行が許容されるこ
ととなる期間）には、下記のような期間がある。
【１１６３】
　（ζ１）客待ち待機中の期間。具体的には、メニュー画面（遊技設定画面）への切り替
え有効期間。メニュー画面（たとえば、図８２（Ｈ））が表示された場合に、ＬＥＤ設定
示唆演出を実行することができる。この場合、遊技者がメニュー画面に切り替え操作をし
たことを契機にＬＥＤ設定示唆演出を実行可能に構成してもよいし、メニュー項目選択を
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契機にＬＥＤ設定示唆演出を実行可能に構成してもよい。
【１１６４】
　（ζ２）図柄変動中（図柄変動表示ゲーム中）の所定期間。具体的には、特定の予告演
出（たとえば、遊技者参加型演出を含む予告演出）中の所定期間。たとえば、上記図９０
演出例が対応する。
【１１６５】
　（ζ３）特定の図柄変動表示ゲーム中の所定期間。特定の図柄変動表示ゲームとは、た
とえば、電源投入時から所定回転数目のゲームまたは所定回転数以内のゲーム、大当り遊
技終了後（特定の大当りの大当り遊技終了後）から所定回転数目のゲームなどである。
【１１６６】
　（ζ４）大当り遊技中の所定期間。たとえば、オープニング演出、特定のラウンド数目
のラウンド中演出、特定のラウンド数目後のラウンド間インターバル演出、およびエンデ
ィング演出中のうちの少なくとも１つ演出中の所定期間。なお、この（ζ４）の大当り遊
技は、特定の大当りによる大当り遊技のみであってもよいし、連荘回数が所定回数に達し
たときの大当り遊技であってもよい。また、電源投入後の最初に当選した大当りの大当り
遊技であってもよいし、電源投入後に当選した大当りが所定回数目の大当りであった場合
、その大当り遊技であってもよい。
【１１６７】
　（ζ５）第１の設定示唆演出が実行中の全部または一部の期間。具体的には、第１の設
定示唆演出が実行中の全部または一部の期間に操作手段が操作された場合、第２の設定示
唆演出を実行可能に構成することができる。たとえば、上記終了インターバル画面変化（
図５２、図５３）が実行中にボタン有効期間が到来し、その有効期間に演出ボタン１３を
押下した場合に、ＬＥＤ設定示唆演出を実行することができる。
【１１６８】
　なお、（ζ６）上記した具体例１～３で説明したいずれの実施形態も、操作手段の所定
の操作に基づいて設定示唆演出を実行する、という構成とすることができる。
【１１６９】
　また、（ζ７）上記「設定示唆演出の具体例２」においては、ボタン有効期間内におい
て遊技者が操作手段を操作した場合またはボタン有効期間が経過した場合に、これを実行
契機として、役物を動作させることができる。しかしこの場合において、遊技者が操作手
段を操作せずにボタン有効期間が経過した場合、すなわち、遊技者が役物動作に係るボタ
ン操作演出に参加しなかった場合、役物は動作するが、その動作態様が、設定示唆無しの
「デフォルトの動作」を行う構成とすることができる。つまり、遊技者が積極的にボタン
操作をしない場合は、ペナルティ的な意味合いで「設定示唆無し」を報知する動作態様の
み行うように役物を動作制御する。このように「ボタン操作をしなければ設定示唆情報を
得ることができない」という状況を作り出すことで、遊技者は積極的にボタン操作を行う
ようになる。これにより、ボタン操作演出（遊技者参加型演出）に大きな意義を持たせる
ことができるとともに、演出のバリエーションを豊富化できる。
【１１７０】
　以上、本明細書に記載したすべての設定示唆演出の実行に関し、実行契機が到来した場
合に必ず設定示唆演出を実行（現出）するように構成してもよいし、実行契機が到来した
場合に、所定の実行条件に基づき、設定示唆演出を実行するか否かを決定してもよい。後
者の形態としては、たとえば、（Ｉ）所定の実行抽選を行い、その抽選結果に基づいて設
定示唆演出を実行するか否かを決定する形態、（ＩＩ）１または複数の操作手段の操作結
果に基づいて設定示唆演出を現出するか否かを決定する形態、（ＩＩＩ）少なくとも第１
実行条件と第２実行条件とを満たした場合に設定示唆演出を実行する形態。これは、目的
の設定示唆演出が実行される条件として、複数の条件を有する形態である。たとえば、所
定の実行抽選に当選し、かつ操作手段が操作された場合や、特定の演出が実行され、かつ
所定の実行抽選または操作手段を操作した場合などである。
【１１７１】
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　以上に説明した全ての実施形態（各実施形態で説明した構成、変形例のすべてを含む）
の１または複数を組合せた構成としてもよく、各実施形態において記載した内容は個別の
実施形態のみに限定されるものではない。
【１１７２】
　また以上に説明した実施形態では、遊技媒体として、遊技球を利用する弾球遊技機につ
いて説明したが、本発明は弾球遊技機に限られない。たとえば、アレンジボール機、雀球
遊技機であってもよく、他の遊技媒体として、遊技メダルを利用する遊技機（回胴式遊技
機）や、電磁気的な記録手段を利用して遊技媒体を管理する管理式遊技機などであっても
よい。
【産業上の利用可能性】
【１１７３】
　本発明は、遊技機に有用である。
【符号の説明】
【１１７４】
　　　１　　　遊技機、
　　　２　　　前枠（扉）、
　　　３、３ａ　　　遊技盤、遊技領域、
　　１９　　　遊技球払出装置、
　　２０　　　主制御部（主制御基板）、
　　２４　　　演出制御部（演出制御基板、液晶制御基板）
　　２８　　　発射制御基板、
　　２９　　　払出制御基板、
　　３４、３４ａ　　上始動口、上始動口センサ
　　３５、３５ａ　　下始動口、下始動口センサ、
　　３７、３７ａ　　普通図柄始動口、普通図柄始動口センサ、
　　３８ａ、３８ｂ　特別図柄表示装置、
　　３９ａ　　普通図柄表示装置、
　　５０、５２ａ　　大入賞口、大入賞口センサ
　　４１、４１ｃ　　普通変動入賞装置、普通電動役物ソレノイド、
　　５２、５２ｃ　　特別変動入賞装置、大入賞口ソレノイド、
　　３６、４５、４６　　液晶表示装置、装飾ランプ、スピーカ、
　　４９　　　アウト口、
　　９４　　　設定キースイッチ、
　　９５　　　設定変更スイッチ、
　　９６　　　設定変更完了スイッチ、
　　９７　　　設定表示器、
　　９８　　　ＲＡＭクリアスイッチ、
　２０１、２０２、２０３　　　主制御ＣＰＵ、主制御ＲＯＭ、主制御ＲＡＭ、
　２４１、２４２、２４３　　　演出制御ＣＰＵ、演出制御ＲＯＭ、演出制御ＲＡＭ。
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